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１ 郡山市下水道工事指定店等の義務 

 

郡山市において、宅内の排水設備工事は、専門知識を持った技術者を有する下水道工事指定

店でなければ行うことができません。下水道利用者の日常生活や公共下水道の機能に支障をき

たすことのないよう、下水道工事指定店及び下水道排水設備工事責任技術者は、郡山市下水道

条例施行規程の定めるところにより次の事項を遵守しなければなりません。 

 

 

郡山市下水道条例施行規程（抜粋） 

 

（工事指定業者の義務） 

第３３条 工事指定店の指定を受けた者（以下「工事指定業者」という。）は、次の事項を遵守し

なければならない。 

（１） 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否しないこと。 

（２） あらかじめ、施工方法、費用等について申請人に十分な説明を行い、工事は、誠実かつ

迅速に施工すること。 

（３） 工事の完了後６箇月以内に生じた故障については、無償で補修すること。ただし、不可抗

力又は使用者の故意若しくは過失と認められるものについては、この限りでない。 

（４） 名義を貸与し、又は下請人に工事を施工させないこと。 

 

 

（責任技術者の責務） 

第３９条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、

排水設備工事の設計及び施工（監理を含む。）に当たらなければならない。 

２ 責任技術者は、当該工事の完了に伴う検査に立ち会わなければならない。 

３ 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に下水道排水設備工事責任技術者

証を携帯し、当該職員から提示の要求があったときは、これを提示しなければならない。 
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２ 郡山市下水道工事指定店等の登録・申請等の手続き 

 

下水道工事指定店の指定の有効期間は５年間です。その後も継続して指定を受ける場合は、

有効期間満了の２箇月前までに継続指定の申請をしなければなりません（郡山市下水道条例第

２１条の６及び第２１条の７）。指定の申請受付については広報・ウェブサイトによりお知らせ

します。 

 

なお、次の下水道工事指定店の登録内容について異動が生じた場合は、必要な添付書類等と

ともに、速やかに郡山市下水道工事指定店異動届（第２９号様式(第３４条関係））を提出してく

ださい（郡山市下水道条例施行規程第３４条）。 

異動内容 添付書類 

営業の廃止 ・郡山市下水道工事指定店認可証（原本） 

名称又は代表者（※）の変更 
・登記事項証明書（原本） 

・郡山市下水道工事指定店認可証（写し） 

営業所の移転 

・登記事項証明書（原本） 

・移転先の位置図 

・郡山市下水道工事指定店認可証（写し） 

下水道排水設備工事 

責任技術者の増減 

・福島県下水道排水設備工事責任技術者証（原本） 

・排水設備指定工事店専任責任技術者登録届（様式４）又

は排水設備指定工事店専任責任技術者取消届（様式５） 

※ 役員（代表者以外）の変更については届出不要です。 

 

また、下水道排水設備工事責任技術者の登録について、次の内容に変更が生じた場合も届出

が必要です。 

変更内容 必要な書類等 

下水道排水設備工事責任 

技術者の住所・氏名等 

・福島県下水道排水設備工事責任技術者証記載事項変更届（様

式６） 

・福島県下水道排水設備工事責任技術者証（原本） 

・変更したことが確認できるもの（住民票、運転免許証など

の写し） 

 

なお、下水道排水設備工事責任技術者の各種届出に必要な様式は、公益財団法人福島県下水

道公社のホームページからダウンロードできます。 

（ホームページアドレス http://www.fspc.or.jp） 
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第29号様式(第34条関係) 

郡山市下水道工事指定店異動届 

  ○○年○○月○○日 

 

   郡山市上下水道事業管理者 

 

 

届出者 

 

 

住所又は所在地   郡山市朝日○丁目×－△ 
 

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名  

コオリヤマ工業株式会社 

郡山 次郎    

 

電 話 番 号    924－○○○○ 
 

 

 次のとおり異動があったので届け出ます。 

異 動 の 理 由 

□ 営業の廃止 

□ 営業所の移転 

□ 下水道排水設備工事 

責任技術者の異動 

  □ 名称又は代表者の変更 

  □ その他 

   (          ) 

異

動

の

内

容 
変 更 前 

  

変 更 後 

 

備考 該当する箇所(□印)にレ印を記入すること。 

記入例(名称又は代表者の変更) 

✔ 

※代表者が変わる場合 

※名称が変わる場合 

※代表者が変わる場合 

※名称が変わる場合 

変更後の名称または代表者の氏名等を記入してください。

提出日を記入してください。 

ここにチェックしてください。 

変更前の名称を記入

してください。 

変更後の名称を記入

してください。 

変更前の代表者の氏名を

記入してください。 

変更後の代表者の氏名を

記入してください。 

代表取締役 郡山 太郎 

郡山設備株式会社 

コオリヤマ工業株式会社 

代表取締役 郡山 次郎 

記     名 
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第29号様式(第34条関係) 

郡山市下水道工事指定店異動届 

  ○○年○○月○○日 

 

   郡山市上下水道事業管理者 

 

 

届出者 

住所又は所在地   郡山市朝日×丁目○－□ 

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名 

  郡山設備株式会社 

    郡山 太郎    

電 話 番 号    924－□□□□ 

 

 次のとおり異動があったので届け出ます。 

異 動 の 理 由 

□ 営業の廃止 

□ 営業所の移転 

□ 下水道排水設備工事 

責任技術者の異動 

  □ 名称又は代表者の変更 

  □ その他 

   (          ) 

異

動

の

内

容 
変 更 前 

 

変 更 後 

 

備考 該当する箇所(□印)にレ印を記入すること。 

 

✔ 

ここにチェックしてください。 移転前の営業所の所在地等を記入してください。

電話番号等も変更する場合、それらも記入してく

ださい。 

提出日を記入してください。 

変更後の所在地等を記入してください。 

〒○○○－○○○○ 
郡山市○丁目×－△ 
電話番号  024-924-○○○○ 
ＦＡＸ番号 024-924-×××× 

〒○○○－○○○○ 
郡山市×丁目○－□ 
電話番号  024-924-□□□□ 
ＦＡＸ番号 024-924-△△△△ 

移転後の営業所の所在地等を

記入してください。 

記入例(営業所の移転) 

 

記         名 
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第29号様式(第34条関係) 

郡山市下水道工事指定店異動届 

  ○○年○○月○○日 

 

   郡山市上下水道事業管理者 

 

 

届出者 

住所又は所在地   郡山市朝日○丁目×－△ 

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名 

  郡山設備株式会社 

   郡山 太郎    

電 話 番 号    924－○○○○ 

 

 次のとおり異動があったので届け出ます。 

異 動 の 理 由 

□ 営業の廃止 

□ 営業所の移転 

□ 下水道排水設備工事 

責任技術者の異動 

  □ 名称又は代表者の変更 

  □ その他 

   (          ) 

異

動

の

内

容 
変 更 前 

 

変 更 後 

 

備考 該当する箇所(□印)にレ印を記入すること。 

 

✔ 

※責任技術者の人数が減る場合も、変更前、変更後とも 

全員分の名前を記入してください。 

※責任技術者の人数が増える場合 

ここにチェックしてください。

変更前の責任技術者全員の名前を

記入してください。 

変更後の責任技術者全員の名前を

記入してください。 

提出日を記入してください。

郡山太郎 

郡山太郎 郡山次郎 

記入例(責任技術者の異動) 

記       名 
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第29号様式(第34条関係) 

郡山市下水道工事指定店異動届 

  ○○年○○月○○日 

 

   郡山市上下水道事業管理者 

 

 

届出者 

住所又は所在地   郡山市朝日×丁目○－□ 

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名  

  郡山設備株式会社 

    郡山 太郎    

電 話 番 号    924－□□□□ 

 

 次のとおり異動があったので届け出ます。 

異 動 の 理 由 

□ 営業の廃止 

□ 営業所の移転 

□ 下水道排水設備工事 

責任技術者の異動 

  □ 名称又は代表者の変更 

  □ その他 

   (          ) 

異

動

の

内

容 
変 更 前 

 

変 更 後 この欄は記入不要です。  

備考 該当する箇所(□印)にレ印を記入すること。 

✔ 

ここにチェックしてください。 

提出日を記入してください。

この欄は記入不要です。 

記入例(営業の廃止) 

記         名 



 

 

 

 

 

第２章 排水設備工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

７
 

 

  
○ 排水設備確認申請書 

正副２通 
(条例第 6条、第 7条) (施行規程第 5条) 
 
利用する場合…… 
 

 
○ 公共汚水桝設置申込書 
○ 融資あっせん申請書 
○ 雨水活用補助金交付申請書 
○ 除害施設確認申請書 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
工事依頼 
(下水道条例 

第 6条、第 7条) 

 
同時に申請 

収受 

工事着工 

公共汚水桝接続 

竣工 

 
審査 

(施行規程第 5条) 

収受 

収受 

 

工事の検査 
(条例第 8条) 

使用料賦課 

(条例第 12条) 

  
確認が下りてから 

１年以内に完了しない場
合は取下げをすること 
※処分の対象となる 
(施行規程第５条) 

 
下水道工事指定店 

による工事 
(条例第 7条) 

  
公 共 下 水 道  排水設備工事の流れ 

申請者 下水道工事指定店 営業課 

  
排水設備確認申請書 

確認済印 
(施行規程第 5条) 

 

○ 公共下水道使用開始等届 

(条例第 11条) (施行規程第 14条) 

○ 排水設備工事完了届 

(条例第 8条) (施行規程第 7条) 

 
排水設備確認申請書 

副本返却 

工事完了後 
５日以内に 

遅滞なく 

受領・保管 合格 

  
工事を担当した 
責任技術者の 

立会い 
(施行規程第 39条) 

排水施設係 お客様サービスセンター 

 
排水設備等工事 
検査済証の交付 
(施行規程第 8条) 



 

８
 

  
○ 排水設備確認申請書 

正副２通 
(条例第 8条、第 9条) (施行規程第 5条) 

 
利用する場合…… 

 
○ 融資あっせん申請書 

  
農業集落排水施設  排水設備工事の流れ 

公共汚水桝接続 

竣工 

  

 

  

 
  

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
工事依頼 

(農業集落排水施設
条例第8条、第 9条) 

同時に申請 

収受 

工事着工 

 
審査 

(施行規程第 5条) 

収受 

 

工事の検査 
(条例第 10条) 

使用料賦課 

(条例第 14条) 

 
下水道工事指定店 

による工事 
(条例第 9条) 

 
排水設備確認申請書 

確認済印 
(施行規程第 5条) 

○ 排水施設使用開始等届 

(条例第 13条) (施行規程第 12条) 

○ 排水設備工事完了届 

(条例第 10条) (施行規程第 8条) 

  
排水設備確認申請書 

副本返却 

農業集落 
排水設備工事 
検査済証の交付 
(施行規程第 9条) 

工事完了後 
５日以内に 

速やかに 

受領・保管 合格 

 
工事を担当した 
責任技術者の 

立会い 
(施行規程第 7条) 

申請者 下水道工事指定店 

収受 

営業課 

排水施設係 お客様サービスセンター 
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第２章 排水設備工事 

 

１ 下水道排水設備工事等の事務手続き  

 

＊ 必ず施工場所の供用開始の有無、下水道本管の有無及び公共汚水桝の有無

を確認して申請に係る図面等を作成してください。 

    なお、供用開始区域内かつ下水道本管が未整備の場合、下水道整備課へご

相談ください。 

 

□ 工事に関係する書類 

  

○ 排水設備確認申請書         (公共下水道・農業集落排水施設) 

  

○ 公共汚水桝設置申込書        (公共下水道) 

 

○ 物件設置許可申請書         (公共下水道) 

○ 公共汚水桝等設置許可申請書     （農業集落排水施設） 

 

○ 水洗便所改造資金融資あっせん申請書 (公共下水道・農業集落排水施設) 

  

○ 除害施設確認申請書                (公共下水道) 

  

○ 公共下水道特別使用許可申請書      (公共下水道) 

○ 農業集落排水施設特別使用許可申請書 (農業集落排水施設) 

  

○ 公共下水道一時使用申請書          (公共下水道) 

○ 排水施設一時使用申請書            (農業集落排水施設)   

 

 

 

＊申請後に工事が中止になった場合は、速やかに取下げの手続きを行ってください。 
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２ 排水設備確認申請書について 

（１）平面図・縦断図の作成 

≪ 平面図の注意事項 ≫ 

項 目 記入方法 備      考 

縮尺、方位 １／１００等 必ず記入してください。 

汚水経路 赤色 丸桝と角桝を区別します。蛍光ペンは不可です。 

※必ず公共汚水桝までの配管経路を表記してください。 雨水経路 青色 

水道メーター 緑色 水道メーターの位置及び番号を記入します。蛍光ペンは不可です。 

既設管・既設桝 破線  

既設浄化槽 破線 

浄化槽の位置を記入し、既存浄化槽全撤去と記入してください。全

撤去出来ない場合は、５R推進課と協議を行ってください。 

※平面図に協議年月日、５R推進課の担当者を記入してください。 

既設汲取便槽 破線 

汲取便槽の位置を記入し、既存汲取便槽撤去と記入してください。 

全撤去出来ない場合は、５R推進課と協議を行ってください。 

※平面図に協議年月日、５R推進課の担当者名を記入してください。 

２階等の図面 平面図に記入 水廻りがなくても平面図に間取りを記入してください。 

倉庫・物置 平面図に記入 
水廻りがなくても敷地内にある場合は雨どいを含めすべて記入して

ください。 

作業所・工場 詳細を記入 事業内容等がわかるように記入してください。 

全体図 
敷地全体が入る

ようにする 

敷地が広く、Ａ３サイズ一枚に収まらない場合、縮尺は小さくても

かまわないので全体が把握できる図面を添付してください。 

枝管 口径記入 枝管口径は、条例施行規程に定めるところによります。 

測点 全ての桝に記入 
新設桝だけでなく既設桝にも桝番号(No.)を付して管種・口径・桝間

距離を記入してください。 

排水ヘッダー 設置位置を記入 新設の場合は製品カタログのコピー等を添付してください。 

みなし道路 
みなし道路後退

予定線も記入 

家屋の新築等でみなし道路がある場合は、みなし道路後退予定線も

記入してください。 

道路種別 
国道、県道、市道、

私道等 

隣接道路の種別を記入してください。 

※その他の注意事項 

・図面はＡ３サイズで、北を上にして敷地境界まで入るように作成してください。 

・縮尺は原則１/１００で作成してください。 

・下水道台帳図にない公共汚水桝へ排水設備を接続する場合は、事前に営業課と協議を行ってく

ださい。 

・既存公共汚水桝の桝深が１ｍ未満で、管勾配が２.０/１００を確保できない場合は、事前に営

業課と協議を行ってください。 
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設計図の記載数値例 

種  別 単位 記入数値（有効桁数） 記 載 例 備  考 

管路延長 ｍ 小数点以下 1位まで ２.４ ０.１単位で記入 

≪ 縦断図の注意事項 ≫ 

項 目 記入方法 備      考 

測点 

桝Ｎｏ、桝の名称、桝深さ

を記入 

桝深さが複数ある場合は全て記入してください。 

桝の名称は簡略化することも可能です。 

公共汚水桝をＮｏ．０とします。 

勾配 桝間ごとに勾配を記入 

勾配は条例に定めるところによります。 

管径Φ１００の場合１.９９／１００を四捨五入して

２.０／１００とすることはできません。 

※管径Φ１００の場合、勾配は２.０／１００以上と

なりますが、勾配が確保できない場合は、事前に窓口

で担当者と協議を行ってください。 

地盤高 地盤高を記入 
公共汚水桝の地盤高を１０.００ｍとします。 

地盤高のラインを図面に記入してください。 

土被り 測点ごとの土被りを記入 

土被り０.２０ｍ以上を確保してください。ただし、

コンクリートやアスファルト等で防護した場合は、こ

の限りではありません（図上に明示してください）。 

土被りが複数ある場合は全て記入してください。 

管底高 全て記入 複数ある場合は全て記入してください。 

単距離 桝間の距離を記入  

追加距離 追加距離を記入 系統が別の経路は、０.０からスタートしてください。 

※その他の注意事項 

・段差桝やドロップ桝などの管底高と土被りを複数記入する必要がある場合、単距離、追加距離

及び地盤高は複数記入しないようにしてください。 

・設計に重要な要素となるため、現地調査を徹底し、地盤高等は測量機器（オートレベル等）で

測量し正確に記載してください。 

設計図の記載数値例 

種  別 単位 記入数値（有効桁数） 記 載 例 備  考 

管の勾配 ％ 小数点以下１位まで ２．０／１００ （四捨五入） 

桝の深さ ｍ 小数点以下３位まで ０．３７５ （四捨五入） 

桝径（呼び径） ｍｍ 整   数 １５０  

地盤高 ｍ 小数点以下２位まで １０．９０ （四捨五入） 

管底高 ｍ 小数点以下３位まで １０．５２８ （四捨五入） 

土被り ｍ 小数点以下３位まで ０．２７５ （四捨五入） 

管路延長 ｍ 小数点以下 1 位まで ２．３ ０．１単位で記入 

管径(呼び径) ｍｍ 整   数 １００  
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（２）調査・設計・施工上の注意事項 

項 目 記入等方法 備      考 

事前調査 

出来形検測 

測量機器（オー

トレベル等）に

よる測量が必要 

必ず事前に現地にて測量機器による測量等を行い、現地状況と図面

を一致させること。また、現場が完了した際にも必ず測量機器によ

る出来形検測を行い、現場と図面を一致させること。 

※図面への記載数値は P11 を参照 

公共汚水桝 

道路内（公道、

私道及びみなし

道路等）に公共

汚水桝がある場

合も同様 

必ず事前に現場にて公共汚水桝の位置及び使用可能であるかを確認し

てください。原則として、宅内最終桝を立ち上がり径φ２００とし、下

流側の排水管と底部接続してください。もし、詰まり・溜りや不具合が

ある場合は上下水道局と協議してください。 

公共汚水桝が道路内にある場合、宅内最終桝までの引き込み管も使用で

きるか確認してください。 

※公共汚水桝の確認や設置申込みの流れは P117 を参照 

汚水桝設置 

既設汚水桝 

既設排水管 

既設の桝及び排

水管は規定に適

合するように改

修 

排水管の起点、終点、合流点、屈曲点、管種、管径及び勾配の変化する

箇所に管理桝を設置してください。また、桝間の距離が管径の 120 倍を

超えないように、維持管理上適切な箇所にも管理桝を設けてください。

桝の設置場所は、将来、建築物等が設置される場所を避けてください。 

汚水経路にため桝は認められません（足洗い等を除きます）。 

桝にはインバートを設け、蓋は密閉できるものを使用してください。 

既設ため桝をインバート桝に改修して使用することもできますが、その

場合も、建築図面等で設計せず、現況を確認し、詰まりや溜りがないか

（使用できるか）確認してください。 

足洗い 
基本的に汚水管

に接続 

ゴム栓等をし、雨水が流入しないようにしてください。止むを得ず雨水

系統に接続される場合、使用に制限が加わるため、注意してください。 

水廻り 全て記入 

古いアパート等のベランダや工場等の倉庫・物置等に蛇口・洗濯機等の

水廻りがないか確認し、下水道への接続漏れがないようにしてくださ

い。「使用しない」や「使用頻度が少ない」等の理由で下水道へ接続し

ないことは認められません。下水道を使用しないのであれば撤去（使用

できない状態に）してください。 

露出管 

管種はＶＰを使

用するか管保護

をするかを図面

に記入 

継手部分もＶＰを使用してください。 

既設露出管がＶＵの場合も同様の措置をとります。 

露出管であっても屈曲部には、なるべく掃除口を設けてください。 

トラップ桝 掃除口を設ける 二重トラップによるサイホン作用又は逆流が起きないよう注意します。 

建物から汚水

桝までの距離 
３ｍ以下とする ３ｍを超える場合は維持管理用に桝を設けてください。 
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段差付桝  

大便器・左右合流部・２系統合流部は段差付桝を使用してください（上

流に使用頻度の少ない手洗い等があるときは特に）。 

全経路の規定勾配が確保できない場合は４５度合流桝等の使用を検討

してください。 

ドロップ桝  

９０度エルボは使用できません。なお、φ１００を使用の場合は３１ｃ

ｍ以上の段差が必要です。３１ｃｍ未満の段差の場合は落差調整桝を使

用します。 

点検口又は 

掃除口の設置 
 

排水横主管に桝を設けず、複数または全ての枝管を直接受ける場合は、

点検口又は掃除口を設置し、容易に補修や取替えができるようにしてく

ださい。 

ディスポーザ

排水処理シス

テム 

設置する場合は

事前に協議する

こと 

排水設備及び公共下水道施設に支障をきたす恐れのあるため、ディスポ

ーザ単体での使用はできません。ディスポーザ排水処理システム（適合

評価品）は使用可能ですが、事前協議が必要です。 

 

※屋外洗場（ガーデンパン）接続例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注１：排水管きょが３ｍを超える場合はＶＵ１００で土被り２００ｍｍ（コンクリ

ート等で管防護する場合は除く）を考慮して施工してください。 

注２：ため桝の深さは維持管理を容易にするため、土被りを考慮し、可能な限り浅

く施工してください。 

注３：ため桝は、雨水の侵入を防ぐため周囲の地盤高より高く施工してください。 

注４：ため桝からその下流の桝までの距離が近い場合、ため桝への逆流を防止する

構造としてください（段差桝、ホルソー接続等）。 

注５：ため桝からその下流までの桝が３ｍ以下であっても、縦断図を作成してくだ

さい。 

勾配は３．０／１００以上 

注２ 

可能な限り浅く施工 
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（３）合流区域における注意事項 

項 目 記入等方法 備    考 

配管方法等  

汚水と雨水を別々に配管し、それぞれ公共汚水桝・公共雨水桝

に接続します。公共雨水桝がない場合は、宅内最終桝で汚水と

雨水を合流させてください。さらに、合流させる桝の１つ上流

の雨水桝にトラップを設け、必要に応じエアーキャップを使用

します。また圧力解放蓋等の使用も検討してください。 

雨水排水管の 

深さ 
 

将来、分流地域となった際に汚水と雨水を切り離す場合、雨水

排水管が深すぎると側溝に排水できなくなるため、雨水排水管

の深さには注意してください。 

雨水の放流先  
側溝がある場合は、雨水を側溝に排除してよいか道路管理者に

確認してください。 

 

（４）申請書記載事項 

項 目 記入等方法 備    考 

申請人 記名 

ゴム印もしくはワープロ打ちであっても押印は不要と

なります（申請人が法人の場合も同様）。 

なお、自署や記名押印でも問題ありません。 

押印 朱肉を用いる印章 

シャチハタは認められません。事業所等の場合は代表者

印を用います。（申請人本人の自署、代表者の自署は除

く） 

住所 
住民登録されている

住所を記入 

開始、変更、完了届も同様です。法人の場合は所在地を

記入します。 

下水道工事指定店 記名 
申請人と同様です。ただし、代表者名まで記してくださ

い。 

施工場所 住居表示を記入 
新築等で住所が未定の場合、わかる範囲まで記入して申

請し、決定後、開始・完了届等で修正してください。 

使用水区分 
該当するものに 

チェック 

井戸水使用の場合、地下水使用量申告書を提出してくだ

さい（事業所等は私設メーターを設置する必要があるた

め別途協議が必要です）。 

水道メーター 

又は 

お客様番号 

原則、水道メーター

番号を記入 

新築の場合は空欄とし、開始届の提出時に記入します。 

アパート等、水道メーターが複数ある場合は部屋番号、

メーター番号、住民の氏名、使用人数の順に別紙に記入

してください。 

下水道に排除しない水道メーター（散水栓用等）を含め、

下水道使用の有無に関らず水道メーターはすべて記入

してください。下水道に排除しないものは「下水道使用

無し」と付記。 
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水道メーター 

（新設の場合） 

お客様サービスセン

ターで確認印を表紙

に押印し、給水図を

添付 

事業所（工場・倉庫等）の場合、新設以外の場合も給水

図を添付してください（倉庫等の中の水廻りの接続漏れ

を防止するため）。 

工事予定期間 
着手日は申請日から

一週間程度あける 

公共汚水桝設置申込みが伴う場合の工事着手日は桝設

置希望日以降（申請日より３箇月以降）の日付としてく

ださい。 

申請日 提出日を記入  

委任日 委任された日を記入  

 

 

 ※その他の注意事項 

・他人の土地や排水管等を使用（借用）する場合は、後日トラブルになる場合があるので使用（借

用）承諾書の写し（任意様式）を添付してください。なお、承諾書は当事者同士の自署又は記名

押印があるものとし、宛名は記入しないでください。 

・申請書類等に訂正がある場合は、砂消しや修正液（ホワイトコレクター等）等の使用はしない

でください。 

・念書を添付する場合は、申請人の自署又は記名押印としてください。 

 

（５）見取図（住宅地図） 

１）申請地（施工箇所）が中央になるように配置してください。 

２）施工場所を赤色（蛍光ペンは不可）で囲い斜線にしてください。 

３）申請地及び周辺がわかりやすい縮尺にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

例）申請地 
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（６）見積書・工事調書 

１）汲取りや浄化槽からの切り替えのときは、見積書か工事調書のいずれかを必ず添付し 

てください。 

   ２）融資あっせん制度を利用する際は、工事調書を添付してください。 

３） 消費税は単価、合計が税込みの場合、別欄等にそれがわかるように明記してください。

４）「申請費」や「申請手数料」は、「諸経費」又は「図面作成費」とし、申請人へ誤解 

を招かないように注意してください。 

※その他の注意事項 

   見積書は任意様式とします。ただし、申請人を明記し、指定店の代表者印を押印してくだ

さい（コピーでもかまいません）。 

 

 

（７）開始届・完了届・汲取り証明書  
種 類 提出期限 提出方法等 

使用開始等届 

遅滞なく提出 

（郡山市下水道条例第11条） 

 

速やかに提出 

（郡山市農業集落排水施設

条例第 13 条） 

完了届・汲取り証明書と同時でなくともかまいません。

水道メーターの番号を記入します。 

○下水道使用開始日について 

１ 浄化槽・汲取り便槽からの切替えの場合 

⇒公共汚水桝に接続した日（一部接続等も含みます。） 

２ 新築の場合 

⇒水道メーター設置日 

・水道メーター検査日ではありません。 

・入居日ではないので注意してください。 

（水道メーター設置後閉栓する場合も提出します。） 

・開始日と完了日が逆転しないようにしてください。 

設計変更届 

設計を変更しようとする場

合に提出 

（郡山市下水道条例第６条） 

（郡山市農業集落排水施設

条例第８条） 

・設計を変更しようとする場合は、事前に窓口で担当

者と協議してください。変更届か再度確認を受ける

か判断します。電話でのやり取りは、トラブルの原

因になりますので必ず窓口で協議願います。 

・完了届提出前に変更届を提出し確認を受けてくださ

い。 

・雨水経路のみの変更の場合、変更届の提出は不要 で

すが、図面差替えは行ってください。 

工事完了届 

５日以内に提出 

(郡山市下水道条例第８条) 

（郡山市農業集落排水施設

条例第１０条） 

設計変更がある場合は設計変更届が受理されてから提

出してください。 

 



17 

 

※設計変更届について（注意事項） 

 

□公共下水道 

 郡山市下水道条例施行規程第６条に該当しない変更内容については、郡山市下水道条例第６条第２

項の規定により再度確認を受けなければなりません。 

 

（例）桝を１箇所増やしたい場合などは再度確認を受ける必要があります。 

 

郡山市下水道条例（抜粋） 

（排水設備等の計画の確認） 

第６条 排水設備又はこれらに接続する除害施設（以下「排水設備」という。）の新設等を行おうと

する者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するもので

あることについて、上下水道事業管理者の確認を受けなければならない。ただし、上下水道事業管理

者が定める軽微な工事については、この限りではない。 

２ 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときは、同項の規定による確認を受けな

ければならない。 

 

郡山市下水道条例施行規程（抜粋） 

（軽微な工事） 

第６条 条例第６条第１項ただし書きに規定する軽微な工事とは次に掲げるものとする。 

(1)排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない位置の変更等の工事 

(2)排水設備の延長工事及びこれに要するますの新設工事でこう配、管径等が条例第４条に規定する

基準に適合するものであり、水洗便所及び除害施設が含まないもの 

(3)ますのふた又はマンホールふたの据え付け又は取り換え 

(4)防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事 

 

□農業集落排水施設 

 郡山市農業集落排水施設施行規程第６条に該当しない変更内容については、郡山市農業集落排水施

設条例第８条第２項の規定により再度確認を受けなければなりません。 

 

（例）桝を１箇所増やしたい場合などは再度確認を受ける必要があります。 

 

郡山市農業集落排水施設条例（抜粋） 

(排水設備の計画の確認) 

第８条 排水設備等の新設等を行うとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関

する法令等の規定に適合するものであることについて、上下水道事業管理者の確認を受けなければな

らない。ただし、上下水道事業管理者が定める軽微な工事については、この限りではない。 
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２ 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときは、同項の規定による確認を受けな

ければならない。 

郡山市農業集落排水施設条例施行規程（抜粋） 

（軽微な工事） 

第６条 条例第８条ただし書きに規定する軽微な工事とは、次に掲げるものとする。 

(1)排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない位置の変更等の工事 

(2)排水設備の延長工事及びこれに要するますの新設工事でこう配、管径等が条例第７条に規定する

基準に適合するものであり、水洗便所を含まないもの 

(3)ますのふた又はマンホールふたの据え付け又は取り換え 

(4)防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事 

 

 

～その他の書類～ 

・汲取り証明書（原本）を提出すること 

・浄化槽からの切り替えの場合、浄化槽廃止報告書を併せて 

提出すること 

 

工事着工後の排水設備関係の手続き 
  

 

完了届提出までに提出し

てください。 

開始届提出 

 

確
認
（
副
本
返
却
） 

工
事
着
工 

公
共
汚
水
桝
接
続 

工
事
完
了 

完
了
検
査 

遅滞なく 

速やかに 
５日以内 

完了届提出 
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（８）工事完了検査 

項 目 内 容 備      考 

検査  

完了届提出後、使用状況を確認するため、一般家屋及び

事務所であれば１箇月程度、除害施設がある場合は２か

月程度経過してから検査を行います。 

申請人の希望や支払いの関係等により早目の検査を希望

する場合は可能な限り対応しますのでご相談ください。 

検査日程の連絡 

営業課 

排水施設係から 

指定店へ２日前まで

に連絡 

月、火曜日が検査・・・前週の最終平日 

水、木、金曜日が検査・・・２日前 

（２日前が祝祭日の場合は、その前の平日） 

（ただし、年末年始、GW 等の場合や融資あっせん申請等

の場合、締切日等の都合上、前日の連絡もありえます。） 

工事完了検査 
申請人に事前に連絡

しておく 

申請人の立会は不要ですが、敷地内に入る為必ず連絡し、

桝が車等の下になる場合は移動してもらってください。 

当日は①施主様へのあいさつ②桝の蓋開け③バケツ１杯

程度の水の準備（流れ確認の為）をお願いします。 

※測量機器による検測を求める場合があるため、測量機

器の準備をお願いします。 

下水道排水設備工事責任技術者が立ち会ってください（ど

うしても立ち会えない場合は、工事内容を把握している

方）。検査に立ち会うことができない場合は、当日の８時

４０分までに必ず営業課排水施設係まで連絡してくださ

い。 

検査終了後  桝の蓋の閉め忘れ等がないかを確認してください。 

工事完了検査時

の指摘事項 

工事検査済証を受領

し、工事完了 

手直し工事等の大きな指摘事項がない限り、図面変更程

度の指摘事項は１週間以内に修正してください。 

※ その他の注意事項 

工事完了時の現場確認（社内検査） 

 ・工事完了検査を受ける前に必ず以下の点を中心に社内検査を行ってください。 

  ア 図面と現場が一致しているか。 

  必ず測量機器による出来形検測を行い図面と現場が一致しているかを確認すること。 

  イ 管内に詰まりや溜まりは無いか。 

  ウ 桝の仕様、設置箇所は適切かどうか。 

  エ 浄化槽等の撤去・処分が適切に行われているか。 

オ 不用になった桝の撤去漏れや舗装復旧にクラック・ひび割れ等が無いかどうか。 

カ 分流式の場合、汚水と雨水の誤接続が無いかどうか。 

キ 飲食店・工場・病院等でグリ－ス阻集器等除害施設が設置されている場合、維持管理方

法の説明をしたか。申請人が定期的な維持管理をしているかどうか。 
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（９）特別使用許可 

項 目 注  意  事  項 

特別使用 

▽公共下水道・特定環境保全公共下水道の場合（下水道条例第 21 条） 

供用開始区域外で下水道を使用したい場合は、公共下水道事業協力金（受益

者負担金相当分）を支払い、自費で公共汚水桝等を設置（物件設置許可申請）

していただきます。 

提出書類（正副２部） 

１ 公共下水道特別使用許可申請書 

２ 図面（位置図、平面図、断面図等） 

３ 公図、土地登記事項証明書（※写し可） 

４ 家屋・土地所有者の同意書（※申請者と異なる場合のみ） 

５ 現況写真（前面道路と建築敷地が確認できるもの） 

 

 

▽農業集落排水施設の場合（農業集落排水施設条例第 19 条の２） 

供用開始区域外で下水道を使用したい場合は、自費で公共汚水桝等を設置

（公共汚水桝等設置許可申請）していただきます。 

※中山地区（熱海町）は、受益者分担金の支払いが必要となります。 

※阿久津地区の一部（あぶくま台団地 開発区域内）及び片平地区の一部（片

平地区集落地区計画区域内）は特別使用許可の申請は不要です。 

※三町目地区（西田町）において、特別使用許可の申請をお考えの際には、

事前に営業課へご相談ください。 

提出書類（正副２部） 

１ 農業集落排水施設特別使用許可申請書 

２ 図面（位置図、平面図、断面図等） 

３ 公図、土地登記事項証明書（※写し可） 

４ 家屋・土地所有者の同意書（※申請者と異なる場合のみ） 

５ 現況写真（前面道路と建築敷地が確認できるもの） 
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令和  年  月  日 

 

公共下水道特別使用許可申請書 

 

郡山市上下水道事業管理者 

申請人  住  所   

                     氏  名   

                     電話番号   

 

公共下水道特別使用の許可を下記により申請いたします。 

１ 使用の場所    

   （地 番） 

２ 使用の目的    

３ 予定排出量    

添付書類 

１．付近見取図 

２．公図・土地登記簿証明書 

３．設計図（平面図・縦断図） 

４．その他必要と認めるもの 
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令和 ○年 ○月 ○日 

 

公共下水道特別使用許可申請書 

 

郡山市上下水道事業管理者 

申請人  住  所  郡山市豊田町１番４号 

        氏  名  上下水太郎 

                     電話番号  ○○○ʷ○○○ʷ○○○○ 

 

公共下水道特別使用の許可を下記により申請いたします。 

１ 使用の場所   郡山市○○町○○番 

   （地 番） 

２ 使用の目的   生活排水を下水道使用により処理するため 

３ 予定排出量             ○○  ㎥/日 

添付書類 

１．付近見取図 

２．公図・土地登記簿証明書 

３．設計図（平面図・縦断図） 

４．その他必要と認めるもの 

記 入 例 

記名 
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令和  年  月  日 

 

農業集落排水施設特別使用許可申請書 

 

郡山市上下水道事業管理者 

申請人  住  所   

                     氏  名   

                     電話番号   

 

農業集落排水施設の特別使用の許可を下記により申請いたします。 

１ 使用の場所    

   （地 番） 

２ 使用の目的    

３ 予定排出量    

添付書類 

１．付近見取図 

２．公図・土地登記簿証明書 

３．設計図（平面図・縦断図） 

４．その他必要と認めるもの 
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令和 ○年 ○月 ○日 

 

農業集落排水施設特別使用許可申請書 

 

郡山市上下水道事業管理者 

申請人  住  所  郡山市豊田町１番４号 

        氏  名  上下水太郎 

                     電話番号  ○○○ʷ○○○ʷ○○○○ 

 

公共下水道特別使用の許可を下記により申請いたします。 

１ 使用の場所   郡山市○○町○○番 

   （地 番） 

２ 使用の目的   生活排水を下水道使用により処理するため 

３ 予定排出量             ○○  ㎥/日 

添付書類 

１．付近見取図 

２．公図・土地登記簿証明書 

３．設計図（平面図・縦断図） 

４．その他必要と認めるもの 

記 入 例 

記名 
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（１０）一時使用許可 

項 目 注  意  事  項 

一時使用 

土木建築工事等による排水を放流するため、一時的に下水道を使用したい場

合は、一時使用の申請・許可が必要となります。 

使用後は、公共下水道一時使用排水量届（排水施設一時使用申請書）に公共

汚水桝流入口の閉塞状況が確認できる写真を添付し、お客様サービスセンタ

ーへ提出します。 

また、使用中は報告書を２箇月に一度、お客様サービスセンターへ提出して

ください。 

 

◎注意点 

湧水・地下水の排出を行う場合は、沈殿槽や中和槽を設置する等の協議が別

途必要になります。（合流式の公共下水道区域：営業課、分流式の区域：道

路保全課又は国・県等と協議を行ってください。） 

 

▽提出書類（公共下水道・特定環境保全公共下水道の場合） 

 

１ 公共下水道一時使用申請書（第１２号様式） 

２ 図面（位置図、平面図、断面図、工程表） 

３ 沈殿槽等処理施設の構造図（必要に応じて） 

４ 家屋・土地所有者の同意書（申請者と異なる場合のみ） 

５ 現況写真（前面道路と既存公共汚水桝が確認できるもの） 

※使用開始の２週間前までに申請書を提出してください。 

※水道水の一部を下水道に排出しない場合、または、地下水等を下水道に排

出する場合は、別途申告書が必要になります。 

 

▽提出書類（農業集落排水施設の場合） 

 

１ 排水施設一時使用申請書（第８号様式） 

２ 図面（位置図、平面図、断面図、工程表） 

３ 沈殿槽等処理施設の構造図（必要に応じて） 

４ 家屋・土地所有者の同意書（申請者と異なる場合のみ） 

５ 現況写真（前面道路と既存公共汚水桝が確認できるもの） 

※使用開始の２週間前までに申請書を提出してください。 

※水道水の一部を下水道に排出しない場合、または、地下水等を下水道に排

出する場合は、別途申告書が必要になります。 
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第12号様式(第15条関係) 

 

公共下水道一時使用申請書 

 

年  月  日  

 郡山市上下水道事業管理者 

                         

                   住    所  

               申請人 名    称  

                   代 表 者   

                   氏    名  

                   電    話  

 

 公共下水道の一時使用をしたいので、次のとおり申請します。 

 

排 出 場 所  郡山市 

 

使 用 期 間 年   月   日 から   年   月   日まで 

使 用 目 的   

予 定 排 出 量 

１日最大      立方メートル １日最少    立方メートル 

１日最大    立方メートル １日最少    立方メートル 

モーターの出力                 馬 力 

 

ポ

ン

プ 

口 径       φ＝        ミリメートル 

公称揚水量                 立方メートル／毎秒 

１ 日 平 均

運 転 時 間 
                時 間 

１時間平均

排 水 量 
                立方メートル／ｈ 

実 測

揚 水 量 
                立方メートル／毎秒 

  

公共下水道の場合 
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  排出場所見取図 
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第12号様式(第15条関係) 

 

公共下水道一時使用申請書 

 

令和○年○○月○○日  

 郡山市上下水道事業管理者 

                        

                   住    所 郡山市○○町字○ 

               申請人 名    称 □□建設株式会社 

                   代 表 者 代表取締役  

                   氏    名 △△ △△ 

                   電    話 ９○○−○○○○ 

 

 公共下水道の一時使用をしたいので、次のとおり申請します。 

 

排 出 場 所  郡山市○○丁目1-1  ※地番を記入   

 

使 用 期 間 （許  可  日）から 令和 ○年○○月○○日まで 

使 用 目 的  （例）現場事務所仮設トイレの排水を公共下水道へ排出するため 

予 定 排 出 量 

１日最大  ○○立方メートル １日最少    立方メートル 

１日最大    立方メートル １日最少    立方メートル 

モーターの出力                 馬 力 
 

ポ

ン

プ 

口 径       φ＝        ミリメートル 

公称揚水量                 立方メートル／毎秒 

１ 日 平 均

運 転 時 間 
                時 間 

１時間平均

排 水 量 
                立方メートル／ｈ 

実 測

揚 水 量 
                立方メートル／毎秒 

  

記 入 例 

記名 

使 

用 

す 

る 

場 

合 

は 

記 

入 

の 

こ 

と 



29 

 

公共下水道一時使用排水量届 

 

令和  年  月  日 

 

 

郡山市下水道事業管理者 

 

 

住   所 

申請人 名   称 

    代 表 者 

    氏   名 

    電   話 

    お客様番号 （         ―      ） 

公共下水道一時使用が終了しましたので、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

 

１．工事場所 

 

２．使用期間     令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

３．排 水 量                     ㎥ 

 

４．添付書類    排水記録日報・作業日報・水道メーター記録票 

 （添付するものに○）   

             水質データ・その他（        ） 
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下 水 排 出 量 記 録 表（令和  年  月） 

日 曜日 天候 主な作業内容 作業時間 排水量 備考 

１     ㎥  

２     ㎥  

３     ㎥  

４     ㎥  

５     ㎥  

６     ㎥  

７     ㎥  

８     ㎥  

９     ㎥  

１０     ㎥  

１１     ㎥  

１２     ㎥  

１３     ㎥  

１４     ㎥  

１５     ㎥  

１６     ㎥  

１７     ㎥  

１８     ㎥  

１９     ㎥  

２０     ㎥  

２１     ㎥  

２２     ㎥  

２３     ㎥  

２４     ㎥  

２５     ㎥  

２６     ㎥  

２７     ㎥  

２８     ㎥  

２９     ㎥  

３０     ㎥  

３１     ㎥  

月排水量  計        ㎥ 
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令和  年  月  日 

郡山市上下水道事業管理者 

 

申告人 住   所 

                    氏   名 

                    電   話 

                    お客様番号 （        ―      ） 

 

下水道使用量報告書 
 

 

このことについて、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

（Ａ）今回指針 

 

 

令和  年  月  日 

 

㎥ 

 

（Ｂ）前回指針 

 

  

㎥ 

 

（Ａ－Ｂ）使用水量 

 

  

㎥ 

※使用水量の内訳及び理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

上下水道局お客様サービスセンター ＴＥＬ ０２４－９３２－７６４１ 

ＦＡＸ ０２４－９３９－５８２１ 
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第８号様式(第13条関係) 

 

排水施設一時使用申請書 

 

年  月  日  

 郡山市上下水道事業管理者 

                        

                   住    所  

               申請人 名    称  

                   代 表 者   

                   氏    名  

                   電    話  

 

 排水施設の一時使用をしたいので、次のとおり申請します。 

 

排 出 場 所  郡山市 

 

使 用 期 間 年   月   日 から   年   月   日まで 

使 用 目 的   

予 定 排 出 量 

１日最大      立方メートル １日最少    立方メートル 

１日最大    立方メートル １日最少    立方メートル 

モーターの出力                 馬 力 

 

ポ

ン

プ 

口 径       φ＝        ミリメートル 

公称揚水量                 立方メートル／毎秒 

１ 日 平 均

運 転 時 間 
                時 間 

１時間平均

排 水 量 
                立方メートル／ｈ 

実 測

揚 水 量 
                立方メートル／毎秒 

農業集落排水施設の場合 
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  排出場所見取図 
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第８号様式(第13条関係) 

 

排水施設一時使用申請書 

 

令和○年○○月○○日  

 郡山市上下水道事業管理者 

                        

                   住    所 郡山市○○町字○ 

               申請人 名    称 □□建設株式会社 

                   代 表 者 代表取締役  

                   氏    名 △△ △△ 

                   電    話 ９○○−○○○○ 

 

 排水施設の一時使用をしたいので、次のとおり申請します。 

 

排 出 場 所  郡山市○○町○○字○○100-1  ※地番を記入  

使 用 期 間 （ 許  可  日 ）から令和 ○年○○月○○日まで 

使 用 目 的  （例）仮設トイレの排水を農業集落排水施設へ排水するため 

予 定 排 出 量 

１日最大  ○○立方メートル １日最少    立方メートル 

１日最大    立方メートル １日最少    立方メートル 

モーターの出力                 馬 力 
 

ポ

ン

プ 

口 径       φ＝        ミリメートル 

公称揚水量                 立方メートル／毎秒 

１ 日 平 均

運 転 時 間 
                時 間 

１時間平均

排 水 量 
                立方メートル／ｈ 

実 測

揚 水 量 
                立方メートル／毎秒 

  

記 入 例 

記名 

使 

用 

す 

る 

場 

合 

は 

記 

入 

の 

こ 

と 
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農業集落排水施設一時使用排水量届 

 

令和  年  月  日 

 

 

郡山市下水道事業管理者 

 

 

住   所 

申請人 名   称 

    代 表 者 

    氏   名 

    電   話 

    お客様番号（          ―      ） 

排水施設一時使用が終了しましたので、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

 

１．工事場所 

 

２．使用期間     令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

３．排 水 量                     ㎥ 

 

４．添付書類    排水記録日報・作業日報・水道メーター記録票 

 （添付するものに○）   

             水質データ・その他（        ） 
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農 集 排 出 量 記 録 表（令和  年  月） 

日 曜日 天候 主な作業内容 作業時間 排水量 備考 

１     ㎥  

２     ㎥  

３     ㎥  

４     ㎥  

５     ㎥  

６     ㎥  

７     ㎥  

８     ㎥  

９     ㎥  

１０     ㎥  

１１     ㎥  

１２     ㎥  

１３     ㎥  

１４     ㎥  

１５     ㎥  

１６     ㎥  

１７     ㎥  

１８     ㎥  

１９     ㎥  

２０     ㎥  

２１     ㎥  

２２     ㎥  

２３     ㎥  

２４     ㎥  

２５     ㎥  

２６     ㎥  

２７     ㎥  

２８     ㎥  

２９     ㎥  

３０     ㎥  

３１     ㎥  

月排水量  計        ㎥ 
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令和  年  月  日 

郡山市上下水道事業管理者 

 

申告人 住所 

                    氏名 

                    電話 

                    お客様番号（     ―     ） 

 

農業集落排水施設使用量報告書 
 

 

このことについて、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

（Ａ）今回指針 

 

 

令和  年  月  日 

 

㎥ 

 

（Ｂ）前回指針 

 

  

㎥ 

 

（Ａ－Ｂ）使用水量 

 

  

㎥ 

※使用水量の内訳及び理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

上下水道局お客様サービスセンター ＴＥＬ ０２４－９３２－７６４１ 

                     ＦＡＸ ０２４－９３９－５８２１ 
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※その他（補足） 

 

▽公共下水道 

□使用開始 

 

１）決定通知の交付後、工事着手・使用開始してください。 

なお、途中で内容や使用期間の変更が生じる場合は、変更しようとする１箇月 

前までに、変更の手続きを行ってください。 

２）水道の臨時メーター精算時に下水道使用料を納付してください。（地下水を排

出する場合は、公共下水道一時使用排水量届、下水道に流れない控除水量がある

場合は、下水道使用量報告書の提出が精算時に必要となります。 

 

□使用終了 

排水設備の撤去と公共汚水桝接続部のキャップ止め等の措置を行い、確認できる

写真を添付した報告書（任意様式）を提出してください。 

 

 

▽農業集落排水施設 

□使用開始 

 

１）決定通知の交付後、工事着手・使用開始してください。 

なお、途中で内容や使用期間の変更が生じる場合は、変更しようとする１箇月 

前までに、変更の手続きを行ってください。 

２）水道の臨時メーター精算時に農業集落排水施設使用料を納付してください。（地

下水を排出する場合は、排水施設一時使用排水量届、下水道に流れない控除水量

がある場合は、下水道使用量報告書の提出が精算時に必要となります。 

 

□使用終了 

排水設備の撤去と公共汚水桝接続部のキャップ止め等の措置を行い、確認できる

写真を添付した報告書（任意様式）を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡山市上下水道局営業課排水施設係 

（０２４）９３２－７６６６ 



排水設備チェックシート     No.1
屋外排水設備 宅内排水設備
1． 汚水桝 1． トイレ
　○ 公共汚水桝

・ ｲﾝﾊﾞｰﾄ状態 ｲﾝﾊﾞｰﾄ内水溜 □ 有 □ 手直し済 　○ 床排水 □ 有 ﾄﾗｯﾌﾟ □ 有 封水状態 □ ｼｰﾙ良好
□ 無 □ 不良

□ 無 □ ﾄﾗｯﾌﾟ桝接続
・ ﾎﾙｿｰ接続 □ 有 仕上げ状態 □ 良好 □ 無

（滝落し、切替） □ 不良 □ 手直し済
□ 無

　○ 手洗 □ 有 ﾄﾗｯﾌﾟ □ 有 □ 良好
・ 汚水桝内部 目地ﾓﾙﾀﾙ・ｼｰﾙ □ 良好 □ 無 □ ﾄﾗｯﾌﾟ桝接続

□ 不良 □ 手直し済 □ 無

・ 汚水管接続部 接合ﾓﾙﾀﾙ等 □ 良好 ２． 台　所
□ 不良 □ 手直し済

　○ 流し台 ﾄﾗｯﾌﾟ □ 有 □ 良好
□ 無 □ ﾄﾗｯﾌﾟ桝接続

　○ 既設汚水桝 □ 有 溜め桝 □ 有 入れ替え･改良 □ 済
□ 無 注 ：ﾀﾞﾌﾞﾙｼﾝｸの場合は、大ｼﾝｸ，小ｼﾝｸ，ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰのﾄﾗｯﾌﾟを確認すること。

□ 無
　○ ディスポーザ □ 有 □ 取り外し確認

　○ 汚水桝（ｲﾝﾊﾞｰﾄ） □ 無
・ ｲﾝﾊﾞｰﾄ状態 ｲﾝﾊﾞｰﾄ内水溜 □ 有 □ 手直し済

□ 無 ３． 風　呂

・ 汚水桝内部 目地ﾓﾙﾀﾙ・ｼｰﾙ □ 良好 　○ 浴　槽 ﾄﾗｯﾌﾟ □ 有 □ 良好
□ 不良 □ 手直し済 □ 無 防臭方法 □ 栓開閉

□ ﾄﾗｯﾌﾟ桝接続
・ 汚水管接続部 接合ﾓﾙﾀﾙ等 □ 良好

□ 不良 □ 手直し済
　○ 床排水 ﾄﾗｯﾌﾟ □ 有 封水状態 □ 良好

・ 桝内配管 流入,流出配管 □ 適正 □ 不良
ﾄﾗｯﾌﾟ等 □ 不適正 □ 手直し済 □ 無 □ ﾄﾗｯﾌﾟ桝接続

　○ 汚水桝（ﾄﾗｯﾌﾟ） ４． 洗　濯
・ ﾄﾗｯﾌﾟ状態 封水深 □ 良好

□ 不良 □ 手直し済 　○ 洗濯金具 □ 有 洗濯防臭金具 □ 良好
□ 無 □ 洗濯防臭金具取付

掃除口 □ 有 □ ﾄﾗｯﾌﾟ桝接続
□ 無 □ 無 □ 風呂場へ

□ ﾄﾗｯﾌﾟ桝接続
・ 汚水桝内部 目地ﾓﾙﾀﾙ・ｼｰﾙ □ 良好

□ 不良 □ 手直し済 ５． 洗　面

・ 汚水管接続部 接合ﾓﾙﾀﾙ等 □ 良好 　○ 洗面金具 □ 有 ﾄﾗｯﾌﾟ □ 有 □ 良好
□ 不良 □ 手直し済 □ 無 □ ﾄﾗｯﾌﾟ桝接続

□ 無
・ 槽内配管 流入,流出配管 □ 適正

ﾄﾗｯﾌﾟ等 □ 不適正 □ 手直し済 ５． その他

２． 排水管 　○ 外洗濯機 □ 有 接続先 □ 汚水桝
　○ 新設管  　　 （分流地区） □ 足洗い

・ 管敷設状態 □ 良好（満月） □ その他雨水経路等 □ 汚水桝接続済
□ 横曲がり □ 無

□ 不良 □ 手直し済
□ 縦曲がり 　○ 足洗い □ 有 接続先 雨水浸入防止 □ 無 □ 雨水桝

 　　 （分流地区） □ 有 □ 汚水経路
桝直接曲管使用 □ 有 □ 手直し済 □ 無

□ 無
　○ 井戸水使用 □ 有 申告手続き □ 済

・ 排水管内部 □ 良好 □ 未 □ 申告手続き済
□ 不良 （水溜り・つまり有り） □ 手直し済 □ 無

　○ 既設管 □ 有 規定 □ 内 管敷設状況 □ 良好
□ 不良 □ 手直し済 申　請　人

□ 外 （□協議済） □ 念書提出 施 行 場 所:郡山市

□ 無 工事指定店

3
9



排水設備チェックシート　Ｎｏ．２

1． グリース阻集器
　○ 業種

営業面積 営業時間

□ 料亭
□ レストラン（和）
□ レストラン（洋･中） h/日
□ レストラン（焼肉）
□ 寿司・そば ｍ３

□ ラーメン
□ 居酒屋 ～
□ 喫茶
□ その他飲食店（　　　　　　　）
□ その他（　　　　　　　）

　○ 構　　造
・ 材　　質 □ コンクリート

□ ２次製品（FRP，ｽﾃﾝﾚｽ）

・ 槽の数 □ ２槽
□ ３槽
□ その他（　　　　　　　　　　　）

・ スクリーン槽 □ 有
（ｽﾃﾝﾚｽごみ取かご） □ 無 □ 取付

・ 有効水深 □ 良好
□ 不良 □ 手直し済

・ 槽内配管 流入,流出配管 □ 適正
ﾄﾗｯﾌﾟ等 □ 不適正 □ 手直し済

・ 付属品 □ 無
□ 有（　　　　　　　　　　） □ 適正

□ 不適正 □ 手直し済

　○ 維 持 管 理

□ 済

□ 未 □ 説明済

・維持管理方法の説明 □ 済
　　　（点検項目･清掃方法等） □ 未 □ 説明済

　○特 記 事 項

・使用者は、定期的に維持管理（点検・清掃）
する必要があることの説明
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　設計図の記号の例

名称 記号 備考 名称 記号 備考

大便器 トラップ付 水道メーター 緑色

小便器 トラップ付 V    P 一般管

浴場 V    U 薄肉管

流し類
硬　質　塩　化
ビニル卵形管

E    V    P

洗濯機
床排水、浴場に排水してあるもの
は除く

浄化槽
現場の形状に合わせた大きさ、形
「撤去」と明示すること

手洗器、洗面器

床排水口

トラップ 公共汚水ます

掃除口 公共雨水ます

露出掃除口 側溝（道路）

阻集器

排水管

通気管 （破線）

立管
雨どい

給湯器ドレーン

排水溝
（宅地内）

境界線 黒色又は青色（一点鎖線）

建物外壁 同上

建物間仕切り 同上（破線）

ドロップます
（汚水）

丸ます

角ます

新設管（合流管
又 は 汚 水 管）

赤色

段差ます
（汚水）

丸ます 雨水管 青色

分離ます 撤去管 黒色

雨水ます
丸ます

角ます
既設又は在来管

赤色（破線）…合流管又は汚水管
青色（破線）…雨水管

ドロップます
（雨水）

丸ます

角ます
鋼管 G    P

陶管 T     P 鋳鉄管 C    I    P

陶製卵形管 E    T    P 耐火二層管 F    D    P

鉄　　　 　　筋
コンクリート管

C    P
強化プラスチック

複　　　合　　　管
F    R    P    M

浸透ます
丸ます

角ます
浸透管 青色（破線と実線の二重線）

床下集合配管部
デ ィ ス ポ ー ザ ー
（排水処理システム

型）

硬質塩化
ビニル管

底部有孔ます

汚水ます
丸ます

角ます

丸ます

角ます

トラップます

丸ます

角ます

　※注意　　既設のます等は破線で表示します。

大

HEAD

浄

浄

小

M

DISP
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○○　△ 年　４ 月　５ 日

　郡山市上下水道事業管理者

下水道排水設備
工事責任技術者

施 工 場 所

便槽の種類

 □一般住宅　□共同住宅　□事務所　□工場　（　　　　　　　　）

除害施設等

水 道 ﾒ ｰ ﾀ ｰ 番 号
又はお客様番号

土 地 面 積

工 事 予 定 期 間

申 請

添 付 書 類

  　上記排水設備確認申請書の提出及び確認後の

 副本の受領並びに使用開始届及び工事完了届に

使用開始届

　　２　確認印等欄には、記入しないこと。 使用開始日

　　３　確認後の副本は、申請人本人が保管すること。 く み 取 り 日

　　４　本申請確認後、１年以内に工事を完了すること。 完 了 届

申 請

43

備 考　１　該当する箇所（□印）にレ印を記入すること。

電 話

電 話

所 在 地

名 称

代 表 者 名

○○○ 平方メートル

 申   請   人

 （委任者）

　
確
　
　
　
認
　
　
　
印
　
　
　
等

 郡山市上下水道事業管理者

 関すること。

　　　年　　月　　日提出

□ 有　　　 □ 無

 □ くみ取り　□浄化槽

 □見取図　　□平面図　　□縦断面図　　□構造詳細図　　□工事調書　　□見積書

      排水設備の工事について確認を受けたいので、次のとおり申請します。

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日提出

　　　年　　月　　日

 （受任者）

 工事指定店

委  任  状

○○　△ 年　４ 月　１ 日

確認番号 第　　　　　　　　　　　号

工 事 区 分 等

補助制度の利用 雨 水 流 出 抑 制 施 設 補 助
浄 化 槽 雨 水 貯 留 施 設 転 用 補 助

下水道工事指定店

建物の種類

ＸＸＸＸＸＸＸ

 □ 新　設　 □ 増　設　 □改　修

 □店舗（飲食店）□その他 （　　　　　）

 □ 水道水　□ 井戸水　□ その他　（　　　　　　　　　）

□ 有　　　 □ 無

第１号様式（第５条関係）

排 水 設 備 確 認 申 請 書 

申 請 人 住 所

氏 名

使 用 人 数

融 資 あ っ せ ん

４　人

　郡山市 豊田町 ×－ △

 有 （グリース阻集器）・ 無

排 水 設 備

　　　１３　ミリメートル×　　１ 個

使用水区分

ﾒ ｰ ﾀ ｰ 口 径

○○  △ 年　４ 月 １５日 　から　　○○　△ 年  ５ 月　△日まで
※
ど
ち
ら
か
に

し
て
く
だ
さ
い
。

公 共

郡山市豊田町×－△

朝 日 一 郎
９２４－○○○○

郡山市桑野 ●丁目 ×－▲

郡山設備 ㈱
代表取締役 郡山太郎

９２４－○○○○

郡 山 花 子

朝 日 一 郎

郡 山 設 備 ㈱

※提出日を記入します。

・今回申請する工事に伴い処分される便槽を します。

・新築や増・改修で既設の便槽がない場合は空欄にします。

・該当するものすべてに します。

・複数選択可能です。

※メーター番号を記入します。

ﾒｰﾀｰが複数の場合は別紙に記入してください。

※添付した書類をすべて します。

※依頼を受けた日を記入してください。

・審査期間を考慮し提出日から１週間程度の余
裕を持って記入してください。

・工事完了予定日は、工事開始予定日から１年
以内としてください。

・融資や補助申請の大切な確認のため、記入

漏れの無いようにしてください。

※建て替えの場合も新設です。

※飲食店などの場合、除害施設の申請が必要になります。

・融資あっせん申請する場合は工事調書の添付が必要

になります。

・その他は任意の見積書のコピーで構いません。

・便槽からの切り替えでない場合は、工事調書・見積書
の添付は不要です。

※住所を記入します。

※浄化槽等の清掃がある場合は、清掃業者名及び電話
番号を記入してください。

記入例

記名

記名

記名

記名

記名



申　 　　請 　　　人 　

下水道工事指定店 　

単位 単価 金　　額

防臭蓋

Ｃｏ・Ａｓ

Ｃｏ・Ａｓ

※　融資あっせん申請を伴わない申請にあっては、この調書の記載及び必要書類の添付を省略できます。
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単位

種　　　　　　　　　別

金　　額

既 設 便 器 撤 去 工

合計（A+B+C）

木 工 事

給 水 工 事

総　  合  　計

残 土 処 理 工

排 便 管 取 付 け 工

便 槽 処 理 工 （ く み 取 り ）

便 槽 処 理 工 （ 浄 化 槽 ）

山 砂 埋 戻 し 工

舗 装 取 壊 し 工

切 込 砕 石 埋 戻 し 工

衛
生
器
具

小　　　計　　　（A）

排　　水　　設　　備　　工　　事　　調　　書

ま
す
据
付
け
工

数量形 状 寸 法種　　　　　　　　　　　別

測量及び設計料・現場管理費・補足材及び運搬
費・一般管理費

一　　式　（Ｃ）

小　　　　　計　　　　　（B）

切　　断　　工

復　　旧　　工

産 業 廃 棄 物

備　　考単価

管
布
設
工

便器取
付け工

郡山市桑野 ●丁目 ×－▲
郡山設備 ㈱

代表取締役 郡山太郎

朝 日 一 郎

・融資あっせん申請をする場合は必ず提出してください。

・工事完了時、数量等に変更がある際は再度提出する必要があります。

記入例

記名

記名



１．排水設備を設置する場所は、郡山市　 　豊田町　× － △

※表紙の住所と一致していることを確認してください。　　

　　とし、その位置は申請書及び図面に記載のとおりとする。

２．使用料金は、郡山市下水道条例第１３条による。

３．排水設備の設置については、郡山市下水道条例施行規程第３条及び第４条によること。

４．本工事により他の既設構造物に損傷を与えた時は、ただちに施工者の負担で原形復旧を

　行なうこと。

５．道路の路面復旧は、道路管理者の条件に基づき申請者の負担で施工のこと。

６．使用の開始は、公共下水道使用開始届（第１１号様式）により届出ること。

７．工事完了後は５日以内に排水設備等工事完了届（第４号様式）により届け出て

　検査を受けること。

８．本工事により浄化槽が廃止された場合は、施工者において市長あて浄化槽廃止報告書を

　提出すること。

別　　紙　　条　　件
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記入例



第11号様式(第14条関係)

○○　△ 年　５　月　　１　日

　　郡山市上下水道事業管理者

住 所

氏 名 　

電 話

所 在 地

名 称

代表者名 　

電 話

　　公共下水道の使用について、次のとおり届けます。

届 出 の 区 分

施 工 場 所

開始等の年月日

水道メーター番号
又はお客様番号

使 用 水 区 分

建 物 の 種 類

使 用 人 数

確 認 番 号

備考　

　１　該当する箇所（□印）にレ印を記入すること。

　２　集合住宅等で水道メーター番号又はお客様番号が複数の場合は、別紙を添付すること。

公 共 下 水 道 使 用 開 始 等 届

申 請 人

下水道工事指定店

第　　○○　－　　△△△△　号

　郡山市　豊田町 ×－ △

 □ 一般住宅　□ 共同住宅　□ 事務所　□ 工場（　　　　　）
 □ 店舗（飲食店）　　□ その他　（　　　　　　　）

　　　○○　△ 年　４ 月　２８ 日

ＸＸＸＸＸＸＸ
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 □ 水道水　　□ 井戸水　　□ その他　（　　　　　　　　）

　４　人

　□ 開始　　　□　休止　　 □ 廃止 　　□　再開

公 共

郡山市豊田町×－△

朝 日 一 郎
９２４－○○○○

郡山市桑野 ●丁目 ×－▲

郡山設備 ㈱
代表取締役 郡山太郎

９２４－○○○○

・
複
数
選
択
可
能
で
す
。

・
該
当
す
る
も
の
す
べ
て
に

し
ま
す
。

※提出日記入を記入します。

使用開始後、遅滞なく
提出してください。

※必ずいずれかに します。

※公共汚水桝に接続した日を記入します。

新築の場合はﾒｰﾀｰ設置日です。
引越日ではありません。

※メーター番号を記入します。

記入例

記名

記名



申 請 人 住 所

氏 名

電 話

工事指定店 所在地

名 称

電 話

下水道排水設備
工事責任技術者

　○○ △ 年　４　月　○○日付けで確認済みの公共・農集・特環　排水設備工事について、

次のとおり変更しますので届け出ます。

施 工 場 所

確 認 番 号

変更事項及び
変 更 内 容

変 更 理 由

備 考

３　その他変更を説明するのに必要と認めて指示する書類

郡山市　豊田町 ×－ △

第　　○○　－　　△△△△　号
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排水設備確認申請書設計変更届

○○ △ 年　５　月　７　日　

　郡山市上下水道事業管理者

添 付 書 類

１　工事変更図面

２　排水設備工事調書

・設計を変更しようとする場合、完了届提出前に変更届を提出してください。

・雨水経路のみの変更の場合、変更届の提出は不要です。

（図面差替えにて対応します）

※確認日を記入します。

・変更内容の記述は簡単で構いません。
・変更箇所が分かる図面を添付してください。

・「施工の都合のため」など、簡単で構いません。

郡山市豊田町 ○－△
朝 日 一 郎

９２４－○○○○

郡山市桑野 ●丁目 ×－▲
郡山設備 ㈱

代表取締役 郡山太郎
９２４－○○○○

郡 山 花 子

記入例

記名

記名

記名



第４号様式(第７条関係)

○○　△ 年　５　月　１２　日

　　郡山市上下水道事業管理者

　　　　　

住 所

氏 名 　

電 話

　　　

所 在 地

名 称

代表者名 　

電 話

　　排水設備の工事が完了したので、次のとおり届けます。

施 工 場 所

確 認 番 号

確 認 年 月 日

完 了 年 月 日

申　請

摘 要

備考　該当する箇所（□印）に　　印を記入すること。

　48

○○　△ 年　４ 月　○○ 日

□ 有　　　□ 無

□ 有　　　□ 無申　請

融 資 あ っ せ ん

排 水 設 備 工 事 完 了 届

○○　△ 年　５ 月　１２ 日

申 請 人

下水道工事指定店

雨 水 流 出 抑 制 施 設 補 助

浄化槽雨水貯留施設転用補助

補助制度の利用

　郡山市　豊田町 ×－ △　

第　　○○　－　　△△△△　号

公 共

郡山市豊田町×－△

朝 日 一 郎
９２４－○○○○

郡山市桑野 ●丁目 ×－▲

郡山設備 ㈱
代表取締役 郡山太郎

９２４－○○○○

※提出日を記入します。

工事完了後５日以内に提出してください。

※必ずいずれかに します。

※工事が完了した日を記入します。

記入例

記名

記名



○○　△ 年　４　月　５ 日

　郡山市上下水道事業管理者

下水道排水設備
工事責任技術者

　排水設備の工事について確認を受けたいので、次のとおり申請します。

施 工 場 所

便槽の種類

 □一般住宅　□共同住宅　□事務所　□工場　（　　　　　　　　　　　　）

水 道 ﾒ ｰ ﾀ ｰ 番 号
又はお客様番号

土 地 面 積

工 事 予 定 期 間

補助制度の利用

  　上記排水設備確認申請書の提出及び確認後の

 副本の受領並びに使用開始届及び工事完了届に

備考 使用開始届

　１　該当する箇所（□印）にレ印を記入すること。 使用開始日

　２　確認印等欄には、記入しないこと。 く み 取 り 日

　３　確認後の副本は、申請人本人が保管すること。 完 了 届
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　　　年　　月　　日提出

確認番号 第　　　　　　　　　　　号

　　　年　　月　　日提出

 （委任者）

 申   請   人

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

整理番号 第　　　　　　　　　　　号

　
確
　
　
　
認
　
　
　
印
　
　
　
等

 （受任者）

 工事指定店

 関すること。

○○　△ 年　４ 月　１ 日

委  任  状

氏 名

電 話

所 在 地

代 表 者 名

 郡山市上下水道事業管理者

 □新　設　 □増　設　 □改　修

 □ 水道水　□ 井戸水　□ その他　（　　　　　　　　　）

工 事 区 分 等

排 水 設 備

使用水区分

□　有　 　　　□　 無

　□見取図　　□平面図　　□縦断面図　　□構造詳細図　　□工事調書   □見積書

融 資 あ っ せ ん 申 請

第１号様式（第５条関係）

排 水 設 備 確 認 申 請 書 

 □ くみ取り　□浄化槽

名 称

住 所

○○  △ 年　４ 月 １５日 　から　　○○　△ 年  ５ 月　３１日まで

添 付 書 類

申 請 人

建物の種類
 □店舗　（　　　　　　　　　）　□その他 （　　　　　　　　　）

　郡山市 中田町高倉 ○×△

下水道工事指定店

ﾒ ｰ ﾀ ｰ 口 径 　　　１３　ミリメートル×　　１　個

○○○　平方メートル 使 用 人 数 ６　人

ＸＸＸＸＸＸＸ

電 話

郡 山 設 備 ㈱

朝 日 一 郎

郡山市中田町高倉 ○×△

朝 日 一 郎
９２４－○○○○

郡山市桑野 ●丁目 ×－▲

郡山設備 ㈱
代表取締役 郡 山 太 郎

９２４－○○○○

郡 山 花 子

※添付した書類をすべて します。

※必ずどちらかに します。

※提出日を記入します。

・今回申請する工事に伴い処分される便槽を します。

・新築や増・改修で既設の便槽がない場合は空欄にします。

・該当するものすべてに します。

・複数選択可能です。

※メーター番号を記入します。

ﾒｰﾀｰが複数の場合は別紙に記入してください。

※「住所」を記入します。

・融資あっせん申請する場合は工事調書の添付が必要

になります。

・その他は任意の見積書のコピーで構いません。

・便槽からの切り替えでない場合は、工事調書・見積書
の添付は不要です。

※浄化槽等の清掃がある場合は、清掃業者名及び電話
番号を記入してください。

記入例

※建て替えの場合も新設です。

・審査期間を考慮し提出日から１週間程度
の余裕を持って記入してください。
・工事完了予定日は、工事開始予定日か
ら１年以内としてください。

記名

※依頼を受けた日を記入してください。

記名

記名

記名

記名



申　 　　請 　　　人

下水道工事指定店

単位 単価 金　　額

防臭蓋

Ｃｏ・Ａｓ

Ｃｏ・Ａｓ

※　融資あっせん申請を伴わない申請にあっては、この調書の記載及び必要書類の添付を省略できます。
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第２号様式（第５条関係）

便器取
付け工

管
布
設
工

備　　考単価

測量及び設計料・現場管理費・補足材及び運搬
費・一般管理費

一　　式　（Ｃ）

小　　　　　計　　　　　（B）

産 業 廃 棄 物

排　　水　　設　　備　　工　　事　　調　　書

ま
す
据
付
け
工

数量形 状 寸 法種　　　　　　　　　　　別

復　　旧　　工

切　　断　　工

小　　　計　　　（A）

単位

山 砂 埋 戻 し 工

残 土 処 理 工

排 便 管 取 付 け 工

便 槽 処 理 工 （ く み 取 り ）

便 槽 処 理 工 （ 浄 化 槽 ）

舗 装 取 壊 し 工

切 込 砕 石 埋 戻 し 工

既 設 便 器 撤 去 工

合計（A+B+C）

木 工 事

給 水 工 事

総　  合  　計

衛
生
器
具

種　　　　　　　　　別

金　　額

郡山市桑野 ●丁目 ×－▲
郡山設備 ㈱

朝 日 一 郎

・融資あっせん申請をする場合には必ず提出してください。

・工事完了時、数量等に変更がある際は再度提出する必要があります。

記入例

記名

記名



１．排水設備を設置する場所は、郡山市 中田町高倉 ○×△　

※表紙の住所と一致していることを確認してください。　　

　　　とし、その位置は申請書及び図面に記載のとおりとする。

２．使用料金は、郡山市農業集落排水設備条例第１５条による。

３．排水設備の設置については、郡山市農業集落排水設備条例施行規程第３条及び

　　　第４条によること。

４．本工事により他の既設構造物に損傷を与えた時は、ただちに施工者の負担で原形

　　　復旧を行なうこと。

５．道路の路面復旧は、道路管理者の条件に基づき申請者の負担で施工のこと。

６．使用の開始は、排水施設使用開始届（第７号様式）により届出ること。

７．工事完了後は５日以内に排水設備等工事完了届（第４号様式）により届け出て

　　　検査を受けること。

８．本工事により浄化槽が廃止された場合は、施工者において市長に浄化槽廃止

　　　報告書を提出すること。

別　　紙　　条　　件
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記入例



第７号様式(第12条関係)

○○　△ 年　４　月　２６ 日

　郡山市上下水道事業管理者

住 所

氏 名

電 話

所 在 地

名 称

代表者名

電 話

　排水施設の使用について、次のとおり届けます。

届 出 の 区 分

施 工 場 所

開始等の年月日

水道メーター番号
又はお客様番号

使 用 水 区 分

建 物 の 種 類

使 用 人 数

確 認 番 号

備考　該当する箇所（□印）にレ印を記入すること。

整 理 番 号第 Ｘ○○ －　△△△△号 第　　　　　号

 □ 水道水　　　□ 井戸水　　　□ その他　（　　　　　　　）

 □一般住宅　□共同住宅　□事務所　□工場　（　　　　　　　　）
 □店舗　（　　　　　　　　）　□その他 （　　　　　　　）
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申 請 人

下水道工事指定店

６　人

排 水 施 設 使 用 開 始 等 届

　〇　〇　△　年　４　月　２５　日

　郡山市 中田町高倉 ○×△

　□ 開始　　　□　休止　　　□ 廃止　　　□　再開

ＸＸＸＸＸＸＸ

郡山市中田町高倉 ○×△

朝 日 一 郎
９２４－○○○○

郡山市桑野 ●丁目 ×－▲

郡山設備 ㈱
代表取締役 郡山太郎

９２４－○○○○

・
複
数
選
択
可
能
で
す
。

・
該
当
す
る
も
の
す
べ
て
に

し
ま
す
。

※提出日記入を記入します。

使用開始後、速やかに
提出してください。

※必ずいずれかに します。

※公共汚水桝に接続した日を記入します。

新築の場合はﾒｰﾀｰ設置日です。
引越日ではありません。

※メーター番号を記入します。

記入例

記名

記名



申 請 人 住 所

氏 名

電 話

工事指定店 所在地

名 称

電 話

下水道排水設備
工事責任技術者

　○○ △ 年　４　月　○○日付けで確認済みの公共・農集・特環　排水設備工事について、

次のとおり変更しますので届け出ます。

施 工 場 所

確 認 番 号

変更事項及び
変 更 内 容

変 更 理 由

備 考

３　その他変更を説明するのに必要と認めて指示する書類

郡山市　郡山市 中田町高倉 ○×△

第　Ｘ　○○　－　　△△△△　号
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排水設備確認申請書設計変更届

○○ △ 年　５　月　７　日

　郡山市上下水道事業管理者

添 付 書 類

１　工事変更図面

２　排水設備工事調書

郡山市桑野 ●丁目 ×－▲

郡山設備 ㈱
代表取締役 郡山太郎

９２４－○○○○

郡 山 花 子

郡山市中田町高倉 ○×△

朝 日 一 郎
９２４－○○○○

・設計を変更しようとする場合、完了届提出前に変更届を提出してください。

・雨水経路のみの変更の場合、変更届の提出は不要です。

（図面差替えにて対応します）

※確認日を記入します。

・変更内容の記述は簡単で構いません。
・変更箇所が分かる図面を添付してください。

・「施工の都合のため」など、簡単で構いません。

記入例

※朱肉を使用する印鑑とします。

記名

記名

記名



第４号様式(第８条関係)

○○　△ 年　５　月　１１ 日

　郡山市上下水道事業管理者

住 所

氏 名 　

電 話

所 在 地

名 称

代表者名 　

電 話

　排水設備の工事が完了したので、次のとおり届けます。

施 工 場 所

確 認 番 号

完 了 年 月 日

補助制度の利用

完 了 検 査 検査判定

当 初

第 １ 回 補 修

第 ２ 回 補 修

整 理 番 号

備考　該当する箇所（□印）にレ印を記入すること。
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第　　　　　　　　　号

○○　　　年　　　月　　　日

○○　　　年　　　月　　　日

融 資 あ っ せ ん 申 請 □　有　　　□　無

○○　　　年　　　月　　　日

○○　　　年　　　月　　　日

第Ｘ ○○ －　△△△△　号

　　〇　〇　△　年　　５　月　　１１　日

下水道工事指定店

排 水 設 備 工 事 完 了 届

申 請 人

検 査 年 月 日 検 査 員 職 氏 名

　郡山市 中田町高倉 ○×△

郡山市中田町高倉 ○×△

朝 日 一 郎
９２４－○○○○

郡山市桑野 ●丁目 ×－▲

郡山設備 ㈱
代表取締役 郡山太郎

９２４－○○○○

※提出日を記入します。

工事完了後５日以内に提出してください。

※必ずいずれかに します。

※工事が完了した日を記入します。

記入例

記名

記名



 

 

 

 

 

第３章 除害施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



第３章 除害施設等 
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１ 店舗や工場・事業場等の公共下水道使用について 

 

 店舗や工場・事業場が公共下水道を使用する際には、公共下水道施設の機能及び構造の保全

のため、また、下水道終末処理場の放流水質確保のために、下水道法や郡山市下水道条例で特

定施設の届出や除害施設の設置が義務付けられています。 

 

・特定事業場について 

下水道法では、各作業工程で悪質汚水を発生するおそれのある施設を「特定施設」として

指定し、これらの施設を持つ工場・事業場（特定事業場）は事前に届出が必要となります。 

また、法に基づく排除基準が定められています。 

⇒ 特定施設設置または使用届 

    申請者は法人または事業体の代表者、もしくは代表者から委任を受けた者 

（支店長など、社員で、かつ責任を有する者。その際は委任状を添付。） 

 

 

・除害施設の設置について 

上記以外の店舗や工場・事業場でも、排水が下水道施設の機能及び構造の保全のため、定

められた排除基準を超えるおそれのある場合には、「除害施設」の設置が必要です。 

また、設置の際には事前に除害施設確認申請書の提出が必要です。 

 

上記のように、排水設備工事は、一般住宅と店舗や工場・事業場等で取扱いが異なります。 

排水設備工事を行う際には、一般住宅か店舗や工場・事業場等であるか事前調査を十分に行

い、適切な除害施設及び排水設備を設置し、届出等の漏れが無いよう十分注意しなければな

りません。 
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２ 除害施設確認申請書の作成 

 除害施設確認申請書は、正副４通１組提出してください。なお、毛髪阻集器、ラ

ンドリー阻集器及び分離桝については正副２通１組提出してください。 

 

（１）添付書類 

種  別 備  考 

付近の見取り図 ・案内図 住宅地図等を添付してください。 

除害施設の設計計算書 メーカーに機能及び必要容量を確認してください。 

確認書 グリース阻集器の申請をする場合のみ添付してください。 

除害施設の構造を示す 

図面又はカタログ 

平面図・構造図又は断面図（主要寸法を記載してください。） 

※ 既設の除害施設を使用する場合は写真を添付してください。 

敷地内の排水経路 排水設備平面図を添付してください。 

その他参考となる資料 

厨房詳細図 

・有害物質、油類、廃棄物等の保管場所を示す図面 

・廃棄物処理処分委託契約書の写し 

・排水の量及び水質測定結果           等 

  

（２）誓約書について 

・設置場所、建物の構造、その他の事由により、必要容量の除害施設設置が著しく困難な

場合には、下記の点を明記した誓約書を提出してください。 

① 必要容量の除害施設が設置できない理由 

② 次期改造の際、必要容量の除害施設を設置する旨の誓約 

③ ②の時点までの間の水質管理方法 

④ その他必要事項 

 

・貸店舗等で事業系排水であるがテナントが未定の場合には、テナントが決まり次第、その

事業内容の実態に合った除害施設を設置する旨を明記した誓約書を提出してください。 

 

上記誓約書は、申請者から公共下水道管理者（上下水道事業管理者）へ一部提出します。 

 

（３）グリース阻集器の保守管理について 

阻集器設置後、適正な管理を行っていない店舗等が見受けられますので、阻集器設置

した際は、下水道工事指定店から申請者や阻集器を使用する方（店長等）へ保守管理につ

いて詳しく説明してください。 
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第２号様式（第５条関係） 

除 害 施 設 確 認 申 請 書 
令和  △ 年  ４ 月  １３ 日  

 

郡山市上下水道事業管理者 
 

住  所   郡山市豊田町○番○号 
申請人  氏名又は名称 （株）○○○○産業 

                     及び代表者名  代表取締役 郡山太郎       
電  話    ０２４－９２４－００００ 

 

除害施設の使用・新設・増築・改築について確認を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称 

 

  

  レストラン朝日 
TEL ９２４ － ０００１   

工 場 又 は 事 業 場 の 所 在 地  郡山市豊田町○○番○○号 

業 種   飲食業（洋 食） 

除 害 施 設 の 構 造 別紙カタログのとおり 

汚 水 の 処 理 方 式   グリース阻集器 

廃油・汚泥等廃棄物の処理方法 

（ 処 理 処 分 委 託 業 者 名 ） 

 業 者 委 託 処 理 処 分 

  （株式会社 ○○○産業） 

日 平 均 排 水 量 ５．０       ｍ３／日 

処 理 水 質 項 目 ｐ H   B O D  油 分  そ の 他（       ） 

工事着手及び完成予定年月日 
着  工   ○○ △ 年  ４ 月 ２０ 日 

完  成   ○○ △ 年  ４ 月 ３０ 日 

設 計 者 名    ○○化成工業（株） 

施 工 業 者 （有）○ ○ ○ 設 備 工 業 

TEL ９２４－０００２  

工 事 金 額 １，０００，０００  円 

確 認 印 

 

 

記 入 例 

記     名 
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第５号様式（第７条関係） 

除 害 施 設 完 了 届 
令和 △ 年 ５ 月 ２８ 日  

 

郡山市下水道事業管理者 
 

 
住  所   郡山市豊田町○番○号 

 
申請人  氏名又は名称 （株）○○○○産業 

                     及び代表者名  代表取締役 郡 山 太 郎  
 

電  話    ０２４－９２４－００００  
 

下記のとおり除害施設が完成しましたのでお届けします。 

 

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称 

 

  

  レストラン朝日 
TEL ９２４ － ０００１   

工 場 又 は 事 業 場 の 所 在 地  郡山市豊田町○○番○○号 

業 種   飲食業（洋 食） 

工 事 着 手 及 び 完 成 年 月 日 
着  工   ○○ △ 年  ４ 月 ２０ 日 

完  成   ○○ △ 年  ５ 月 ２８ 日 

使 用 開 始 年 月 日         ○○ △ 年  ４ 月 ２４ 日       

施 工 業 者 
（有）○ ○ ○ 設 備 工 業 

TEL ９２４－０００２  

 

備  考 

 

＊廃油・汚泥等廃棄物の処理方法等 

（委 託 業 者 名） 

 

＊ 維持管理業者 

    株式会社 ○○○ 

 

＊ 廃油等処理 

    株式会社 ○○○産業 

 

記 入 例 

記      名 
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確   認   書 

 

令和  △ 年  ６ 月 ２０ 日 

 

郡山市上下水道事業管理者 

 

住 所  郡山市豊田町○番○号 

     （株）○○○○産業 

氏 名  代表取締役 郡山太郎      

 

 

 下水道に排除する下水に含まれる油などを取り除くための装置「グリーストラップ」を、下記のとお

り適正に管理し、油などを公共下水道へ流さないことを遵守します。 

 なお、グリーストラップから油などが溢れたことが原因で、公共下水道の施設を損傷させた場合、公

共下水道を管理する郡山市の指導に従い、下水道管の清掃を含めた現状回復を行います。 

 

記 

 

◎「グリーストラップ」の管理を次のとおり行います。 

① バスケットの清掃：毎日１回 

② 油の除去及び清掃：週に１回以上（油の堆積が多い場合は、毎日除去及び清掃を実施 

します。） 

③ 沈殿物の除去及び清掃：月に１回以上（沈殿物の堆積が多い場合は、適時除去及び清 

掃を実施します。） 

④ 排水トラップ内部の清掃：２～３か月に１回 

※清掃して除去したものは、専門の産業廃棄物処理業者に処理を依頼します。 

 

 

現状回復等を実施しなければならない根拠 

 

下水道法第１８条（損傷負担金） 

 公共下水道管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた公共下水道の施設に関す

る工事に要する費用について、その必要を生じた限度において、その行為をしたものにその全部又は一

部を負担させることができる。 

記 入 例 

記      名 



焼肉

YAKINIKU

拉麺cafePASTA

清潔できれいなまちづくりのために

グリース阻集器の設置が
義務付けられています
※ 郡山市下水道条例施行規程第４条第５号
※ 建築基準法関係規定（昭和50年建設省告示第1597号）

飲食店等の
みなさまへ

　阻集器内で排水を滞留させ、浮上もしくは凝固した油脂分
を取り除くことで、下水道管に油脂分が流出するのを抑制する
仕組みになっています。

排水に含まれる油脂分が
下水道管に流出するのを
防ぐための装置で、
グリーストラップとも
呼ばれます。

油脂分を
含まない水が
下水道管へ

油脂分を
含む排水

冷却・凝固した
油脂分を含む
ゴミ等

浮上した
油脂分

除去

除去

グリース
阻集器とは

そ しゅう き

※ グリース阻集器内の排水中に、空気を送りこむ装置を取り付けないでください。
※ 清掃に伴い発生したゴミは、廃棄物に関する法律に従い処分してください。
※ グリース阻集器の上部や周辺には物を置かず、清掃しやすい環境にしてください。

！
注意点

グリース阻集器は
定期的に清掃して
ください！

　阻集器の清掃を怠ると本来の機能が果たせなくなり、下水道管の
詰まりの原因になってしまいます。
　専門業者に依頼して行う清掃だけでは頻度が足りないので、以下
の清掃回数を参考に、グリース阻集器の使用者または所有者
が定期的に清掃を実施してください。

❶ バスケット
日／１回

バスケットを取り外し、
中のゴミを捨てる。

❷ グリース（油脂分）
週／１回

浮上もしくは凝固した
油脂分を取り除く
※油脂の使用が多い店舗
では日１回。

❸ 阻集器内の清掃
１ヶ月／１回

阻集器の壁面や底
に付着したゴミ等を
取り除く。

❹ トラップ
２～３ヶ月／１回
掃除口のキャップを
外し、中のぬめりを
取り除く。

1
2

33

4

※掃除口のキャップは、忘れず元の位置へ。



 

 

 

 

 

第４章 「水洗便所改造資金」 

    融資あっせん制度等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



第４章「水洗便所改造資金」融資あっせん制度等 
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１ 郡山市水洗便所改造資金融資あっせん制度の取扱注意事項 

（１） 郡山市水洗便所改造資金融資あっせん制度の適用範囲 

  公共下水道・湖南特定環境保全公共下水道・農業集落排水処理区域内に適用されます。 

 

（２） はじめに融資あっせん制度利用の有無の確認を 

  お客様と排水設備工事の契約を交わす際に、融資あっせん制度を利用するか、自己資金のみ

で工事費を負担するのか必ず決めてください。 

 

（３） 金融機関の融資審査について 

  上下水道局があっせんを決定しても、金融機関の融資審査が通らず、融資が受けられない場合

があります。 

  申請者は、予め借入希望の金融機関に制度利用を相談してください。 

（４） 「融資あっせん申請書」は排水設備確認申請書と一緒に提出を 

  「融資あっせん申請書」は、申請者本人が自署又は記名押印し、排水設備確認申請書と一緒に

提出してください。それ以降に融資あっせん申請書が提出されても受付けできないので注意して

ください。 

  なお、排水設備確認申請書に、融資あっせん申請の有無について確認欄があるので必ず記入

してください。 

 

（５） 連帯保証人の資格について 

  融資あっせん制度を利用する場合は、連帯保証人が必要です。連帯保証人は、家族の方や、

市外に居住している方でもよいですが、①市区町村民税及び都道府県民税が課税され、かつ②

市税等の滞納がなく、③申請者と同一の会社（個人事業を含む）に勤務していないことが条件

になります。③の勤務先が別とは、会社の代表権を持つ者が一人でも重複していないことをさ

します。 

 ※なお、あっせん決定（排水設備工事検査済確認書の交付）後の保証人の変更はできないので 

注意してください。 

  また、金融機関との契約の際には、保証人の保証意志宣明公正証書や連帯保証人との面談も

必要となる場合があります。予め金融機関に確認してください。 

 

（６） 申請時の添付書類について 

  連帯保証人が郡山市民の場合は、①申請者と②連帯保証人の「同意書」（自署又は記名押印）

が必要です。 

連帯保証人が郡山市外在住の場合は、①申請者の「同意書」と②連帯保証人の「住民票」及

び「納税証明書」が必要です。 

  その他に、③「排水設備工事調書」が必要です。 

  なお、「同意書」については、この制度の利用条件である市税等の滞納がないこと等の確認の

ために必要となるものです。 
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（７） 契約に必要な書類の交付について 

  実際に金融機関に持参する必要書類（検査済確認書、借入申込書、金銭消費貸借契約証書）

は、排水設備工事完了届出による完了検査に合格し、申請者及び連帯保証人の市税等の滞納がな

い事など、あっせん要件を満たしていることが確認できたものについて、上下水道局から申請者

に交付します。 

 

（８） 金融機関との手続きに関する注意について 

  金融機関との手続に関する書類は、記入せずに金融機関へ持参すること。また、契約時に必

要な証明書や契約手続き等については金融機関で異なるため、直接問い合わせすることをお客様

へ説明してください。 

 

（９） 対象となる経費について 

  以下の経費を融資あっせん制度の対象とします。 

１）公共下水道又は農業集落排水施設への接続に伴う工事費 

  ２）汲取り便所及び浄化槽の撤去費用 

※給水工事や戸棚取付け工事など、一部対象とならない工事費用があります。 

 

（10） 融資あっせんの金額について 

  融資あっせんの限度額は、排水設備工事調書の金額のうち、融資あっせんの対象となる経費

の合計金額（１万円未満端数切捨て）で、一戸建てが 80 万円、集合住宅等が 200 万円となりま

す。 

  融資あっせん申請後、設計変更等により、排水設備工事調書の金額変更が生じた場合は、速

やかに排水施設係へ変更届を提出してください。（変更後の排水設備工事調書を２部添付） 

  なお、排水設備工事完了届出後は、金額の変更はできませんので注意してください。 

 

（11） 融資あっせん資金の使途について 

  金融機関からの貸付金を目的外に使用した場合は、利子の補給を停止します。そうなると金

融機関から一括返済を求められます。金融機関からの貸付金が入金された後、その資金全額を

施工業者に支払うという順番にも注意してください。 

 

 

 

 

 

 

融資あっせん制度 担当 

郡山市上下水道局 営業課 普及係 

（０２４）９３２－７６６６ 
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第１号様式（第５条関係） 

     水洗便所改造資金融資あっせん申請書 

                                    ○年 ○月 ○日

 郡山市上下水道事業管理者 

                 申請者 住 所         郡山市朝日○丁目×―△ 

                     氏 名          朝日 一郎          

                     電話番号 ９２４－○○○○   

                     勤 務 先 株式会社 こおりやま 
 

 郡山市水洗便所改造資金融資あっせん要綱第５条の規定に基づき水洗便所改造資金の融資                                                                                         

あっせんを受けたいので申請します。                                      
 

施 工 場 所                      郡 山 市         朝日○丁目×―△ 
 

戸 数 及 び 工 事 費                           １    戸         ８００      千円 
 

建築物の所有者及び                     

所有者の同意の有無                     

 所有者 

 氏 名       
朝日 一郎 

 同意の 

 有 無       

   □ 有 

   レ 無 

 

連帯保証人となる

予定の者の住所、

氏名及び勤務先 

住所  郡山市夕日○丁目×―△ 
 

氏名 
 

夕日 二郎 
勤 務 先 有限会社 郡山 

 

 融資希望金融機関                     
  

こおりやま銀行 

 

 施 工 業 者 名                     
 郡山設備株式会社  

浄化槽雨水貯留   

施設転用工事 

 □ 有 

 レ 無 

 雨水流出抑制施設補助申請  □ 有 レ 無  

 浄化槽雨水貯留施設転用補助申請  □ 有 レ 無 

 排水設備 

 等 確 認         

 申 請 書         

確 認 番 号           第    －           号 
 

確認年月日        年    月    日 
 

融 資 あ っ せ ん 額                                             万円 
 

工 事 完 了 年 月 日                            年    月    日 
 

排 水 設 備 等 工 事                     

 

検 査 済 確 認 書                     

発行年月日                        年    月    日 
 

発 行 番 号                 第                号 
 

 添付書類 

  □ 住民票を閲覧すること並びに市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税及び軽自動車税の納

付状況を確認することについての同意書(第２号様式) （申請者及び連帯保証人となる予定の者） 

  □ 住民票抄本並びに市町村民税及び道府県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税並びに軽自動

車税の納税証明書（連帯保証人となる予定の者が郡山市外在住の場合） 

  □ 排水設備工事調書 

  □ その他（                                  ） 

 

備考 １ 太線枠内のみ記入してください。 

２ 「同意の有無」欄は、該当する箇所（□印）にレ印を記入すること。 

３ 添付書類は、発行日から３月以内のものを添付すること。 

 

□ 郡山市民ですか？ 

□ 建物の所有者又は占有者ですか？ 

□ 税金等の滞納はありませんか？ 

□ 市県民税等が課税されていますか？ 

□ 市税等の滞納はありませんか？ 

□ 申請者の勤務先と異なる勤務先ですか？ 

記入例 

64 

自署又は記名押印 
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第２号様式（その１）(第５条関係) 

 

 

同 意 書 

 

                        ○年 ○月 ○日 

 郡山市上下水道事業管理者 

 

 

  申 請 者 住  所   郡山市朝日○丁目×− △        

 

生年月日    平成 ○年 ○月 ○日         

 

（フリガナ） 

氏  名    朝日
ア サ ヒ

 一郎
イチロウ

              

 

電話番号    924− ○○○○            

 

 

 私は、郡山市水洗便所改造資金融資あっせんの申請に伴い、当該申請に係る審査の

担当課が住民票を閲覧すること及び郡山市の次の税目について、納付状況(税目・税

額・申告の有無等)の確認のため、税務担当課に照会することに同意します。 

 

【確認税目】 

個人市民税及び県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、 

軽自動車税 

 

自署又は記名押印 

記入例 
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第２号様式（その２）(第５条関係) 

 

 

同 意 書 

 

   ○年 ○月 ○日 

 郡山市上下水道事業管理者 

 

 

連帯保証人と 住 所    郡山市夕日○丁目×− △        

 

なる予定の者 生年月日    平成 ○年 ○月 ○日         

（フリガナ） 

氏 名    夕日
ユ ウ ヒ

 一郎
イチロウ

              

 

電話番号    924− ○○○○                      

 

 

私は、郡山市水洗便所改造資金融資あっせん申請者 朝日 一郎 の連帯保証人と

なる予定の者として、当該申請に係る審査の担当課が住民票を閲覧すること及び郡山

市の次の税目について、納付状況(税目・税額・申告の有無等)の確認のため、税務担

当課に照会することに同意します。 

 

【確認税目】 

個人市民税及び県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、 

軽自動車税 
 

記入例 

自署又は記名押印 
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第３号様式（第６条関係） 

 

郡山市排水設備工事検査済確認書 

 

                                  発行番号 
                                      年  月  日  
 

            様 

                 郡山市上下水道事業管理者                

 

 

 下記のとおり、排水設備の工事が完了したことを確認します。 

記 

１ 施設の申請者  住所 郡山市 

氏名 

２ 施 行 場 所       郡山市 

３ 完 了 期 日            年  月  日 

４ 工  事 費         金         円 

５ 融資限度額         金         円 

               (ただし、1戸分の融資額の範囲内とする。) 

６ 融資を受ける場合の本証の有効期限     年  月  日 

 

  なお、当該期間内に融資手続き(融資機関から申請者の指定口座への入金までの一切の事務を

含む。)を完了しない場合は、融資あっせんの決定を取り消すこととなりますので、融資機関へ

の書類等の提出は、遅くとも本証の有効期限の10日前まで行ってください。 
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２ 特定環境保全公共下水道接続補助金について 

（１） 事業概要 

  本事業は、湖南地区特定環境保全公共下水道事業で整備した区域において、高齢者世帯の

下水道接続の促進を図るとともに、公共用水域の水質保全と生活環境の改善に寄与すること

を目的として、住宅の排水設備の整備を行う高齢者世帯に対する補助金を交付する制度で、

平成２６年４月１日から施行しています。 

 

（２） 補助対象者 

  以下の要件をすべて満たす方。 

  １）６５歳以上の方のみで構成される世帯の方 

  ２）市県民税が非課税又は均等割のみで構成される世帯の方 

  ３）郡山市税等及び下水道受益者負担金、分担金の滞納がない方 

  ４）施工する家屋に、自ら現に居住し、又は居住を予定している方 

 

（３） 補助対象経費 

  以下の経費の一部を補助の対象とします。 

  １）公共下水道への接続に伴う工事費 

  ２）くみ取り便所及び浄化槽の撤去費用 

※給水工事や戸棚取付け工事など、一部対象とならない工事費用があります。 

 

（４） 補助金の額 

  工事費の２／１０で２０万円以内（千円未満切捨て） 

 

（５） 手続等 

  １）提出書類 

申請時 
排水設備工事の完了検査で合格して 

から５日以内 

① 補助金交付申請書 ⑤工事の図面（平面図） 

② 収支予算書    ⑥同意書 

③ 工事見積書    ⑦口座振込報告書 

④ 案内図（位置図） 

① 工事完了届  ⑤領収書（写し） 

② 工事施工写真 

③ 実績報告書 

④ 収支決算書 

   

２）申請書類提出時の注意事項 

・提出書類の訂正には、修正液、砂消し等を使用しないでください。 

・提出書類は、申請者本人が自署又は記名押印してください。 

・申請書は、排水設備確認申請書と同時に提出してください。 

・補助金交付申請書の申請月日等の日付については、空欄のまま提出してください。 

・工期の設定及び申請書類の提出は着手の２週間程度前を目安に行ってください。 
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  ３）見積、図面作成の注意事項 

・補助の対象となる経費（工事費）は、公共下水道への接続に伴う工事費、汲取り便所及び

浄化槽の撤去費用です。なお、給水工事は対象外となります。 

・配管工事等の見積りをする際は、他の補助事業に係る工事と隣接し、作業が重複して行

われる箇所がないか注意し、重複が発生した場合は、その費用を減額調整してください。 

 

  ４）施工時の注意事項 

・工事は「補助金等交付決定通知書」による補助金交付決定後を目安に着手してください。 

 

  ５）交付決定通知後の設計変更について 

・交付決定通知後に設計変更が生じた場合には、速やかに「補助事業等内容変更等承認申

請書」を提出し、承認を受けてください（※軽微な変更を除きます）。変更の承認を受け

ずに工事を完了した場合、変更届は受付できません。特に、工事金額の変更に伴い補助

金額が変更になる場合、補助金が交付できなくなるので十分注意してください。 

 

  ６）完了届、実績報告書等提出時の注意事項 

・完了届、実績報告書等は、排水設備工事の完了検査で合格した日から５日以内に提出 

してください。 

 

（６） 補助金交付の条件 

１）補助金を目的以外に使用しないこと。 

２）排水設備の適正な維持管理を行うこと。 

３）管理者が必要に応じて行う現地調査に協力すること。 

４）補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した日の属する年度の

翌年度から起算して５年間保存すること。 

 

 

 

 特定環境保全公共下水道接続補助金制度 担当 

郡山市上下水道局 営業課 普及係 

（０２４）９３２－７６６６ 
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特定環境保全公共下水道接続補助金の手続き 

 

 

                         は、工事指定店様に御対応 

 工事相談・受注  

     ↓ 

１  制度利用の確認   お客様に制度内容を説明 

     ↓ 

２   交付申請書   「排水設備確認申請書」と同時に提出 

↓       ※ 工事場所案内図、工事図面、収支予算書 

工事見積書、同意書、口座振込報告書を添付 

３   決定通知    速やかに審査し交付の適否を決定し通知 

↓     （工事完了届、実績報告書、収支決算書の用紙を配布） 

４   工事実施    ※ 申請内容の変更・中止・廃止等が発生 

↓        → 速やかに変更申請し承認を受ける 

５   工事完了届    完了検査合格日から５日以内に提出 

    実績報告書    ※ 収支決算書、領収書の写し、工事施工写真を添付 

     ↓ 

６  交付額の確定   交付内容・条件に適合と認定し確定の通知 

     ↓ 

７  補助金交付    口座振込み 
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記入例 

 

 第１号様式（第６条関係） 

○年 ○月 ○日  

 

郡山市上下水道事業管理者 

 

住 所 郡山市湖南町福良字○○ 

                                  申請者      ×××番地 

氏 名 南  太郎       

                          電 話 ９８４－○○○○     

 

特定環境保全公共下水道接続補助金交付申請書 

 

 次のとおり、公共下水道へ接続したいので、補助金を交付してくださるよう申請します。 

 

施工場所 郡山市湖南町福良字○○×××番地 

総

事

業

費 

工 事 名 数  量 金  額 

公共下水道接続工事 １ 式 ４５０，０００円 

浄化槽等撤去工事 １ 式 １５０，０００円 

合   計  ６００，０００円 

補助金交付申請額 １２０，０００円 

着手、完了予定日 着手 Ｒ６・７・１ 完了 Ｒ６・９・２０ 

工事業者名 株式会社湖南設備 TEL９２４－○○○○ 

排水設備確認番号 ○○－○○○○ 

建築物の所有者及び 
所有者の同意の有無 

所有者 
氏 名 

南  一郎 
同意の 
有 無 

レ 有 
 □ 無 

 

 

 

添付書類 

□ 工事場所の案内図 
□ 工事の図面 
□ 特定環境保全公共下水道接続補助金収支予算書 
 （第２号様式） 
□ 特定環境保全公共下水道接続工事見積書 
 （第３号様式） 
□ 郡山市税等の納付確認に係る同意書（第４号様式） 
□ その他管理者が必要と認めて指示する書類 

摘  要 □ 市税等完納済 

交付申請時に提出 

申請者本人による自署又は記名押印 

交付申請額は、工事費の２／１０で

２０万円以内（千円未満切り捨て)

となります。 

日付は余裕をもって設定してください。 

市確認項目 

記入例 
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記入例 

 

第２号様式（第６条関係） 

特定環境保全公共下水道接続補助金収支予算書 

１ 収 入                              （単位：円） 

項     目 予  算  額 摘     要 

補 助 金 １２０，０００円  

自 己 資 金 ４８０，０００円  

   

合 計 ６００，０００円  

 

２ 支 出 

項     目 予  算  額 摘     要 

公共下水道接続工事   

 ○○○○ ○○，○○○  

 ×××× ○○，○○○  

 △△△△ ○○，○○○  

 □□□□ ○○，○○○  

 ○○○○ ○○，○○○  

 諸経費 ○○，○○○  

 消費税 ○○，○○○ （工事費＋諸経費）×１０％ 

小 計 ４５０，０００  

    

浄化槽等撤去工事   

 ×××× ○○，○○○  

 △△△△ ○○，○○○  

 諸経費 ○○，○○○  

 消費税 ○○，○○○ （工事費＋諸経費）×１０％ 

小 計 １５０，０００  

    

合 計 ６００，０００  

   上記のとおり相違ありません。 

 

○年  ○月  ○日    氏 名  南  太郎         

交付申請時に提出 

補助金交付申請額を記入します。 

申請者本人による自署又は記名押印 
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記入例 

 

 

第３号様式（第６条関係）                施工業者 郡山市○○丁目○番○号 

株式会社湖南設備 

代表取締役○○○○ 

特定環境保全公共下水道接続工事見積書 

種  別 仕  様 単位 数量 単  価 金  額 備  考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

交付申請時に提出 

代表者による自署又は記名押印 
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記入例 

 

第４号様式（第６条関係） 

同 意 書  

 

     ○年  ○月  ○日 

 

 

  郡山市上下水道事業管理者 

 

         住所又は  郡山市湖南町福良字○○×××番地 

申請者 所 在 地                         

         （フリガナ） ﾐﾅﾐ  ﾀﾛｳ 

氏  名  南  太郎                 

                 

生年月日  昭和○○年○○月○○日                

 

         電話番号  ９８４－○○○○               

 

 

 

 

 

 私は、郡山市特定環境保全公共下水道接続補助金の交付申請に伴い、

当該申請に係る審査の担当課が住民票を閲覧すること及び郡山市の次の

税目について、納付状況(税目・税額・申告の有無等)の確認のため、税

務担当課に照会することに同意します。 
 

 

【確認税目】 
 

市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税 

 

 

 

交付申請時に提出 

申請者本人による自署又は記名押印 
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記入例 

 

 ○年 ○月 ○日  

 

 

 郡山市上下水道事業管理者 

 

 

                      住 所  郡山市湖南町福良字○○×××番地 

 

                      氏 名  南 太郎 

                      電 話  ９８４－○○○○         

 

 

補助金口座振込報告書 

 

 

 

補助金を下記の口座に振り込んでください。 

 

（取引金融機関） 

 

口 座 名 義 人 

フ リ ガ ナ      ミナミ タロウ 

南 太郎 

金 融 機 関 名 

 

朝日 
銀行・金庫 

組合・農協 

 

湖南 
本店・支店 

出張所 

口 座 番 号 

種    類 口  座  番  号 

 １ 普通（総合） 

 ２ 当 座 

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

備     考 

 

申請者本人による自署又は記名押印 

交付申請時に提出 
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記入例 

 

第５号様式（第１０条関係） 

 

 

特定環境保全公共下水道接続工事完了届 

 

 

○年  ○月 ○○日  

 

 郡山市上下水道事業管理者 

 

                                   住 所  郡山市湖南町福良字○○×××番地   

 申請者 

氏 名  南  太郎             

     
電 話  ９８４－○○○○            

 

    ○年  ○月  ○日付け郡上下営第○○○号による補助金交付決定のあった下水

道接続工事が完了しましたので、次のとおり届け出ます。        

施工場所 郡山市湖南町福良字○○×××番地 

施工完了日 

 

○年   ○月  ○○日 

交付決定年月日 ○年   ○月   ○日 

排水設備確認番号 ○○－○○○○ 

検査完了日 ○年   ○月  ○○日 

 

 

 

交付決定通知の交付決定日、番号を記入します。 

交付決定通知の交付決定日を記入します。 

申請者本人による自署又は記名押印 

完了届（５日以内に提出) 
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記入例 

 

第６号様式（第１２条関係） 

  ○年 ○月○○日  

 

郡山市上下水道事業管理者 

 

住 所 郡山市湖南町福良字○○ 

申請者     ×××番地 

氏 名 南  太郎        

 電 話 ９８４－○○○○      

 

特定環境保全公共下水道接続補助金実績報告書 

 

    ○年  ○月  ○日付け郡上下営第○○○号による補助金等交付決定通知に係る補助

事業等が完了したので、その成果を次のとおり報告します。 

 

施工場所 郡山市湖南町福良字○○×××番地 

 工 事 名 数  量 金  額 

計 

画 

額 

公共下水道接続工事 １ 式 ４５０，０００円 

浄化槽等撤去工事 １ 式 １５０，０００円 

合   計  ６００，０００円 

確 
定 

額 

公共下水道接続工事 １ 式 ４５０，０００円 

浄化槽等撤去工事 １ 式 １５０，０００円 

合   計  ６００，０００円 

補助金等の額 
既に通知 
を受けて 
い る 額 

１２０，０００円 
確 定 

見積額 
１２０，０００円 

着手、完了日 着  手 Ｒ６・７・１ 完  了 Ｒ６・９・２０ 

工事業者名 株式会社湖南設備 TEL９２４－○○○○ 

補助事業等の成果 
 生活環境の改善と公共用水域の水質保全のため、下水道へ

接続し、適正な汚水処理を図った。 

添付書類 

□ 特定環境保全公共下水道接続補助金収支決算書 

 （第７号様式） 

□ 工事に係る領収書の写し 

実績報告時に提出 

変更がなければ申請時と同額を記入します。 

申請者本人による自署又は記名押印 
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記入例 

 

第７号様式（第１２条関係） 

特定環境保全公共下水道接続補助金収支決算書 

１ 収 入                              （単位：円） 

項     目 決  算  額 摘     要 

補 助 金 １２０，０００円  

自 己 資 金 ４８０，０００円  

   

合 計 ６００，０００円  

 

２ 支 出 

項     目 決  算  額 摘     要 

公共下水道接続工事   

 ○○○○ ○○，○○○  

 ×××× ○○，○○○  

 △△△△ ○○，○○○  

 □□□□ ○○，○○○  

 ○○○○ ○○，○○○  

 諸経費 ○○，○○○  

 消費税 ○○，○○○  

小 計 ４５０，０００  

    

浄化槽等撤去工事   

 ×××× ○○，○○○  

 △△△△ ○○，○○○  

 諸経費 ○○，○○○  

 消費税 ○○，○○○  

小 計 １５０，０００  

    

合 計 ６００，０００  

   上記のとおり相違ありません。 

 

○年  ○月 ○○日    氏 名  南  太郎 

実績報告時に提出 

変更がなければ予算額と同額を記入します。 

申請者本人による自署又は記名押印 
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記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 領収書の様式は任意です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○年 ○月○○日 

 南 太郎 様 

領 収 書 

金 \６００，０００ 

但し、下水道接続工事費及び浄化槽撤去工事費として 

 

税抜金額 ５４５，４５５円    郡山市○○丁目○番○号 

消費税額  ５４，５４５円    株式会社湖南設備 
代表 

者印 
 

印紙 印 

実績報告時に写しを提出 



 



 

 

 

 

 

第５章 雨水活用補助金・浄化槽雨水 

貯留施設転用補助金 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                      第 5章 雨水活用補助金 
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（１）制度の趣旨（郡山市雨水活用補助金交付要綱第１条） 
雨水による浸水被害の軽減等を図るため、雨水活用施設を設置する者に対する補助金 

① 雨水活用補助金制度  

対象区域：公共下水道の全体計画区域内 

助成対象：ア）公共下水道への接続の際に不用となった浄化槽の雨水貯留施設への転用 

又は新たな雨水貯留施設の設置 

       イ）雨水浸透ますの設置 

       ウ）雨水貯留タンク（１００リットル以上）の設置 

 ② 浄化槽雨水貯留施設転用補助金制度  

対象区域：特定環境保全公共下水道の供用開始区域内 

助成対象：特定環境保全公共下水道への接続の際に不用となった浄化槽の雨水貯留施設への転用 

※浄化槽転用雨水貯留施設とは（郡山市雨水活用補助金交付要綱第２条） 

公共下水道への接続等により不用となる浄化槽を転用して、住宅等の敷地内に降った雨水を 

貯留することにより、流出を抑制するとともに、庭木への散水等の水として活用できる施設 

○補助金の額 

① 雨水活用補助金制度  

ア）浄化槽転用等  工事費の２／３で２５万円（一般住宅）、４０万円（事業所等）を限度 

イ）雨水浸透ます  工事費の２／３で２万５千円を限度 １棟につき４基まで 

ウ）雨水貯留タンク 購入費の２／３で４万円を限度   １棟につき１基まで 

※ウ）雨水貯留タンクの場合、設置費及び送付料は補助対象外です。 

② 浄化槽雨水貯留施設転用補助金制度  

  ア）浄化槽転用   工事費の２／３で２０万円を限度 

○補助金交付の条件（郡山市雨水活用補助金交付要綱第７条） 

補助金を目的以外に使用してはならない。補助事業により取得した施設は、当該補助事業が完了

した日の属する年度から起算して７年間は存続させ、その保全に努めなければならない。など補

助金交付の条件があります。詳しくはお尋ねください。 

※補助金等交付申請に必要な書類は、営業課窓口で配布しております。また、市のウェブサイト

からもダウンロードすることが可能です。 

※補助金の交付が受けられなくなるため、早目に工事を完了し、施工年度の３月初めまでに上下

水道局の検査を受けてください。
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（２）手続き等 

 ア）浄化槽転用等雨水貯留施設（新設を含む） 

○提出書類 

申請時 工事完了時 実績報告時 

①補助金等交付申請書  ⑥同意書 

②収支予算書      ⑦ポンプ仕様書（※写し可） 

③工事の図面（平面図） ⑧口座振込報告書 

④工事見積書       

⑤案内図（位置図） 

①設置完了届 

②設置写真 

①実績報告書 

②収支決算書 

③領収書の写し 

 

○申請書類提出時の注意事項 

 ・提出書類の訂正にあたっては、砂消しや修正液等を使用しないでください。 

 ・提出書類については、申請者の自署又は記名押印してもらってください。 

 ・申請書の提出は、原則として排水設備確認申請書と同時に提出してください。 

 ・補助金等交付申請書の申請月日等の日付については、すべて空欄のまま提出してください。 

 ・工期は、余裕を持って設定してください。 

 ・申請書類は余裕を持って提出してください。（※着手予定日の２週間程度前が目安です。） 

 ・申請書類に押印する申請者印は、すべて同じ印鑑にしてください（※朱肉を使用する印鑑とします）。 

 

○見積、図面作成の注意事項 

・見積書には、代表者印を押してください。 

・補助の対象となる経費（工事費） （「新設」について、湖南地区は対象外） 

   新    設  タンク（地下埋設型で、貯水槽となるもの）、散水栓、ポンプ設備、配管、コンク

リート（Ｃｏ）・アスファルト（Ａｓ）取り壊し、復旧等に要する経費 

   浄化槽転用  浄化槽の汲み取り・清掃、内部部品撤去・処分費、散水栓、ポンプ設備、配管、Ｃ

ｏ・Ａｓ取り壊し、復旧等に要する経費 

 ・平面図を作成する際、排水設備も図面に記載し、新設・既設を区別してください。 

 ・平面図には、雨水管・貯留給水管の区間ごとの延長も記載してください。 

・雨水貯留槽へは雨どいを最低２本以上（極力多くの雨どいを接続すれば雨水が貯まりやすい。）接

続し、足洗い・集水桝等排水を流入させないでください。 

・雨どいからの配管については、雨どいの位置、雨水管の系統を十分調査して、経済的、効率的に

接続してください。雨水による浸水被害の軽減等が図れない施設への補助金交付はできません。 

・Ｃｏ・Ａｓを取壊し・復旧する場合、平面図中にその部分がどこか分かるよう明記し、見積書の備

考欄に「数量」の根拠となる計算式を記入してください。 

・配管工事の見積りをするときは、排水設備工事と本工事が隣接していて、掘削・埋め戻しが同位

置になる場合、その掘削・埋め戻し費用を減額調整してください。また、平面図中にも重複部分が

どこか分かるよう明記してください。＜次頁図１＞ 



 

82 
 

 

 

○施工時の注意事項 

・工事は雨水活用補助金等交付決定通知書による補助金交付決定後に着工してください。 

・雨水貯留量の計測をしてください。この場合、水深は出口の管底高としてください。（※工事完   

了届提出の際、貯留量の記入が必要となります。） 

 

○浄化槽について 

・浄化槽内は、汚物が一切残らないように清掃及び消毒を行ってください。 

・浄化槽内部部品は、基本的に一体構造になっている仕切り板以外はすべて撤去してくださ 

い。 

・仕切り板は、水に浮いている小さなホコリなどを流せるように流出側の管底高より低くカットし

てください。＜図２＞ 

・浄化槽流入口の手前に桝（ため桝）を設け、落ち葉などの流入を防ぐため網を設置してください。

網は、定期的に清掃が必要となるので取り外し可能にしてください。＜図３＞ 

台
所 

雨水貯留槽 

浴
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面
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便
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側
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ポ
ン
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散水栓 

 
大 

雨どい 

雨どい 

居
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寝
室 

玄関 

公共汚水桝 

雨水浸透ます 

雨どい 

浸透管 

浸透管 雨水浸透ます 雨水浸透ます 

ため桝 ため桝 

VU-100 2.0m VU-100 1.0m VU-100 1.0m 

VU-100 5.7m 

VP20
 

 6.0m
  

VU-100  7.2m VU-100 
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0.4m 
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-100 
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VU-100  0.3m 

（
内
重
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） 
 

流出方向 

カット部分 

至雨水貯留槽 

≪施工例≫ 

網 

〈 図２ 浄化槽（雨水貯留槽内）〉 〈 図３ ため桝 〉 

≪施工例≫ 

流入方向 

〈 図１ 〉 
重複部 

Co 取壊し 
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・放流先（側溝など）から害虫の侵入が考えられるため、貯水槽内または放流管の途中にトラッ

プを用いて水封し、害虫の侵入を防ぐようにしてください。＜図４＞＜図５＞ 

○ポンプ設備について 

・ポンプの架台・基礎等はコンクリート等で堅牢にしてください。（ブロック不可） 

・ポンプ廻りの配管は保温してください。（ワンタッチ保温は禁止） 

・ポンプ用コンセントは防雨型としてください。 

・ポンプの配線は地面に這わせないでください。 

（※余分な配線は結束バンド等でしっかり縛ってください。） 

 

○水栓について 

・水栓には飲用禁止の表示をしてください。誤飲防止のためにひらがなで、「このみずはのめませ

ん」等としてください。 

  

○交付決定通知後の設計変更について 

・交付決定通知後に設計変更が生じた場合には、速やかに補助事業等内容変更等承認申請書により 

承認を受けてください（※軽微な変更を除きます）。変更の承認を受けずに工事を完了した場合、

変更届は受付できません。特に、工事金額の変更に伴い補助金額が変更になる場合、補助金の交

付ができなくなるので十分注意してください。 

 

○完了届提出時の注意事項 

・完了届は、工事が完了した日を含む５日以内に提出してください。 

 

○完了検査について 

・完了届の提出後、検査日時について日程調整後連絡するので、施工担当者は、指定日時に立会い

をしてください。 

・施主への検査受検の連絡については事前に行い、当日の敷地内への立ち入り許可をとってくださ

い。 

・検査当日は、余裕を持って現場に到着し、指定時間の前までに施主への挨拶、雨水経路の確認、

ポンプ設備の稼動状況等の確認を済ませておいてください。 
 
 
 

≪施工例≫ ≪施工例≫ 

〈 図４ 雨水貯留槽 〉 〈 図５ 雨水桝 〉 
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イ）雨水浸透ます 

○提出書類 

申請時 工事完了時 実績報告時 

①補助金等交付申請書  ⑥案内図（位置図） 

②収支予算書      ⑦同意書 

③工事の図面（平面図） ⑧口座振込報告書 

④雨水浸透ますの構造図       

⑤工事見積書 

①設置完了届 

②設置写真 

①実績報告書 

②収支決算書 

③領収書の写し 

 ※浄化槽転用等雨水貯留施設（新設も含む）と同様です。ただし、平面図に加え雨水浸透ますの構

造図も提出してください。 

 

○設置区域 

 公共下水道の全体計画区域内とします。ただし、次の区域を除きます。 

 ・法令指定区域（急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域） 

 ・急傾斜地など法面の安定が損なわれる恐れのある区域 

 ・高低差が著しく、地盤の安定性が損なわれる恐れのある区域 

 ・地下水位が高い区域 

  ※上記の区域（補助対象区域）に当てはまるかを事前に調査してください。 

 

○申請書類提出時の注意事項 

 ・提出書類の訂正にあたっては、砂消しや修正液等を使用しないでください。 

 ・提出書類は、申請人の自署又は記名押印してもらってください。 

 ・申請書の提出は、原則として排水設備確認申請書と同時に提出してください。 

 ・補助金等交付申請書の申請月日等の日付については、すべて空欄のまま提出してください。 

 ・工期は、余裕をもって設定してください。 

 ・申請書類は余裕を持って提出してください。（※着手予定日の２週間程度前まで） 

 ・申請書類に押印する申請者印は、すべて同じ印鑑にしてください（※朱肉を使用する印鑑とします）。 

  

○見積、図面作成の注意事項 

・見積書には、代表者印を押してください。 

・補助の対象となる経費（工事費）  

雨水浸透ます、単粒度砕石、透水シート、雨水管（浸透管）、コンクリート（Ｃｏ）・アスファ

ルト（Ａｓ）取り壊し、復旧等に要する経費 

 ・平面図を作成する際、排水設備も図面に記載し、新設・既設を区別してください。 

 ・平面図には、雨水管（浸透管）の区間ごとの延長も記載してください。 

・目詰まりを防ぐため、雨水浸透ますへ足洗い・集水桝等の排水を流入させないでください。 

・Ｃｏ・Ａｓを取壊し・復旧する場合、平面図中にその部分がどこか分かるよう明記し、見積書の備

考欄に「数量」の根拠となる計算式を記入してください。 

・配管工事の見積りをするときは、排水設備工事と本工事が隣接していて、掘削・埋め戻しが同位
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置になる場合、その掘削・埋め戻し費用を減額調整してください。また、平面図中にも重複部分が

どこか分かるよう明記してください。 

 

○施工時の注意事項 

・工事は雨水活用補助金交付決定通知書による補助金交付決定後に着工してください。 

・車両等の重量物が通行する箇所には設置しないでください。 
 

○交付決定通知後の設計変更について 

・交付決定通知後に設計変更が生じた場合には、速やかに補助事業等内容変更等承認申請書により 

承認を受けてください。変更の承認を受けずに工事を完了した場合、変更届は受付できません。特

に、工事金額の変更に伴い補助金額が変更になる場合、補助金の交付ができなくなるので十分注

意してください。 
 

○完了届提出時の注意事項 

・完了届は、工事が完了した日を含む５日以内に提出してください。 
   

○完了検査について 

・浄化槽転用等雨水貯留施設（新設も含む）と同様です。 
 
 

ウ）雨水貯留タンク 

○提出書類 

申請時 工事完了時 実績報告時 

①補助金等交付申請書  ⑥タンク仕様書（※写し可） 

②設置場所配置図    ⑦同意書 

③設置場所の写真    ⑧口座振込報告書 

④収支予算書       

⑤見積書 

①工事完了届 

②工事写真 

①実績報告書 

②収支決算書 

③領収書の写し 

 

○申請書類提出時の注意事項 

 ・提出書類の訂正にあたっては、砂消しや修正液等を使用しないでください。 

 ・提出書類は、申請人の自署又は記名押印してもらってください。 

 ・購入前に申請書を提出してください。購入後の申請は受け付けできません。 

 ・補助対象となるのは、容量１００リットル以上のタンクとなるので注意してください。 

 ・補助金等交付申請書の申請月日等の日付については、すべて空欄のまま提出してください。 

 ・工期については、余裕をもって設定してください。 

 ・申請書類は余裕を持って提出してください。（※着手予定日の２週間程度前まで） 

 ・申請書類に押印する申請者印は、すべて同じ印鑑にしてください（※朱肉を使用する印鑑とします）。 

 

○雨水貯留タンク選定における注意事項 

 ・容量が１００リットル以上であること。 
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 ・貯留した雨水を使用する水栓が付いていること。 

・虫などの侵入を防ぐため、密閉された容器であること。 

 ・藻の発生を防ぐため、光を遮断する色、材質であること。 

 ・満水時のオーバーフロー対策が図られていること。 

 ・機能的な集水装置が付いていること。 

 ・泥抜きコックなどにより、タンク内の清掃が容易にできること。 

 ・転倒防止策が図られていること。 

 

○見積、図面作成の注意事項 

・見積書は、雨水貯留タンクを購入するお店から頂いてください。 

・見積書には、代表者印を押してください。 

・補助の対象となる経費とは、雨水貯留タンク、集水継手、架台等設置に要する設備の購入費 

を言います。工事費は補助対象になりません。 

 ・図面作成については、記入例を参考としてください。 
 

○完了届提出時の注意事項 

・完了届は、設置が完了した日を含む５日以内に提出してください。 
   

○完了検査について 

・浄化槽転用等雨水貯留施設（新設も含む）と同様です。ただし、雨水貯留タンクの設置のみの場

合は、施工担当者の立会いは不要ですが、上下水道局職員が立ち入りますので、事前に申請者へ

営業課から連絡し、検査いたします。 
 
 

（３）工事写真帳等の作成 

ア）浄化槽転用等雨水貯留施設の場合 

○施工前の写真 （※撮り忘れのないようにしてください） 

①既設浄化槽全景 

②ポンプ設置箇所 

③水栓設置箇所 

④雨水の配管箇所 

⑤雨水桝設置箇所（既設浄化槽への流入側） 

⑥雨水桝設置箇所（既設浄化槽からの流出側） 

⑦給水管設置箇所 

 

○施工中の写真 

①既設浄化槽清掃状況、内部の部品・不要な仕切板の撤去など 
②ポンプの設置中の状況 
③水栓の設置中の状況 

④雨水配管の設置中の状況 

⑤雨水桝設置中の状況（既設浄化槽への流入側） 
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⑥雨水桝設置中の状況（既設浄化槽からの流出側） 

⑦給水管の設置中の状況 

 

○竣工写真 

①既設浄化槽全景        

②浄化槽内部清掃後 

③ポンプ設置箇所（カバーをはずした状態のポンプ本体の写真及びポンプの電源コードをコン

セントに挿した状態の写真も別途必要） 

④水栓設置箇所（飲用禁止表示があること）及び散水状況 

⑤雨水の配管箇所 

⑥防虫網設置箇所（雨水桝流入側） 

⑦トラップ設置箇所（雨水桝流出側） 

⑧給水管設置箇所 

 

イ）雨水浸透ますの場合 

○施工前の写真 （※撮り忘れのないようにしてください） 

①雨水浸透ます設置箇所 

②雨水の配管箇所  

○施工中の写真 

①雨水浸透ます設置中の状況 

②雨水配管の設置中の状況 
○竣工写真 

①雨水浸透ますの設置箇所 

②雨水浸透ますの内部（浸透ますであることがわかるようにしてください） 

③雨水の配管箇所 

 

ウ）雨水貯留タンクの場合 

○施工前の写真 （※撮り忘れのないようにしてください） 

①雨水貯留タンク設置予定箇所 

○竣工写真 

①雨水貯留タンクの設置箇所 

②集水継手の接続箇所 

 

 ※ 注意  ・内容が確認できれば、撮影枚数は問いません。 

・浸透ますやポンプ、貯留タンクなどの位置及び配管等が平面図と異なることのないよう

に、写真提出の前に確認してください。 
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記入例 

 

補 助 額 の 計 算 例  

      施設名   補助額        補助限度額 

ア）浄化槽転用等雨水貯留施設 

工事費の２／３ 

１基あたり２５０，０００円（一般住宅） 

１基あたり４００，０００円（事業所等） 

イ）雨水浸透ます 
１基あたり ２５，０００円 

（１棟につき４基まで） 

ウ）雨水貯留タンク 購入費の２／３ 
１基あたり ４０，０００円 

（１棟につき１基まで） 

 

ア）浄化槽転用等雨水貯留施設の場合 

１）工事費に補助率を乗じた額が補助限度額未満のとき 

   補助額 ＝ 工事費 × 補助率 （１，０００円未満切捨て） 

例 工事費 ２８０，０００円 × 補助率 ２／３ ≒ １８６，６６６円  

     補助額 １８６，０００円 

２）工事費に補助率を乗じた額が補助限度額以上のとき 

   補助額 ＝ 補助限度額 

例 工事費 ９００，０００円 × 補助率 ２／３ ＝ ６００，０００円  

     補助額 ２５０，０００円（一般住宅 ）、 ４００，０００円（事業所等） 

 

イ）雨水浸透ますの場合（４基設置の場合：限度額２５，０００円×４基＝１００，０００円） 

１）工事費に補助率を乗じた額が補助限度額未満のとき 

補助額 ＝ 工事費 × 補助率 （１，０００未満切捨て） 

例 工事費 ８０，０００円 × 補助率 ２／３ ≒ ５３，３３３円 

補助額 ５３，０００円 

２）工事費に補助率を乗じた額が補助限度額以上のとき 

補助額 ＝ 補助限度額 

例 工事費 ２００，０００円 × 補助率 ２／３ ≒ １３３，３３３円 

補助額 １００，０００円 

 

ウ）雨水貯留タンクの場合 

１）購入費に補助率を乗じた額が補助限度額未満のとき 

補助額 ＝ 購入費 × 補助率 （１，０００未満切捨て） 

例 購入費 ５０，０００円× ２／３ ≒ ３３，３３３円 

   補助額 ３３，０００円 

２）購入費に補助率を乗じた額が補助限度額以上のとき 

補助額 ＝ 補助限度額 

例 購入費 ７０，０００円× ２／３ ≒ ４６，６６６円 

  補助額 ４０，０００円 
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記入例 
 

 

第１号様式（第５条関係） 

                              令和 〇年 〇月 〇日  

郡山市上下水道事業管理者 

                          住所 郡山市豊田町○―△ 

                       申請者                  

                          氏名 上下 水一郎        

                          電話 ９３２－○○○○       

 

 

                              

                雨水活用補助金交付申請書 

 

 次のとおり、雨水活用施設を設置したいので、補助金を交付してくださるよう申請します。 

設 置 場 所 郡山市豊田町○―△ 

総事

業費 

施 設 名    数   量     金    額 

浄化槽転用等雨水貯留施設        １ 基     ３８０，０００ 円 

雨 水 浸 透 ま す        ４ 基     １７０，０００ 円 

合 計      ５５０，０００ 円 

補 助 金 交 付 申 請 額 ３５０，０００ 円 ( 上記の計 )  

着 手 、 完 了 予 定 日 着  手  R ○．〇．〇 完  了 R ○．〇．〇 

工 事 業 者 名 郡山設備株式会社 電話番号０２４－９３３－△△△△ 

添 付 書 類 

□雨水活用補助金事業計画書（第２号様式） 

□雨水活用補助金収支予算書（第３号様式） 

□工事場所の案内図 

□工事の図面 

□雨水活用施設工事見積書（第４号様式） 

□ポンプ設備の仕様内容を表す書類（カタログ等） 

□郡山市税等の納付確認についての同意書（第５号様式） 

□その他管理者が必要と認めて指示する書類 

摘 要 □市税等完納済 

工 期 は 余 裕 を 持 っ て 設 定 し て く だ さ い 。 

申 請 人 の 自 署 又 は 記 名 押 印  
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記入例 

 

第３号様式（第５条関係） 

              雨水活用補助金収支予算書 

１ 収 入                              （単位：円） 

   項     目    予  算  額    摘      要 

   補  助  金    ３５０，０００  

   自 己 資 金    ２００，０００  

   

   合     計    ５５０，０００  

 

２ 支 出 

   項     目    予  算  額    摘      要 

浄化槽転用雨水貯留施設設置工事費  

 施設設置費     ○○，○○○ 新設タンク本体、据え付け 

 本体工事     ○○，○○○ 散水栓、浄化槽汲取り、清掃等 

 ポンプ設備     ○○，○○○ ポンプ本体、据え付け 

 配管工事     ○○，○○○ 雨配管、ます、網 

 その他     ○○，○○○ Ｃｏ・Ａｓ取壊し、復旧、処分 

 諸経費     ○○，○○○  

 消費税     ○○，○○○ （工事費＋諸経費）×１０％ 

   小     計    ３８０，０００  

    

雨水浸透ます設置工事   

 配管工事     ○○，○○○ 雨配管、ます 

 その他     ○○，○○○ Ｃｏ・Ａｓ取壊し、復旧、処分 

 諸経費     ○○，○○○  

 消費税     ○○，○○○ （工事費＋諸経費）×１０％ 

   小     計    １７０，０００  

    

   合     計    ５５０，０００  

   上記の通り相違ありません。 

 

 令和 〇年  〇月  〇日    氏 名 上下 水一郎    

申 請 人 の 自 署 又 は 記 名 押 印  
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記入例 
 

 

第４号様式（第５条関係）             施工業者 郡山設備株式会社   

     雨 水 活 用 施 設 工 事 見 積 書  

浄化槽転用等雨水貯留施設設置工事の場合 

種  別 仕  様 単位 数量 単  価 金  額 備  考 

施設設置費  式 1.0  ○○○ ○○○ ※設置費含む 

 小 計      

       

本体工事 汲取・清掃 式 1.0  ○○○ ○○○  

 内部部品撤去 式 1.0  ○○○ ○○○ ※処分費含む 

 散水栓 箇所 1.0  ○○○ ○○○  

 小 計      

       

ポンプ設備  台 1.0  ○○○ ○○○ ※設置費含む 

 小 計      

       

配管工事 VU100  ｍ 2.0  ○○○ ○○○ 材工共 

 VU75 ｍ 11.0 ○○○ ○○○ 材工共 

 VU50 ｍ 4.5  ○○○ ○○○ 材工共 

 VU50 ｍ 3.5  ○○○ ○○○ 配管のみ（重複分）

 VP20 ｍ 7.0  ○○○ ○○○ 材工共 

 雨水桝 箇所 2.0  ○○○ ○○○  

 網 個 1.0  ○○○ ○○○  

 小 計    ○○○  

       

その他 Co取壊し ㎥ 0.2  ○○○ ○○○ 〇×〇×〇 

 As取壊し ㎥     

 Co復旧 ㎥ 0.2  ○○○ ○○○ 〇×〇×〇 

 As復旧 ㎥     

 Co処分費 ㎥ 0.2  ○○○ ○○○ 〇×〇×〇 

 As処分費      

 小 計    ○○○  

       

諸経費  式   ○○○  

消費税等  ％   ○○○  

総合計     ３８０,０００円  

・ 数 量 の 根 拠 と な る 寸 法 を 記 入 し て く だ さ い 。 

代 表 者 の 自 署 又 は 記 名 押 印 
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記入例 

 

 

 

 

第４号様式（第５条関係）             施工業者 郡山設備株式会社   

     雨 水 活 用 施 設 工 事 見 積 書  

雨水浸透ます設置工事の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種  別 仕  様 単位 数量 単  価 金  額 備  考 

配管工事 VU100  ｍ 11.0 ○○○ ○○○ 材工共 

 VU100  ｍ 2.5  ○○○ ○○○ 配管のみ（重複分） 

 VU50 ｍ 4.5  ○○○ ○○○ 材工共 

 雨水浸透ます 箇所 4.0  ○○○ ○○○  

 小 計    ○○○  

       

その他 Co取壊し ㎥ 0.2  ○○○ ○○○ 〇×〇×〇 

 As取壊し ㎥     

 Co復旧 ㎥ 0.2  ○○○ ○○○ 〇×〇×〇 

 As復旧 ㎥     

 Co処分費 ㎥ 0.2  ○○○ ○○○ 〇×〇×〇 

 As処分費      

 小 計      

       

諸経費  式   ○○○  

消費税等  ％   ○○○  

総合計     80,000円  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

・ 数 量 の 根 拠 と な る 寸 法 を 記 入 し て く だ さ い 。 

代 表 者 の 自 署 又 は 記 名 押 印 
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記入例 
 

第５号様式（第５条関係） 

        同 意 書   

 

                          令和 〇年   〇月   〇日  

 

 

  郡山市上下水道事業管理者 

 

         住所又は 

申請者 所 在 地       郡山市豊田町○―△           

         （フリガナ）    ジョウゲ  スイ イチ ロウ 

氏名又は法人 ( 団体 ) 名 上下 水一郎               

                 （フリガナ） 

代表者氏名                            

         

生年月日        ○○年○○月○○日          

 

         電話番号        ９３２－○○○○           

 

 

 

 

 私（法人（団体）含む。）は、郡山市雨水活用補助金の交付申請に伴い、郡山市税等の次の税

目について、納付状況 ( 税目・税額・申告の有無等 ) の確認のため、税務担当課に照会すること

に同意します。 

 

 

【確認税目】 

 

市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税 

 

 

                               

 

 

 

申 請 者 の 自 署 又 は 記 名 押 印  



 

94 
 

記入例 

 

 

                                 令和 〇年○月○日  

 

 

郡山市上下水道事業管理者 

 

  

                   住  所  郡山市豊田町○ - △      

 

                   氏  名  上下 水一郎            

 

 

 

      補 助 金 口 座 振 込 報 告 書 

 

 

 

補助金を下記の口座に振り込んでください。 

 

（取引金融機関） 

 

口 座 名 義 人

フ リ ガ ナ ジョウゲ スイイチロウ 

        上下 水一郎 

金 融 機 関 名   郡 山 
銀行・金庫 

組合・農協 
   豊  田 

本店・支店 

出張所 

口 座 番 号

  種    類        口  座  番  号 

 １ 普通（総合） 

 

 ２ 当 座 

 ０  ０  ０  ０  １  ２  ３ 

備 考

 

 

申 請 者 の 自 署 又 は 記 名 押 印  
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記入例 
第８号様式（第９条関係） 

 

 

               雨水活用施設設置完了届 

 

 

                         令和 〇年  ○月 ○○日  

 

 郡山市上下水道事業管理者 

 

                                  住 所 郡山市豊田町○―△       

          

申請者 

                   氏 名 上下 水一郎          

                    （電話０ ２ ４－９ ３ ２－○○○○） 

令和〇年 ○月 ○○日付け○○郡上下営第○○○号で補助金交付決定のあった

施設の設置が完了しましたので、次のとおり届け出ます。 

 

 

設 置 場 所 郡山市豊田町○―△ 

設 置 完 了 日         令和 〇年    ○月    ○日 

交 付 決 定 年 月 日 
 

        令和 〇年    ○月    ○日 

排 水 設 備 確 認 番 号 ◆ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ 

雨 水 貯 留 量 

浄化槽転用等雨水貯留施設 

（縦） ○ . ○×（横） ○ . ○×（深さ） ○ . ○＝○○.○㎥ 

雨水浸透ます 

    ４基×  ○ . ○○ m3/h/ 基     ＝○ . ○○㎥/h 

地上設置型雨水貯留タンク 

                         リットル 

添 付 書 類 □設置写真 

・交付決定通知書の日付を記入します。 

・寸法は実際の計測値を記入します。 

・交付決定通知書の日付、番号を記入します。 

申 請 者 の 自 署 又 は 記 名 押 印  
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記入例 

 

№

工事番号 令和○○年度  工第○○○○号

工 事 名 雨水活用施設工事

№

工事箇所 ○○○○○○○

工   期 着手 令和○○年○○月○○日

竣工 令和○○年○○月○○日

発 注 者 上下 水一郎 №

○○設備株式会社 
施 工 者 代表取締役 ○○ ○○

№ №

№ №

№ №

№ №

№ №

№ №

  

雨水桝(流入側) 雨水桝(流入側)

  

 

３ページ目

雨水管 
 

竣工 

 

竣工 
 

   

竣工 
(保温完了) 

   

水栓全景

 

  

ポンプ全景 
 

     

 

 

  

    

  

雨水貯水槽全景
竣工日を記入

    

竣工 
  

２ページ目

 

   

水栓全景

 

   

  

雨水管 
 施工前 
 

施工前 
 

ポンプ全景 
 施工前 
 

 

雨水貯水槽全景
着手日を記入

施工前 

  
 

 
工 事 写 真 帳 

表紙 1ページ目

 

余 白 

余 白 

余 白 

  

施工前 竣工 
        

雨水桝(流出側) 雨水桝(流出側)

  施工前 竣工 
    

４ページ目 ５ページ目

    

代表者印を押してください。

１ページ目は何も綴

じないでください。 

写真の綴じ方は施工前後

が比較しやすいように左

右見開きのレイアウトと

してください。  写 真 

写 真 

写 真 

写 真 

写 真 

写 真 

写 真 

写 真 

写 真 

写 真 

写 真 

写 真 

写真の綴じ方は施工前後

が比較しやすいように左

右見開きのレイアウトと

してください。  
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記入例 

写真の綴じ方は施工前

後が比較しやすいよう

に左右見開きのレイア

ウトとしてください。 
 

写真の綴じ方は施工前

後が比較しやすいよう

に左右見開きのレイア

ウトとしてください。 
 

写真の綴じ方は施工前

後が比較しやすいよう

に左右見開きのレイア

ウトとしてください。 
 

№ №

№ №

№ №

№ №

№ №

№ №

№ №

№ №

№ №

給水管 給水管

施工前 竣工

部品撤去状況 部品撤去完了

雨水貯水槽内部 雨水貯水槽内部

清掃状況 清掃完了

雨水貯水槽内部 雨水貯水槽内部

６ページ目 ７ページ目

飲用禁止表示 吐水状況

水栓 水栓

雨水桝(流入側) 雨水桝(流出側)

網(目皿)設置 トラ ップ設置

ポンプ ポンプ

カ バー外した状況 据付

ポンプ 水栓全景

８ページ目 ９ページ目

設置状況 施工中

施工中 施工中

雨水管 雨水桝(流入側)

施工中 施工中

雨水桝(流出側) 給水管

１０ページ目 １１ページ目

これらの施工写真は
順番に並べること

施工中の写真は
順番に並べること

※注意
　 ・施工前・施工中・竣工の写真は同じ角度で撮影すること。
　 ・施工の経過が確認できる写真であれば枚数は問わない。
　 ・施工中は必ずヘルメット着用のこと。

写　真

写　真

写　真

写　真

写　真

写　真

写　真

写　真

写　真

写　真

写　真

写　真

写　真

写　真

写　真

写　真

写　真

写　真

写真のとじ方は
施工前・竣工が
比較しやすいように
左右見開きの

レイアウトにすること

・施工前・施工中・竣工の写真は同じ角度で撮影してください。 

・施工の経過が確認できる写真であれば、枚数は問いません。 

・施行中は安全のため、必ずヘルメットを着用してください。 
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記入例 
第９号様式（第11条関係） 

                               令和 〇年 ○月○○日  

 

郡山市上下水道事業管理者 

 

                          住所 郡山市豊田町○―△      

                     申請者                    

                          氏名 上下 水一郎        

 

                          電話 ９３２－○○○○      

 

              雨水活用補助金実績報告書 

 

 令和 〇年  ○月 ○○日付け○○郡上下営第○○○号による補助金等交付決定通知に係る

補助事業等が完了したので、その成果を次のとおり報告します。 

 

設 置 場 所 郡山市豊田町○―△ 

  施    設    名     数   量     金   額 

計

画

額 

浄化槽転用等雨水貯留施設          １ 基     ３８０，０００円 

雨 水 浸 透 ま す          ４ 基     １７０，０００円 

合 計      ５５０，０００円 

確

定

額 

浄化槽転用等雨水貯留施設          １ 基     ３８０，０００円 

雨 水 浸 透 ま す          ４ 基     １７０，０００円 

合 計      ５５０，０００円 

補 助 金 等 の 額 
既に通知 
を受けて 
い る 額 

３５０，０００円 
確 定 

見積額 
３５０，０００円 

着 手 、 完 了 日 着  手 令和〇年○月○○日 完 了 令和〇年○月○○日 

工 事 業 者 名 郡山設備株式会社 電話番号０２４－９３３－△△△△ 

補 助 事 業 等 の 成 果 

浸水被害の軽減を図るため、下水道への接続により不用

となった浄化槽を活用し、雨水の流出抑制を図り貯留水

を水資源として有効利用を図る。 

また、雨水浸透ますを設置することにより、雨水流出の

抑制を図る。 

添 付 書 類 
□雨水活用補助金収支決算書（第10号様式） 

□工事に係る領収書（写し） 

・金額、数量等は申請時と同一です。 

申 請 者 の 自 署 又 は 記 名 押 印  
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記入例 
第10号様式（第11条関係） 

雨水活用補助金収支決算書 

１ 収 入                              （単位：円） 

   項     目    決  算  額    摘     要 

   補  助  金    ３５０，０００  

   自 己 資 金    ２００，０００  

   

   合     計    ５５０，０００  

 

２ 支 出 

   項     目    予  算  額    摘      要 

浄化槽転用雨水貯留施設設置工事費  

 施設設置費     ○○，○○○  

 本体工事     ○○，○○○  

 ポンプ設備     ○○，○○○  

 配管工事     ○○，○○○  

 その他     ○○，○○○  

 諸経費     ○○，○○○  

 消費税     ○○，○○○  

   小     計    ３８０，０００  

    

雨水浸透ます設置工事   

 配管工事     ○○，○○○  

 その他     ○○，○○○  

 諸経費     ○○，○○○  

 消費税     ○○，○○○  

   小     計    １７０，０００  

    

   合     計    ５５０，０００  

   上記の通り相違ありません。 

 

           令和〇年  ○月 ○○日    氏 名 上下 水一郎    

・金額、数量等は申請時と同一です。 

申 請 者 の 自 署 又 は 記 名 押 印  
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記入例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 領収書の様式は任意です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.＊＊＊  
上下 水一郎 様                          

令和〇年○○月○○日 

領 収 書 

金 ￥５５０，０００※ 
但し、浄化槽転用雨水貯留施設工事代金として、３８０，０００円 

          雨水浸透ます設置工事代金として、   １７０，０００円 

 

税抜金額５００，０００円   

消費税額 ５０，０００円 

                    郡山市○○○丁目○番○号 

                           郡山設備株式会社 

 

 

 

代
表 

者
印 
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記入例 
第６号様式（第５条関係） 

  

                             令和 〇年 〇月 〇日  

 

郡山市上下水道事業管理者  

 

                          住所 郡山市豊田町○―△ 

                     申請者                    

                          氏名 上下 水一郎        

                          電話 ９３２－○○○○       

 

         雨水活用（地上設置型雨水貯留タンク）補助金交付申請書 

 

 次のとおり、雨水活用施設を設置したいので、補助金を交付してくださるよう申請します。 

 

設 置 場 所 郡山市豊田町○―△ 

 

購
入
費 

施  設  名 容  量   数  量   金   額 

地 上 設 置 型 

雨水貯留タンク 
     ２５０ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ       １基 ４４，０００円 

補 助 金 交 付 申 請 額 ２９，０００ 円 

着 手 、 完 了 予 定 日 
 着 手 令和〇年６月８日  完 了 令和〇年７月８日 

添 付 書 類 

□雨水活用補助金事業計画書（第２号様式） 

□地上設置型雨水貯留タンク設置場所配置図（第７号様式） 

□雨水活用補助金収支予算書（第３号様式） 

□購入に係る見積書 

□地上設置型雨水貯留タンクの仕様内容を表す書類（カタログ等） 

□郡山市税等の納付確認についての同意書（第５号様式） 

□その他事業管理者が必要と認めて指示する書類 

 

工 期 は 余 裕 を 持 っ て 設 定 し て く だ さ い 。 

申 請 者 の 自 署 又 は 記 名 押 印  
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記入例 

 

第７号様式（第５条関係） 

 地 上 設 置 型 雨 水 貯 留 タ ン ク 設 置 場 所 配 置 図  

 

設置場所 郡山市豊田町○―△ 氏 名 上下 水一郎 

設置する建物の場所を示す地図（住宅地図等の写しでも可） 

 

 

 

      県 

      道 設置場所  

      ○ 

      ○ ラーメン店  ○○医院 

      ・ 

      ○ 

      ○  

      線 

 国道○号線 

建物の見取り図（設置場所を明記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置予定位置 

 ○ 

 

  

住 居 

 

 

ガソリンスタンド 
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記入例 
第３号様式（第５条関係） 

              雨水活用補助金収支予算書 

１ 収 入                              （単位：円） 

   項     目    予  算  額    摘      要 

   補  助  金    ２９，０００  

   自 己 資 金    １５，０００  

   

   合     計    ４４，０００  

 

２ 支 出 

   項     目    予  算  額    摘      要 

雨 水 貯 留 タ ン ク 購 入 費    ４０，０００  

 消 費 税 等     ４，０００  

    

    

    

    

    

    

   

    

   

    

    

    

    

   

    

   合     計    ４４，０００  

   上記の通り相違ありません。 

 

  令和〇年  〇月  〇日    氏 名 上下 水一郎    

申 請 者 の 自 署 又 は 記 名 押 印  
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記入例 

 

 

 

 

発行日：

郡山市豊田町○―△
上下 水一郎 様

○○県○○市○○×-×－×

株式会社○○○○

電話 ○○○－○○○－○○○○

下記の通りお見積もりいたします。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

本見積書有効期限  令和〇年○月○日

数量 単価 金額

1 \40,000 \40,000

税 抜 消費税 総 額

\40,000 \4,000 \44,000合計

  

  

  

商品名 備考

  

    

  

  

  

  

○○○○
雨水貯留タンク ２５０リットル

お 見 積 書

  

令和〇年○月○日

    

  

  

  

  

  

  

  

  

社
印

・雨水タンクの購入金額が分かるものとしてください。 

・必要事項が記載されていれば、各社任意の様式で結構です。 
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記入例 
第８号様式（第９条関係） 

 

 

               雨水活用施設設置完了届 

 

 

                         令和 〇年  ○月 ○○日  

 

 郡山市上下水道事業管理者 

 

                                  住 所 郡山市豊田町○―△       

          

申請者 

                   氏 名 上下 水一郎          

                    （電話０ ２ ４－９ ３ ２－○○○○） 

令和〇年 ○月 ○○日付け○○郡上下営第○○○号で補助金交付決定のあった

施設の設置が完了しましたので、次のとおり届け出ます。 

 

 

設 置 場 所 郡山市豊田町○―△ 

設 置 完 了 日         令和 〇年    ○月    ○日 

交 付 決 定 年 月 日 
 

        令和 〇年    ○月    ○日 

排 水 設 備 確 認 番 号 
 

雨 水 貯 留 量 

浄化槽転用等雨水貯留施設 

（縦）    ×（横）    ×（深さ）    ＝  ㎥ 

雨水浸透ます 

     基×      m3/h/ 基     ＝    ㎥/h 

地上設置型雨水貯留タンク 

                         リットル 

添 付 書 類 □設置写真 

 

 

・交付決定通知書の日付を記入します。 

・設置した雨水タンクの容量を記入します。 

・交付決定通知書の日付、番号を記入します。 

申 請 者 の 自 署 又 は 記 名 押 印  
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記入例 

 

  

 

 

 

設置前 

 

撮影年月日 

 

令和 〇年○月○日 

 

設置後 

 

撮影年月日 

 

令和 〇年○月○日 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 

 

 上下 水一郎  

 

郡山市雨水活用補助金写真台紙 

 
 
 
設置予定場所の写真を撮影し、貼付けしてください。 

 
 
 
設置後の写真を撮影し、貼付けしてください。 
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記入例 

 

第11号様式（第11条関係） 

                               令和〇年 ○月○○日  

 

郡山市上下水道事業管理者 

 

                          住所 郡山市豊田町○―△     

          

                      申請者                   

                          氏名 上下 水一郎        

 

                          電話 ９３２－○○○○       

 

 

        雨水活用（地上設置型雨水貯留タンク）補助金実績報告書 

 

令和〇年  ○月 ○○日付け○○郡上下営第○○○号による補助金等交付決定通知に係る補

助事業等が完了したので、その成果を次のとおり報告します。 

 

設 置 場 所 郡山市豊田町○―△ 

施 設 名  容  量   数  量     金   額 

地 上 設 置 型 

雨水貯留タンク 

計 画 ２５０ﾘｯﾄﾙ     １ 基       ４４，０００円 

確 定 ２５０ﾘｯﾄﾙ     １ 基       ４４，０００円 

補 助 金 等 の 額 
 既に通知 
 を受けて 
 い る 額 

２９，０００円 
 確 定 

 見積額 
２９，０００円 

着 手 、 完 了 日 着 手 令和〇年○月○○日 完 了 令和〇年○月○○日 

補 助 事 業 等 の 成 果 
浸水被害の軽減を図るため、雨水貯留タンクを設置し、雨水の

流出抑制を図り貯留水を水資源として有効利用を図る。 

添 付 書 類 

□雨水活用補助金収支決算書（第10号様式） 

□購入に係る領収書（写し） 

□その他事業管理者が必要と定めて指示する書類 

 

 

 

・金額、数量等は申請時と同一です。 

申 請 者 の 自 署 又 は 記 名 押 印  
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記入例 
第10号様式（第11条関係） 

              雨水活用補助金収支決算書 

１ 収 入                              （単位：円） 

   項     目    予  算  額    摘      要 

   補  助  金    ２９，０００  

   自 己 資 金    １５，０００  

   

   合     計    ４４，０００  

 

２ 支 出 

   項     目    予  算  額    摘      要 

雨 水 貯 留 タ ン ク 購 入 費    ４０，０００  

 消 費 税 等     ４，０００  

    

    

    

    

    

    

   

    

   

    

    

    

    

   

    

   合     計    ４４，０００  

   上記の通り相違ありません。 

 

    令和〇年  ○月 ○○日    氏 名 上下 水一郎    

・金額、数量等は申請時と同一です。 

申 請 者 の 自 署 又 は 記 名 押 印  
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記入例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 領収書の様式は任意です。 

 

 

 

 

No.＊＊＊  
上下 水一郎 様                       令和〇年○○月○○日 

領 収 書 

金 ￥４４，０００※ 

 
 但し、雨水貯留タンク２５０リットル購入代金として   

 

税抜金額 ４０，０００円   

消費税額  ４，０００円       

○○県○○市○○×-×－× 

株式会社□□□□ 

                                    

 
代
表 

者
印 

スーパー〇〇  
令和〇年〇月〇日    ○県○○市○○・・ 

登録番号〇〇〇〇 
 

        領 収 書 
 

雨水タンク   １  ￥４４，０００ 

合 計       ￥４４，０００ 

 

  10％対象(内 消費税額 ￥４，０００) 

 

お預り  ￥〇〇〇〇〇   

お釣    ￥〇〇〇〇  

 

 



 

 

 

 

 

第６章 公共汚水桝設置申込み 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



第６章 公共汚水桝設置申込み 
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１ 添付書類 

 

公共汚水桝設置申込みに当たって、必要な添付書類は次のとおりとする。 

 

(1)通常申込みの場合 

 

  ① 公共汚水桝設置申込書表紙 

② 位置図 

  ③ 土地使用承諾書 

  ④ 公図 

  ⑤ 登記事項証明書 

⑥ 平面図 

  ⑦ 縦断図 

  ⑧ 設置位置支距図 

  ⑨ 写真 

 

 また、前面道路の種類や区域等によって添付種類が追加される。 

 

 (2)私道の場合 

 

  ⑩ 土地使用承諾書（私道等所有者） 

  ⑪ 登記事項証明書（私道等） 

 

 (3)法定外道路の場合 

 

  ⑫ 同意書（法定外道路に関する隣接地権者等の同意） 

 

 (4)区画整理地区内の場合 

 

  ⑬ 仮換地図 

  

 

 

  なお、必要部数については、別表１ 「公共汚水桝設置申込書 添付書類  

一覧表」のとおり。 
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別表１ 公共汚水桝設置申込書 添付書類一覧表         

添付書類 必要部数 

 
  

注 意 事 項 

通 
 

常 

私 
 

道 

法
定
外
公
共
物 

区
画
整
理
地
区
内 

(

市
施
工)

 
区
画
整
理
地
区
内 

(

組

合

施

工(

日

和

田)
) 

   

① 申込書表紙 
設 置 場 所 は 、 住 居 表 示 等 の 住 所 で は な く 、  

「 地 番 」 で 記 入 す る こ と 。  

様 式 は 最 新 の も の を 使 用 し て い る こ と 。 ※ (1 )  

1 1 1 1 1 

② 位 置 図  申 込 箇 所 が 中 央 に な る よ う 作 成 す る こ と 。  

申 込 箇 所 (建 築 予 定 敷 地 )を 赤 色 で 囲 う こ と 。  
1 1 1 4 5 

③
土地使用承諾書 
(桝 設 置 場 所 土 地 所 有 者 ) 

設 置 場 所 は 、 住 居 表 示 等 の 住 所 で は な く 、  

「 地 番 」 で 記 入 す る こ と 。 ※ (1)  
1 1 1 1 1 

④ 公  図  
申 込 箇 所 (建 築 予 定 敷 地 )を 赤 色 で 囲 う こ と 。  

そ の 他 、 私 道 部 や 法 定 外 公 共 物 等 、 申 込 書 の 内

容 に 関 係 す る 箇 所 も 彩 色 等 行 う こ と 。  

1※
(2) 

1※
(2) 

1※
(2) 

1※
(2) 

1※
(2) 

⑤
登記事項証明書 
(桝 設 置 場 所 土 地 所 有 者 ) 

現 在 の 土 地 所 有 者 が 分 か る も の で あ る こ と 。  
1※
(2) 

1※
(2) 

1※
(2) 

1※
(2) 

1※
(2) 

⑥ 平 面 図  ※ (3 )  ※ ( 4 )  1 1 1 4 5 

⑦ 縦 断 図  ※ (3 )  ※ ( 4 )  1 1 1 4 5 

⑧ 設置位置支距図 な る べ く 、 境 界 杭 や 半 永 久 的 な 構 造 物 か ら 2 点

以 上 取 り 、 杭 や 構 造 物 を 図 面 に 明 記 す る こ と 。  
1 1 1 4 5 

⑨ 写  真  本 管 位 置 と 取 付 管 設 置 予 定 位 置 、 及 び そ れ ぞ れ

の 管 種 ・ 管 径 を 記 入 す る こ と 。  

2※
(5) 

2※
(5) 

2※
(5) 

4※
(5) 

5※
(5) 

⑩
土地使用承諾書 
(私 道 等 土 地 所 有 者 ) 

私 道 の 「 地 番 」 を 記 入 す る こ と 。  

私 道 用 の 様 式 を 使 用 す る こ と 。 ※ (6)  
  1       

⑪
登記事項証明書 
(私 道 等 土 地 所 有 者 ) 

現 在 の 土 地 所 有 者 が 分 か る も の で あ る こ と 。    
1※
(2) 

      

⑫
同 意 書  
(法定外公共物) 

道 路 保 全 課 の 様 式 を 使 用 す る こ と 。  

法 定 外 公 共 物 に 関 す る 隣 接 地 権 者 等 か ら 同 意 を

得 る こ と 。 ※ (7)  
    1     

⑬ 仮 換 地 図  
本 管 位 置 と 取 付 管 設 置 予 定 位 置 、 及 び 管 種 ・ 管

径 を 記 入 す る こ と 。  

申 込 箇 所 (建 築 予 定 敷 地 )を 赤 色 で 囲 う こ と 。  
      4 5 

⑭ そ の 他  必 要 に 応 じ て 必 要 な 書 類 等 の 添 付 を 求 め る            

 
※ (1) 申込人には 申込書 及び土地 使用承 諾書の コピ ーを渡す こと。 （条件 等の 確認のた め）  
※ (2) 新たに取得 する必 要はなく 、建築 確認申 請等 に使用し たもの のコピ ー等 で良い。  
※ (3) 申込書提出 前には 必ず現地 調査を 行うこ と。 特に、前 面道路 の側溝 や、 地上から でも地 下

埋設物が あると 判断で きる ような場 合には その深 さを 必ず確認 し、公 共汚水 桝設 置申込書 を
提出する 前に上 下水道 局の 担当職員 と公共 汚水桝 の設 置が可能 か協議 するこ と。  

※ (4) 特別な理由 がない 限り、公 共汚水 桝の深 さは 前面道路 の高さ から 1.0m としてい るため 、
これ以上 の深さ が必要 とな る場合は 、上下 水道局 の担 当職員と 予め協 議する こと 。  

※ (5) カラー印刷 物の場 合は上記 の部数 。  現 像写 真を台紙 に貼付 して提 出す る場合は 1 部で も
良い。  

※ (6) 私道所有者 には土 地使用承 諾書の コピー を渡 すこと。 （条件 等の確 認の ため）  
※ (7) 同意を要す る人が 誰になる かは、 道路管 理者 と協議す ること 。  
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２ 添付書類作成上の注意事項 

 

①   公共汚水桝設置申込書表紙 

1)  申込人の住所・氏名欄は、申請人を記名する。 

申請人が法人の場合、代表者を記名する。 

2) 排水設備業者の欄は、代表者を記名する。 

3) 設置場所の表記は、住居表示は不可。地番表示で記入されていること。 

4) 公共汚水桝設置希望日は、申込み日より３箇月以降の日付であること。 

5) 様式は郡山市公式ウェブサイトからダウンロードするなどし、最新の

ものを使用すること。 

6) 表紙については、申込人にコピー等を渡し、条件等について理解させ

ること。 

 

② 位置図 

1) 申込箇所(建築予定敷地)が位置図の中央になるように作成すること。

（努力項目） 

2) 申込箇所(建築予定敷地)を赤色で囲み、引出し線を引いて申込箇所と

記入すること。 

 

③ 土地使用承諾書 

1) 宛名は「郡山市上下水道事業管理者」であること。 

2) 該当する土地の所有権を有する全員分の承諾書を添付すること。 

3) 土地所有者欄は所有者本人の自署又は記名押印。 

土地所有者が法人の場合、代表者の自署又は記名押印。 

4) 設置場所の表記は、住居表示は不可。地番表示で記入すること。 

5) 土地所有者にコピー等を渡し、条件等について理解させること。 

 

④ 公図 

1) 申込箇所(建築予定敷地)が分かるように赤色で囲うこと。 

2) 前面道路が私道や法定外公共物の場合、その箇所も彩色等を行うこと。 

3) 通常の申込みにおいては、建築確認申請時に取得したもののコピー等

でも良い。 

 

⑤ 登記事項証明書 

1) 現在の土地所有者が分かる、設置場所の全てのものを添付すること。 

2) 新たに取得する必要はなく、建築確認申請時に取得したもののコピー

等でも良い。 

 

⑥ 平面図、縦断図 

1) 排水設備確認申請書に準じるが、現況の地盤高ではなく、建築に当た

っての計画高で作成すること。 

2) みなし道路後退が発生する時は、みなし道路後退予定線及び後退予定

幅を記入すること。 
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⑦ 設置位置支距図 

1) 少なくとも３箇所からオフセットを取ること。 

その際、官民境界から１箇所と、境界杭や半永久的な構造物から２点

以上取り、杭や構造物を図面に明記すること。 

 

⑧ 写真（◆公共汚水桝設置申込書添付写真の撮り方◆ 参照） 

1) 撮影距離は遠すぎず、近すぎず程よい距離で撮影すること。 

2) ３方向（道路は縦断方向２方向、道路から設置場所に向かって１方向）

から撮影すること。 

3) 本管位置を黒色一点鎖線、取付管位置を赤色破線で記入すること。 

4) カラー印刷物、又は現像写真を工事用アルバム台紙（ポケットタイプ）

に差込んだものを添付すること。 

 

⑨ 土地使用承諾書（私道等所有者） 

1) 宛名は郡山市上下水道事業管理者であること。 

2) 当該申込みに当たって、公共下水道施設を埋設することを承諾する内

容であること。 

3) 該当する土地の所有権を有する全員分の承諾書を添付すること。 

4) 土地所有者欄は所有者本人の自署又は記名押印。 

土地所有者が法人の場合、代表者の自署又は記名押印。 

5) 設置場所の表記は、住居表示は不可。地番表示で記入すること。 

6) 土地所有者にコピー等を渡し、条件等について理解させること。 

 

⑩ 登記事項証明書（私道等） 

1) 現在の土地所有者が分かる、設置場所の全てのものを添付すること。 

2) 新たに取得する必要はなく、建築確認申請時に取得したもののコピー

等でも良い。 

 

⑪ 同意書（法定外道路に関する隣接地権者の同意） 

1) 道路保全課の様式を使用すること。 

2) 法定外公共物に関する隣接地権者から同意を得ること。ただし、隣接

地権者と連絡が取れず同意が得られない場合、当該地区の町内会長から

の同意でも止むを得ない。なお、道路管理者から指示があった場合は、

町内会長からの同意とする。 

 

 

⑫ 仮換地図 

1) 申込箇所(建築予定敷地)が分かるように赤色で囲うこと。 

2) 本管位置と取付管設置予定位置、及び管種・管径を記入すること。 
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３ 公共汚水桝設置の申込みに当たって 

 

 ①  申込み前に、営業課担当職員と協議すること。また、設置位置について

は次の事項を検討すること。 

1) 公共汚水桝は極力低い場所へ設置すること。 

2) 道路に対して縦断方向の取付管布設（横引き）は極力避けること。 

3) 交差点内への設置は極力避けること。 

 

 

 

 ② 公共汚水桝設置申込みで対応しないものは、「第７章 物件設置許可申請」

の「◆物件設置の条件」を確認すること。 

   特に、「⑥ 開発許可に係るもの」「⑦ 道路位置指定に係るもの」は公

共汚水桝申込みでは対応しないので気を付けること。（自費設置） 

   なお、申込み前に、営業課担当職員と設置の可否について協議すること。 
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◆公共汚水桝設置申込書添付写真の撮り方◆ 

 
 
 
 

（写真） 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

（凡例） 

                  下水道本管 

（黒色・一点鎖線） 

取  付  管  

（赤色・破線） 

 
※ 通常は上記方向と反対方向から及び道路から見た設置場所の方向の

３方向から撮影すること。 

※ 凡例に従い下水道本管と取付管の希望位置及びそれぞれの管種・管

径を記入すること。 

  

 
 

設置場所 

道

管種･管径  

ＶＵφ150 ㎜ 



116 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ＶＵφ150 ㎜ 

ＶＵφ150 ㎜ 

写真撮影例 

Ｖ
Ｕ

φ
1
5
0

㎜
 

(管 種 )φ○○㎜ 
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３ 公共汚水桝設置申込みの流れ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 共 汚 水 桝 の 公 費 で の 設 置  

（ 汚 水 桝 設 置 工 事 ） に は  

「 公 共 汚 水 桝 設 置 申 込 み 」 が 必 要 で す ※ １  

◎  下 水 道 供 用 開 始 区 域 の 建 築 物 件 の 排 水 は 、公 共 下 水 道 へ 接 続 が 義 務 付 け ら れ て

い ま す 。  

◎  公 共 下 水 道 へ 接 続 す る に は 、 そ の 入 口 と な る 公 共 汚 水 桝 が 必 要 で す 。  

 

Ｑ・建 築 予 定 地 の 下 水 道 管 埋 設 状 況
に つ い て の 確 認 は 済 ん で い る 。  

◎ 公 共 汚 水 桝 の 有 無 に つ い て 、  
必 ず 現 場 を 確 認 し て く だ さ い 。  

Ｙ Ｅ Ｓ  

Ｎ Ｏ  
至急 
確認しましょう！！

⇒  営 業 課 へ  

Ｑ ・ 対 象 物 件 の 地 先 に 接 続 可
能 な 公 共 汚 水 桝 が あ る 。  
管 破 損 、 逆 勾 配 等 は な い 。  

Ｎ Ｏ  

Ｑ ・ 郡 山 市 下 水 道 工 事 指 定 店  
に よ る 排 水 設 備 確 認 申 請 書  

は 提 出 済 み で あ る 。   

確 認 を 受 け た ら 、  

安 全 に 気 を つ け て  

施 工 を お 願 い し ま す 。  

建 築 が 始 ま る 前 に 排 水

設 備 確 認 申 請 書 を 提 出

し ま し ょ う 。  

公 共 汚 水 桝 設 置 申 込 み に つ い て  
 
 公 共 汚 水 桝 の 設 置 に は 申 込 み か ら 設 置 工 事 完 了 ま で に 通 常 約 ３ 箇 月 要 し
ま す 。  
 マ イ ホ ー ム を 心 待 ち に し て い る お 客 様 へ 、 計 画 的 に 引 渡 し が 出 来 る よ う
に 、 建 築 前 に 十 分 余 裕 を 持 っ て 申 込 み を お 願 い し ま す 。  
 ま た 、 年 度 末 （ １ 月 頃 ～ ３ 月 ） の 申 込 み 分 は 翌 年 度 （ ４ 月 以 降 ） の 処 理
と な っ て し ま う た め 、 ３ 箇 月 以 上 の 期 間 を 要 す る こ と と な り ま す の で 、 予
め 御 了 承 願 い ま す 。  
 な お 、 申 込 み の 締 切 に つ い て は 、 申 込 み 状 況 に 応 じ て 前 倒 し に な る 可 能
性 が あ り ま す 。  

※ １  申 込 書 は 下 水 道 工 事 指 定 店 に よ り 、排 水 設 備 確 認 申 請 と 同 時 提 出 と な り
ま す 。  

※ ２  早 急 に 公 共 汚 水 桝 が 必 要 な 場 合 や 現 場 条 件 等 に よ っ て は 自 己 負 担 に よ る
設 置 と な り ま す 。  

Ｙ Ｅ Ｓ  Ｎ Ｏ  

物 件 設 置 許 可 申 請  汚 水 桝 設 置 工 事

補 修 が 必 要 な 場 合 は  

下水道保全課 へ  
営業課へ 

ご相談ください！  ※ ２  

Ｙ Ｅ Ｓ  
上 下 水 道 局 が 設 置  自 己 負 担 で 設 置  



118 

 

 

 
 

    

 

 

  

 

 

約 

３ 

箇 

月 

営業課 申請者・工事指定店 受 注 者 

汚水桝設置業務委託の流れ 

※通常の汚水桝設置の場合です 

  工法（推進工など）やその他の現場条件等（国道・県道など）により、公共汚水桝設置までの 

期間は変わることがあります。 

工事依頼 
(下水道条例第 6条、第 7条) 

受付・審査 

 排水設備 
接続可 

2 週間程度 

 

公共汚水桝設置申込書 

排水設備確認申請書 
(下水道条例第 6条、第 7条) 

(施行規程第 5条第 1項) 

汚水桝設置業務委託 
施工者決定後副本返却 

排水設備工事 
着手 

完 了 

公共汚水桝接続 

受注者へ施工指示 

約2週間で許可 

道路占用許可申請 

現地調査 

施工図面提出 

工事着手 

完了検査 工事完了届 

提出 
完 了 

完了検査 

検査合格 

工事指示内容 
確認報告書提出 

施工者選定 
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４ 申込書・承諾書様式 

 

 ○公共汚水桝設置申込書 

 

 ○土地使用承諾書 

 

  ※ 上記の様式については、郡山市公式ウェブサイトからダウンロードで

きます。 

 

その他、ここにないものについては、必要に応じて営業課排水施設係

までお尋ねください。 
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公 共 汚 水 桝 設 置 申 込 書 

 

(元号)  年  月  日 

郡山市上下水道事業管理者 

 

        申 込 人    住   所   

                                      

                   

                 電   話   

 

        排水設備業者   住   所   

        (工事指定店)                              

 

                 電   話   

 

公共汚水桝を設置していただきたく、下記のとおり申込みいたします。 

なお、公共汚水桝の設置に当たり、申込書の受理日から３箇月以上の期間を要しても差

し支えありません。 

また、受理後であっても、建物の引渡しや工期短縮等、申込人側の都合により設置時期

を早めたい場合には、申込みを取り下げ、自己負担により設置（物件設置）することを承

諾いたします。 

 

記 

 

１ 設置場所  郡山市                          地内 

 

２ 添付書類 

(1) 位置図 

(2) 土地使用承諾書 

(3) 公図の写し（複写可） 

(4) 登記事項証明書（複写可） 

(5) 平面図・縦断図 

(6) 設置位置支距図 

(7) 写真   

 

３ 公共汚水桝設置希望日    (元号)  年  月  日  

確 認 番 号 

     ― 

氏名又は名称 
及び代表者名 

氏名又は名称 
及び代表者名 
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公 共 汚 水 桝 設 置 申 込 書 

 

(元号) ○年 ○月 ○日 

郡山市上下水道事業管理者 ○○ ○○様 

 

        申  込  人   住   所  郡山市朝日○丁目○番○号 

                        下水 道太郎        

                   

                 電   話  ０２４－９２４－２７９１ 

 

        排水設備業者   住   所  郡山市○○町○番○号 

        (工事指定店)          郡山下水工業株式会社   

                        代表取締役 汚水 処理夫 

                 電   話  ０２４－９３８－２９２０ 

 

公共汚水桝を設置していただきたく、下記のとおり申し込みいたします。 

なお、公共汚水桝の設置に当たり、申込書の受理日から３箇月以上の期間を要しても差

し支えありません。 

また、受理後であっても、建物の引渡しや工期短縮等、申込人側の都合により設置時期

を早めたい場合には、申込みを取り下げ、自己負担により設置（物件設置）することを承

諾いたします。 

 

記 

 

１ 設置場所  郡山市  ○○町○○字○○１番１            地内 

 

２ 添付書類 

(1) 位置図 

(2) 土地使用承諾書 

(3) 公図の写し（複写可） 

(4) 登記事項証明書（複写可） 

(5) 平面図・縦断図 

(6) 設置位置支距図 

(7) 写真   

 

３ 公共汚水桝設置希望日    (元号)  年  月  日  

確 認 番 号 

     ― 

氏名又は名称 
及び代表者名 

氏名又は名称 
及び代表者名 

記入例 

必ず地番表示で記入すること 

“住居表示”ではありません！！ 

申込書の提出日より、3 箇月以降の 

日付けで記入すること 

記  名 

記  名 
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平成  年  月  日 

 

 

 

 郡山市上下水道事業管理者 

 

                  土地所有者 

                  住   所   

                  氏   名                 

                  

 

 

 

 

土 地 使 用 承 諾 書 

 

 

 私の所有地である郡山市                        地内に 

公共汚水桝を設置することについて、下記のとおり土地使用を承諾します。 

 

 

 

 

記 

 

 

１ 土地使用料 無料 

２ 土地の所有権及びその他これに準ずる権利（以下「所有権等」）を有する者は、公共汚

水桝設置後においても維持管理上支障となる制限を加えません。 

３ 個人の事由による公共汚水桝の移設については、自己負担（原因者負担）とします。 

４ 所有権等を他に譲渡した場合は、その譲渡人に対しこの承諾内容を承継させ、郡山市上

下水道局には一切迷惑をかけません。 
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(元号) ○年 ○月 ○日 

 

 

 

 郡山市上下水道事業管理者 ○○ ○○様 

 

                  土地所有者 

                  住   所  郡山市○○町字○○１００番地 

                  氏   名  雨水 流之介         

                  

 

 

 

 

土 地 使 用 承 諾 書 

 

 

 私の所有地である郡山市  ○○町○○字○○１番１          地内に 

公共汚水桝を設置することについて、下記のとおり土地使用を承諾します。 

 

 

 

 

記 

 

 

１ 土地使用料 無料 

２ 土地の所有権及びその他これに準ずる権利（以下「所有権等」）を有する者は、公共汚

水桝設置後においても維持管理上支障となる制限を加えません。 

３ 個人の事由による公共汚水桝の移設については、自己負担（原因者負担）とします。 

４ 所有権等を他に譲渡した場合は、その譲渡人に対しこの承諾内容を承継させ、郡山市上

下水道局には一切迷惑をかけません。 

 

記入例 

必ず地番表示で記入すること 

“住居表示”ではありません！！ 

承諾書に記入した日付けです 

本人が記入するもので、申込書の提出

日に合わせるものではありません 

土地所有者の自署又は記名押印 



 

 

 

 

 

第７章 物件設置許可申請 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



第７章 物件設置許可申請 
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１．物件設置許可申請について(公共下水道・特定環境保全公共下水道) 

◆物件設置とは 

 公共下水道管理者以外が行う工事（郡山市下水道条例第１７条）をいいます。 

 本章では、「物件設置」による公共汚水桝設置の許可申請(市下水道条例施行規程第 

１２条)について説明します。 

 

◆物件設置の条件 

① 既設の公共汚水桝があるが、同敷地内で他に公共汚水桝が必要となった場合 

② 既設の公共汚水桝の位置、高さ、構造等を変更したい場合 

③ 特別使用許可に係る場合 

④ 既設の公共汚水桝を撤去する場合 

⑤ 公共汚水桝を早急に設置したい場合 

⑥ 開発許可に係るもの場合 

⑦ 道路位置指定に係る場合（宅地分譲等） 

 ※③については、供用開始区域外から下水道管へ接続する場合です。 

 ※④については、必ず支管部まで撤去し、閉塞キャップを設置してください。 

 ※⑤については、申請者の負担増になることから、十分検討してください。 

 

◆申請先 

 ①②③⑤⑦ 営業課 

 ④ 公共汚水桝の撤去のみの場合は下水道保全課、排水設備の新設を含む場合は営業課 

 ⑥ 下水道保全課  

 ※①～⑦に該当しない場合は、事前に営業課と協議をしてください。 
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◆ 許可申請関連提出書類 

 ①物件設置許可申請書（正副２通提出） 

  ○添付書類 

   ア 位置図※ 

イ 平面図※ 

ウ 縦断図 

エ 断面図※ 

オ 構造図・詳細図 

カ 土地使用承諾書※ 

キ 公図※ 

ク 登記事項証明書※ 

ケ 写真※ 

コ 特別使用許可を受けたものについては、特別使用許可書の写し 

サ 開発許可に係るものについては、開発行為許可書の写し 

シ その他必要と認めるもの 

※については、必ず添付すること 

 

 ②着手届（正１通提出） 

  ○添付書類 

   ア 道路法第 32条第 1項の規定による道路管理者の道路占用許可書写※１ 

イ 道路法第 77 条第 1項の規定による所轄警察署長の道路使用許可書写※１ 

ウ 実施工程表※２ 

エ 施工計画書 

オ 材料承認願 

 ※１は施工に当たって必要な場合のみ添付すること 

 ※２必ず添付すること 

 

 ③竣工届（正１通提出） 

  ○添付書類 

   ア 竣工図 

イ 工事の経過及び完成を表す写真 

ウ 帰属申込書 

エ その他必要と認めるもの 
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◆ 書類作成に当たっての留意事項 

 ①物件設置許可申請書 

   ○誤字、脱字、記入漏れに注意すること 

○住所及び地番は、次のとおり記入すること ※“字”抜けに注意 

（申請者住所等） 

    ・住居表示地区   ○○番□□号 

    ・その他地区    ○○番地、○○番地の□□  

   （申請書及び土地使用承諾書の「設置場所」） 

    ・○○番、○○番の□□ 

 

ア 位置図 

○住宅地図等で申請位置及び範囲をハッチング等で図中に表示し、「申請工事箇所」

と引出し線で明記すること 

○申請位置が紙面の中央にすること 

 

イ 平面図 

○ 次の事項を記載すること 

 ・縮尺（500 分の 1以上） 

・方位 

・道路幅員 

・既設下水道施設の状況及び地下埋設物 

・工事施工計画線とその寸法値 

・その他必要事項 

○施工部分は赤色で着色すること 

○公共汚水桝を設置する道路の路線名を記載すること 

○既設上流マンホールの中心（人孔蓋の中心ではない）から、接続する公共汚水桝ま

での距離を必ず記載すること 

 

ウ 縦断図 

○工事の規模に合った縮尺で、次の事項を記載すること 

 ・測点 

 ・単距離 ・追加距離 

・管底高 ・地盤高 

・管勾配 

・横断構造物等 

   ○施工部分を赤色で着色すること 

   ○取付管及び公共汚水桝設置のみの場合は省略が可能とする 
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エ 断面図 

○次の事項を記載すること 

 ・縮尺（１００分の１以上） 

・掘削の寸法値 

 ・新設下水道施設の資器材等の名称、規格及び施工に関する寸法値 

 ・取付管の勾配 

・車道、歩道及び法面等の道路の現況 

・既設下水道施設 

・排水施設 

・工事施工計画線 

・仮復旧断面 

・本復旧断面 

・その他必要なもの 

   ○施工部分を赤色で着色すること 

 

オ 構造図・詳細図 

○一般的でない構造物等を設置する場合、及び指示されたものについて作成すること 

 

カ 土地使用承諾書 

○公共下水道施設を設置する土地所有者（官地を除く）を登記事項証明書等で確認し、 

土地所有者全員の承諾書を提出すること 

   ○日付けは、承諾書に記入した日とし、本人に記入してもらうこと 

○公共汚水桝設置申込書の様式とは異なるので注意すること 

 

 

キ 写真 

○写真の撮影位置は、道路の縦断方向２方向と、道路から宅地へ向かっての計３方向

とする（詳細については、第６章 公共汚水桝設置申込み ◆公共汚水桝設置申込

書添付写真の撮り方◆ 参照） 

   ○デジタルカメラは可、インスタントカメラは不可とする 

 

ク その他 

○第三者との利害関係が生じる場合は、管理者または関係者からの同意書 

を添付すること 

○他法令による許可等が必要な場合は、その許可書等の写しを添付すること 
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 ②着手届 

  ア 道路占用許可書の写し 

○施工に当たって必要な場合のみ提出すること 

  イ 道路使用許可書の写し 

○施工に当たって必要な場合のみ提出すること 

  ウ 実施工程表 

○申請時の工事の予定期間をもとに各関連工事との整合を図り、１日も早く完成す

るよう工程を組むこと 

  エ 施工計画書 

○大規模工事（担当者が指示）については、施工計画書を提出すること 

○内容は、「福島県共通仕様書（土木工事編）」によること 

  オ 材料承認願 

○開発許可及び宅地分譲に係る場合に提出すること 

 

 ③竣工届 

  ア 竣工図 

○申請時に提出した図面に、実測値を朱書きし提出すること 

 (1)下水道本管布設の場合 

  ・人孔種別 

  ・人孔位置オフセット 

  ・人孔地盤高（蓋の地盤高） 

  ・人孔深 

  ・人孔上下流管底高 

  ・人孔間延長 

  ・管渠延長 

  ・管渠勾配 

  ・管種及び管径 

  ・その他必要事項 

 (2)公共汚水桝設置の場合 

  ・桝及び蓋の種別 

  ・公共汚水桝深 

  ・上流側人孔の中心（人孔蓋の中心ではない）から支管取付位置までの距離 

  ・下水道本管から公共汚水桝中心までの距離 

  ・取付管の管種及び管径 

  ・その他必要事項 

 (3)土工 

  ・各延長、幅員、厚さ等 
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イ 工事の経過及び完了を表す写真 

○管渠工事については、「郡山市下水道工事の手引き」を参照のこと 

○公共汚水桝設置については、公共汚水桝設置工事の説明を参照のこと 

○その他、「福島県共通仕様書（土木工事編）」を参照のこと 

○最低限必要な写真は以下のとおりとする 

 ・施工前写真（福島県共通仕様書（土木工事編）第９４号様式） 

※日付を記入すること 

 ・竣工写真（福島県共通仕様書（土木工事編）第９４号様式） 

※日付を記入すること 

 ・舗装切断状況 

 ・舗装取壊し状況及び As 殻ダンプ積み込み状況 

 ・掘削状況 

 ・土留め設置状況 

 ・砂基礎（敷き均し、幅、厚さ検測） 

 ・既設管削孔状況 

 ・支管取付け状況（接着剤、番線） 

 ・支管へ取付する塩ビ管（横断管）の差込幅検測状況 

 ・１号人孔に取付管を接続する場合、可とう継手の設置状況 

 ・公共汚水桝設置状況 

 ・取付管の勾配検測状況 

 ・管防護施工状況（厚さ検測） 

 ・再生砕石埋戻し状況 

 ・粒調砕石埋戻し状況 

 ・仮復旧状況 

 ・舗装取壊し状況（本復旧） 

 ・本復旧状況 

ウ 帰属申込書 

○郡山市へ帰属する公共下水道施設及びその他必要事項を記入すること 

○書ききれない場合は、別紙に記入することも可能とする 

 

   エ その他必要と認めるもの 

   ○その他、担当者から指示された書類を提出すること 
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◆ 変更許可申請 

  許可後に、工事内容を変更する必要が生じた場合、許可申請に準じて変更申請が必要と 

なる。なお、未申請での施工は処分の対象となるので注意すること。 

 

◆ 許可の取消し 

  許可後に申請者の事情により工事を中止する場合は、許可取消しの申請が必要となる。

その際、許可書を付属書類として添付すること。様式等は郡山市上下水道局から指示する

ものとする(別添参照)。 

 

◆ 注意事項 

 ○郡山市下水道工事指定店が工事施工者であること 

 ○事前調査を必ず行うこと 

  ・処理区域であること 

  ・排除方式 

  ・下水道管（管種、管径、位置、埋設深度）の調査 

  ・関係道路（幅員、舗装厚、管理者、地下埋設物）の調査 

  ・土地の権利関係 

  ・その他必要事項 

 ○道路管理者と事前協議を行うこと 

  ・掘削について 

  ・復旧について 

  ・その他必要事項 

 ○図面は、正確かつきれいに描くこと 

 ○許可までに要す期間は、提出書類が整い、修正が完了してから２週間程度となる 

 ○突発的事故等以外の緊急工事は認めない 

 ○工事着手は着手届提出後に行うこと 

 ○竣工届は、現場完了後速やかに提出すること 

 ○本復旧がある場合は、本復旧完了後に完了届を提出すること 

 ○郡山市下水道工事指定店及び下水道排水設備工事責任技術者として、関係法令、技術指

針等をよく理解して施工すること 

 ○許可申請または着手届を提出しないで工事に着手した場合及び竣工届の提出遅延は、『郡

山市下水道工事指定店等の違反行為に対する取扱要綱』に基づき、処分の対象となるの

で十分注意すること 
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２．公共汚水桝等設置について（農業集落排水施設） 

 

 

 

 

 

 

 

◆公共汚水桝等設置の条件 

① 公共汚水桝を設置したい場合 

② 既設の公共汚水桝の位置、高さ、構造等を変更したい場合 

③ 特別使用許可に係る場合（供用開始区域外で下水道を使用したい場合） 

④ 既設の公共汚水桝を撤去する場合 

⑤ 開発許可に係る場合 

※③阿久津地区の一部（あぶくま台団地内 開発区域内）及び片平地区の一部（片平地

区集落地区計画区域内）は、特別使用許可申請は不要です。 

 

◆申請先 

①②③ 営業課 

④ 公共汚水桝の撤去のみの場合は下水道保全課、排水設備の新設を含む場合は営業課 

 ⑤ 下水道保全課 

 

◆農業集落排水施設の整備箇所（１７地区） 

 ①赤沼地区  ②多田野地区 ③川田地区   ④三町目地区 ⑤片平地区 

⑥早稲原地区 ⑦阿久津地区 ⑧上伊豆島地区 ⑨富岡地区  ⑩河内地区 

⑪鍋山地区  ⑫小泉地区  ⑬木村地区   ⑭小川地区  ⑮前田沢地区 

⑯高倉地区  ⑰中山地区 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆農業集落排水施設への接続についての注意事項 

※農業集落排水施設の事業は完了しているため、郡山市上下水道局では公共汚水桝の

新設は行いません。そのため、設置に係る費用はすべて自己負担となります。 

※各処理場の処理能力には限界があるので、必ずしも農業集落排水施設に接続が出来

ない場合がありますので注意してください。 
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◆ 許可申請関連提出書類 

 ①公共汚水桝等設置許可申請書（正副２通提出） 

  ○添付書類 

   ア 位置図※ 

イ 平面図※ 

ウ 縦断図 

エ 断面図※ 

オ 構造図・詳細図 

カ 土地使用承諾書※ 

キ 公図※ 

ク 登記事項証明書※ 

ケ 写真※ 

コ 特別使用許可を受けたものについては、特別使用許可書の写し 

サ 開発許可に係るものについては、開発行為許可書の写し 

シ その他 

 ※については、必ず添付すること 

 

 ②着手届（正１通提出） 

  ○添付書類 

   ア 道路法第 32条第 1項の規定による道路管理者の道路占用許可書写※１ 

イ 道路法第 77 条第 1項の規定による所轄警察署長の道路使用許可書写※１ 

ウ 実施工程表※２ 

エ 施工計画書 

オ 材料承認願 

 ※１は施工に当たって必要な場合のみ添付すること 

 ※２については、必ず添付すること 

 

 ③竣工届（正１通提出） 

  ○添付書類 

   ア 竣工図 

イ 工事の経過及び完成を表す写真 

ウ 帰属申込書 

エ その他必要と認めるもの 
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◆ 書類作成に当たっての留意事項 

  書類作成に当たっては、公共汚水桝等設置許可申請書以外は物件設置許可申請に準じ

ること。 

 

◆ 変更許可申請 

  許可後に工事内容を変更する必要が生じた場合、許可申請に準じて変更申請が必要と 

なる。なお、未申請での施工は処分の対象となるので注意すること。 

 

◆ 許可の取消し 

  許可後に申請者の事情により工事を中止する場合、許可取消しの申請が必要となる。そ

の際、許可書の原本を添付すること。様式等は郡山市上下水道局から指示するものとする。 

 

◆ 注意事項 

 ○郡山市下水道工事指定店が工事施工者であること 

 ○事前調査を必ず行うこと 

  ・処理区域であることの調査確認 

  ・排除方式の確認 

  ・下水道管（管種、管径、位置、埋設深度）の調査 

  ・関係道路（幅員、舗装厚、管理者、地下埋設物）の調査 

  ・土地の権利関係の調査 

  ・その他必要事項 

 ○道路管理者と事前協議を行うこと 

  ・掘削について 

  ・復旧について 

  ・その他必要事項 

 ○図面は、正確かつきれいに描くこと 

 ○許可までの処理期間は、提出書類が整い、修正が完了してから２週間程度となる 

 ○突発的事故等以外の緊急工事は認めない 

 ○工事着手は着手届提出後に行うこと 

 ○竣工届は、現場完了後速やかに提出すること 

 ○本復旧がある場合は、本復旧完了後に完了届を提出すること 

 ○郡山市下水道工事指定店及び下水道排水設備工事責任技術者として、関係法令、技術指

針等をよく理解して施工すること 

 ○許可申請または着手届を提出しないで工事に着手した場合及び竣工届の提出遅延は、『郡

山市下水道工事指定店等の違反行為に対する取扱要綱』に基づき、処分の対象となるの

で十分注意すること 
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第 ９ 号 様 式 (第 １ ２ 条 関 係 )  

 

物  件  設  置  許  可  申  請  書  

 

( 元 号 )  ○ 年  ○ 月  ○ 日  

（ 提 出 日 を 記 入 し ま す 。）  

郡 山 市 上 下 水 道 事 業 管 理 者  

 

   住所又は所在地            

申 請 人  氏名又は名称及び         

代 表 者 氏 名    

電  話  〇 〇 〇 (〇 〇 〇 )〇 〇 〇 〇  

次 の と お り 物 件 を 設 置 し た い の で 申 請 し ま す 。  

設 置 の 場 所  郡 山 市 ○ ○ 町 字 □ □  △ △ 番 ▲（ 地 番 で 記 入 ） 

設 置 の 目 的  
公 共 汚 水 桝 設 置  

（ 例 ） 開 発 許 可 に 伴 う 公 共 汚 水 桝 設 置  
特 別 使 用 に 伴 う 下 水 道 管 布 設  

物 件 又 は 施  

設 の 構 造 
（ 例 ） 別 添 図 面 の と お り  

工事の実施方法 （ 例 ） 開 削 工 事 （ 請 負 ）  

設 置 の 面 積 及  

び 延 長 

面  積          平 方 メ ー ト ル  

延  長 （ 取 付 管 の 径 及 び 延 長 ） メ ー ト ル  

設 置 の 期 間  
年   月   日 か ら  

（ 仮 設 の み 記 入 ） 年   月   日 ま で  

工 事 の 予 定  

年 月 日 

年   月   日 か ら   年   月   日 ま で  

（ 許 可 日 ）  

 

工 事 施 行 者  

（ 工 事 指 定 店 ） 

住  所  
 

氏  名  

連 絡 先  
  

摘 要 

※ 開 発 許 可 ・ 特 別 使 用 以 外 の 申 請 理 由 を 記 入 し て

く だ さ い 。 申 請 理 由 は P 1 2 4 「 ◆ 物 件 設 置 の 条 件 」

を 参 照 し て く だ さ い 。  

※ テ キ ス ト P 1 2 4 ～ P 1 3 0 の 内 容 を よ く 御 確 認 の 上 、

申 請 書 類 及 び 添 付 書 類 を 作 成 し て く だ さ い 。  
 

記 入 例  

記   名  

（ 記 名 ）  

・ 住 所  ・ 会 社 名  ・ 連 絡 先  

・ 代 表 者 名  

公 共 下 水 道 の 場 合  
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記入例 

(元号) 〇年 〇月 〇日  

（実際の事実発生日を記入します） 

郡山市上下水道事業管理者 

 

土地所有者 

（必ず登記事項証明書を確認してください） 

住所 

氏名                                   

 

土 地 使 用 承 諾 書 

 

私の所有地である郡山市○○町字□□ △△番▲（地番で記入します。）   地内

に公共下水道の施設（（例）公共汚水桝  ）を設置することについて、下記のとおり土

地使用を承諾いたします。 

記 

1 土地使用料  無料 

2 土地の所有者、その他これに準ずる権利を有するものは、公共下水道の施設設置後に

おいても、維持管理上支障となる制限を加えません。 

3 所有権等を他に譲渡した場合は、その譲渡人に対し、この承諾内容を承継させ、市に

は一切迷惑をかけません。 

4 個人の事由により施設の移設が生じた場合は、個人負担といたします。 

 

 ※上記１～４の内容をよく確認ください。 

 

 

 

 

 

土地所有者の自署又は記名押印 
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記入例 

 

 (元号) 〇年 〇月 〇日  

 （提出日を記入します） 

郡山市上下水道事業管理者 

 

                                      住所又は所在地 

                               申請人 氏名又は名称及び            

                     代 表 者 氏 名 

 

着   手   届  

 

下記のとおり着手したいのでお届けします。 

 

記 

１ 着 手 年 月 日      (元号)○○年○○月○○日（工事着手日を記入します。） 

 

２ 許可年月日及び番号      (元号)○○年○○月○○日（許可年月日を記入します。） 

郡山市指令上下営（または上下保）第○○○号 

３ 道 路 等 の 名 称   （ 路 線 番 号 ）  ○○○○○ □道△△△△△△線 

              ※道路占用箇所の路線名を必ず記入してください。 

４ 工 事 の 目 的   （例）公共汚水桝設置工事 

                              

５ 工 事 の 場 所      郡山市○○町字□□ △△番▲（地番で記入します。）  

 

６ 工事完了予定年月日   (元号)○○年○○月○○日（竣工予定年月日を記入します。） 

                ※申請時の期日に留意 

７ 施 行 業 者 の 名 称   郡山市○○町字○○□□□番地の△  

              （ＴＥＬ)     ○○会社□□□□建設  

             代 表 取 締 役  ○○ ○○ TEL***-***-**** 

８ 摘 要 

 

注１ 正本１通提出すること。 

注２ 道路法第 32 条第 1 項の規定による道路管理者の道路占用許可書写添付。 

注３ 道路法第 77 条第 1 項の規定による所轄警察署長の道路使用許可書写添付。 

注４ 工程表添付。 

※着手前に必ず提出してください。 

 

 

記  名 
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記入例 

(元号) 〇年 〇月 〇日  

（提出日を記入します） 

郡山市上下水道事業管理者 

 

                                      住所又は所在地 

                               申請人 氏名又は名称及び             

                     代 表 者 氏 名       

 

竣 工  届  

 

下記のとおり竣工したのでお届けします。 

 

記 

１ 竣 工 年 月 日   (元号)○○年○○月○○日（工事竣工日を記入します。） 

 

２ 許可年月日及び番号    (元号)○○年○○月○○日（許可年月日を記入します。） 

郡山市指令上下営（または上下保）第○○○号  

３ 道 路 等 の 名 称    （ 路 線 番 号 ） ○○○○○ □道△△△△△△線 

                        ※道路占用箇所の路線名を必ず記入してください。 

４ 工 事 の 目 的    （例）公共汚水桝設置工事 

                              

５ 工 事 の 場 所      郡山市○○町字□□ △△番▲（地番で記入します。） 

 

６ 工 事 着 手 年 月 日   (元号)○○年○○月○○日（工事着手日を記入します。） 

 

７ 竣 工 図 面   別添（全○○葉） 

 

８ 施 行 業 者 の 名 称   郡山市○○町字○○□□□番地の△  

              （ＴＥＬ)     ○○会社□□□□建設  

              代 表 取 締 役  ○○ ○○ TEL***-***-**** 

９ 検 査 年 月 日        年  月  日（記入しないでください） 

 

注１ 正本１通提出すること。 

注２ 竣工図は各１部提出すること。 

注３ 工事の経過及び完成を表す写真を添付すること。 

※現場完了後（本復旧完了後）、速やかに提出してください。 

 

 

 

記  名 
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記入例 

 

帰 属 申 込 書 

 

(元号) 〇年 〇月 〇日  

（提出日を記入します） 

郡山市上下水道事業管理者 

 

                                      住所又は所在地 

                               申込者 氏名又は名称及び                        

                     代 表 者 氏 名       

 

（ 例 ） 公 共 下 水 道 施 設   と し て 帰 属 申 込 み を い た し ま す の で 、 下 記 の と お り  

受 納 し て く だ さ い 。  

 

記 

 

財 産 の 所 在 地 郡山市○○町字□□ △△番▲（地番で記入します。） 

財 産 の 名 称 （例）公共汚水桝および取付管 

財産の種目及び構造 
公共汚水桝（三方合流 100*150-200）  

（例） 
取付管（VUφ 150mm）  

財 産 の 数 量 
公共汚水桝 N=1 基  

（例） 
取付管   L=4.9m 

帰 属 の 目 的 ※物件設置の場合記入しないでください。 

摘 要  

 

記  名 
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                      （ 農 業 集 落 排 水 用 ） 

 

公 共 汚 水 桝 等 設 置 許 可 申 請 書  

 

( 元 号 )  ○ 年  ○ 月  ○ 日  

（ 提 出 日 を 記 入 し ま す ）  

郡 山 市 上 下 水 道 事 業 管 理 者  

 

   住所又は所在地            

申 請 人  氏名又は名称及び         

代 表 者 氏 名  

電  話  〇 〇 〇 (〇 〇 〇 )〇 〇 〇 〇  

次 の と お り 公 共 汚 水 桝 等 を 設 置 し た い の で 申 請 し ま す 。  

設 置 の 場 所 郡 山 市 ○ ○ 町 字 □ □  △ △ 番 ▲（ 地 番 で 記 入 ） 

設 置 の 目 的 
公 共 汚 水 桝 設 置  

（ 例 ） 開 発 許 可 に 伴 う 公 共 汚 水 桝 設 置  
特 別 使 用 に 伴 う 下 水 道 管 布 設  

物 件 又 は 施 

設 の 構 造 
（ 例 ） 別 添 図 面 の と お り  

工事の実施方法 （ 例 ） 開 削 工 事  

設 置 の 面 積 及  

び 延 長 

面  積          平 方 メ ー ト ル  

延  長 （ 取 付 管 の 延 長 ）  メ ー ト ル  

設 置 の 期 間 
年   月   日 か ら  

（ 仮 設 の み 記 入 ） 年   月   日 ま で  

工 事 の 予 定 

年 月 日 

年   月   日 か ら   年   月   日 ま で  

（ 許 可 日 ）  

 

工 事 施 行 者 

（ 工 事 指 定 店 ） 

住  所  
 

氏  名  

連 絡 先  
  

摘 要 

※ 開 発 許 可 及 び 特 別 使 用 の 場 合 許 可 の 写 し 添 付  

※ 農 業 集 落 排 水 施 設 の 事 業 は 完 了 し て い る た め 、公 共 汚 水

桝 の 設 置 に 係 る 費 用 は す べ て 自 己 負 担 と な り ま す 。  

※ 各 処 理 場 の 処 理 能 力 に は 限 界 が あ る の で 、農 業 集 落 排 水

施 設 に 接 続 出 来 な い 場 合 が あ り ま す 、 注 意 し て く だ さ い 。 
 

記 入 例  

記   名  

（ 記 名 ）  

・ 住 所  ・ 会 社 名  ・ 連 絡 先  

・ 代 表 者 名  

農 業 集 落 排 水 施 設 の 場 合  
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記入例 

(元号) 〇年 〇月 〇日  

  （実際の事実発生日を記入します） 

郡山市上下水道事業管理者 

 

土地所有者 

（必ず登記事項証明書を確認してください。） 

住所 

氏名                                   

 

土 地 使 用 承 諾 書 

 

私の所有地である郡山市○○町字□□ △△番▲（地番で記入します。）   地内 

に農業集落排水の施設（（例）公共汚水桝   ）を設置することについて、下記のとお

り土地使用を承諾いたします。 

記 

1 土地使用料  無料 

2 土地の所有者、その他これに準ずる権利を有するものは、農業集落排水施設設置後に

おいても、維持管理上支障となる制限を加えません。 

3 所有権等を他に譲渡した場合は、その譲渡人に対し、この承諾内容を承継させ、市に

は一切迷惑をかけません。 

4 個人の事由により施設の移設が生じた場合は、個人負担といたします。 

 

 ※上記１～４の内容をよく御確認ください。 

 

 

 

 

                                                                                  

 

土地所有者の自署又は記名押印 
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記入例 

 

(元号) 〇年 〇月 〇日  

（提出日を記入します。） 

郡山市上下水道事業管理者 

 

                                      住所又は所在地 

                               申請人 氏名又は名称及び             

                     代 表 者 氏 名      

 

 

着   手   届  

 

下記のとおり着手したいのでお届けします。 

 

記 

１ 着 手 年 月 日      (元号)○○年○○月○○日（工事着手日を記入します。） 

 

２ 許可年月日及び番号      (元号)○○年○○月○○日（許可年月日を記入します。） 

２ 許可年月日及び番号   郡山市指令上下営（または上下保）第○○○号 

３ 道 路 等 の 名 称   （ 路 線 番 号 ） ○○○○○ □道△△△△△△線 

                ※道路占用箇所の路線名を必ず記入してください。 

４ 工 事 の 目 的   （例）公共汚水桝設置工事 

                             

５ 工 事 の 場 所   郡山市○○町字□□ △△番▲（地番で記入します。）  

 

６ 工事完了予定年月日   (元号)○○年○○月○○日（竣工予定年月日を記入します。） 

              ※ 申 請 時 の 期 日 に 留 意  

７ 施 行 業 者 の 名 称   郡山市○○町字○○□□□番地の△  

              （ＴＥＬ)     ○○会社□□□□建設  

             代 表 取 締 役  ○○ ○○ TEL***-***-**** 

８ 摘 要 

 

注１ 正本１通提出すること。 

注２ 道路法第 32 条第 1 項の規定による道路管理者の道路占用許可書写添付。 

注３ 道路法第 77 条第 1 項の規定による所轄警察署長の道路使用許可書写添付。 

注４ 工程表添付。 

※着手前に必ず提出してください。 

 

記  名 
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記入例 

(元号) 〇年 〇月 〇日  

（提出日を記入します） 

郡山市上下水道事業管理者 

 

                                      住所又は所在地 

                               申請人 氏名又は名称及び             

                     代 表 者 氏 名 

 

竣 工  届  

 

下記のとおり竣工したのでお届けします。 

 

記 

１ 竣 工 年 月 日   (元号)○○年○○月○○日（工事竣工日を記入します。） 

              

２ 許可年月日及び番号   (元号)○○年○○月○○日（許可年月日を記入します。） 

       郡山市指令上下営（または上下保）第○○○号 

３ 道 路 等 の 名 称   （ 路 線 番 号 ） ○○○○○ □道△△△△△△線 

              ※道路占用箇所の路線名を必ず記入してください。 

４ 工 事 の 目 的   （例）公共汚水桝設置工事 

                             

５ 工 事 の 場 所   郡山市○○町字□□ △△番▲（地番で記入します。） 

 

６ 工 事 着 手 年 月 日   (元号)○○年○○月○○日（工事着手日を記入します。） 

 

７ 竣 工 図 面   別添（全○○葉） 

 

８ 施 行 業 者 の 名 称   郡山市○○町字○○□□□番地の△  

              （ＴＥＬ)     ○○会社□□□□建設  

              代 表 取 締 役  ○○ ○○ TEL***-***-**** 

９ 検 査 年 月 日        年  月  日（記入しないでください） 

 

注１ 正本１通提出すること。 

注２ 竣工図は各１部提出すること。 

注３ 工事の経過及び完成を表す写真を添付すること。 

※現場完了後（本復旧完了後）、速やかに提出してください。 

 

記  名 
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記入例 

 

帰 属 申 込 書 

 

(元号) 〇年 〇月 〇日  

（提出日を記入します） 

郡山市上下水道事業管理者 

 

                                      住所又は所在地 

                               申込者 氏名又は名称及び                        

                     代 表 者 氏 名    

 

農 業 集 落 排 水 施 設   と し て 帰 属 申 込 み を い た し ま す の で 、 下 記 の と お り  

受 納 し て く だ さ い 。  

 

記 

 

財 産 の 所 在 地 郡山市○○町字□□ △△番▲（地番で記入します。） 

財 産 の 名 称 （例）公共汚水桝および取付管 

財産の種目及び構造 

公共汚水桝（三方合流 100*150-200）  
（例） 

取付管（VUφ 150mm） 

財 産 の 数 量 
公共汚水桝 N=1 基  

（例） 
取付管   L=4.9m 

帰 属 の 目 的 ※記入しないでください。  

摘 要  

  

 

記  名 



 

 

 

 

 

第８章 私道内公共下水道布設申請 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



第８章 私道内公共下水道布設申請 
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１ 私道申請の手順 

 

私道申請をするに当たり、以下の書類が必要となります。 

 

□ １ 「公図の写し」と「登記事項証明書（全部事項）」 

□ ２ 私道内公共下水道布設申請書（第 1 号様式） 

□ ３ 私有地使用承諾書及び誓約書（第 2 号様式） 

□ ４ 公共下水道接続予定者名簿（第 3 号様式） 

□ ５ 位置図 

 

１．「公図の写し」と「登記事項証明書（全部事項）」 

 

公共下水道の布設申請をする私道の所在及び土地所有者を確認するために法

務局からその私道の「公図の写し」※１と「登記事項証明書（全部事項）」※２を

取得する必要があります。 

私道の所有者を知っている場合でも、実際に登記されている所有者と違うケ

ースがあるため、必ず登記事項証明書にて土地所有者の確認をお願いします。 

 ※１「公図の写し」・・・・・・・・・・土地の境界線が引かれ、地番が明記されている地図 

 ※２「登記事項証明書(全部事項）」・・・登記簿に登記されている土地所有者等を証明する書類 

（誤ってご自宅の登記事項証明書を取得されてしまうケースがありますので、「私道」の登記事項証

明書を取得されますようお願いします。） 

 

【ケース①】 私道の地番が一筆のみの場合、取得する登記事項証明書は一筆分

です。 

【ケース②】 私道の地番が二筆以上の場合、所得する登記事項証明書は該当す

る筆数だけ必要となります。 

 

 

 

 

公道 

13－１ 13－2 13－3 

ケース① ケース② 

私道 
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「登記事項証明書」の内容について、土地の共有者が多数いる場合など、確認にお困

りの場合は、法務局職員及び上下水道局担当課職員に相談ください。 

 

２．私道内公共下水道布設申請書（第１号様式） 

    

この「私道内公共下水道布設申請書」は、私道申請書の表紙となります。「私

道の所在地」には、確認した私道の地番を全て記入してください。また、「道路

の幅員」と「道路の延長」は、私道を実測した数値を記入してください。申請

代表者は、公共汚水桝を設置する方々の中から１名決め、その方の「住所」「氏

名」「電話」を記入してください。 

 

３．私有地使用承諾書及び誓約書（第２号様式） 

 

この「私有地使用承諾書及び誓約書」は、私道内に郡山市所有の下水道管布

設を土地所有者が承諾する内容となっております。この土地使用承諾書は「登

記事項証明書」で確認した土地所有者一人一枚必要となる書類です。夫婦で所

有している場合でも、夫婦それぞれ私有地使用承諾書及び誓約書が必要となり

ますので注意願います。また、「土地使用承諾書」で承諾する地番は、「公図」

で確認した地番となります。よくある間違いとしては、ご自宅の住所を記入し

てしまう場合がありますので注意が必要です。土地所有者欄の「住所」「氏名」

「電話」を記入してください。登記事項証明書に載っている土地所有者の住所

と現住所が異なる場合は、現住所の方をご記入ください。 

 

４．公共下水道接続予定者名簿（第３号様式） 

 

「公共下水道接続予定者名簿」とは、私道からの公共汚水桝の設置を希望さ

れる方の名簿となります。公共汚水桝の設置を希望される方は、１名の方の「住

所」「氏名」を記入してください。地主と家主が異なる場合は、家主の方の記入

となります。また、貸家の場合は貸主の方が記入した下の欄に借主の方の記入

をお願いします。 

 

  ※公共下水道接続予定者名簿に登載された方につきましては、工事完了後速や

かに公共下水道に接続してください。 
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５．位置図 

 

「位置図」は住宅地図等のことですが、上下水道局担当課に住宅地図があり

ますので、上下水道局担当課職員に申し出てくだされば用意します。 

 

６．その他 

   申請に係る署名押印については、自筆による署名とし、ゴム印等により記名

する場合には、記名押印してください。 

その他分からないことがあれば、下記連絡先までご連絡くださいますようお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

私道申請担当 

郡山市上下水道局下水道整備課汚水施設係 

（０２４）９３２－７６７２ 
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第１号様式（第３条関係）  

  年   月   日   

 

 郡山市上下水道事業管理者  

申請者代表  

住  所  郡山市朝日五丁目２３番７号  

氏  名  郡山  太郎         印  

電  話  ０２４－○○○－○○○○  

 

私道内公共下水道布設申請書  

 

  下水道法に基づく、公共下水道に接続したいので、郡山市私道内公共下水道布

設要綱第 3 条に基づき、関係書類を添えて、下水道管布設及び汚水桝設置工事を

申請します。  

下水道管布設後は、別添公共下水道接続予定者名簿に署名している者は、遅延

なく公共下水道に接続することを確約します。  

 

記  
 

私道の所在地  
   

道 路 の 幅 員 
  

道 路 の 延 長 
 

※注意事項  

  （１）通行規制（車両通行止め等）に同意します。  

   

（添付書類）  位  置  図  

私有地使用承諾書及び誓約書（第２号様式）  

       公共下水道接続予定者名簿（第３号様式）  

       土地の公図の写し及び登記事項証明書  

        

記入方法 

郡山市朝日四丁目２３番７号  

郡山  太郎          

０２４－○○○－○○○○  

公 共 汚 水 桝 を 設 置 す る 方 の

中 か ら 代 表 者 １ 名 を 選 ぶ  

２５．０  

メートル  

４．５  

メートル  

郡山市      朝日四丁目９番、１０号  

①  法 務 局 に て 「 公 図 の 写 し 」

を 取 得 し 、 私 道 の 地 番 を 確

認 。（ 上 の 欄 に 全 て の 地 番 を

記 入 ）  

②  確 認 し た 地 番 に つ い て 登 記

事 項 証 明 書 （ 全 部 事 項 ） を

取 得 。  

私 道 を 測 っ た 数 値 を 記 入 す る  

日付は記入しない  

こ れ ら の 書 類 を

全 て 揃 え る  

（ 署 名 ま た は 記 名 押 印 ）  

※ ① ② は 法 務 局 登 記 官 の 押 印 が 印 字

さ れ て い る も の 、 コ ピ ー 不 可  
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第２号様式（第３条関係）  

  年   月   日   

 

 郡山市上下水道事業管理者   

土地所有者  

住  所  

氏  名                印  

電  話  

 

私有地使用承諾書及び誓約書  

 
  下記私有地内に下水道管の布設、汚水桝設置工事の土地使用（掘削、占用）、及

び工事終了後の維持管理上の立入り行為について承諾します。   

なお、私有地の使用は無償で、使用期間は残置期間とし、将来においても道路

形態を有することを承諾します。  

また、所有権を第三者に譲渡する時は、譲受人に承諾内容を継承させることを

確約します。  

 

記  

 

１  土地の所在地   郡山市朝日四丁目２３番９号、２３番１０号                       

 

２  地 目  公衆用道路                           

 

３  公 簿 面 積  ○○○㎡                           

 

※注意事項  

 （１）使用を承諾する土地の現況を変更しようとするときは、あらかじめ上

下水道局下水道整備課に協議すること。  

（２）  個人の事由により、公共下水道施設を廃止又は設置替えを行う場合

は、あらかじめ上下水道局下水道整備課に協議し、これに要する一切

の費用を負担すること。   

（３）土地所有者が自書したものを土地所有者毎に１枚提出すること。  

 

 

記入方法 私道を所有している方、全員分が必要。原則１名１枚  

郡山市朝日四丁目２３番７号  

郡山  太郎          

０２４－○○○－○○○○  

私 道 の 所 有 者 の 氏 名 ・ 住 所 ・

電 話 番 号 を 記 入 す る  

こ の 書 面 を 記 入 し た 日 付 を 記 入 す る  

・申 請 書 に 記 入 し た 私 道 の 地 番 の 中 で 所 有 し て い る

地 番 の み を 記 入 す る  

・ 私 道 の 所 有 者 は 登 記 事 項 証 明 書 に て 確 認 す る  

登 記 事 項 証 明 書 に 記 載 さ れ て い る

地 目 ・ 面 積 を 記 入 す る  

（ 署 名 ま た は 記 名 押 印 ）  
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第３号様式（第３条関係）  

  年   月   日   

 

公共下水道接続予定者名簿  

  

私は、下記の事項を承諾し、公共下水道を利用します。  

記  

１．早期完成のため、下水道管布設及び汚水桝設置工事の施工に協力すること。  

 

 

 

No 住         所  氏       名  

１  
郡山市朝日四丁目２３番７号  郡山   太郎  

２  郡山市朝日四丁目２３番８号  朝日   花子  

３  郡山市朝日四丁目２３番１１号  下水   次郎  

４  郡山市朝日四丁目２３番１２号  建設   三郎  

５    

６    

７  
※借家の場合   

８  郡山市桑野六丁目２３番１  維持   一郎  

９  
郡山市朝日四丁目２３番１３号  総務   四郎  

10   

 

記入方法 公共汚水桝を設置する方  
この名簿を作成した日付を記入する  

今回の申請で公共汚水桝を設置する方全員の住所、氏名を記入する  

所 有 者 の

住 所・氏 名

を 記 入  

借 主 の 住

所 ・ 氏 名

を 記 入  

（ 署 名 ま た は 記 名 押 印 ）  



 

 

 

 

 

第９章 下水道関係法令 
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○下水道法 

（昭和三十三年四月二十四日） 

（法律第七十九号） 

改正 平成四年六月一七日法律第六八号 

下水道法をここに公布する。 

下水道法 

目次 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 流域別下水道整備総合計画（第二条の二） 

第二章 公共下水道 

第一節 公共下水道の管理等（第三条―第二十五条） 

第二節 浸水被害対策区域における特別の措置（第二十五条の二―第二十五条の二十一） 

第二章の二 流域下水道（第二十五条の二十二―第二十五条の三十） 

第三章 都市下水路（第二十六条―第三十一条） 

第四章 雑則（第三十一条の二―第四十三条） 

第五章 罰則（第四十四条―第五十一条） 

附則 

第一章 総則 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下

水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市

の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを

目的とする。 

（昭四五法一四一・一部改正） 

（用語の定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

一 下水 生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）に起因し、若しくは付随する廃水（以下

「汚水」という。）又は雨水をいう。 

二 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設（かんがい排

水施設を除く。）、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設（屎尿浄化槽

を除く。）又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設その他の施

設の総体をいう。 

三 公共下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。 

イ 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下

水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排

除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもの 

ロ 主として市街地における雨水のみを排除するために地方公共団体が管理する下水道で、

第９章 下水道関係法令 
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河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を放流するもの又は流域下水道に接続

するもの 

四 流域下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。 

イ 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及

び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水

を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの 

ロ 公共下水道（終末処理場を有するもの又は前号ロに該当するものに限る。）により排除

される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方

公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、

かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの 

五 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している

下水道（公共下水道及び流域下水道を除く。）で、その規模が政令で定める規模以上のもの

であり、かつ、当該地方公共団体が第二十七条の規定により指定したものをいう。 

六 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために

下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。 

七 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、第九条第一項の規定に

より公示された区域をいう。 

八 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域

で、第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された区域をいう。 

九 浸水被害 排水区域において、一時的に大量の降雨が生じた場合において排水施設に当該

雨水を排除できないこと又は排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨

水を排除できないことによる浸水により、国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることを

いう。 

（昭四五法一四一・平一七法七〇・平二七法二二・一部改正） 

第一章の二 流域別下水道整備総合計画 

（昭四五法一四一・追加） 

第二条の二 都道府県は、環境基本法（平成五年法律第九十一号）第十六条第一項の規定に基づ

き水質の汚濁に係る環境上の条件について生活環境を保全する上で維持されることが望まし

い基準（以下「水質環境基準」という。）が定められた河川その他の公共の水域又は海域で政

令で定める要件に該当するものについて、その環境上の条件を当該水質環境基準に達せしめる

ため、それぞれの公共の水域又は海域ごとに、下水道の整備に関する総合的な基本計画（以下

「流域別下水道整備総合計画」という。）を定めなければならない。 

２ 流域別下水道整備総合計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事

項を定めなければならない。 

一 下水道の整備に関する基本方針 

二 下水道により下水を排除し、及び処理すべき区域に関する事項 

三 前号の区域に係る下水道の根幹的施設の配置、構造及び能力に関する事項 

四 第二号の区域に係る下水道の整備事業の実施の順位に関する事項 
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五 前項の公共の水域又は海域でその水質を保全するため当該水域又は海域に排出される下水

の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要があるものとして政令で定める要件に該当する

ものについて定められる流域別下水道整備総合計画にあつては、第二号の区域に係る下水道

の終末処理場から放流される下水の窒素含有量又は燐含有量についての当該終末処理場ご

との削減目標量（以下単に「削減目標量」という。）及び削減方法に関する事項 

３ 流域別下水道整備総合計画は、次に掲げる事項を勘案して定めなければならない。 

一 当該地域における地形、降水量、河川の流量その他の自然的条件 

二 当該地域における土地利用の見通し 

三 当該公共の水域に係る水の利用の見通し 

四 当該地域における汚水の量及び水質の見通し 

五 下水の放流先の状況 

六 下水道の整備に関する費用効果分析 

４ 流域別下水道整備総合計画において削減目標量が定められた終末処理場（以下「特定終末処

理場」という。）で放流する下水の窒素含有量又は燐含有量に係る水質を政令で定める基準に

適合させることができる構造のもの（以下「高度処理終末処理場」という。）を管理する地方

公共団体は、当該高度処理終末処理場について定められた削減目標量を超える量の窒素含有量

又は燐含有量を削減する場合には、その削減目標量を超えて削減する窒素含有量又は燐含有量

のうち一定量のものについては、他の地方公共団体のため、当該他の地方公共団体が管理する

特定終末処理場（当該高度処理終末処理場に係る下水道と同じ第二項第二号の区域に係る下水

道のものに限る。）について定められた削減目標量の一部に相当するものとして削減するもの

である旨を、あらかじめ当該他の地方公共団体の同意を得て、国土交通省令で定めるところに

より、都道府県に対し、申し出ることができる。 

５ 前項の規定による申出を受けた都道府県は、第二項第五号に掲げる事項に、当該申出に係る

窒素含有量又は燐含有量の削減方法、当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その

他の管理に要する費用の予定額及び当該他の地方公共団体による費用の負担に関する事項を

記載することができる。 

６ 都道府県は、第一項の規定により流域別下水道整備総合計画（次項に規定するものを除く。）

を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。 

７ 都府県は、第一項の規定により二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共

の水域又は二以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一

部についての流域別下水道整備総合計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係都府県及

び関係市町村の意見を聴かなければならない。 

８ 国土交通大臣は、都府県の求めに応じ、前項に規定する流域別下水道整備総合計画の作成に

関し必要な助言を行うことができる。 

９ 国土交通大臣は、前項の助言を行うに際し必要と認めるときは、環境大臣に対し、意見を求

めることができる。 

10 都府県は、第一項の規定により第七項に規定する流域別下水道整備総合計画を定めたときは、

国土交通省令で定めるところにより、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 
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11 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を環境大臣に通知

しなければならない。 

12 都道府県は、第一項の水質環境基準が改定された場合、第三項各号に掲げる事項に変更を生

じた場合その他の場合において流域別下水道整備総合計画を変更する必要が生じたときは、遅

滞なく、当該流域別下水道整備総合計画を変更しなければならない。この場合においては、第

二項から前項までの規定を準用する。 

（昭四五法一四一・追加、昭四六法八八・平五法九二・平一一法八七・平一一法一六〇・

平一七法七〇・平二三法三七・令四法四四・一部改正） 

第二章 公共下水道 

第一節 公共下水道の管理等 

（平二七法二二・節名追加） 

（管理） 

第三条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみで

は設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該公共

下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係

市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。 

（事業計画の策定） 

第四条 前条の規定により公共下水道を管理する者（以下「公共下水道管理者」という。）は、

公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を

定めなければならない。 

２ 公共下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政

令で定めるところにより、都道府県知事（都道府県が設置する公共下水道の事業計画その他政

令で定める事業計画にあつては、国土交通大臣）に協議しなければならない。 

３ 国土交通大臣は、前項の規定による協議（第二条第三号ロに該当する公共下水道（以下「雨

水公共下水道」という。）に係るものを除く。）を受けたときは、政令で定める場合を除き、

保健衛生上の観点からする環境大臣の意見を聴かなければならない。 

４ 第二項の規定にかかわらず、都道府県である公共下水道管理者は、流域別下水道整備総合計

画が定められている地域において公共下水道の事業計画を定めようとするときは、同項の規定

による協議をすることを要しない。この場合において、当該公共下水道管理者は、事業計画を

定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、これを国土交通大臣に届け出

なければならない。 

５ 国土交通大臣は、前項の規定による届出（雨水公共下水道に係るものを除く。）を受けたと

きは、政令で定める場合を除き、当該届出の内容を環境大臣に通知するものとする。 

６ 前各項の規定は、公共下水道の事業計画の変更（政令で定める軽微な変更を除く。）につい

て準用する。 

（昭四二法四〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平二三法三七・平二七法二二・一部

改正） 
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（事業計画に定めるべき事項） 

第五条 前条第一項の事業計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 

一 排水施設（これを補完する施設を含む。）の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻

度 

二 終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力 

三 終末処理場以外の処理施設（これを補完する施設を含む。）を設ける場合には、その配置、

構造及び能力 

四 流域下水道と接続する場合には、その接続する位置 

五 予定処理区域（雨水公共下水道に係るものにあつては、予定排水区域。第三項及び次条第

四号において同じ。） 

六 工事の着手及び完成の予定年月日 

２ 前条第一項の事業計画においては、前項各号に掲げるもののほか、浸水被害の発生を防ぐべ

き目標となる降雨（以下「計画降雨」という。）を定めることができる。 

３ 予定処理区域の全部又は一部について水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）第十四条の

二第一項又は第二項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定があつた場合における前項の

規定の適用については、同項中「定めることができる」とあるのは、「定めなければならない」

とする。 

４ 第一項又は第二項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令

で定める。 

（昭四二法四〇・昭四五法一四一・平一一法一六〇・平二七法二二・令三法三一・一部

改正） 

（事業計画の要件） 

第六条 第四条第一項の事業計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 

一 公共下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水の量及び水質（水

温その他の水の状態を含む。以下同じ。）に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地

利用の状況並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること。 

二 公共下水道の構造が次条の技術上の基準に適合し、かつ、排水施設の点検の方法及び頻度

が第七条の三第二項の技術上の基準に適合していること。 

三 計画降雨が定められているものにあつては、排水施設及び終末処理場（雨水公共下水道に

係るものにあつては、排水施設。次号において同じ。）の配置及び能力が計画降雨に相応し

ていること。 

四 予定処理区域が排水施設及び終末処理場の配置及び能力に相応していること。 

五 流域下水道に接続する公共下水道（以下「流域関連公共下水道」という。）に係るものに

あつては、流域下水道の事業計画に適合していること。 

六 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合してい

ること。 

七 当該地域に関し都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第二章の規定により都市計画が定

められている場合又は同法第五十九条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がさ
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れている場合には、公共下水道の配置及び工事の時期がその都市計画又は都市計画事業に適

合していること。 

（昭四二法四〇・昭四三法一〇一（昭四四法三八）・昭四五法一四一・平一一法一六〇・

平二三法三七・平二七法二二・令三法三一・一部改正） 

（構造の基準） 

第七条 公共下水道の構造は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影

響が及ぶことを防止する観点から政令で定める技術上の基準に適合するものでなければなら

ない。 

２ 前項に規定するもののほか、公共下水道の構造は、政令で定める基準を参酌して公共下水道

管理者である地方公共団体の条例で定める技術上の基準に適合するものでなければならない。 

（平二三法一〇五・一部改正） 

（操作規則） 

第七条の二 公共下水道管理者は、その管理する排水施設を補完する施設のうち、河川その他の

公共の水域又は海域から当該排水施設への逆流を防止するために設けられる樋門又は樋管（操

作を伴うものに限る。次項において「操作施設」という。）については、国土交通省令で定め

るところにより、操作規則を定めなければならない。 

２ 前項の操作規則は、洪水、津波又は高潮の発生時における操作施設の操作に従事する者の安

全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 

３ 前項の規定は、第一項の操作規則の変更について準用する。 

（令三法三一・追加） 

（公共下水道の維持又は修繕） 

第七条の三 公共下水道管理者は、公共下水道を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつ

て公衆衛生上重大な危害が生じ、及び公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことのないように

努めなければならない。 

２ 公共下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、政令で定める。 

３ 前項の技術上の基準は、公共下水道の修繕を効率的に行うための点検及び災害の発生時にお

いて公共下水道の機能を維持するための応急措置の実施に関する基準を含むものでなければ

ならない。 

（平二七法二二・追加、令三法三一・旧第七条の二繰下） 

（放流水の水質の基準） 

第八条 公共下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流される水（以下「公共下水道か

らの放流水」という。）の水質は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければなら

ない。 

（昭四五法一四一・一部改正） 

（供用開始の公示等） 

第九条 公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用

を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他国土交通省令で定める事項を公示し、かつ、

これを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦
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覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 前項の規定は、公共下水道管理者が終末処理場による下水の処理を開始しようとする場合又

は当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始される場合に

準用する。この場合において、同項中「供用を開始すべき年月日」とあるのは「下水の処理を

開始すべき年月日」と、「下水を排除すべき区域」とあるのは「下水を処理すべき区域」と、

「国土交通省令」とあるのは「国土交通省令・環境省令」と読み替えるものとする。 

（昭四二法四〇・昭四五法一四一・平一一法一六〇・一部改正） 

（排水設備の設置等） 

第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の

所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に

流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設（以下「排水設備」という。）を設

置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その

他政令で定める場合においては、この限りでない。 

一 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者 

二 建築物の敷地でない土地（次号に規定する土地を除く。）にあつては、当該土地の所有者 

三 道路（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）による道路をいう。）その他の公共施設（建

築物を除く。）の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者 

２ 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべ

き者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者（前項第三号の土地にあつ

ては、当該公共施設を管理すべき者）が行うものとする。 

３ 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）

その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定め

る技術上の基準によらなければならない。 

（排水に関する受忍義務等） 

第十一条 前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排

水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地

に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合におい

ては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければ

ならない。 

２ 前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設

置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。 

３ 第一項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第二項の規

定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは

修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。

この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。 

４ 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合にお

いては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

（使用の開始等の届出） 
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第十一条の二 継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようと

する者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量又は水質及び使用

開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。その届出に係る下水の量又は水質

を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法（昭和四十五年法律

第百三十八号）第二条第二項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法（平成十

一年法律第百五号）第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設（以下単に「特定施設」

という。）の設置者は、前項の規定により届出をする場合を除き、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、あらかじめ、使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。 

（昭四五法一四一・追加、昭四八法一一一・昭五一法二九・平一一法一〇五・平一一法

一六〇・一部改正） 

（水洗便所への改造義務等） 

第十一条の三 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処

理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の

処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所（汚水管が公共下水道に連結された

ものに限る。以下同じ。）に改造しなければならない。 

２ 建築基準法第三十一条第一項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者

については、前項の規定は、適用しない。 

３ 公共下水道管理者は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該く

み取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却

され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な

事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があ

ると認められる場合は、この限りでない。 

４ 第一項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様と

する。 

５ 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はその

あつせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介

その他の援助に努めるものとする。 

６ 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつ

せんに努めるものとする。 

（昭四五法一四一・追加、平五法八九・一部改正） 

（除害施設の設置等） 

第十二条 公共下水道管理者は、著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又

は公共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して公

共下水道を使用する者に対し、政令で定める基準に従い、条例で、下水による障害を除去する

ために必要な施設（以下「除害施設」という。）を設け、又は必要な措置をしなければならな

い旨を定めることができる。 

２ 前項の条例は、公共下水道又は流域下水道の機能及び構造を保全するために必要な最小限度
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のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義務を課することとならないものでな

ければならない。 

（昭四五法一四一・昭五一法二九・一部改正） 

（特定事業場からの下水の排除の制限） 

第十二条の二 特定施設（政令で定めるものを除く。第十二条の十二、第十八条の二及び第三十

九条の二を除き、以下同じ。）を設置する工場又は事業場（以下「特定事業場」という。）か

ら下水を排除して公共下水道（終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している

流域下水道に接続しているものに限る。以下この条、次条、第十二条の五、第十二条の九、第

十二条の十一第一項及び第三十七条の二において同じ。）を使用する者は、政令で定める場合

を除き、その水質が当該公共下水道への排出口において政令で定める基準に適合しない下水を

排除してはならない。 

２ 前項の政令で定める基準は、下水に含まれる物質のうち人の健康に係る被害又は生活環境に

係る被害を生ずるおそれがあり、かつ、終末処理場において処理することが困難なものとして

政令で定めるものの量について、当該物質の種類ごとに、公共下水道からの放流水又は流域下

水道から河川その他の公共の水域若しくは海域に放流される水（以下「流域下水道からの放流

水」という。）の水質を第八条（第二十五条の三十において準用する場合を含む。第四項（第

十二条の十一第二項において準用する場合を含む。）及び第十三条第一項において同じ。）の

技術上の基準に適合させるため必要な限度において定めるものとする。 

３ 前項の政令で定める物質に係るものを除き、公共下水道管理者は、政令で定める基準に従い、

条例で、特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準を定めることができる。 

４ 前項の条例は、公共下水道からの放流水又は流域下水道からの放流水の水質を第八条の技術

上の基準に適合させるために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に

不当な義務を課することとならないものでなければならない。 

５ 第三項の規定により公共下水道管理者が条例で水質の基準を定めた場合においては、特定事

業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当

該公共下水道への排出口において当該条例で定める基準に適合しない下水を排除してはなら

ない。 

６ 第一項及び前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者

（設置の工事をしている者を含む。）が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水

道に排除する下水については、当該施設が特定施設となつた日から六月間（当該施設が政令で

定める施設である場合にあつては、一年間）は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設と

なつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方

公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき第

一項及び前項に規定する規制に相当するものがあるとき（当該規定の違反行為に対する処罰規

定がないときを除く。）は、この限りでない。 

（昭五一法二九・追加、平一一法八七・平一七法七〇・平二七法二二・令三法三一・一

部改正） 

（特定施設の設置等の届出） 
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第十二条の三 工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は、当該工

場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次

の各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 工場又は事業場の名称及び所在地 

三 特定施設の種類 

四 特定施設の構造 

五 特定施設の使用の方法 

六 特定施設から排出される汚水の処理の方法 

七 公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令で定める事項 

２ 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者（設置の工事をしている者を

含む。）で当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する

ものは、当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところによ

り、前項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。 

３ 特定施設の設置者は、前二項の規定により届出をしている場合を除き、当該特定施設を設置

している工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなつたと

きは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事

項を公共下水道管理者に届け出なければならない。 

（昭五一法二九・追加、平一一法一六〇・一部改正） 

（特定施設の構造等の変更の届出） 

第十二条の四 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第一項第四号から第七号

までに掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を

公共下水道管理者に届け出なければならない。 

（昭五一法二九・追加、平一一法一六〇・一部改正） 

（計画変更命令） 

第十二条の五 公共下水道管理者は、第十二条の三第一項又は前条の規定による届出があつた場

合において、当該特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質が公共下水道への排出口

において第十二条の二第一項の政令で定める基準又は同条第三項の規定による条例で定める

基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出を

した者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出

される汚水の処理の方法に関する計画の変更（前条の規定による届出に係る計画の廃止を含

む。）又は第十二条の三第一項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を

命ずることができる。 

（昭五一法二九・追加） 

（実施の制限） 

第十二条の六 第十二条の三第一項又は第十二条の四の規定による届出をした者は、その届出が

受理された日から六十日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置し、又は特

定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法を変更
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してはならない。 

２ 公共下水道管理者は、第十二条の三第一項又は第十二条の四の規定による届出に係る事項の

内容が相当であると認めるときは、前項の期間を短縮することができる。 

（昭五一法二九・追加） 

（氏名の変更等の届出） 

第十二条の七 第十二条の三の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第一項第一号若

しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は特定施設の使用を廃止したときは、その

日から三十日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。 

（昭五一法二九・追加） 

（承継） 

第十二条の八 第十二条の三の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受

け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。 

２ 第十二条の三の規定による届出をした者について相続、合併又は分割（その届出に係る特定

施設を承継させるものに限る。）があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併

により設立された法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地

位を承継する。 

３ 前二項の規定により第十二条の三の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承

継があつた日から三十日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。 

（昭五一法二九・追加、平一二法九一・一部改正） 

（事故時の措置） 

第十二条の九 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害

又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油として政令で定めるものを含む下

水が当該特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、政令で定め

る場合を除き、直ちに、引き続く当該下水の排出を防止するための応急の措置を講ずるととも

に、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければな

らない。 

２ 公共下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が前項の応急

の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命

ずることができる。 

（平一七法七〇・追加） 

（流域下水道管理者への通知） 

第十二条の十 流域関連公共下水道の管理者は、第十二条の三、第十二条の四、第十二条の七又

は第十二条の八第三項の規定による届出を受理したときは当該届出に係る事項を、第十二条の

五の規定による命令をしたときは当該命令の内容を、遅滞なく、当該流域関連公共下水道に係

る流域下水道（第二条第四号ロに該当する流域下水道（以下「雨水流域下水道」という。）を

除く。次項において同じ。）の管理者に通知しなければならない。 

２ 流域関連公共下水道の管理者は、前条第一項の規定による届出を受理したときは当該届出に

係る事項を、同条第二項の規定による命令をしたときは当該命令の内容を、速やかに、当該流
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域関連公共下水道に係る流域下水道の管理者に通知しなければならない。 

（昭五一法二九・追加、平一七法七〇・旧第十二条の九繰下・一部改正） 

（除害施設の設置等） 

第十二条の十一 公共下水道管理者は、継続して次に掲げる下水（第十二条の二第一項又は第五

項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。）を排除して公共

下水道を使用する者に対し、条例で、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない

旨を定めることができる。 

一 その水質が第十二条の二第二項の政令で定める物質に関し政令で定める基準に適合しない

下水 

二 その水質（第十二条の二第二項の政令で定める物質に係るものを除く。）が政令で定める

基準に従い条例で定める基準に適合しない下水 

２ 第十二条の二第四項の規定は、前項の条例について準用する。 

（昭五一法二九・追加、平一七法七〇・旧第十二条の十繰下・一部改正） 

（水質の測定義務等） 

第十二条の十二 継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者で政令

で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者は、国土交

通省令で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければな

らない。 

（昭四五法一四一・追加、昭四八法一一一・一部改正、昭五一法二九・旧第十二条の二

繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正、平一七法七〇・旧第十二条の十一繰下） 

（排水設備等の検査） 

第十三条 公共下水道管理者は、公共下水道若しくは流域下水道の機能及び構造を保全し、又は

公共下水道からの放流水若しくは流域下水道からの放流水の水質を第八条の技術上の基準に

適合させるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に

立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、

人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得な

ければならない。 

２ 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があ

つたときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな

い。 

（昭四五法一四一・昭五一法二九・一部改正） 

（使用制限） 

第十四条 公共下水道管理者は、公共下水道に関する工事を施行する場合、第二十五条の二十七

第二項の規定による通知を受けた場合その他やむを得ない理由がある場合には、排水区域の全

部又は一部の区域を指定して、当該公共下水道の使用を一時制限することができる。 

２ 公共下水道管理者は、前項の規定により公共下水道の使用を制限しようとするときは、使用

を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじ
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め関係者に周知させる措置を講じなければならない。 

（昭四五法一四一・平二七法二二・令三法三一・一部改正） 

（兼用工作物の工事） 

第十五条 公共下水道管理者は、公共下水道の施設が道路、堤防その他の公共の用に供する施設

又は工作物（以下これらを「他の工作物」という。）の効用を兼ねるときは、当該他の工作物

の管理者との協議により、その者に当該公共下水道の施設に関する工事を施行させ、又は当該

公共下水道の施設を維持させることができる。 

（災害時維持修繕協定の締結） 

第十五条の二 公共下水道管理者は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重

大な影響が及ぶことを防止するため災害の発生時において公共下水道管理者以外の者が公共

下水道の施設の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定め

ておく必要があると認めるときは、その管理する公共下水道について、公共下水道の施設の維

持又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者（第二号において「災害時

維持修繕実施者」という。）との間において、次に掲げる事項を定めた協定（以下「災害時維

持修繕協定」という。）を締結することができる。 

一 災害時維持修繕協定の目的となる公共下水道の施設（以下「協定下水道施設」という。） 

二 災害時維持修繕実施者が公共下水道の施設の損傷の程度その他の公共下水道の状況に応じ

て行う協定下水道施設の維持又は修繕に関する工事の内容 

三 前号の協定下水道施設の維持又は修繕に関する工事に要する費用の負担の方法 

四 災害時維持修繕協定の有効期間 

五 災害時維持修繕協定に違反した場合の措置 

六 その他必要な事項 

（平二七法二二・追加） 

（公共下水道管理者以外の者の行う工事等） 

第十六条 公共下水道管理者以外の者は、前二条の規定による場合のほか、公共下水道管理者の

承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができ

る。ただし、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては、承認を受けるこ

とを要しない。 

（平二七法二二・一部改正） 

（兼用工作物の費用） 

第十七条 公共下水道の施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該公共下水道の施設の管理

に要する費用の負担については、公共下水道管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定

めるものとする。 

（損傷負担金） 

第十八条 公共下水道管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた公共下水

道の施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為を

した者にその全部又は一部を負担させることができる。 

（汚濁原因者負担金） 
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第十八条の二 公共下水道管理者は、公害健康被害の補償等に関する法律（昭和四十八年法律第

百十一号）第六十二条第一項の規定により特定賦課金を徴収された場合においては、政令で定

めるところにより、当該特定賦課金に係る同法第六条に規定する指定疾病に影響を与える水質

の汚濁の原因である物質を当該公共下水道に排除した特定施設の設置者（過去の設置者を含

む。）に当該特定賦課金の納付に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。 

（昭四八法一一一・追加、昭五一法二九・昭六二法九七・一部改正） 

（工事負担金） 

第十九条 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより算出した量以上の下水を排除するこ

とができる排水設備が設けられることにより、公共下水道の改築を行うことが必要となつたと

きは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の一部を当該排水設備を設ける

者に負担させることができる。 

（使用料） 

第二十条 公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する者から使用

料を徴収することができる。 

２ 使用料は、次の原則によつて定めなければならない。 

一 下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。 

二 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。 

三 定率又は定額をもつて明確に定められていること。 

四 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。 

３ 公害防止事業費事業者負担法（昭和四十五年法律第百三十三号）の規定に基づき事業者がそ

の設置の費用の一部を負担した公共下水道について当該事業者及びその他の事業者から徴収

する使用料は、政令で定める基準に従い、当該事業者が同法の規定に基づいてした費用の負担

を勘案して定めなければならない。 

（昭四五法一四一・一部改正） 

（放流水の水質検査等） 

第二十一条 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより、公共下水道からの放流水の水質

検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。 

２ 公共下水道管理者は、政令で定めるところを参酌して条例で定めるところにより、終末処理

場の維持管理をしなければならない。 

（昭四五法一四一・平八法五九・平二三法一〇五・一部改正） 

（発生汚泥等の処理） 

第二十一条の二 公共下水道管理者は、汚水ます、終末処理場その他の公共下水道の施設から生

じた汚泥等のたい積物その他の政令で定めるもの（次項において「発生汚泥等」という。）に

ついては、公共下水道の施設の円滑な維持管理を図るため、政令で定める基準に従い、適切に

処理するほか、有毒物質の拡散を防止するため、政令で定める基準に従い、適正に処理しなけ

ればならない。 

２ 公共下水道管理者は、発生汚泥等の処理に当たつては、脱水、焼却等によりその減量に努め

るとともに、発生汚泥等が燃料又は肥料として再生利用されるよう努めなければならない。 
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（平八法五九・追加、平二七法二二・一部改正） 

（設計者等の資格） 

第二十二条 公共下水道管理者は、公共下水道を設置し、又は改築する場合（政令で定める場合

を除く。）においては、その設計（その者の責任において設計図書を作成することをいう。）

又はその工事の監督管理（その者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書の

とおりに実施されているかどうかを確認することをいう。）については、政令で定める資格を

有する者以外の者に行わせてはならない。 

２ 公共下水道管理者は、公共下水道の維持管理のうち政令で定める事項については、政令で定

める資格を有する者以外の者に行なわせてはならない。 

（昭四五法一四一・一部改正） 

（公共下水道台帳） 

第二十三条 公共下水道管理者は、その管理する公共下水道の台帳（以下「公共下水道台帳」と

いう。）を調製し、これを保管しなければならない。 

２ 公共下水道台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令・環

境省令で定める。 

３ 公共下水道管理者は、公共下水道台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むこと

ができない。 

（昭四二法四〇・平一一法一六〇・一部改正） 

（水防管理団体が行う水防への協力） 

第二十三条の二 公共下水道管理者は、水防法第七条第四項（同法第三十三条第四項において準

用する場合を含む。）において準用する同法第七条第三項に規定する同意をした同法第二条第

六項に規定する水防計画（以下「同意水防計画」という。）に公共下水道管理者の協力が必要

な事項が定められたときは、当該同意水防計画に基づき水防管理団体（同条第二項に規定する

水防管理団体をいう。）が行う水防に協力するものとする。 

（平二七法二二・追加、令三法三一・一部改正） 

（行為の制限等） 

第二十四条 次に掲げる行為（政令で定める軽微な行為を除く。）をしようとする者は、条例で

定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の

変更（条例で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときも、同様とする。 

一 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横

断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること（第十条第一項の規定に

より排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。）。 

二 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設

けること。 

三 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること（第十条

第一項の規定により排水設備を設ける場合を除く。）。 

２ 公共下水道管理者は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が必要

やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、こ
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れを許可しなければならない。 

３ 公共下水道管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分には、次に掲げる場合

を除き、何人に対しても、いかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。 

一 排水施設を固着して設けるとき。 

二 あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設けるとき。 

三 次に掲げる物件その他公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政

令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は当該部分を横断し、若しくは縦断して設け

るとき。 

イ 同意水防計画で定める水防管理者（水防法第二条第三項に規定する水防管理者をいう。）

又は量水標管理者（同法第十条第三項に規定する量水標管理者をいう。）が設置する量水

標等（同法第二条第七項に規定する量水標等をいう。） 

ロ 国、地方公共団体、電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第百二十条第一項

に規定する認定電気通信事業者その他政令で定める者が設置する電線 

ハ 国、地方公共団体、熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八号）第二条第三項に規定

する熱供給事業者その他政令で定める者が設置する下水を熱源とする熱を利用するため

の熱交換器 

（平八法五九・平一五法一二五・平二七法二二・一部改正） 

（条例で規定する事項） 

第二十五条 この法律又はこの法律に基く命令で定めるもののほか、公共下水道の設置その他の

管理に関し必要な事項は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める。 

第二節 浸水被害対策区域における特別の措置 

（平二七法二二・追加） 

（排水設備の技術上の基準に関する特例） 

第二十五条の二 公共下水道管理者は、浸水被害対策区域（排水区域のうち、都市機能が相当程

度集積し、著しい浸水被害が発生するおそれがある区域（第四条第一項の事業計画に計画降雨

が定められている場合にあつては、都市機能が相当程度集積し、当該計画降雨を超える規模の

降雨が生じた場合には、著しい浸水被害が発生するおそれがある区域）であつて、当該区域に

おける土地利用の状況からみて、公共下水道の整備のみによつては浸水被害（同項の事業計画

に計画降雨が定められている場合にあつては、当該計画降雨を超える規模の降雨が生じた場合

に想定される浸水被害。以下この節において同じ。）の防止を図ることが困難であると認めら

れるものとして公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める区域をいう。以下同じ。）

において浸水被害の防止を図るためには、排水設備（雨水を排除するためのものに限る。）が、

第十条第三項の政令で定める技術上の基準を満たすのみでは十分でなく、雨水を一時的に貯留

し、又は地下に浸透させる機能を備えることが必要であると認められるときは、政令で定める

基準に従い、条例で、同項の技術上の基準に代えて排水設備に適用すべき排水及び雨水の一時

的な貯留又は地下への浸透に関する技術上の基準を定めることができる。 

（平二七法二二・追加、令三法三一・一部改正） 

（管理協定の締結等） 
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第二十五条の三 公共下水道管理者は、浸水被害対策区域において浸水被害の防止を図るため、

浸水被害対策区域内に存する雨水貯留施設（浸水被害の防止を図るために有用なものとして政

令で定める規模以上のものに限る。以下同じ。）を自ら管理する必要があると認めるときは、

雨水貯留施設所有者等（当該雨水貯留施設若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地で

ある土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利（臨時設備その他一時使用の

ため設定されたことが明らかなものを除く。次条第一項において同じ。）を有する者をいう。

以下同じ。）との間において、管理協定を締結して当該雨水貯留施設の管理を行うことができ

る。 

２ 前項の規定による管理協定については、雨水貯留施設所有者等の全員の合意がなければなら

ない。 

（平二七法二二・追加） 

第二十五条の四 公共下水道管理者は、浸水被害対策区域において浸水被害の防止を図るため、

浸水被害対策区域内において建設が予定されており、又は建設中である雨水貯留施設を自ら管

理する必要があると認めるときは、雨水貯留施設所有者等となろうとする者（当該雨水貯留施

設若しくはその属する施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的と

する権利を有する者を含む。以下「予定雨水貯留施設所有者等」という。）との間において、

管理協定を締結して建設後の当該雨水貯留施設の管理を行うことができる。 

２ 前項の規定による管理協定については、予定雨水貯留施設所有者等の全員の合意がなければ

ならない。 

（平二七法二二・追加） 

（管理協定の内容） 

第二十五条の五 第二十五条の三第一項又は前条第一項の規定による管理協定（以下単に「管理

協定」という。）には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 管理協定の目的となる雨水貯留施設（以下「協定雨水貯留施設」という。） 

二 協定雨水貯留施設の管理の方法に関する事項 

三 管理協定の有効期間 

四 管理協定に違反した場合の措置 

２ 管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。 

一 協定施設（協定雨水貯留施設又はその属する施設をいう。以下同じ。）の利用を不当に制

限するものでないこと。 

二 前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するも

のであること。 

（平二七法二二・追加） 

（管理協定の縦覧等） 

第二十五条の六 公共下水道管理者は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定

めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦

覧に供さなければならない。 

２ 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当
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該管理協定について、公共下水道管理者に意見書を提出することができる。 

（平二七法二二・追加） 

（管理協定の公示等） 

第二十五条の七 公共下水道管理者は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該公共下水道管理者である地方公

共団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設又はその敷地である土地の区

域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨又は協定施設が当該区域内に存する旨を明

示しなければならない。 

（平二七法二二・追加） 

（管理協定の変更） 

第二十五条の八 第二十五条の三第二項、第二十五条の四第二項、第二十五条の五第二項及び前

二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、第

二十五条の四第二項中「予定雨水貯留施設所有者等」とあるのは、「予定雨水貯留施設所有者

等（雨水貯留施設の建設後にあつては、雨水貯留施設所有者等）」と読み替えるものとする。 

（平二七法二二・追加） 

（管理協定の効力） 

第二十五条の九 第二十五条の七（前条において準用する場合を含む。）の規定による公示のあ

つた管理協定は、その公示のあつた後において当該協定施設の雨水貯留施設所有者等又は予定

雨水貯留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 

（平二七法二二・追加） 

（雨水貯留浸透施設整備計画の認定） 

第二十五条の十 浸水被害対策区域（特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）

第二条第二項に規定する特定都市河川流域の区域を除く。）において、雨水貯留浸透施設（雨

水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であつて、浸水被害の防止を目

的とするものをいう。以下同じ。）の設置及び管理をしようとする者は、国土交通省令で定め

るところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画（以下「雨水貯留浸透施

設整備計画」という。）を作成し、公共下水道管理者の認定を申請することができる。 

２ 雨水貯留浸透施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 雨水貯留浸透施設の位置 

二 雨水貯留浸透施設の規模 

三 雨水貯留浸透施設の構造及び設備 

四 雨水貯留浸透施設の設置に係る資金計画 

五 雨水貯留浸透施設の管理の方法及び期間 

六 その他国土交通省令で定める事項 

３ 雨水貯留浸透施設整備計画には、前項各号に掲げる事項のほか、雨水貯留浸透施設から公共

下水道に雨水を排除するために必要な排水施設その他の公共下水道の施設に関する工事に関

する事項を記載することができる。 

（令三法三一・追加） 
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（認定の基準） 

第二十五条の十一 公共下水道管理者は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該

申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定

をすることができる。 

一 雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。 

二 雨水貯留浸透施設の構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

三 資金計画が当該雨水貯留浸透施設の設置を確実に遂行するため適切なものであること。 

四 雨水貯留浸透施設の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

五 雨水貯留浸透施設の管理の期間が国土交通省令で定める期間以上であること。 

（令三法三一・追加） 

（認定の通知） 

第二十五条の十二 公共下水道管理者は、第二十五条の十第一項の認定をしたときは、速やかに、

その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。 

（令三法三一・追加） 

（雨水貯留浸透施設整備計画の変更） 

第二十五条の十三 第二十五条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた雨水貯留浸透

施設整備計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、公

共下水道管理者の認定を受けなければならない。 

２ 前二条の規定は、前項の場合について準用する。 

（令三法三一・追加） 

（認定事業者に対する助言及び指導） 

第二十五条の十四 公共下水道管理者は、第二十五条の十第一項の認定（前条第一項の変更の認

定を含む。以下「計画の認定」という。）を受けた者（以下「認定事業者」という。）に対し、

当該計画の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画（変更があつたときは、その変更後のもの。

以下「認定計画」という。）に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関し必要な助言及び指

導を行うよう努めるものとする。 

（令三法三一・追加） 

（補助） 

第二十五条の十五 国又は公共下水道管理者である地方公共団体は、認定事業者に対し、予算の

範囲内で、政令で定めるところにより、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用

の一部を補助することができる。 

（令三法三一・追加） 

（公共下水道管理者の承認の特例） 

第二十五条の十六 雨水貯留浸透施設整備計画（第二十五条の十第三項に規定する事項が記載さ

れたものに限る。）に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備

計画について計画の認定を受けたときに、第十六条の規定による承認があつたものとみなす。 

（令三法三一・追加） 

（日本下水道事業団法の特例） 
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第二十五条の十七 日本下水道事業団は、日本下水道事業団法（昭和四十七年法律第四十一号）

第二十六条第一項に規定する業務のほか、認定事業者の委託に基づき、認定計画に係る雨水貯

留浸透施設の設置、設計及び工事の監督管理の業務を行うことができる。 

（令三法三一・追加） 

（報告の徴収） 

第二十五条の十八 公共下水道管理者は、認定事業者に対し、認定計画に係る雨水貯留浸透施設

の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。 

（令三法三一・追加） 

（地位の承継） 

第二十五条の十九 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る雨水貯留浸透

施設の敷地である土地の所有権その他当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に必要な権原を

取得した者は、公共下水道管理者の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に

基づく地位を承継することができる。 

（令三法三一・追加） 

（改善命令） 

第二十五条の二十 公共下水道管理者は、認定事業者が認定計画に従つて認定計画に係る雨水貯

留浸透施設の設置及び管理を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期

限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（令三法三一・追加） 

（計画の認定の取消し） 

第二十五条の二十一 公共下水道管理者は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したとき

は、計画の認定を取り消すことができる。 

２ 第二十五条の十二の規定は、公共下水道管理者が前項の規定による取消しをした場合につい

て準用する。 

（令三法三一・追加） 

第二章の二 流域下水道 

（昭四五法一四一・追加） 

（管理） 

第二十五条の二十二 流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、都道府県が行うも

のとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、

維持その他の管理を行うことができる。 

（昭四五法一四一・追加、平二七法二二・旧第二十五条の二繰下・一部改正、令三法三

一・旧第二十五条の十繰下） 

（事業計画の策定） 

第二十五条の二十三 前条の規定により流域下水道を管理する者（以下「流域下水道管理者」と

いう。）は、流域下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、

事業計画を定めなければならない。 



170 
 

２ 流域下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政

令で定めるところにより、国土交通大臣（市町村が設置する流域下水道の事業計画で政令で定

めるものにあつては、都道府県知事）に協議しなければならない。 

３ 都道府県は、第一項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を

聴かなければならない。 

４ 国土交通大臣は、第二項の規定による協議（雨水流域下水道に係るものを除く。）を受けた

ときは、政令で定める場合を除き、保健衛生上の観点からする環境大臣の意見を聴かなければ

ならない。 

５ 第二項の規定にかかわらず、都道府県である流域下水道管理者は、流域別下水道整備総合計

画が定められている地域において流域下水道の事業計画を定めようとするときは、同項の規定

による協議をすることを要しない。この場合において、当該流域下水道管理者は、事業計画を

定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、これを国土交通大臣に届け出

なければならない。 

６ 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、政令で定める場合を除き、当該届

出の内容を環境大臣に通知するものとする。 

７ 前各項の規定は、流域下水道の事業計画の変更（政令で定める軽微な変更を除く。）につい

て準用する。 

（昭四五法一四一・追加、平一一法一六〇・平一七法七〇・平二三法三七・一部改正、

平二七法二二・旧第二十五条の三繰下、令三法三一・旧第二十五条の十一繰下） 

（事業計画に定めるべき事項） 

第二十五条の二十四 前条第一項の事業計画においては、次に掲げる事項を定めなければならな

い。 

一 排水施設（これを補完する施設を含む。）の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻

度 

二 終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力 

三 流域関連公共下水道が接続する位置 

四 流域関連公共下水道の予定処理区域（雨水流域下水道に係るものにあつては、予定排水区

域。第三項及び次条第四号において同じ。） 

五 工事の着手及び完成の予定年月日 

２ 前条第一項の事業計画においては、前項各号に掲げるもののほか、計画降雨を定めることが

できる。 

３ 流域関連公共下水道の予定処理区域の全部又は一部について水防法第十四条の二第一項又

は第二項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定があつた場合における前項の規定の適用

については、同項中「定めることができる」とあるのは、「定めなければならない」とする。 

４ 第一項又は第二項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令

で定める。 

（昭四五法一四一・追加、平一一法一六〇・平一七法七〇・一部改正、平二七法二二・

旧第二十五条の四繰下・一部改正、令三法三一・旧第二十五条の十二繰下・一部改正） 
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（事業計画の要件） 

第二十五条の二十五 第二十五条の二十三第一項の事業計画は、次に掲げる要件に該当するもの

でなければならない。 

一 流域下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水の量及び水質に

影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地利用の状況並びに下水の放流先の状況を考慮

して適切に定められていること。 

二 流域下水道の構造が第二十五条の三十において準用する第七条の技術上の基準に適合し、

かつ、排水施設の点検の方法及び頻度が第二十五条の三十において準用する第七条の三第二

項の技術上の基準に適合していること。 

三 計画降雨が定められているものにあつては、排水施設及び終末処理場（雨水流域下水道に

係るものにあつては、排水施設。次号において同じ。）の配置及び能力が計画降雨に相応し

ていること。 

四 流域関連公共下水道の予定処理区域が排水施設及び終末処理場の配置及び能力に相応して

いること。 

五 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合してい

ること。 

六 当該地域に関し都市計画法第二章の規定により都市計画が定められている場合又は同法第

五十九条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がされている場合には、流域下水道

の配置及び工事の時期がその都市計画又は都市計画事業に適合していること。 

（昭四五法一四一・追加、平一一法一六〇・平一七法七〇・平二三法三七・一部改正、

平二七法二二・旧第二十五条の五繰下・一部改正、令三法三一・旧第二十五条の十三繰

下・一部改正） 

（供用開始の通知等） 

第二十五条の二十六 流域下水道管理者は、流域下水道の供用を開始しようとするとき、又は終

末処理場により下水の処理を開始しようとするときは、あらかじめ、供用又は処理を開始すべ

き年月日その他国土交通省令で定める事項を当該流域下水道に係る流域関連公共下水道の管

理者に通知しなければならない。 

（昭四五法一四一・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二七法二二・旧第二十五条の

六繰下、令三法三一・旧第二十五条の十四繰下） 

（使用制限） 

第二十五条の二十七 流域下水道管理者は、流域下水道に関する工事を施行する場合その他やむ

を得ない理由がある場合には、流域下水道の全部又は一部を指定してその施設の使用を一時制

限することができる。 

２ 流域下水道管理者は、前項の規定により流域下水道の使用を制限しようとするときは、使用

を制限しようとする施設及び期間並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじ

め流域関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。 

（昭四五法一四一・追加、平二七法二二・旧第二十五条の七繰下、令三法三一・旧第二

十五条の十五繰下） 
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（原因調査の要請等） 

第二十五条の二十八 流域下水道管理者は、流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水

が、著しく当該流域下水道の施設の機能を妨げ、若しくは当該流域下水道の施設を損傷するお

それがある場合又は当該流域下水道からの放流水の水質を第二十五条の三十において準用す

る第八条の技術上の基準に適合させることを著しく困難にするおそれがある場合においては、

当該流域関連公共下水道の管理者に対し、期限を定めて、その原因を調査し、調査の結果を報

告するように求めることができる。 

２ 流域下水道管理者は、前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるとき

は、当該流域関連公共下水道の管理者に対し、第十二条第一項、第十二条の二第三項又は第十

二条の十一第一項の条例の制定その他必要な措置をとるべきことを求めることができる。 

（昭四五法一四一・追加、昭五一法二九・平一七法七〇・一部改正、平二七法二二・旧

第二十五条の八繰下・一部改正、令三法三一・旧第二十五条の十六繰下・一部改正） 

（他の施設等の設置の制限） 

第二十五条の二十九 流域下水道管理者は、次に掲げる場合を除き、何人に対しても、流域下水

道の施設にいかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。 

一 流域関連公共下水道を接続するとき。 

二 あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設けるとき。 

三 第二十四条第三項第三号イからハまでに掲げる物件その他流域下水道の管理上著しい支障

を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は流域下

水道の施設を横断し、若しくは縦断して設けるとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないときと

して政令で定めるとき。 

（平二七法二二・追加、令三法三一・旧第二十五条の十七繰下） 

（準用規定） 

第二十五条の三十 第七条から第八条まで、第十一条の二、第十二条から第十二条の九まで、第

十二条の十一から第十三条まで、第十五条から第十八条の二まで、第二十一条から第二十三条

の二まで及び第二十五条の規定は、流域下水道（雨水流域下水道を除く。）について準用する。

この場合において、第十三条第一項中「排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水

設備、特定施設、」とあるのは「他人の土地又は建築物に立ち入り、流域下水道（雨水流域下

水道を除く。）に接続する排水施設、特定施設又は」と、第十八条の二中「当該公共下水道」

とあるのは「当該流域下水道（雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。）又は当該

流域下水道に係る流域関連公共下水道」と読み替えるものとする。 

２ 第七条から第八条まで、第十五条から第十八条まで、第二十一条第一項、第二十二条から第

二十三条の二まで及び第二十五条の規定は、雨水流域下水道について準用する。 

（昭四五法一四一・追加、昭四八法一一一・昭五一法二九・平一七法七〇・一部改正、

平二七法二二・旧第二十五条の十繰下・一部改正、令三法三一・旧第二十五条の十八繰

下） 

第三章 都市下水路 
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（管理） 

第二十六条 都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみで

は管理することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該都市

下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係

市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。 

（指定） 

第二十七条 前条の規定により都市下水路を管理する者（以下「都市下水路管理者」という。）

は、下水道を都市下水路として指定するときは、都市下水路となるべき下水道の区域を公示し、

かつ、これを表示した図面を当該都市下水路管理者である地方公共団体の事務所において一般

の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更するときも、同様とする。 

２ 都市下水路管理者は、前項の指定をしようとする場合において、当該指定に係る区域の全部

又は一部がかんがい排水施設の用を兼ねているときは、あらかじめ当該指定に関係のある土地

改良区（土地改良区の存しない地域にあつては、農業協同組合その他の水利関係団体）の意見

をきかなければならない。 

（管理の基準等） 

第二十八条 都市下水路管理者は、当該都市下水路の機能を十分に維持するように管理しなけれ

ばならない。 

２ 都市下水路の構造及び維持管理に関して必要な技術上の基準は、政令で定める基準を参酌し

て都市下水路管理者である地方公共団体の条例で定める。 

（平二三法一〇五・一部改正） 

（行為の制限等） 

第二十九条 次に掲げる行為（政令で定める軽微な行為を除く。）をしようとする者は、条例で

定めるところにより、都市下水路管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の

変更（条例で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときも、同様とする。 

一 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工

作物その他の物件を設けること。 

二 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。 

２ 都市下水路管理者は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が必要

やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、こ

れを許可しなければならない。 

３ 都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に関し、権原に基き、第一項各号に規定する施設

又は工作物その他の物件を設けている者（工事中の者を含む。）は、従前と同様の条件により、

当該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。 

（都市下水路に接続する特定排水施設の構造） 

第三十条 次に掲げる事業所の当該都市下水路に接続する排水施設の構造は、建築基準法その他

の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術

上の基準によらなければならない。 
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一 工場その他の事業所（一団地の住宅経営、社宅その他これらに類する施設を含む。以下こ

の条において同じ。）で政令で定める量以上の下水を同一都市下水路に排除するもの 

二 工場その他の事業所で政令で定める水質の下水を政令で定める量以上に同一都市下水路に

排除するもの 

２ 前項の規定は、都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に接続する排水施設については、

同項の事業所について政令で定める大規模な増築又は改築をする場合を除き、適用しない。 

（準用規定） 

第三十一条 第七条の二、第十五条から第十八条まで、第二十三条、第二十三条の二及び第二十

五条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第二十三条第二項中「国土

交通省令・環境省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。 

（昭四二法四〇・昭五一法二九・平一一法一六〇・平二七法二二・令三法三一・一部改

正） 

第四章 雑則 

（市町村の負担金） 

第三十一条の二 第三条第二項又は第二十五条の二十二第一項の規定により公共下水道又は流

域下水道を管理する都道府県は、当該公共下水道又は流域下水道により利益を受ける市町村に

対し、その利益を受ける限度において、その設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費

用の全部又は一部を負担させることができる。 

２ 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきい

たうえ、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。 

（昭四五法一四一・追加、平二七法二二・令三法三一・一部改正） 

（窒素含有量又は燐含有量の削減に係る負担金） 

第三十一条の三 第二条の二第五項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項

に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、当該流域別下水道整備総合計画に記載

されたところにより、当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要す

る費用の一部を他の地方公共団体に負担させることができる。 

（平一七法七〇・追加） 

（協議会） 

第三十一条の四 二以上の公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、それ

ぞれが管理する下水道相互間の広域的な連携による下水道の管理の効率化に関し必要な協議

を行うための協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができ

る。 

一 関係地方公共団体 

二 下水道の管理の効率化に資する措置を講ずることができる者 

三 学識経験を有する者その他の協議会が必要と認める者 

３ 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重し

なければならない。 
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４ 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（平二七法二二・追加） 

（他人の土地の立入又は一時使用） 

第三十二条 公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者又はその命じた者

若しくは委任を受けた者は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する調査、測量若し

くは工事又は公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の維持のためやむを得ない必要があ

るときは、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業

場として一時使用することができる。 

２ 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にそ

の旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この

限りでない。 

３ 第一項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入

の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。 

４ 日出前又は日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立

ち入つてはならない。 

５ 第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

６ 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用し

ようとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見をき

かなければならない。 

７ 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入又は一時使用

を拒み、又は妨げてはならない。 

８ 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第一項の規定による立入又

は一時使用によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

９ 前項の規定による損失の補償については、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下

水路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 

10 前項の協議が成立しないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理

者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、

当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日か

ら三十日以内に収用委員会に土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第九十四条の規定

による裁決を申請することができる。 

（昭四五法一四一・一部改正） 

（許可又は承認の条件） 

第三十三条 この法律の規定による許可又は承認には、条件を附することができる。 

２ 前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限

り、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければなら

ない。 

（公共下水道、流域下水道及び都市下水路に関する費用の補助） 
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第三十四条 国は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築を行う地方公共団体

に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その設置又は改築に要する費用

の一部を補助することができる。 

（昭四五法一四一・昭五九法一九・一部改正） 

（公共下水道及び流域下水道に関する資金の融通） 

第三十五条 国は、公共下水道又は流域下水道の設置又は改築を行なう地方公共団体に対し、こ

れに必要な資金の融通に努めるものとする。 

（昭四五法一四一・一部改正） 

（国有地の無償貸付等） 

第三十六条 普通財産である国有地は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する場

合においては、国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）第二十二条又は第二十八条の規定

にかかわらず、当該公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者である地方公

共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。 

（昭四五法一四一・一部改正） 

（国土交通大臣又は環境大臣の指示） 

第三十七条 国土交通大臣（政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事）は、公

衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊

急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者

に対し、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の工事又は維持管理に関して必要な指示をす

ることができる。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により都道府県知事が指示をするべき下水道については、都道

府県知事に対し、必要な指示をするべきことを指示することができる。 

３ 環境大臣（政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事）は、公衆衛生上重大

な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があ

ると認めるときは、公共下水道管理者又は流域下水道管理者に対し、終末処理場の維持管理に

関して必要な指示をすることができる。 

（平一一法八七・全改、平一一法一六〇・一部改正） 

（改善命令等） 

第三十七条の二 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公

共下水道又は流域下水道（終末処理場を設置しているものに限る。）を使用する者が、その水

質が当該公共下水道又は流域下水道への排出口において第十二条の二第一項（第二十五条の三

十第一項において準用する場合を含む。）の政令で定める基準又は第十二条の二第三項（第二

十五条の三十第一項において準用する場合を含む。）の規定による条例で定める基準に適合し

ない下水を排除するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、特定施設の

構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善を命じ、又

は特定施設の使用若しくは当該公共下水道若しくは流域下水道への下水の排除の停止を命ず

ることができる。ただし、第十二条の二第六項本文（第二十五条の三十第一項において準用す

る場合を含む。）の規定の適用を受ける者に対しては、この限りでない。 
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（昭五一法二九・追加、平一一法八七・旧第三十七条の三繰上、平一七法七〇・平二七

法二二・令三法三一・一部改正） 

（公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者の監督処分等） 

第三十八条 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号のいずれ

かに該当する者に対し、この法律の規定によつてした許可若しくは承認を取り消し、若しくは

その条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることがで

きる。 

一 この法律（第十一条の三第一項及び第十二条の九第一項（第二十五条の三十第一項におい

て準用する場合を含む。）の規定を除く。）又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定

に違反している者 

二 この法律の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者 

三 偽りその他不正な手段により、この法律の規定による許可又は承認を受けた者 

２ 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号のいずれかに該当

する場合においては、この法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する

処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。 

一 公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場

合 

二 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場

合 

三 前二号に掲げる場合のほか、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の管理上の理由以外

の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合 

３ 前二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命

ぜられるべき者を確知することができないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は

都市下水路管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせる

ことができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期

限までにその措置を行わないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水

路管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公示し

なければならない。 

４ 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第二項の規定による処分又

は命令により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

５ 第三十二条第九項及び第十項の規定は、前項の補償について準用する。 

６ 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第四項の規定による補償の

原因となつた損失が第二項第三号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補

償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。 

（昭四五法一四一・平五法八九・平一七法七〇・平二七法二二・令三法三一・一部改正） 

（報告の徴収） 

第三十九条 国土交通大臣（政令で定める場合にあつては、都道府県知事）は、この法律を施行

するため必要な限度において、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者か
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ら必要な報告を徴することができる。 

２ 環境大臣（政令で定める場合にあつては、都道府県知事）は、終末処理場の維持管理に関し、

この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者又は流域下水道管理者から必

要な報告を徴することができる。 

（昭四二法四〇・昭四五法一四一・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正） 

第三十九条の二 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、公共下水道又は流域下水道（雨水

流域下水道を除く。以下この条において同じ。）を適正に管理するため必要な限度において、

継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道又は流域下水道を使用する者で政令

で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道又は流域下水道を使用する特定施設の

設置者から、その下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関

し必要な報告を徴することができる。 

（昭四五法一四一・追加、昭四八法一一一・昭五一法二九・平一七法七〇・一部改正） 

（権限の委任） 

第四十条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、そ

の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

２ この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環

境事務所長に委任することができる。 

（平一一法一六〇・全改、平一七法三三・一部改正） 

（国等の特例） 

第四十一条 国又は地方公共団体が第二十四条第一項又は第二十九条第一項に規定する行為を

しようとするときは、これらの規定にかかわらず、公共下水道管理者又は都市下水路管理者と

あらかじめ協議することをもつて足りる。 

（特別区に関する読替） 

第四十二条 特別区の存する区域においては、この法律の規定（第二十五条の二十二第二項、第

二十五条の二十三第二項及び第三項並びに第三十一条の二の規定を除く。）中「市町村」とあ

るのは、「都」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別区は、都と協議して、主として当該特別区の住民の用に供す

る下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うものとする。 

（昭四五法一四一・昭四九法七一・平二三法三七・平二七法二二・令三法三一・一部改

正） 

（経過措置） 

第四十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、

その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

（昭五一法二九・全改、平二六法六九・旧第四十四条繰上） 

第五章 罰則 

第四十四条 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を損壊し、その他公共下水道、流域

下水道又は都市下水路の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者は、五年以下の懲
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役又は百万円以下の罰金に処する。 

２ みだりに公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を操作し、よつて下水の排除を妨害

した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

（昭四五法一四一・昭五一法二九・平八法五九・平一七法七〇・一部改正、平二六法六

九・旧第四十五条繰上） 

第四十五条 第十二条の五（第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。）若しくは

第三十七条の二の規定による公共下水道管理者若しくは流域下水道管理者の命令又は第三十

八条第一項若しくは第二項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下

水路管理者の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円

以下の罰金に処する。 

（昭四五法一四一・旧第四十七条繰上・一部改正、昭五一法二九・平一一法八七・平一

七法七〇・平二七法二二・一部改正、平二六法六九・旧第四十六条繰上、令三法三一・

一部改正） 

第四十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲

役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第十二条の二第一項又は第五項（第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用す

る場合を含む。）の規定に違反したとき。 

二 第十二条の九第二項（第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。）の規定に

よる命令に違反したとき。 

２ 過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 

（昭五一法二九・追加、平八法五九・平一七法七〇・平二七法二二・一部改正、平二六

法六九・旧第四十六条の二繰上・一部改正、令三法三一・一部改正） 

第四十七条 第三十二条第七項の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた

場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

（昭四五法一四一・追加、昭五一法二九・平八法五九・平一七法七〇・令三法三一・一

部改正） 

第四十七条の二 第十二条の三第一項又は第十二条の四（第二十五条の三十第一項においてこれ

らの規定を準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、

当該違反行為をした者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 

（昭五一法二九・追加、平八法五九・平一七法七〇・平二七法二二・令三法三一・一部

改正） 

第四十八条 第十一条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行

為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 

（昭四五法一四一・追加、昭五一法二九・平八法五九・令三法三一・一部改正） 

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下

の罰金に処する。 

一 第十一条の二又は第十二条の三第二項若しくは第三項（第二十五条の三十第一項において

これらの規定を準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたと
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き。 

二 第十二条の六第一項（第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。）の規定に

違反したとき。 

三 第十二条の十二（第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。）の規定による

記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。 

四 第十三条第一項（第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。）の規定による

検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

五 第二十五条の十八又は第三十九条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと

き。 

（昭四五法一四一・追加、昭四八法一一一・昭五一法二九・平八法五九・平一七法七〇・

平二七法二二・令三法三一・一部改正） 

第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関して第四十五条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

（昭四五法一四一・旧第四十八条繰下・一部改正、昭五一法二九・平二六法六九・一部

改正） 

第五十一条 第十二条の七又は第十二条の八第三項（第二十五条の三十第一項においてこれらの

規定を準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円

以下の過料に処する。 

（昭五一法二九・追加、平八法五九・平一七法七〇・平二七法二二・令三法三一・一部

改正） 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

（昭和三四年政令第一四六号で昭和三四年四月二三日から施行） 

（下水道法の廃止） 

第二条 下水道法（明治三十三年法律第三十二号。以下「旧法」という。）は、廃止する。 

（公共下水道に関する経過措置） 

第三条 この法律（以下この条及び次条において「新法」という。）の施行前に市町村が旧法第

二条の規定による認可を受けて築造した又は築造中の下水道（以下「既設公共下水道」という。）

は、当該市町村が新法第四条の規定による事業計画の認可を受けて設置した又は設置中の公共

下水道とみなす。 

２ 新法第七条の規定は、既設公共下水道については、これを改築する場合を除き、適用しない。 

３ 新法の施行の際現に供用を開始している既設公共下水道については、旧法第三条の規定に基

き当該既設公共下水道により下水を排除すべき地域を新法第二条第六号に規定する排水区域

とみなす。 

４ 新法の施行の際現に処理を開始している終末処理場については、附則第六条の規定による改
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正前の建築基準法第三十一条第三項の規定により特定行政庁が指定した区域を新法第二条第

七号に規定する処理区域とみなす。 

５ 新法の施行の際現に既設公共下水道に関し、権原に基き、新法第二十四条第一項各号に規定

する施設又は工作物その他の物件を設けている者（工事中の者を含む。）は、従前と同様の条

件により、当該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。 

６ 新法の施行の際現に既設公共下水道の排水施設の暗渠
きよ

である構造の部分に関し、権原に基き、

施設又は工作物その他の物件を設けている者（工事中の者を含む。）については、新法第二十

四条第三項に規定する場合を除き、公共下水道管理者は、同項の規定にかかわらず、その権原

に基いてなお当該施設又は工作物その他の物件を設けることができるものとされている期間

に限り、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物その他の物件を設けさせることができ

る。 

（昭六二法八七・一部改正） 

（旧法に基く処分等に関する経過措置） 

第四条 新法の施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、

新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によ

つてしたものとみなす。 

（国の無利子貸付け等） 

第五条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第三十四条の規定により国がその費用について

補助することができる公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築で日本電信電話

株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十

二年法律第八十六号）第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、

予算の範囲内において、第三十四条の規定（この規定による国の補助の割合について、この規

定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。

以下同じ。）により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けること

ができる。 

２ 前項の国の貸付金の償還期間は、五年（二年以内の据置期間を含む。）以内で政令で定める

期間とする。 

３ 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他

償還に関し必要な事項は、政令で定める。 

４ 国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対

象である同項の設置又は改築について、第三十四条の規定による当該貸付金に相当する金額の

補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還

金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 

５ 地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第

三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合（政令で定める場合を

除く。）における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われ

たものとみなす。 
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（昭六二法八七・全改、平一四法一・一部改正） 

附 則 （昭和三七年九月一五日法律第一六一号） 抄 

１ この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 

２ この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行

前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法

律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて

生じた効力を妨げない。 

３ この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下

「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施

行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施

行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の

訴願等についても、同様とする。 

４ 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすること

ができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法に

よる不服申立てとみなす。 

５ 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立

ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 

６ この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をす

ることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政

不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 

８ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

９ 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （昭和四二年六月二一日法律第四〇号） 抄 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和四三年六月一五日法律第一〇一号） 抄 

この法律（第一条を除く。）は、新法の施行の日から施行する。 

（施行の日＝昭和四四年六月一四日） 

附 則 （昭和四四年六月三日法律第三八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十一条の規定は、

公布の日から施行する。 

附 則 （昭和四五年一二月二五日法律第一四一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

（昭和四六年政令第二〇二号で昭和四六年六月二四日から施行） 

（経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に新法の規定による流域下水道に該当する下水道を管理する都
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道府県は、遅滞なく、新法第二十五条の四第一項各号に掲げる事項を定めた事業計画を定め、

建設大臣に届け出なければならない。 

２ 前項の規定により届け出た事業計画が新法第二十五条の五に規定する基準に適合している

場合においては、当該届出に係る事業計画は、新法第二十五条の三第一項の認可を受けた事業

計画とみなす。 

第四条 この法律の施行の際現に処理区域内に存する建築物の所有者に対する新法第十一条の

三第一項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての第九条第二項において準

用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日」とあるのは、「下水道

法の一部を改正する法律（昭和四十五年法律第百四十一号）の施行の日」とする。 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

２ 附則第二条の規定による公共下水道に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適

用については、同条に規定する期間の経過後も、なお従前の例による。 

附 則 （昭和四六年五月三一日法律第八八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。 

附 則 （昭和四八年一〇月五日法律第一一一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

（昭和四九年政令第二九四号で昭和四九年九月一日から施行） 

附 則 （昭和四九年六月一日法律第七一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十二条の三、

第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附

則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで

及び附則第十三条から第二十四条までの規定（以下「特別区に関する改正規定」という。）は、

昭和五十年四月一日から施行する。 

（下水道法の一部改正に伴う経過措置） 

第十五条 前条の規定による改正後の下水道法第四十二条第二項の規定により特別区が処理す

るものとされる主として当該特別区の住民の用に供する下水道の設置、改築、修繕、維持その

他の管理に関する事務は、同項の協議において定める日までの間は、同項の規定にかかわらず、

従前の例により都が処理するものとする。 

２ 附則第五条第一項及び第二項の規定は、前条の規定による改正後の下水道法第四十二条第二

項の協議において定める日において同項の事務に専ら従事していると認められる都の職員に

ついて準用する。この場合において、附則第五条第一項中「特別区に関する改正規定の施行の

日の前日」とあるのは「下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第四十二条第二項の協議に

おいて定める日」と、「特別区に関する改正規定の施行の日以後」とあるのは「同日の翌日以

後」と読み替えるものとする。 



184 
 

附 則 （昭和五一年五月二五日法律第二九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条、次条及び附則第三条の規定は公布

の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（昭和五一年政令第三一九号で昭和五二年五月一日から施行） 

（下水道法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 第二条の規定の施行の際現に水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第二条

第二項に規定する特定施設（第二条の規定による改正後の下水道法（以下「新法」という。）

第十二条の二第一項の政令で定めるものを除き、以下単に「特定施設」という。）を設置して

いる者（設置の工事をしている者を含む。）が当該特定施設を設置している工場又は事業場か

ら公共下水道（終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接

続しているものに限る。次項において同じ。）又は流域下水道（終末処理場を設置しているも

のに限る。）に排除する下水については、第二条の規定の施行後六月間（当該特定施設が政令

で定める施設である場合にあつては、一年間）は、新法第十二条の二第一項及び第五項（新法

第二十五条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。）並びに第三十七条の三の規定

は適用せず、その者については、新法第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。た

だし、その者に適用されている他の法律又は地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の

水域又は海域に排除される汚水の水質につき新法第十二条の二第一項及び第五項に規定する

規制に相当するものがあるとき（当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。）

は、この限りでない。 

２ 第二条の規定の施行の際現に特定施設を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）

で当該特定施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するも

のは、同条の規定の施行の日から三十日以内に、新法第十二条の三第一項各号に掲げる事項を

公共下水道管理者に届け出なければならない。 

３ 前項の規定による届出をした者については、新法第十二条の三第三項の規定は、適用しない。 

４ 第二項の規定による届出をした者は、新法第十二条の四、第十二条の五（新法第十二条の四

の規定による届出に係る部分に限る。）及び第十二条の六（新法第十二条の四の規定による届

出に係る部分に限る。）から第十二条の九までの規定（これらの規定に係る罰則の規定を含む。）

の適用については、新法第十二条の三の規定による届出をした者とみなす。 

５ 前三項の規定は、流域下水道について準用する。 

６ 第二項（前項において準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を

した者は、十万円以下の罰金に処する。 

７ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、

同項の刑を科する。 

８ 第二条の規定の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされ

る事項に係る第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。 
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附 則 （昭和五九年四月二七日法律第一九号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（下水道法の一部改正に伴う経過措置） 

５ 施行日前に発生した下水道の災害の復旧については、前項の規定による改正後の下水道法第

三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 （昭和六二年九月四日法律第八七号） 

この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の

国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開

発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。 

附 則 （昭和六二年九月二六日法律第九七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。 

（昭和六二年政令第三六七号で昭和六三年三月一日から施行） 

附 則 （平成五年一一月一二日法律第八九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成六年一〇月一日） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十

三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する

手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係

る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処

分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当

規定により行われたものとみなす。 

（政令への委任） 

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措

置は、政令で定める。 

附 則 （平成五年一一月一九日法律第九二号） 抄 

この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成八年六月五日法律第五九号） 

（施行期日） 
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１ この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は公布の日から起算して

六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（平成八年政令第三二五号で平成八年一二月一日から施行） 

（罰則に関する経過措置） 

２ 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則 （平成一一年七月一六日法律第八七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定

（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）

に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係

る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る

部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第

八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、

第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条

第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 

公布の日 

（下水道法の一部改正に伴う経過措置） 

第百三十四条 施行日前に第四百二十四条の規定による改正前の下水道法（以下この条において

「旧下水道法」という。）第二条の二第四項の規定によりされた流域別下水道整備総合計画（第

四百二十四条の規定による改正後の下水道法（以下この条において「新下水道法」という。）

第二条の二第五項に規定する二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の

水域又は二以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部

についてのものに限る。以下この条において同じ。）の承認又はこの法律の施行の際現に旧下

水道法第二条の二第四項の規定によりされている流域別下水道整備総合計画の承認の申請は、

それぞれ新下水道法第二条の二第五項の規定によりされた流域別下水道整備総合計画の同意

又は協議の申出とみなす。 

２ 施行日前に旧下水道法第三十七条の規定によりされた命令は、新下水道法第三十七条第一項

の規定によりされた指示とみなす。 

（国等の事務） 

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行

前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、

他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）

は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体

の事務として処理するものとする。 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第百六十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び
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附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許

可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施

行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下

この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に

係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改

正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを

除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後の

それぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対

し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその

手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもの

のほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関

に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされて

いないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

（不服申立てに関する経過措置） 

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下

この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以

下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てに

ついては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、

行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる

行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 

２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、

当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第

九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

（手数料に関する経過措置） 

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を

含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令

に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、で

きる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及

び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、
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適宜、適切な見直しを行うものとする。 

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、

国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推

移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

（平成一一年政令第四三二号で平成一二年一月一五日から施行） 

―――――――――― 

○中央省庁等改革関係法施行法（平成一一法律一六〇）抄 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律（以下「改革関係法等」と総称する。）の施

行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又

は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革

関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承

認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 

２ 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届

出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係

法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他

の行為とみなす。 

３ 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の

手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされ

ていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、こ

れを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提

出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものと

みなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。 

（従前の例による処分等に関する経過措置） 

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、

許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対して

すべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法

等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応

じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものと

する。 

（罰則に関する経過措置） 

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。 

（政令への委任） 
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第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央

省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置（罰則に関

する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正す

る法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十

四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 

―――――――――― 

附 則 （平成一二年五月三一日法律第九一号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行

する。 

（施行の日＝平成一三年四月一日） 

附 則 （平成一四年二月八日法律第一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成一五年五月一六日法律第四三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第

二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

附 則 （平成一五年七月二四日法律第一二五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

一及び二 略 

三 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十

五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条ま

で及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超え

ない範囲内において政令で定める日 

（平成一六年政令第五八号で平成一六年四月一日から施行） 

附 則 （平成一七年四月二七日法律第三三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二十四条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃す
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る場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に

おいて、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

附 則 （平成一七年六月二二日法律第七〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

（平成一七年政令第三二六号で平成一七年一一月一日から施行） 

（流域別下水道整備総合計画に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行の日以後この法律による改正後の下水道法（以下「新法」という。）第

二条の二第一項の規定に基づき新法第二条の二第二項第五号の公共の水域又は海域ごとに流

域別下水道整備総合計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現にこの法律

による改正前の下水道法第二条の二第一項の規定に基づき当該公共の水域又は海域について

定められている流域別下水道整備総合計画を新法第二条の二第一項の規定に基づき定められ

た流域別下水道整備総合計画とみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法第十二条の九の規定の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成二三年五月二日法律第三七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

一 略 

二 第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十

六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条（道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に

限る。）、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第

七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第

三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条（構

造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第三十条第一項及び第二項の改正規定に

限る。）、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定 平成二十四年四

月一日 

（平二三法一二二・一部改正） 

（下水道法の一部改正に伴う経過措置） 

第十七条 第三十五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の下水道法（以下この条におい

て「旧下水道法」という。）第四条第一項又は第二十五条の三第一項（同条第四項において準

用する場合を含む。次項において同じ。）の認可を受けた事業計画は、第三十五条の規定によ
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る改正後の下水道法（以下この条において「新下水道法」という。）第四条第二項（同条第六

項において準用する場合を含む。次項において同じ。）又は第二十五条の三第二項（同条第七

項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定が適用される事業計画にあって

はそれぞれの規定による協議を行ったものと、新下水道法第四条第四項（同条第六項において

準用する場合を含む。次項において同じ。）又は第二十五条の三第五項（同条第七項において

準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定が適用される事業計画にあってはそれぞれ

の規定による届出をしたものとみなす。 

２ 第三十五条の規定の施行の際現に旧下水道法第四条第一項又は第二十五条の三第一項の規

定によりされている認可の申請は、新下水道法第四条第二項又は第二十五条の三第二項の規定

が適用される事業計画に係るものにあってはそれぞれの規定によりされた協議の申出と、新下

水道法第四条第四項又は第二十五条の三第五項の規定が適用される事業計画に係るものにあ

ってはそれぞれの規定によりされた届出とみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第二十三条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第二十四条 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施

行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成二三年六月二二日法律第七〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、

附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第百五号）の公布の日又はこの法律の公布の日の

いずれか遅い日から施行する。 

（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成二十三年法律第百五号）の公布の日＝平成二三年八月三〇日） 

附 則 （平成二三年八月三〇日法律第一〇五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

一 略 

二 第二条、第十条（構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。）、第十四条（地方自

治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法（昭和四十三年法律第

九十八号）の項、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の項、都市再開発法（昭和四十四

年法律第三十八号）の項、環境基本法（平成五年法律第九十一号）の項及び密集市街地にお

ける防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項並びに別表第二都

市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の項、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和

四十七年法律第六十六号）の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する
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特別措置法（昭和五十年法律第六十七号）の項、密集市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する

法律（平成十四年法律第七十八号）の項の改正規定に限る。）、第十七条から第十九条まで、

第二十二条（児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二

十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の

改正規定に限る。）、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第

三十四条（社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。）、第三

十五条、第三十七条、第三十八条（水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五

十条の二の改正規定を除く。）、第三十九条、第四十三条（職業能力開発促進法第十九条、

第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。）、第五十一条（感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。）、第五十四

条（障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。）、第六十五条（農地

法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。）、第八十七条

から第九十二条まで、第九十九条（道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に

限る。）、第百一条（土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。）、第百二条（道路整

備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規

定に限る。）、第百三条、第百五条（駐車場法第四条の改正規定を除く。）、第百七条、第

百八条、第百十五条（首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。）、

第百十六条（流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。）、第百十

八条（近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。）、

第百二十条（都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二ま

で、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三

十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。）、第百二十一条（都市再開発法第七条の四

から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条

の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。）、第百

二十五条（公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。）、第百二十八条（都

市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。）、第百三十一条（大都市地域におけ

る住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六

十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。）、第百四十二条（地方拠点都市地

域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二

十三条までの改正規定に限る。）、第百四十五条、第百四十六条（被災市街地復興特別措置

法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。）、第百四十九条（密集市街地における防災

街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百

九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十

八条の改正規定に限る。）、第百五十五条（都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規

定に限る。）、第百五十六条（マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正

規定を除く。）、第百五十七条、第百五十八条（景観法第五十七条の改正規定に限る。）、

第百六十条（地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
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第六条第五項の改正規定（「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。）

並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。）、第百六十二条（高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び

第五十六条の改正規定に限る。）、第百六十五条（地域における歴史的風致の維持及び向上

に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。）、第百六十九条、第百七十一

条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。）、第百七十四条、

第百七十八条、第百八十二条（環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。）

及び第百八十七条（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第

二十八条第九項の改正規定（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。）、

同法第二十九条第四項の改正規定（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除

く。）並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。）の規定並びに附則第十三

条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から

第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及

び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、

第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項

から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、

第八十三条、第八十七条（地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除

く。）、第八十九条、第九十条、第九十二条（高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限

る。）、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条（地域

における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律

（平成二十二年法律第七十二号）第四条第八項の改正規定に限る。）、第百十九条、第百二

十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日 

（平二三法七〇・平二三法一二二・一部改正） 

（下水道法の一部改正に伴う経過措置） 

第五十二条 第百七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規

定による改正後の下水道法第七条第二項、第二十一条第二項又は第二十八条第二項の規定に基

づく条例が制定施行されるまでの間は、同法第七条第二項の政令で定める基準は同項の条例で

定める技術上の基準と、同法第二十一条第二項の政令で定めるところは同項の条例で定めると

ころと、同法第二十八条第二項の政令で定める基準は同項の条例で定める技術上の基準とみな

す。 

（罰則に関する経過措置） 

第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条におい

て同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場

合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関

する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二三年一二月一四日法律第一二二号） 抄 
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（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成二八年四月一日） 

（経過措置の原則） 

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行

前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不

作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

（訴訟に関する経過措置） 

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その

他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立て

を提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが

他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないと

される場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起す

べき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。 

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規

定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴え

を提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例

による。 

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の

施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例

によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置

（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二七年五月二〇日法律第二二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、第三条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範

囲内において政令で定める日から施行する。 
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（平成二七年政令第二七二号で、本文に係る部分は、平成二七年七月一九日から施行） 

（平成二七年政令第三八三号で、ただし書に係る部分は、平成二七年一一月一九日から

施行） 

（下水道法の一部改正に伴う経過措置） 

第三条 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の下水道法（次項において「第三

条改正前下水道法」という。）第四条第一項の規定により定められている事業計画については、

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三年を経過する日（その日までに

第三条の規定による改正後の下水道法（次項において「新下水道法」という。）第四条第六項

において準用する同条第一項の規定により変更されたときは、その変更された日）までの間は、

なお従前の例による。 

２ 第三条の規定の施行の際現に第三条改正前下水道法第二十五条の十一第一項の規定により

定められている事業計画については、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算

して三年を経過する日（その日までに新下水道法第二十五条の十一第七項において準用する同

条第一項の規定により変更されたときは、その変更された日）までの間は、なお従前の例によ

る。 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （令和三年五月一〇日法律第三一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（令和三年政令第二九五号で令和三年一一月一日から施行） 

一 附則第三条の規定 公布の日 

二 第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条

の三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規

定（「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。）及び同法第三十

一条の改正規定、第六条の規定（同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除

く。）、第七条の規定（同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。）並

びに第八条、第十条及び第十一条の規定並びに附則第五条（地方自治法（昭和二十二年法律

第六十七号）別表第一河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）の項第一号の改正規定に限

る。）、第六条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十八条の規定 公布

の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 

（令和三年政令第二〇四号で令和三年七月一五日から施行） 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措

置を含む。）は、政令で定める。 
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（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律

の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その

結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和四年五月二〇日法律第四四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条及び第七条から第九条までの規定並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日 

（下水道法の一部改正に伴う経過措置） 

第四条 この法律の施行の際現に第十二条の規定による改正前の下水道法第二条の二第七項（同

条第九項において準用する場合を含む。）の規定によりされている国土交通大臣への協議の申

出は、第十二条の規定による改正後の下水道法第二条の二第十項（同条第十二項において準用

する場合を含む。）の規定によりされた国土交通大臣への届出とみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置

は、政令で定める。 

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和四法律六八）抄 

（経過措置の政令への委任） 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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○郡山市下水道条例 

昭和45年３月25日 

郡山市条例第34号 

改正 令和２年９月18日郡山市条例第45号 

郡山市下水道条例（昭和40年郡山市条例第87号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、下水道法（昭和33年法律第79号。以下「法」という。）その他法令に定

めるもののほか、本市の公共下水道及び都市下水路の設置及び管理の基準等について必要な事

項を定めるものとする。 

（平11条例30・平24条例85・一部改正） 

第２条 削除 

（昭63条例44） 

（用語の定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 下水 法第２条第１号に規定する下水をいう。 

(2) 汚水 法第２条第１号に規定する汚水をいう。 

(3) 公共下水道 法第２条第３号に規定する公共下水道をいう。 

(4) 都市下水路 法第２条第５号に規定する都市下水路をいう。 

(5) 終末処理場 法第２条第６号に規定する終末処理場をいう。 

(6) 排水区域 法第２条第７号に規定する排水区域をいう。 

(7) 処理区域 法第２条第８号に規定する処理区域をいう。 

(8) 排水設備 法第10条第１項に規定する排水設備（屋内の配水管、これに固着する洗面器並

びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。）をいう。 

(9) 除害施設 法第12条第１項に規定する除害施設をいう。 

(10) 特定事業場 法第12条の２第１項に規定する特定事業場をいう。 

(11) 排水設備義務者 法第10条第１項の規定により排水設備を設置しなければならない者

をいう。 

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。 

(13) 水道及び給水装置 水道法（昭和32年法律第177号）第３条第１項に規定する水道及び

同条第９項に規定する給水装置をいう。 

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね１箇月の期間をいい、その始期

及び終期は、規程で定める。 

(15) 特別使用 排水区域外から本市の公共下水道へ汚水を排除することをいう。 

(16) 特別使用受益者 第21条第４項の規定により公告された土地に係る特別使用の許可を

受けた者をいう。 

(17) 協力金 公共下水道事業のうち郡山市公共下水道事業、郡山市流域関連公共下水道事業

及び郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業（この号においてこれらを「区域内事業」とい
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う。）によらないものであって、区域内事業に係る排水区域外からの汚水の流入に要する費

用の一部に充てるため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第224条の規定に基づき、特

別使用受益者から徴収する分担金をいう。 

（昭63条例44・全改、平６条例15・平20条例50・平28条例70・平29条例14・一

部改正） 

（排水設備の接続方法等） 

第４条 排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おうとするときは、次

に定めるところによらなければならない。 

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその

他の排水施設（法第11条第１項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者

の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における当該排水設備を含む。以

下「公共ます等」という。）に固着させること。ただし、規程で定める場合で、上下水道事

業管理者の許可を受けたときは、この限りでない。 

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水

設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあって

は公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。ただし、規程で定める場合で、上

下水道事業管理者の許可を受けたときは、この限りでない。 

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施

設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるところによること。 

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、上下水道事業管理者が特別の理由がある

と認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の

左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下

能力のあるものとすること。ただし、１の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排

水管で延長が３メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。 

排水人口（単位 人） 排水管の内径（単位 ミリメートル）及び勾配 

150未満 100以上（勾配100分の２以上） 

150以上300未満 125以上（勾配100分の1.7以上） 

300以上500未満 150以上（勾配100分の1.5以上） 

500以上 200以上（勾配100分の1.2以上） 

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、上下水道事業管理者が特

別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断

面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同

程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、１の敷地から排除される雨水又は雨水

を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が３メートル以下のものの内径は、75ミリメ

ートル以上とすることができる。 
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排水面積（単位 平方メートル） 排水管の内径（単位 ミリメートル）及び勾配 

200未満 100以上（勾配100分の２以上） 

200以上400未満 125以上（勾配100分の1.7以上） 

400以上600未満 150以上（勾配100分の1.5以上） 

600以上1,000未満 180以上（勾配100分の1.3以上） 

1,000以上1,500未満 200以上（勾配100分の1.2以上） 

1,500以上 230以上（勾配100分の１以上） 

（昭63条例44・平11条例30・平20条例50・平27条例66・平28条例70・一部改正） 

（公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等） 

第５条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設（排水設備及び法第24条第１項の

規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において

同じ。）の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。 

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきもの

に流入させるように設けること。 

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。 

(3) 陶器、コンクリート、塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度

のものとする措置がとられていること。 

（平11条例30・一部改正） 

（排水設備等の計画の確認） 

第６条 排水設備又はこれらに接続する除害施設（以下「排水設備等」という。）の新設等を行

おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適

合するものであることについて、上下水道事業管理者の確認を受けなければならない。ただし、

上下水道事業管理者が定める軽微な工事については、この限りでない。 

２ 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときは、同項の規定による確認を受

けなければならない。 

（昭63条例44・平28条例70・一部改正） 

（排水設備等の工事の施工） 

第７条 排水設備等の新設等の工事は、上下水道事業管理者が指定した郡山市下水道工事指定店

（以下「工事指定店」という。）により行わなければならない。 

（平11条例30・平12条例30・平28条例70・一部改正） 

（排水設備等の工事の検査） 

第８条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から５日以内にその旨を上下

水道事業管理者に届け出て検査を受けなければならない。 

（平11条例30・平28条例70・一部改正） 

（特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準） 

第９条 特定事業場から下水を排除して公共下水道（終末処理場を設置しているもの又は終末処

理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。第９条の３において同じ。）を使

用する者は、法第12条の２第３項及び第５項の規定により、次に定める基準に適合しない水質
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の下水を排除してはならない。 

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 １リットルにつき380ミリグラ

ム未満 

(2) 水質イオン濃度 水素指数５を超え９未満 

(3) 生物化学的酸素要求量 １リットルにつき５日間に600ミリグラム未満 

(4) 浮遊物質量 １リットルにつき600ミリグラム未満 

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

ア 鉱油類含有量 １リットルにつき５ミリグラム以下 

イ 動植物油脂類含有量 １リットルにつき30ミリグラム以下 

２ 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域（湖沼を除く。）に直接排除され

たとした場合においては、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）の規定による環境省令

により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質の基準より緩

やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同

項の規定にかかわらず、当該緩やかな水質の排水基準とする。 

（昭53条例21・全改、昭63条例44・平６条例15・平11条例30・平12条例46・平

14条例18・平20条例50・一部改正） 

（除害施設の設置等） 

第９条の２ 法第12条第１項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水（水洗便所

から排除される汚水を除く。）を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設

け、又は必要な措置をしなければならない。 

(1) 温度 45度未満 

(2) 水素イオン濃度 水素指数５を超え９未満 

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

ア 鉱油類含有量 １リットルにつき５ミリグラム以下 

イ 動植物油脂類含有量 １リットルにつき30ミリグラム以下 

(4) よう素消費量 １リットルにつき220ミリグラム未満 

２ 前項の規定は、１日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用し

ない。 

（昭53条例21・追加、昭63条例44・平20条例50・一部改正） 

第９条の３ 法第12条の11第１項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水（水

洗便所から排除される汚水及び法第12条の２第１項又は第５項の規定により公共下水道に排

除してはならないこととされるものを除く。）を継続して排除して公共下水道を使用する者は、

除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。 

(1) カドミウム及びその化合物 １リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下 

(2) シアン化合物 １リットルにつきシアン0.5ミリグラム以下 

(3) 有機燐化合物 １リットルにつき１ミリグラム以下 

(4) 鉛及びその化合物 １リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下 

(5) 六価クロム化合物 １リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下 
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(6) ひ素及びその化合物 １リットルにつきひ素0.1ミリグラム以下 

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 １リットルにつき水銀0.005ミリグラム以

下 

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと 

(9) ポリ塩化ビフェニル １リットルにつき0.003ミリグラム以下 

(10) トリクロロエチレン １リットルにつき0.1ミリグラム以下 

(11) テトラクロロエチレン １リットルにつき0.1ミリグラム以下 

(12) ジクロロメタン １リットルにつき0.2ミリグラム以下 

(13) 四塩化炭素 １リットルにつき0.02ミリグラム以下 

(14) １，２―ジクロロエタン １リットルにつき0.04ミリグラム以下 

(15) １，１―ジクロロエチレン １リットルにつき１ミリグラム以下 

(16) シス―１，２―ジクロロエチレン １リットルにつき0.4ミリグラム以下 

(17) １，１，１―トリクロロエタン １リットルにつき３ミリグラム以下 

(18) １，１，２―トリクロロエタン １リットルにつき0.06ミリグラム以下 

(19) １，３―ジクロロプロペン １リットルにつき0.02ミリグラム以下 

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム） １リットルにつき0.06ミリグラ

ム以下 

(21) ２―クロロ―４，６―ビス（エチルアミノ）―s―トリアジン（別名シマジン） １リッ

トルにつき0.03ミリグラム以下 

(22) S―４―クロロベンジル＝N・N―ジエチルチオカルバマート（別名チオベンカルブ） １

リットルにつき0.2ミリグラム以下 

(23) ベンゼン １リットルにつき0.1ミリグラム以下 

(24) セレン及びその化合物 １リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下 

(25) ほう素及びその化合物 １リットルにつきほう素10ミリグラム以下 

(26) ふつ素及びその化合物 １リットルにつきふつ素８ミリグラム以下 

(27) １，４―ジオキサン １リットルにつき0.5ミリグラム以下 

(28) フェノール類 １リットルにつき１ミリグラム以下 

(29) 銅及びその化合物 １リットルにつき銅２ミリグラム以下 

(30) 亜鉛及びその化合物 １リットルにつき亜鉛２ミリグラム以下 

(31) 鉄及びその化合物（溶解性） １リットルにつき鉄10ミリグラム以下 

(32) マンガン及びその化合物（溶解性） １リットルにつきマンガン10ミリグラム以下 

(33) クロム及びその化合物 １リットルにつきクロム２ミリグラム以下 

(34) ダイオキシン類 １リットルにつき10ピコグラム以下 

(35) 温度 45度未満 

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 １リットルにつき380ミリグ

ラム未満 

(37) 水素イオン濃度 水素指数５を超え９未満 

(38) 生物化学的酸素要求量 １リットルにつき５日間に600ミリグラム未満 
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(39) 浮遊物質量 １リットルにつき600ミリグラム未満 

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

ア 鉱油類含有量 １リットルにつき５ミリグラム以下 

イ 動植物油脂類含有量 １リットルにつき30ミリグラム以下 

（昭53条例21・追加、昭63条例44・平６条例15・平11条例30・平12条例30・平

14条例18・平20条例50・平24条例11・平24条例55・平27条例８・平27条例79・

一部改正） 

（し尿の排除の制限） 

第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。 

（使用開始等の届出義務） 

第11条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止してい

るその使用を再開したときは、遅滞なく上下水道事業管理者に届け出なければならない。ただ

し、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。 

（昭53条例21・平11条例30・平28条例70・一部改正） 

（使用料の徴収） 

第12条 上下水道事業管理者は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。 

２ 使用料は、水道料金の徴収方法により徴収する。ただし、上下水道事業管理者が特に必要と

認めたときは、別にその徴収方法を定めることができる。 

（昭61条例48・平28条例70・一部改正） 

（使用料） 

第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めると

ころにより算定した額とする。 

汚水の種類 基本使用料 超過使用料 

汚水量 １立方メートルにつき 

一般汚水 10立方メートルまで

1,306円 

11立方メートルから20立方メートルまで 176円 

21立方メートルから50立方メートルまで 203円 

51立方メートルから100立方メートルまで 230円 

101立方メートルから200立方メートルまで 263円 

201立方メートルから500立方メートルまで 291円 

501立方メートル以上 318円 

公衆浴場汚水 10立方メートルまで

946円 

11立方メートル以上 66円 

備考 

(1) 公衆浴場汚水 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和32年厚生 省令第38号）の規定によ

り統制額の指定を受けた公衆浴場から排除される汚水 

(2) 一般汚水 前号以外の汚水 

（平16条例32・全改、平26条例16・令元条例５・一部改正） 

 



204 
 

（汚水排出量の算定） 

第13条の２ 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。 

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、２以上の使用者が給水装置を

共同で使用している場合において、それぞれの使用者が使用水量を確知することができない

ときは、それぞれの使用者の使用態様を考慮して上下水道事業管理者が認定する。 

(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、使用者の使用態様を考慮して上下水道事業

管理者が認定する。 

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水については第１号の規定により、水道

水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した量を合算した量とする。 

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に

排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道

に排除した汚水の量及び算出した根拠を記載した申告書を上下水道事業管理者に提出しな

ければならない。この場合においては、前２号の規定にかかわらず、上下水道事業管理者は、

その申告書に記載された事項を考慮してその使用者の排除した汚水の量を認定する。 

（昭61条例48・追加、平11条例30・平28条例70・一部改正） 

（使用料の算定） 

第13条の３ 使用料は、次に定めるところにより算定する。 

(1) 水道水を使用した場合は、毎月指定された日に計量した使用水量に基づき計量日の属する

月分の使用料を算定する。 

(2) 前号の規定にかかわらず、上下水道事業管理者が必要と認めたときは、隔月の指定された

日に計量した使用水量に基づき計量日の属する月分及び前月分の使用料を算定することが

できる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。 

(3) 水道水以外の水を使用した場合は、前条第２号の規定により算出した使用水量に基づき使

用月分の使用料を算定する。 

(4) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、前条第３号の規定により算出した使用水量に

基づき使用月分の使用料を算定する。 

(5) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に

排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者から汚水量の認定に係る申告があった

場合は、前条第４号の規定により算出した使用水量に基づき使用月分の使用料を算定する。 

２ 使用月において公共下水道の使用の開始、再開、休止又は廃止の届出があった場合の基本使

用料は、１箇月分として算定する。ただし、当該使用月の使用日数が15日以内の場合の基本使

用料は、１箇月分の２分の１の額とする。 

３ 上下水道事業管理者は、水道水を使用する場合において、郡山市水道事業給水条例（昭和41

年郡山市条例第21号）第27条の２の規定の適用を受ける集合住宅における使用者の使用料に

ついては、排除した汚水の量を各世帯それぞれ均等とみなして配分し、使用料を算定すること

ができる。 

４ 前項に規定する使用料の算定の適用を受けようとする者は、上下水道事業管理者の許可を受

けなければならない。 
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（平16条例32・追加、平28条例70・一部改正） 

（公共下水道の一時使用） 

第14条 土木建築工事等による排水その他により公共下水道を一時的に使用しようとする者は、

上下水道事業管理者の許可を受けなければならない。 

（平28条例70・一部改正） 

（使用料の減免） 

第15条 上下水道事業管理者は、天災その他特別の理由があると認めた者については、使用料の

減免をすることができる。 

（平28条例70・一部改正） 

（資料の提出） 

第16条 上下水道事業管理者は、使用料を算出するため、使用者から必要な資料の提出を求める

ことができる。 

（平28条例70・一部改正） 

（行為の許可） 

第17条 法第24条第１項及び法第29条第１項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げ

る図面を添付して、上下水道事業管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の

変更をしようとするときも同様とする。 

(1) 施設又は工作物その他の物件（排水設備を除く。以下「物件」という。）を設ける場所を

表示した平面図 

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面 

（平11条例30・平28条例70・一部改正） 

（許可を要しない軽微な変更） 

第18条 法第24条第１項及び法第29条第１項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道及び都

市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の、前条の許可を受

けて設けた物件（地上に存する部分に限る。）に対する添加であって、その物件を設ける目的

に附随して行うものとする。 

（平11条例30・一部改正） 

（占用） 

第19条 公共下水道又は都市下水路の敷地若しくは排水施設に物件を設け、占用しようとする者

は、占用許可申請書を提出して上下水道事業管理者の許可を受けなければならない。ただし、

第17条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。 

２ 上下水道事業管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、同項

の占用の許可を受けた物件（以下「占用物件」という。）で次に掲げるものについては、この

限りでない。 

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件 

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件 

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る

占用物件 
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(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第２条第１項に規

定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件 

３ 前項の占用料については、郡山市道路占用料徴収条例（昭和47年郡山市条例第42号）の規

定を準用する。 

（平11条例30・平19条例37・平20条例50・平28条例70・平29条例14・一部改正） 

（原状回復） 

第20条 前条第１項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる

期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、

公共下水道及び都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、上下水道事業管理者が

その必要がないと認めたときは、この限りでない。 

２ 上下水道事業管理者は、前項の規定による原状回復について必要な指示をすることができる。 

（平28条例70・一部改正） 

（準用） 

第20条の２ 第４条から第８条まで及び第11条の規定は、都市下水路について準用する。この

場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは、「都市下水路」と読み替えるもの

とする。 

（特別使用） 

第21条 排水区域外の者のうち、特別使用の申請をすることができるものは、本市の公共下水道

へ汚水を排除しようとする土地の所有者とする。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは

賃貸借による権利（一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権

利を除く。以下「地上権等」という。）の目的になっている土地については、それぞれ地上権

者、質権者又は使用者若しくは賃貸人（以下「地上権者等」という。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、排水区域外の者のうち、次に掲げるものは、規則に定める書類を

添えて、特別使用の申請をすることができる。 

(1) 当該土地に係る地上権者等が所有者と協議を行い、当該土地の所有者を特別使用の申請を

する者として定めた場合の所有者 

(2) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第12項に規定する開発行為をしようとする

者（当該土地の所有者又は地上権者等を除く。） 

(3) 前２号に掲げる者のほか、上下水道事業管理者が特に必要と認める者 

３ 上下水道事業管理者は、排水区域外の者に対して、公共下水道の管理上支障がないと認めた

ときは、特別使用を許可することができる。 

４ 上下水道事業管理者は、前項の規定により特別使用を許可した場合は、当該許可の対象とな

る土地をもって次条に定める協力金を賦課する土地と定め、遅滞なくその旨を公告しなければ

ならない。これを変更したときも、同様とする。 

（平29条例14・全改） 

（協力金） 

第21条の２ 特別使用受益者は、協力金を納付しなければならない。 

２ 協力金の額は、特別使用の許可に係る公共下水道が、都市計画事業によるものであるときは
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県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例（昭和46年郡山市条例第26号）に規定

する負担金（以下「受益者負担金」という。）、都市計画事業以外の事業によるものであると

きは郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例（平成14年郡山市条例

第19号）に規定する分担金（以下「受益者分担金」という。）の例により算出した額とする。 

３ 特別使用の許可に係る土地に受益者負担金又は受益者分担金が賦課されることとなったと

きは、既納の協力金は、当該土地に係る受益者負担金又は受益者分担金とみなす。 

４ 上下水道事業管理者は、第２項の規定により協力金の額を定めたときは、遅滞なく、当該協

力金の額、納期限等を特別使用受益者に通知しなければならない。 

５ 協力金は、一括して徴収するものとする。ただし、特別使用受益者の申出により５年に分割

して徴収することができる。 

６ 前項ただし書の規定により協力金を分割して徴収することとして算定した場合の各納期の

額が1,000円未満になるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、その分割はできないもの

とする。 

７ 第５項ただし書の規定に基づき協力金を分割して徴収することとなった場合の協力金は、特

別使用受益者の申出によりその残額を一括納付することができる。 

８ 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地に係る特別使用受益者については、協力金

を徴収しないものとする。 

９ 上下水道事業管理者は、特別使用受益者のうち次の各号のいずれかに該当するものについて

は、その協力金を減免することができる。 

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る特別使用受

益者 

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る特別使用受益者 

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る特別使用受益者 

(4) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる特別使

用受益者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に協力金を減免する必要があると認められ

る土地に係る特別使用受益者 

10 前項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による協力金の減免を受けようとす

る特別使用受益者は、納期限前７日までに、次に掲げる書類を添えて上下水道事業管理者に申

請し、その決定を受けなければならない。 

(1) 前項第１号から第３号までの規定の適用を受けようとする特別使用受益者にあっては、用

途別明細書 

(2) 前項第４号の規定の適用を受けようとする特別使用受益者にあっては、福祉事務所長又は

民生委員が証明する書類その他必要な書類 

11 前項の規定により協力金の減免の決定を受けた特別使用受益者は、その理由がなくなったと

きは、直ちにその旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。 

12 上下水道事業管理者は、前項の規定による届出があったとき、又はその届出をなすべき事実

が客観的事由により判明したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る協力金の減免の
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決定を変更し、又は取り消すことができる。 

13 前条第４項の規定による公告の日後、特別使用受益者の変更があった場合において、当該変

更に係る当事者の一方又は双方がその旨を上下水道事業管理者に届け出たときは、新たに特別

使用受益者となった者は、従前の特別使用受益者の地位を承継するものとする。ただし、第２

項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、

従前の特別使用受益者が納付するものとする。 

14 上下水道事業管理者は、第４項の納期限までに協力金を納付しない者に対して督促した場合

においては、当該協力金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年

14.5パーセント（当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.25パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。た

だし、上下水道事業管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、延滞金の全部又

は一部を免除することができる。 

15 前項本文の場合において、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額

が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

16 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる協力金の額に1,000円未満の

端数があるとき、又はその協力金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその

全額を切り捨てる。 

（平14条例18・追加、平29条例14・一部改正） 

（特別使用に係る工事） 

第21条の３ 特別使用の許可に係る工事は、特別使用者が施工しなければならない。ただし、特

別使用者は、上下水道事業管理者が特に認める事由があるときは、上下水道事業管理者に当該

工事を行うよう求めることができる。 

（平14条例18・追加、平28条例70・平29条例14・一部改正） 

（指定の申請） 

第21条の４ 工事指定店の指定を受けようとする者は、規程で定めるところにより、上下水道事

業管理者に申請しなければならない。 

（平12条例30・追加、平14条例18・旧第21条の２繰下、平28条例70・一部改正） 

（工事指定店の指定） 

第21条の５ 上下水道事業管理者は、前条の規定により申請した者が次の各号のいずれにも適合

していると認めるときは、工事指定店の指定をするものとする。 

(1) 市内に営業所を有すること。 

(2) 専属の下水道排水設備工事責任技術者（公益財団法人福島県下水道公社が排水設備工事の

設計及び施工に関して技能を有する者として認め、登録した者をいう。）を１人以上有する

こと。 

(3) 排水設備工事に必要な設備及び器材を備え、従業員を常置していること。 

２ 上下水道事業管理者は、前項の規定により工事指定店を指定したときは、これを登録し、認

可証を交付する。 

３ 工事指定店の指定を受けた者は、前項の認可証の交付を受けたときは、工事指定店である旨
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を表示する標示板を営業所外部の見やすい所に掲げなければならない。 

（平12条例30・追加、平14条例18・旧第21条の３繰下、平24条例43・平28条例

70・一部改正） 

（工事指定店の有効期間） 

第21条の６ 工事指定店の指定は、当該指定を受けた日から５年ごとに継続の指定を受けなけれ

ば、その期間の経過によって、その効力を失う。ただし、上下水道事業管理者が必要と認める

ときは、その期間を５年未満に短縮することができる。 

（平12条例30・追加、平14条例18・旧第21条の４繰下、平16条例32・平28条例

70・一部改正） 

（継続指定の申請） 

第21条の７ 前条の有効期間の満了後引き続いて工事指定店の指定を受けようとする者は、当該

有効期間の満了の日の２箇月前までに、規程で定めるところにより、上下水道事業管理者に申

請しなければならない。 

（平12条例30・追加、平14条例18・旧第21条の５繰下、平28条例70・一部改正） 

（手数料） 

第21条の８ 第21条の４又は前条の規定により工事指定店の指定を受けようとする者は、指定

の申請の際に、次の各号に掲げる指定の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しな

ければならない。 

(1) 工事指定店の指定 １件につき15,000円 

(2) 工事指定店の継続指定 １件につき15,000円 

２ 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。 

（平16条例32・追加） 

（指定の停止又は取消し） 

第21条の９ 上下水道事業管理者は、工事指定店の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当

するときは、当該指定を取り消し、又は期間を定めて停止することができる。 

(1) この条例又はこれに基づく規程に違反したとき。 

(2) 第21条の５第１項に規定する要件を欠いたとき。 

２ 前項の規定による指定の停止又は取消しの基準については、上下水道事業管理者が別に定め

る。 

（平12条例30・追加、平14条例18・旧第21条の６繰下、平16条例32・旧第21条

の８繰下・一部改正、平28条例70・一部改正） 

（排水施設及び処理施設に共通する構造の基準） 

第22条 公共下水道の排水施設及び処理施設（これを補完する施設を含む。第24条において同

じ。）に共通する構造の基準は、次のとおりとする。 

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。 

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のも

のとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管そ

の他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 
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(3) 屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものと

して規程で定めるものを除く。）にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、

及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。 

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食し

にくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。 

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置そ

の他の規程で定める措置が講ぜられていること。 

（平24条例85・追加、平28条例70・一部改正） 

（排水施設の構造の基準） 

第23条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。 

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、

計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。 

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水

勢を緩和する措置が講ぜられていること。 

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇

所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。 

(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管き

ょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。 

(5) ます又はマンホールには、蓋（汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉す

ることができる蓋）を設けること。 

（平24条例85・追加、平28条例70・一部改正） 

（処理施設の構造の基準） 

第24条 第22条に定めるもののほか、処理施設（終末処理場であるものに限る。第２号におい

て同じ。）の構造の基準は、次のとおりとする。 

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。 

(2) 汚泥処理施設（汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。）は、汚泥の処理に伴う排気、

排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で

定める措置が講ぜられていること。 

（平24条例85・追加、平28条例70・一部改正） 

（適用除外） 

第25条 前３条の規定は、次に掲げる公共下水道については適用しない。 

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道 

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道 

（平24条例85・追加） 

（終末処理場の維持管理の基準） 

第26条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。 

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエ

アレーションを調節すること。 
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(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。 

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、

ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。 

(4) 前３号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。 

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。 

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環

境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。 

（平24条例85・追加、平28条例70・一部改正） 

（都市下水路の構造の基準） 

第27条 第22条、第23条及び第25条の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。 

（平24条例85・追加） 

（都市下水路の維持管理の基準） 

第28条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。 

(1) しゅんせつは、１年に１回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分について

は、この限りでない。 

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、１月に１回以上行うこと。 

（平24条例85・追加） 

（手数料） 

第28条の２ 手数料を徴収する事務、手数料の金額等は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 各種証明 １件当たり250円 

(2) 公簿又は図面の閲覧又は縦覧 公簿１冊又は図面１葉当たり250円 

２ 前項第２号の公簿又は図面の閲覧又は縦覧のうち次に掲げるものに係る手数料は、徴収しな

い。 

(1) 公共下水道台帳の閲覧 

(2) 法第９条の図面の閲覧 

(3) 下水道受益者負担金賦課区域図の閲覧 

３ 第１項の手数料の納付及び不返還並びに各種証明の郵送による交付については、郡山市手数

料条例（平成11年郡山市条例第46号）第３条第１項、第４条及び第10条の規定を準用する。 

（平28条例70・追加） 

（手数料の免除） 

第28条の３ 上下水道事業管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条第１

項に定める手数料を免除することができる。 

（平28条例70・追加） 

（罰則） 

第29条 次の各号の一に該当する者は、５万円以下の過料に処する。 

(1) 第４条又は第５条の規定に違反し、排水設備等の工事を実施した者 

(2) 第６条に規定する確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者 

(3) 第７条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者 
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(4) 排水設備等の新設等を行って第８条に規定する届出を期間内に行わなかった者 

(5) 第９条の２、第９条の３又は第10条の規定に違反した者 

(6) 第11条の規定による届出を怠った者 

(7) 第16条の規定による資料の提出を求められたときにこれを拒み、又は怠った者 

(8) 第17条に規定する許可を受けないで法第24条第１項又は法第29条第１項に規定する行

為をした者 

(9) 第19条第１項の許可を受けないで占用した者又は第20条第２項に規定する指示に従わな

かった者 

（昭53条例21・平６条例47・平11条例30・一部改正、平24条例85・旧第22条繰

下） 

第30条 偽りその他不正な手段によって使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れ

た金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、５万円と

する。）以下の過料に処する。 

（平11条例41・一部改正、平24条例85・旧第23条繰下） 

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の

業務に関して前２条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対

し、前２条の過料を科する。 

（平11条例41・一部改正、平24条例85・旧第24条繰下） 

（委任） 

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。 

（平11条例30・一部改正、平24条例85・旧第25条繰下、平28条例70・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（平29条例14・旧附則・一部改正） 

（経過措置） 

２ 当分の間、第21条の２第14項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パ

ーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租

税特別措置法（昭和32年法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年7.25パーセン

トの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはそ

の年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パ

ーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合

（当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割

合）とする。 

（平29条例14・追加、令２条例45・一部改正） 

附 則（昭和47年郡山市条例第44号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年４月分として徴収する使用料から適用する。 



213 
 

附 則（昭和53年郡山市条例第21号） 

この条例は、昭和53年４月１日から施行する。 

附 則（昭和57年郡山市条例第17号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年６月分として徴収する使用料から適用する。 

附 則（昭和61年郡山市条例第48号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和62年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の郡山市下水道条例（以下「改正後の条例」という。）第13条の規定

は、使用月の始期がこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日である使用月に

係る使用料について適用し、使用月の始期が施行前の日である使用月に係る使用料については、

なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第13条の表の規定にかかわらず、施行日以後最初に開始する使用月から、昭和

63年３月31日の属する使用月までの使用料については附則別表に定める額とする。 

附則別表 

汚水の種類 基本使用料 超過使用料 

汚水量 １立方メートルにつき 

一般汚水 10立方メートルまで436円 11立方メートルから20立方メートルまで 52円 

21立方メートルから50立方メートルまで 60円 

51立方メートルから100立方メートルまで 68円 

101立方メートルから200立方メートルま

で 

76円 

201立方メートルから500立方メートルま

で 

84円 

501立方メートル以上 92円 

公衆浴場汚水 10立方メートルまで397円 11立方メートル以上 24円 

附 則（昭和63年郡山市条例第44号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和64年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の郡山市下水道条例第13条の規定は、使用月の始期がこの条例の施行

の日（以下「施行日」という。）以後の日である使用月に係る使用料について適用し、使用月

の始期が施行日前の日である使用月に係る使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成元年郡山市条例第34号） 

この条例は、平成元年７月１日から施行し、平成元年８月分として徴収する使用料から適用す

る。 

附 則（平成３年郡山市条例第39号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の郡山市下水道条例第13条の規定は、平成４年６月分として徴収する

使用料から適用する。 

附 則（平成６年郡山市条例第15号） 

この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年郡山市条例第47号） 

１ この条例は、平成７年４月１日から施行する。ただし、第11条の２を削る改正規定は公布の

日から、第22条の改正規定は平成７年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の郡山市下水道条例第13条の規定は、平成７年６月分として徴収する

使用料から適用する。 

附 則（平成９年郡山市条例第15号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

（郡山市下水道条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 第７条の規定による改正後の郡山市下水道条例第13条の規定は、平成９年６月以後の月分と

して徴収する使用料について適用する。 

附 則（平成11年郡山市条例第30号） 

１ この条例は、平成11年10月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第13条の規定は、平成11年12月以後の月分として徴収する使用料

について適用する。 

附 則（平成11年郡山市条例第41号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（郡山市下水道条例の一部改正に伴う経過措置） 

９ 第20条の規定による改正後の郡山市下水道条例第23条の規定は、使用料又は占用料の徴収

を免れた者で、この条例の施行の日以後に当該徴収を免れるために偽りその他不正な手段を用

いたものについて適用する。 

附 則（平成12年郡山市条例第30号） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に改正前の郡山市下水道条例第７条の規定による工事指定店の指定

を受けている者は、この条例の施行の日から当該指定の有効期間の満了の日までは、改正後の

郡山市下水道条例の規定による郡山市下水道工事指定店の指定を受けた者とみなす。 

附 則（平成12年郡山市条例第46号） 

この条例は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則（平成14年郡山市条例第18号） 

この条例は、平成14年４月１日から施行する。 



215 
 

附 則（平成16年郡山市条例第32号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第13条の規定は、平成17年６月以後の月分として徴収する使用料

について適用する。 

３ この条例の施行の日前に郡山市水道事業給水条例（昭和41年郡山市条例第21号）第27条の

２の規定の適用を受けている者は、この条例による改正後の郡山市下水道条例第13条の３第４

項の許可を受けた者とみなす。 

４ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の郡山市下水道条例第21条の５第２項の規

定により工事指定店の指定を受けた者に係る工事指定店の有効期間については、なお従前の例

による。 

附 則（平成19年郡山市条例第37号） 

この条例は、平成19年10月１日から施行する。 

附 則（平成20年郡山市条例第50号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 排水基準を定める省令等の一部を改正する省令（平成18年環境省令第33号）附則別表の中

欄に掲げる業種に属する特定事業場（下水道法（昭和33年法律第79号）第12条の２第１項に

規定する特定事業場をいう。）から公共下水道に排除される下水（郡山市下水道条例（昭和45

年郡山市条例第34号）第９条の３に規定する下水をいう。）の水質の基準については、平成

23年12月10日までの間は、改正後の第９条の３第１項第29号の規定にかかわらず、改正前

の同号の規定のとおりとする。 

附 則（平成24年郡山市条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年郡山市条例第43号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年郡山市条例第55号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年郡山市条例第85号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する排水施設又は処理施設（以下「施設等」という。）であって、

改正後の郡山市下水道条例（以下「改正後の条例」という。）第22条から第24条まで及び第

27条の規定に適合しないものについては、これらの規定（その適合しない部分に限る。）は適

用しない。ただし、この条例の施行後に改築（災害復旧として行われるもの及び施設等に関す
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る工事以外の工事により必要を生じたものを除く。）の工事に着手したものの当該工事に係る

区域又は区間については、この限りでない。 

３ 前項の規定により改正後の条例第22条から第24条まで及び第27条の規定を適用しないも

のとされた施設等（これらを補完する施設を含む。）の構造の基準については、なお従前の例

による。 

附 則（平成26年郡山市条例第16号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（郡山市下水道条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ 第７条の規定による改正後の郡山市下水道条例第13条の規定は、平成26年６月以後の月分

として徴収する使用料について適用する。 

附 則（平成27年郡山市条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年郡山市条例第66号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年郡山市条例第79号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年郡山市条例第70号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例による改正前のそれぞれの条

例（以下「旧条例」という。）の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の

行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請そ

の他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例（以下「新条例」という。）の規定に

より上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新

条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者

に対して行われた申請その他の行為とみなす。 

３ 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければなら

ない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、こ

れを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみ

なして、新条例の規定を適用する。 

附 則（平成29年郡山市条例第14号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。ただし、第１条中郡山市下水道条例第19条

の改正規定及び第２条の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の郡山市下水道条例の規定は、平成29年４月１日以後に申請があ
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った特別使用について適用し、同日前に申請があった特別使用については、なお従前の例によ

る。 

附 則（令和元年郡山市条例第５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

（郡山市下水道条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第５条の規定による改正後の郡山市下水道条例第13条の規定は、令和元年12月以後の月分

として徴収する使用料について適用する。 

附 則（令和２年郡山市条例第45号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

（郡山市下水道条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の郡山市下水道条例附則第２項の規定は、この条例の施行の日以

後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお

従前の例による。 
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○郡山市下水道条例施行規程 

平成29年４月１日 

郡山市上下水道局規程第15号 

改正 令和５年12月28日上下水規程第27号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、郡山市下水道条例（昭和45年郡山市条例第34号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（使用月の始期及び終期） 

第２条 条例第３条第14号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。 

(1) 水道水のみを使用する場合にあっては、水道の使用水量を計量した日から次の水道使用水

量を計量した日まで 

(2) 水道水以外の水を使用する場合にあっては、毎月１日から末日まで 

（排水設備の固着箇所及び工事の実施方法） 

第３条 条例第４条第３号に規定する排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりと

する。 

(1) 管きょの構造は、暗きょ式とすること。 

(2) 管きょのこう配が地勢その他の事情により条例第４条第４号の規定により難いときは、そ

の起点に洗浄装置を取り付けること。 

(3) 管きょの土かぶりは、公道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル

以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合は、凍

結、荷重等を考慮し、必要な防護を施したときは、この限りでない。 

(4) 公道内における公共ますに管きょを接続する場合、一つの公共ますに対する接続は、１箇

所とする。ただし、公道以外においては、この限りでない。 

(5) 使用者が公道内の公共ますを使用するときは、最終ますを設け、公共ますに接続すること。

この場合の最終ますの位置は、官民境界から１メートル以内の箇所に設置すること。ただし、

これにより難いときは、この限りでない。 

(6) 管きょの起端集合若しくは屈曲箇所又は内径若しくは種類の異なる管きょの接続箇所に

は、ますを設置すること。ただし、簡易な箇所には、枝付管又は曲管を用いることができる。 

(7) 管きょの接続部分には、その内径又は内のり幅の120倍以内の間隔にますを設置すること。 

(8) ますには、密閉ふたを設けること。ただし、雨水のみを排除する管きょのますにあっては、

格子ふたを設けることができる。 

(9) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食違

いの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル

で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。 

(10) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの底部に150ミリメートル以上の泥溜めを

設け、取付管はますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外

面の上塗り仕上げをすること。 

（附帯設備）  
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第４条 排水設備を設置するときは、次に掲げる附帯設備を設けなければならない。 

(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。 

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められると

きは、通気管を設けること。 

(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、ごみその他固形物の流下を止めるために有効

なストレーナー若しくは格子又は金網を設けること。 

(4) 自動車洗場及び車庫等で土砂を排出する箇所には、除納装置を有する沈砂設備を設けるこ

と。 

(5) 油脂類を取り扱う食堂、料理店、工場等で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設

けること。 

(6) 枝管の内径は、次のとおりとすること。 

種別 内径 

小便器、手洗器及び洗面器接続管 50ミリメートル以上 

浴場（家庭用）接続管及び炊事場接続管 75ミリメートル以上 

大便器接続管 

（排水設備等の計画の確認） 

第５条 条例第６条第１項及び第２項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備にあっ

ては排水設備確認申請書（第１号様式）正副２通に次に定める書類を添付し、除害施設にあっ

ては除害施設確認申請書（第２号様式）正副２通に別に定める必要な書類を添付して上下水道

事業管理者（以下「管理者」という。）に提出しなければならない。 

(1) 見取図には、施行場所を表示すること。 

(2) 平面図の縮尺は、300分の１以上とし、次の事項を記載すること。 

ア 道路、境界、面積及び公共下水道の施設の位置 

イ 建物及び水洗便所、台所、浴場等の位置 

ウ 管きょ及び附属施設の位置、大きさ及び区分 

エ 除害施設、ポンプ施設、附帯設備等の位置 

オ 申請地内に使用者を異にするものがあるときは、その相互の境界及び面積 

カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項 

(3) 縦断面図の縮尺は、平面図に準じ、縦は横の10倍以上とし、排水設備等を接続する公共下

水道の直上道路面の高さを基準として、地表、管きょの大きさ、こう配及びますまでの中心

距離を記載すること。 

(4) 構造詳細図の縮尺は、20分の１以上とし、管きょ及び附属装置の構造寸法を表示しなけれ

ばならない。この場合において悪質下水の処理のため、中和槽その他特別の装置又は施設等

を必要とする場合は、その構造の詳細を記入した図面 

２ 管理者は、前項の申請書を受理した日から７日以内にこれを審査し、法律並びに条例及びこ

の規程の規定に適合することを確認したときは、排水設備確認申請書又は除害施設確認申請書

の副本に確認済の印（第３号様式）を押して申請人に交付する。 

３ 申請人は、前項の規定により排水設備等について確認を受けたときは、１年以内に工事を完
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了しなければならない。 

（軽微な工事） 

第６条 条例第６条第１項ただし書に規定する軽微な工事とは、次に掲げるものとする。 

(1) 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない位置の変更等の工事 

(2) 排水設備の延長工事及びこれに要するますの新設工事でこう配、管径等が条例第４条に規

定する基準に適合するものであり、水洗便所及び除害施設を含まないもの 

(3) ますのふた又はマンホールのふたの据付け又は取替え 

(4) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事 

（排水設備等の工事の完了届） 

第７条 条例第８条に規定する届出は、排水設備工事完了届（第４号様式）又は除害施設完了届

（第５号様式）によるものとする。 

（排水設備等の工事検査済証） 

第８条 管理者は、条例第８条に規定する検査に合格した者に対し、排水設備等工事検査済証（第

６号様式）を交付する。 

（水道水以外の水の使用水量の認定） 

第９条 条例第13条の２第２号に規定する水道水以外の水の使用水量の認定は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 

(1) 揚水量測定装置（以下「測定装置」という。）を設置して水道水以外の水を使用した場合 

測定装置により測定した水量 

(2) 測定装置がなく、家事のみに水道水以外の水を使用し、水道水を使用していない場合 １

世帯２人までは、１使用月につき10立方メートルとし、２人を超える場合は、１人増すご

とに４立方メートルを加算した水量 

(3) 測定装置がなく、家事のみに水道水及び水道水以外の水を使用した場合 前号の規定によ

り算出した使用水量の２分の１の水量 

(4) 測定装置がなく、家事以外に水道水以外の水を使用した場合 使用者数、業態、水の使用

状況、揚水設備の性能その他の事項を考慮して決定した水量 

（製氷業等汚水排出量申告書） 

第10条 条例第13条の２第４号に規定する申告書は、製氷業等汚水排出量申告書（第７号様式）

によるものとする。 

（集合住宅下水道使用料特例適用申請） 

第11条 条例第13条の３第４項の規定により集合住宅における使用料の算定の適用を受けよう

とする者は、管理者が定める申請書を提出しなければならない。 

（令４上下水規程12・一部改正） 

（行為の許可申請） 

第12条 条例第17条に規定する申請書は、物件設置許可申請書（第９号様式）によるものとす

る。 

２ 管理者は、物件の設置についてその可否を決定したときは、物件設置決定通知書（第10号様

式）を申請人に交付する。 
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（特別使用の公共ます等の新設の規格） 

第13条 条例第21条の規定により特別使用を許可された場合において、公共ます、取付管等の

新設を行おうとするときは、次に定める規格によらなければならない。 

本管内径 取付管径 取付管の材質 摘要 

200ミリメートル

以上 

150ミリメートル

以上 

硬質塩化ビニール 取付用ソケットを使用して接着剤

で接続すること。 

（使用開始等の届出） 

第14条 条例第11条に規定する公共下水道の使用の開始、休止、廃止又は再開の届出は、公共

下水道使用開始等届（第11号様式）によるものとする。ただし、悪質汚水以外の汚水を工事し

ゅん工と同時に排除するときは、完了届をもって使用開始の届出があったものとみなす。 

（一時使用の申請） 

第15条 条例第14条の規定により公共下水道を一時的に使用しようとする者は、公共下水道一

時使用申請書（第12号様式）を提出しなければならない。 

２ 管理者は、一時使用についてその可否を決定したときは、公共下水道一時使用決定通知書（第

13号様式）を申請人に交付する。 

（使用料の納期） 

第16条 条例第12条第１項に規定する使用料（以下「使用料」という。）の納期は、水道料金

及び簡易水道料金（以下「水道料金等」という。）の納期による。ただし、同条第２項ただし

書の規定により管理者が特に必要と認めたときの納期は、郡山市上下水道局会計規程（平成29

年郡山市上下水道局規程第５号）第18条第５項第４号の規定によるものとする。 

（令４上下水規程12・一部改正） 

（使用料減免の申請） 

第17条 条例第15条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書

（第14号様式）を管理者に提出しなければならない。 

２ 郡山市水道事業給水条例（昭和41年郡山市条例第21号）第32条又は郡山市簡易水道事業給

水条例（昭和42年郡山市条例第76号）第30条の規定により水道料金等の軽減又は免除のため

に提出された申請書は、前項の下水道使用料減免申請書とみなす。 

３ 管理者は、使用料の減免についてその可否を決定したときは、下水道使用料減免決定通知書

（第15号様式）を申請人に交付する。 

４ 前項の通知書は、水道料金等の減免に係る通知書に下水道使用料の減免の可否を記載するこ

とで、同項の下水道使用料減免決定通知書とみなす。 

（令４上下水規程12・一部改正） 

（賦課徴収等に関する事務の委任） 

第18条 管理者は、次に掲げる事務をその任命する職員（以下「徴収職員」という。）に委任す

る。 

(1) 使用料の賦課徴収に関する調査のための質問及び帳簿等の検査に関すること。 

(2) 使用料滞納者に係る滞納処分に関する調査のための質問、検査、提示又は提出の要求、国

税徴収法（昭和34年法律第147号）第146条の２の職務の執行及び提出物件の留置き並び
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に財産の捜索及び差押えに関すること。 

（令５上下水規程27・一部改正） 

（徴収職員証の交付等） 

第19条 管理者は、徴収職員に、その身分を証明する証票として、徴収職員証（第16号様式）

を交付する。 

２ 徴収職員は、その事務を行う場合には、必ず徴収職員証を携帯し、必要があるときは、当該

徴収職員証を提示しなければならない。 

３ 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

４ 徴収職員は、徴収職員証を紛失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならな

い。 

５ 徴収職員証の交付を受けた者が徴収職員でなくなったときは、直ちに当該徴収職員証を管理

者に返還しなければならない。 

（様式の委任） 

第20条 使用料の滞納処分の実施に関する文書の様式は、別に定める。 

（協力金の徴収） 

第21条 条例第21条の２第４項の規定による協力金の額及びその納期限の通知は、協力金決定

通知書（第17号様式）によるものとする。 

２ 条例第21条の２第５項ただし書の規定による協力金の分割納付の申出は、協力金分割納付申

出書（第18号様式）によるものとする。 

３ 条例第21条の２第５項ただし書の規定により徴収する各年度分の協力金の納期は、次のとお

りとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。 

第１期 ６月５日から６月30日まで 

第２期 11月５日から11月30日まで 

４ 前項に規定する各納期に係る協力金の徴収は、協力金納入通知書（第19号様式）による。 

（特別使用受益者の変更） 

第22条 条例第21条の２第13項の規定による特別使用受益者の変更に関する届出は、特別使用

受益者変更届（第20号様式）によるものとする。この場合において、届出人が従前の特別使用

受益者であるときは、新たな特別使用受益者と連記しなければならない。 

２ 管理者は、条例第21条の２第13項の規定により特別使用受益者の地位の承継があった場合

は、新たな特別使用受益者及び従前の特別使用受益者に対し、それぞれその旨を協力金義務承

継（消滅）通知書（第21号様式）により通知する。 

（令３上下水規程５・一部改正） 

（協力金の減免） 

第23条 条例第21条の２第10項の規定による協力金の減免の申請は、協力金減免申請書（第22

号様式）によるものとする。 

２ 管理者は、協力金の減免についてその可否を決定したときは、協力金減免（却下）通知書（第

23号様式）により申請人に通知する。 

（分割納付管理人） 
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第24条 特別使用受益者は、市内に住所、居所、事務所等を有しない場合は、協力金の分割によ

る納付に関する事務を処理させるため、市内に居住する者のうちから分割納付管理人を定める

ことができる。この場合において、特別使用受益者は、協力金分割納付管理人届（第24号様式）

を管理者に提出しなければならない。 

２ 特別使用受益者は、前項の分割納付管理人を変更したときその他届け出た事項に変更を生じ

たときは、速やかに管理者に届け出なければならない。 

（延滞金の減免） 

第25条 条例第21条の２第14項ただし書の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延

滞金減免申請書を管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、必要に応

じ、その事由を証明する書類を添付させることができる。 

（賦課徴収等に関する事務の委任） 

第26条 管理者は、次に掲げる事務をその任命する職員（以下「協力金徴収職員」という。）に

委任する。 

(1) 協力金の賦課徴収に関する調査のための質問及び帳簿等の検査に関すること。 

(2) 協力金滞納者に係る滞納処分に関する調査のための質問及び帳簿等の検査並びに財産の

捜索及び差押えに関すること。 

（協力金徴収職員証の交付等） 

第27条 管理者は、協力金徴収職員に、その身分を証明する証票として、協力金徴収職員証（第

25号様式）を交付する。 

２ 協力金徴収職員は、その事務を行う場合には、必ず協力金徴収職員証を携帯し、必要がある

ときは、当該協力金徴収職員証を提示しなければならない。 

３ 協力金徴収職員は、協力金徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

４ 協力金徴収職員は、協力金徴収職員証を紛失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出な

ければならない。 

５ 協力金徴収職員証の交付を受けた者が徴収職員でなくなったときは、直ちに当該協力金徴収

職員証を管理者に返還しなければならない。 

（様式の委任） 

第28条 協力金の滞納処分の実施に関する文書の様式は、別に定める。 

（指定の時期） 

第29条 工事指定店の指定は、管理者が必要と認めたときにそのつど公示して行う。 

（工事指定店の申請） 

第30条 条例第21条の４の規定による申請は、郡山市下水道工事指定店（新規・継続）申請書

（第26号様式）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

(1) 履歴書及び工事経歴書 

(2) 住民票の写し（法人にあっては、登記事項証明書） 

(3) 郡山市発行の納税証明書 

(4) 工事に必要な設備及び器材を有していることを証する書類 

(5) 下水道排水設備工事責任技術者証の写し（下水道排水設備工事責任技術者証の取得予定者
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にあっては、下水道排水設備工事責任技術者資格認定試験合格証の写し） 

(6) 下水道配管従事者名簿（従業員名簿）及び雇用証明 

(7) その他管理者が必要と認めるもの 

（工事指定店の指定） 

第31条 条例第21条の５第２項の規定による登録は、下水道工事指定店台帳に登載して行うも

のとし、同項の認可証は、郡山市下水道工事指定店認可証（第27号様式）とする。 

２ 条例第21条の５第３項の標示板は、郡山市下水道工事指定店標示板（第28号様式）とする。 

（継続指定の申請） 

第32条 条例第21条の７の規定による申請は、郡山市下水道工事指定店（新規・継続）申請書

に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

(1) 履歴書及び工事経歴書 

(2) 住民票の写し（法人にあっては、登記事項証明書） 

(3) 郡山市発行の納税証明書 

(4) 工事に必要な設備及び器材を有していることを証する書類 

(5) 下水道排水設備工事責任技術者証の写し（下水道排水設備工事責任技術者証の取得予定者

にあっては、下水道排水設備工事責任技術者資格認定試験合格証の写し） 

(6) 下水道配管従事者名簿（従業員名簿）及び雇用証明 

(7) 郡山市下水道工事指定店認可証の写し 

(8) その他管理者が必要と認めるもの 

２ 前条の規定は、前項の申請により継続指定をした場合について準用する。 

（工事指定業者の義務） 

第33条 工事指定店の指定を受けた者（以下「工事指定業者」という。）は、次の事項を遵守し

なければならない。 

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否しないこと。 

(2) あらかじめ、施工方法、費用等について申請人に十分な説明を行い、工事は、誠実かつ迅

速に施工すること。 

(3) 工事の完了後６箇月以内に生じた故障については、無償で補修すること。ただし、不可抗

力又は使用者の故意若しくは過失と認められるものについては、この限りでない。 

(4) 名義を貸与し、又は下請人に工事を施工させないこと。 

（異動の届出） 

第34条 工事指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに郡山市下水道工事指

定店異動届（第29号様式）を管理者に提出しなければならない。 

(1) 営業を廃止するとき。 

(2) 営業所を移転するとき。 

(3) 条例第21条の５第１項第２号に規定する下水道排水設備工事責任技術者（以下「責任技術

者」という。）に異動があったとき。 

(4) 名称又は代表者に異動があったとき。 

（指定の停止又は取消しの通知） 
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第35条 管理者は、条例第21条の９の規定により指定の停止又は取消しをしたときは、郡山市

下水道工事指定店停止（取消）通知書（第30号様式）により当該工事指定業者に対し通知する。 

（指定等の公示） 

第36条 管理者は、工事指定店を指定し、又は指定を停止し、若しくは取り消したときは、その

つどこれを公示する。 

（認可証の返納等） 

第37条 工事指定業者は、営業を廃止したとき又は条例第21条の９の規定により指定を取り消

されたときは、速やかに郡山市下水道工事指定店認可証を管理者に返納し、かつ、郡山市下水

道工事指定店標示板を使用してはならない。 

（工事の範囲） 

第38条 工事指定業者が施工する工事の範囲は、公共ます等へ流入する排水設備等及びこれに接

続する除害施設の新設、増設又は改築の工事とする。ただし、管理者が承認した工事について

は、この限りでない。 

（責任技術者の責務） 

第39条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、

排水設備工事の設計及び施工（監理を含む。）に当たらなければならない。 

２ 責任技術者は、当該工事の完了に伴う検査に立ち会わなければならない。 

３ 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に下水道排水設備工事責任技術者

証を携帯し、当該職員から提示の要求があったときは、これを提示しなければならない。 

（準用） 

第40条 条例第21条に規定する特別使用の許可に係る申請、通知、届出等の手続については、

条例第21条に規定する特別使用の許可以外の使用手続の規定を準用する。 

（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設） 

第41条 条例第22条第３号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設

（これを補完する施設を含む。以下同じ。）及び処理施設（これを補完する施設を含む。以下

同じ。）とする。 

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの 

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端

における水質が次に掲げる基準に適合するもの 

ア 下水道法施行令（昭和34年政令第147号）第６条に規定する基準 

イ 大腸菌が検出されないこと。 

ウ 濁度が２度以下であること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の

状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められ

るもの 

２ 前項第２号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則（昭和42年建設省令第37号）第

４条の３第２項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法（平成20年国土交通省告示第334

号）により検定した場合における検出値によるものとする。 
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（令４上下水規程12・一部改正） 

（耐震性能） 

第42条 重要な排水施設（地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設け

られる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に２次

災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をい

う。）及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。 

(1) レベル１地震動（施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。）に対して、所

要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能

を損なわないこと。 

(2) レベル２地震動（施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動

をいう。）に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理

機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を

保持すること。 

２ 前項の重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、同項第１号に定めるとおりとする。 

（地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置） 

第43条 条例第22条第５号に規定する規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保す

るために構ずべきものとして次に掲げるとおりとする。 

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤（埋戻し土を含む。次号及び第４号において同じ。）

に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の

改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の

有効な損傷の防止又は軽減のための措置 

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護

岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置 

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生

ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防

止又は軽減のための措置 

(4) 前３号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を

勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置 

（排水管の内径及び排水きょの断面積） 

第44条 条例第23条第１号に規定する規程で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル

（自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル）とし、排水きょの断面積の数値は

5,000平方ミリメートルとする。 

（処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置） 

第45条 条例第24条第２号に規定する規程で定める措置は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないよ

うにするための排ガス処理設備の設置その他の措置 

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないよ

うにするための排液を水処理施設（汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。）
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に送水する導管の設置その他の措置 

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じな

いようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置 

（終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないため

の措置） 

第46条 条例第26条第６号に規定する規程で定める措置は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないよ

うにするための排ガス処理等の措置 

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないよ

うにするための排液の水処理施設への送水等の措置 

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じな

いようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現に行政組織の改編に伴う関係規則の整備に関する規則（平成29年郡山

市規則第33号）附則第２項第２号による郡山市下水道条例施行規則（昭和45年郡山市規則第

15号）の様式に基づき作成されている用紙は、この規程の様式の規定にかかわらず、当分の間、

所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和２年上下水規程第21号）抄 

（施行期日） 

１ この規程は、令和３年１月１日から施行する。ただし、「（（印））」を削る改正規定は、

公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の日前に送達された改正前の郡山市下水道条例施行規程第19号様式による

協力金納入通知書は、第１条の規定による改正後の郡山市下水道条例施行規程の規定に基づき

送付されたものとみなす。 

６ この規程の施行の際、現に改正前の様式に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（令和３年上下水規程第５号） 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、現に提出されている改正前の郡山市下水道条例施行規程、県中都市計

画郡山下水道事業受益者負担に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業

受益者分担金に関する条例施行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関

する条例施行規程の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、
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この規程による改正後の郡山市下水道条例施行規程、県中都市計画郡山下水道事業受益者負担

に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施

行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程の様式によ

るものとみなす。 

３ この規程の施行の際、現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（令和３年上下水規程第13号） 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、現に提出されている改正前の郡山市下水道条例施行規程、県中都市計

画郡山下水道事業受益者負担に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業

受益者分担金に関する条例施行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関

する条例施行規程の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、

この規程による改正後の郡山市下水道条例施行規程、県中都市計画郡山下水道事業受益者負担

に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施

行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程の様式によ

るものとみなす。 

３ この規程の施行の際、現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（令和４年上下水規程第12号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年上下水規程第27号） 

この規程は、令和６年１月１日から施行する。
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○郡山市農業集落排水施設条例 

平成４年３月27日 

郡山市条例第23号 

改正 令和６年６月28日郡山市条例第25号 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、

郡山市農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を

定めるものとする。 

(設置) 

第 2 条 市は、別表第1のとおり排水施設を設置する。 

(平 6 条例 25・平 10 条例 10・一部改正) 

(用語の定義) 

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 汚水 し尿又は生活雑排水をいう。 

(2) 管きょ 排水管又は排水きょをいう。 

(3) 排水施設 汚水を排除するために設けられた管きょその他の施設、これに接続して汚

水を処理するために設けられた施設又はこれらの施設を補完するために設けられたポン

プ施設その他の施設で、市が設置し、及び管理するものをいう。 

(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な管きょその他の施設で使用者が

設置し、及び管理するものをいう。 

(5) 処理区域 第4条の規定により告示された区域をいう。 

(6) 使用者 汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。 

(7) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び

同条第9項に規定する給水装置をいう。 

(8) 使用月 排水施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね 1 箇月の期間をいい、その

始期及び終期は、規程で定める。 

(平 10 条例 10・平 28 条例 70・一部改正) 

(供用開始の告示等) 

第 4 条 上下水道事業管理者は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供

用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域及び供用を開始しようとする排水施設の位置

を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。 

2 前項の規定は、上下水道事業管理者が汚水処理場による汚水の処理を開始しようとする場

合に準用する。この場合において、同項中「供用を開始すべき年月日」とあるのは「汚水の

処理を開始すべき年月日」と、「汚水を排除すべき区域」とあるのは「汚水を処理すべき区

域」と、「供用を開始しようとする排水施設の位置」とあるのは「汚水の処理を開始しよう

とする排水施設の位置及び名称」と読み替えるものとする。 

(平 10 条例 10・平 11 条例 20・平 28 条例 70・令 6 条例 25・一部改正) 
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(排水設備の設置) 

第 5 条 排水施設の供用が開始された場合においては、処理区域内で排水施設を使用しようと

する建築物の所有者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。 

(水洗便所への改造) 

第 6 条 前条に規定する者は、遅滞なく、便所を水洗便所(汚水管が排水施設に連結されてい

るものをいう。以下同じ。)に改造しなければならない。 

(排水設備の接続方法等) 

第 7 条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次

に定めるところによらなければならない。 

(1) 排水設備は、排水施設のます(所有者の承認を得て、他人の排水設備により汚水を排除

する場合における当該排水設備を含む。以下「施設ます等」という。)に固着させること。 

(2) 排水設備を施設ます等に固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその排水施

設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるところによること。 

(3) 排水設備の排水管の内径及び勾配は、上下水道事業管理者が特別の理由があると認め

た場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄

の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあ

るものとすること。ただし、1 の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で

延長が 3 メートル以下のものの内径は、75 ミリメートル以上とすることができる。 

排水人口(単位 人) 排水管の内径(単位 ミリメートル) 勾配 

150 未満 100 以上 100 分の 2 以上 

150 以上～300 未満 125 以上 100 分の 1.7 以上 

300 以上～500 未満 150 以上 100 分の 1.5 以上 

500 以上 200 以上 100 分の 1.3 以上 

(平 10 条例 10・平 21 条例 48・平 28 条例 70・一部改正) 

(排水設備の計画の確認) 

第 8 条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構

造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、上下水道事業管理者の確認を

受けなければならない。ただし、上下水道事業管理者が定める軽微な工事については、この

限りでない。 

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときは、同項の規定による確認を

受けなければならない。 

(平 21 条例 48・平 28 条例 70・一部改正) 
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(排水設備の工事の施工) 

第 9 条 排水設備の新設等の工事は、郡山市下水道条例(昭和45年郡山市条例第34号)第7条に

規定する上下水道事業管理者が指定した郡山市下水道工事指定店により行わなければなら

ない。 

(平 13 条例 21・平 28 条例 70・一部改正) 

(排水設備の工事の検査) 

第 10 条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5 日以内にその旨を上

下水道事業管理者に届け出て検査を受けなければならない。 

(平 28 条例 70・一部改正) 

(し尿排除の制限) 

第 11 条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。 

(油脂類等の投入禁止) 

第 12 条 油脂類、農薬、ごみ、土砂その他排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあ

るものを排水施設に投入してはならない。 

(平 21 条例 48・一部改正) 

(使用開始等の届出義務) 

第 13 条 排水施設の使用の開始、休止、廃止又は再開をしようとする者は、速やかに、その

旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、

同様とする。 

(平 10 条例 10・平 28 条例 70・一部改正) 

(使用料の徴収) 

第 14 条 上下水道事業管理者は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。 

2 使用料は、水道料金の徴収方法により徴収する。ただし、上下水道事業管理者が特に必要

と認めたときは、別にその徴収方法を定めることができる。 

(平 15 条例 41・平 28 条例 70・一部改正) 

(使用料) 

第 15 条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定

めるところにより算定した額とする。 

(平 16 条例 31・全改) 

(汚水排出量の算定) 

第 16 条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。 

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2 以上の使用者が給水装

置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者が使用水量を確知することがで

きないときは、それぞれの使用者の使用態様を考慮して上下水道事業管理者が認定する。 

(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、使用者の使用態様を考慮して上下水道

事業管理者が認定する。 

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水については第1号の規定により、水

道水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した量を合算した量とする。 
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(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い排水施設

に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に排水施

設に排除した汚水の量及び算出した根拠を記載した申告書を上下水道事業管理者に提出

しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、上下水道事業管

理者は、その申告書に記載された事項を考慮してその使用者の排除した汚水の量を認定す

る。 

(平 6 条例 25・平 10 条例 10・平 13 条例 21・平 14 条例 32・平 28 条例 70・

一部改正) 

(使用料の算定) 

第 17 条 使用料は、次に定めるところにより算定する。 

(1) 水道水を使用した場合は、毎月指定された日に計量した使用水量に基づき計量日の属

する月分の使用料を算定する。 

(2) 前号の規定にかかわらず、上下水道事業管理者が必要と認めたときは、隔月の指定さ

れた日に計量した使用水量に基づき計量日の属する月分及び前月分の使用料を算定する

ことができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。 

(3) 水道水以外の水を使用した場合は、前条第2号の規定により算出した使用水量に基づき

使用月分の使用料を算定する。 

(4) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、前条第3号の規定により算出した使用水量

に基づき使用月分の使用料を算定する。 

(5) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い排水施設

に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者から汚水量の認定に係る申告があ

った場合は、前条第4号の規定により算出した使用水量に基づき使用月分の使用料を算定

する。 

2 使用月において排水施設の使用の開始、再開、休止又は廃止の届出があった場合の基本使

用料は、1 箇月分として算定する。ただし、当該使用月の使用日数が15 日以内の場合の基

本使用料は、1 箇月分の2 分の 1 の額とする。 

(平 6 条例 25・平 10 条例 10・平 13 条例 21・平 14 条例 32・平 15 条例 41・

平 28 条例 70・一部改正) 

(一時使用) 

第 17 条の 2 土木建築工事等による排水その他により排水施設を一時的に使用しようとする

者は、上下水道事業管理者の許可を受けなければならない。 

(平 14 条例 32・追加、平 28 条例 70・一部改正) 

(使用料の減免) 

第 18 条 上下水道事業管理者は、天災その他特別の理由があると認めた者については、使用

料の減免をすることができる。 

(平 28 条例 70・一部改正) 
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(資料の提出) 

第 19 条 上下水道事業管理者は、使用料を算出するため、使用者から必要な資料の提出を求

めることができる。 

(平 28 条例 70・一部改正) 

(特別使用) 

第 19 条の 2 上下水道事業管理者は、処理区域外の者に対して、排水施設の管理上支障がな

いと認めたときは、特別使用を許可することができる。 

(平 13 条例 21・追加、平 21 条例 48・平 28 条例 70・一部改正) 

(特別使用に係る工事) 

第 19 条の 3 特別使用の許可に係る工事は、特別使用の許可を受けた者が施工しなければな

らない。 

(平 21 条例 48・追加) 

(手数料) 

第 19 条の 4 手数料を徴収する事務、手数料の金額等は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 各種証明 1 件当たり 250 円 

(2) 公簿又は図面の閲覧又は縦覧 公簿 1 冊又は図面 1 葉当たり 250 円 

2 前項第2号の公簿又は図面の閲覧又は縦覧のうち公共下水道台帳の閲覧に係る手数料は、徴

収しない。 

3 第1項の手数料の納付及び不返還並びに各種証明の郵送による交付については、郡山市手数

料条例(平成11年郡山市条例第46号)第3条第1項、第4条及び第10条の規定を準用する。 

(平 28 条例 70・追加) 

(手数料の免除) 

第 19 条の 5 上下水道事業管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条

第1項に定める手数料を免除することができる。 

(平 28 条例 70・追加) 

(罰則) 

第 20 条 次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以下の過料に処する。 

(1) 第7条の規定に違反して、排水設備の工事を実施した者 

(2) 第8条に規定する確認を受けないで、排水設備の工事を実施した者 

(3) 第9条の規定に違反して、排水設備の新設等の工事を実施した者 

(4) 第10条又は第13条の規定による届出を怠った者 

(5) 第11条又は第12条の規定に違反した者 

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められたときにこれを拒み、又は怠った者 

(平 6 条例 44・平 11 条例 41・一部改正) 

第 21 条 偽りその他不正な手段によって使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額

の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)

以下の過料に処する。 

(平 10 条例 10・平 11 条例 41・一部改正) 
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第 22 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は

人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は

人に対し、前2条の過料を科する。 

(平 11 条例 41・一部改正) 

(委任) 

第 23 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。 

(平 13 条例 21・平 28 条例 70・一部改正) 

附 則 

この条例は、平成 4 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 6 年郡山市条例第 25 号) 

この条例は、平成 6 年 7 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 6 年郡山市条例第 44 号) 

この条例は、平成 7 年 1 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 7 年郡山市条例第 17 号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例による改正後の別表第 2 の規定は、平成 7 年 6 月分として徴収する使用料から適

用する。 

附 則(平成 7 年郡山市条例第 29 号) 

この条例は、平成 7 年 7 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 9 年郡山市条例第 15 号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。 

(郡山市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置) 

6 第 9 条の規定による改正後の郡山市農業集落排水施設条例第 15 条の規定は、平成 9 年 6

月以後の月分として徴収する使用料について適用する。 

附 則(平成 9 年郡山市条例第 24 号) 

この条例は、平成 9 年 7 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 9 年郡山市条例第 33 号) 

この条例は、平成 9 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 10 年郡山市条例第 10 号) 

この条例は、平成 10 年4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 11 年郡山市条例第 20 号) 

この条例は、平成 11 年4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 11 年郡山市条例第 29 号) 

1 この条例中別表第 1 の改正規定は平成 11 年7 月 1 日から、別表第 2 の改正規定は同年

10 月 1 日から施行する。 
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2 この条例による改正後の別表第 2 の規定は、平成 11 年 12 月以後の月分として徴収する

使用料について適用する。 

附 則(平成 11 年郡山市条例第 41 号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

(郡山市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置) 

4 第 8 条の規定による改正後の郡山市農業集落排水施設条例第 21 条の規定は、使用料の徴

収を免れた者で、この条例の施行の日以後に当該徴収を免れるために偽りその他不正な手段

を用いたものについて適用する。 

附 則(平成 12 年郡山市条例第 28 号) 

この条例は、平成 12 年4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 13 年郡山市条例第 21 号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 13 年 7 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例による改正前の郡山市農業集落排水施設条例(以下「旧条例」という。)別表第 3

の事業所等の使用区分が適用されていた使用者については、この条例による改正後の郡山市

農業集落排水施設条例(以下「新条例」という。)第15 条の規定は、平成 13 年 8 月以後の

月分として徴収する使用料について適用する。 

3 旧条例別表第 3 の一般家庭の使用区分が適用されていた使用者については、新条例第 15

条の規定は、平成 13 年7 月以後の月分として徴収する使用料について適用する。この場合

において、平成13 年 7 月分の使用料は、新条例第 3 条第 8 号の規定にかかわらず、同月1

日から市長の指定する日までの期間を当該使用月として市長が認定した使用水量により算

定する。 

附 則(平成 14 年郡山市条例第 32 号) 

この条例は、平成 14 年10 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 15 年郡山市条例第 41 号) 

1 この条例中別表第 1 の改正規定は平成 15 年10 月 1 日から、第 14 条第 2 項及び第 17

条の改正規定は平成16 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この条例による改正後の第 17 条第 2 項の規定は、平成 16 年 5 月以後の月分として徴収

する使用料の算定について適用し、同年4 月の月分の使用料の算定については、なお従前の

例による。 

附 則(平成 16 年郡山市条例第 14 号) 

この条例は、平成 16 年4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 16 年郡山市条例第 31 号) 

1 この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この条例による改正後の第 15 条及び別表第2 の規定は、平成 17 年6 月以後の月分とし

て徴収する使用料について適用する。 
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附 則(平成 18 年郡山市条例第 20 号) 

この条例は、平成 18 年4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 21 年郡山市条例第 48 号) 

この条例は、平成 22 年4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 26 年郡山市条例第 16 号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

(郡山市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置) 

8 第 10 条の規定による改正後の郡山市農業集落排水施設条例別表第2 の規定は、平成 26

年 6 月以後の月分として徴収する使用料について適用する。 

附 則(平成 28 年郡山市条例第 70 号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例

(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の行

為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請そ

の他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定に

より上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、

新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管

理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。 

3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければなら

ない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、

これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないもの

とみなして、新条例の規定を適用する。 

附 則(令和元年郡山市条例第 5 号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、令和元年 10 月 1 日から施行する。 

(郡山市農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置) 

6 第 8 条の規定による改正後の郡山市農業集落排水施設条例別表第2 の規定は、令和元年

12 月以後の月分として徴収する使用料について適用する。 

附 則(令和 6 年郡山市条例第 25 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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別表第 1(第 2 条関係) 

(平 21 条例 48・全改) 

名称 区域 

町 字 

郡山市阿久津地区農業集

落排水施設 

阿久津町 八幡下、下田後、腰巻、石橋、前田、法師沢、続、後田、

南小、富士坊、久保、風早、大闇、六溜、舘及び舘側の一

部 

安原町 向舘、古屋敷、前、安原、谷津、宮ノ後及び大谷地の一部 

あぶくま台一

丁目及びあぶ

くま台二丁目

の一部 

  

舞木町 別所の一部 

郡山市富岡地区農業集落

排水施設 

三穂田町富岡 鹿ノ崎、葛幡、笠田、台畑、鍜治田、台田、田宿下、台東、

上臍川、光西寺、下茂内、本郷、一本杉、柿ノ口、首尾内、

田楽内、寺西、鯨、北鍜治内、南鍜治内、山寺、堰ノ上、

住ノ内、白山、南森、小林、道銘、中屋敷、阿弥陀、築舘、

西原、北坊ノ坦及び南坊ノ坦の一部 

三穂田町下守

屋 

上豊舘、池田、築田、上白山、前田、竹ノ内、牛田、下豊

舘、道木、舘ノ前及び舘ノ越の一部 

三穂田町八幡 後町、東屋敷、北関場平、上ノ台、西屋敷、前畑、兵次郎

及び中ノ林の一部 

郡山市鍋山地区農業集落

排水施設 

三穂田町富岡 吉室内、腰巻及び三本木原の一部 

三穂田町鍋山 向屋敷、春雨壇、鳥居戸屋敷、馬谷地、仲屋敷、上屋敷、

清水尻、三斗蒔、鍜治屋敷、仲田屋敷、大学屋敷、番所、

西吹付、大学、五斗蒔、向原、向前、五斗蒔山、六角、袋

内山、番ノ沢山、仲田山及び四十坦原の一部 

三穂田町駒屋 入道淵、戸ノ内、西畑、諏訪前、柳田、阿弥陀、柏坊、南

覚前、四十坦原及び下南原の一部 

三穂田町野田 前田、山崎、工藤台、中田、向、北原、中沢目、白稲田、

北田、池ノ上、南原、神鳴山、北又山、池下、向山及び北

原山の一部 

三穂田町川田 犬ケ馬場、東上ノ台、西上ノ台及び川南の一部 

郡山市川田地区農業集落 三穂田町川田 渋染、藤ノ木、東藤ノ木、新田、胎ノ内、鍜治田、南神子
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排水施設 内、元前田、東、舘、北、地蔵橋、柿ノ木、北神子内、日

向、日向前、北宿及び小樋の一部 

三穂田町川田

二丁目及び三

穂田町川田三

丁目の一部 

  

郡山市多田野地区農業集

落排水施設 

逢瀬町多田野 本郷、北田、又右エ門東、久保田、十文字、道下、道上、

木置場、釜場、上中丸、宮久保、白石、南田、上釜前、北

大界、南大界、宮南、寺向、寒風坦、下町屋、中丸山、赤

坂原、久保原、念仏坦、南原、浄土松道、清水池、河田堀

及び大界の一部 

郡山市河内地区農業集落

排水施設 

逢瀬町河内 西田、西荒井、屋敷、馬場川原、西午房沢、鍜治内、中谷

地、町東、寺東、八幡、上位ケ沢、日室、篭原及び明堂の

一部 

郡山市片平地区農業集落

排水施設 

片平町 鳥井戸、愛宕裏、新町、漆房、大桑、大町東、大町、大笠

松、上舘、上極楽、門口、北地の岡、北町東、上町、北大

町、北田、行屋、小林、サラメキ、清水、下舘、新堀、外

堀、大根田、地の岡、天王、寺前、寺下、天王裏、並西勝、

中町裏、中町、中舘、西大町、西戸城、畑鉾、東戸城、東

極楽、福内、町南、町東、南中町、南前、南樋下、南万楷、

南万会、水上、北久保及び窪南の一部 

郡山市早稲原地区農業集

落排水施設 

喜久田町早稲

原 

上ノ端、明神脇、町、下ノ端、辰町、寺田及び山根の一部 

日和田町 古舘、宮下、竹ノ内、黒沢、宮ノ入、道場及び大宮の一部 

郡山市前田沢地区農業集

落排水施設 

喜久田町前田

沢 

上原の一部 

喜久田町前田

沢一丁目及び

喜久田町前田

沢二丁目の一

部 

  

喜久田町原二

丁目及び喜久

田町原三丁目

の一部 
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喜久田町坪沢

二丁目の一部 

  

郡山市小泉地区農業集落

排水施設 

富久山町南小

泉 

川原、石舟、東台、江ノ上、上ノ台、江下、三道口、関場

及び梶内の一部 

富久山町北小

泉 

西屋敷、清水、前田、樋鼻、荒屋敷、屋敷内、屋敷添及び

儘田の一部 

富久山町堂坂 表、中森、堂坂、堂後、寺代及び岩ケ作の一部 

郡山市中山地区農業集落

排水施設 

熱海町中山 太田、城ノ脇、稲田、松林、早稲田、北ノ城及び見分山の

一部 

郡山市上伊豆島地区農業

集落排水施設 

逢瀬町夏出 松葉、鹿野、上家、舘下及び苗代の一部 

喜久田町堀之

内 

橋本池西の一部 

熱海町安子島 北原、外手、四ツ谷及び四ツ背山の一部 

熱海町上伊豆

島 

四ツ谷西、二升蒔、馬立、堀向、天神前、町尻、前田、上

町、西畑、塚田、中川原及び寺田の一部 

熱海町下伊豆

島 

寺屋舗、西戸城、屋敷、町谷田、南田、前田、西田、下外

手作、玉虫、稲干場、座津子内入、上ノ台及び下玉虫の一

部 

熱海町長橋 東原、反田、竹ノ下、舘、植松、車屋、井戸沢、元前田、

一ノ関、後庵、後庵向、大穴及び反田山の一部 

郡山市小川地区農業集落

排水施設 

田村町山中 上野の一部 

田村町大善寺 羽黒堂及び中山田の一部 

田村町上行合 中山田の一部 

田村町手代木 森内、舛内、妻見塚、舘、請地、三斗蒔、四十坦及び鴨打

の一部 

田村町小川 上野、山田、角生内、岡市、下田、舘、戸ノ内、田中及び

後田の一部 

郡山市三町目地区農業集

落排水施設 

西田町鬼生田 杉内、中野及び穴沢の一部 

西田町三町目 前田、小和滝、仁王ケ作、平、平舘、清水堂、北ノ内、谷

地、大明、関根、大森、北田、前舘、松ケ作、竹ノ内、柳

内、沖田、鍋焼田、吉田、桜内、横内、福内、山王、宮内、

細田、大谷地及び中ノ内の一部 

西田町芹沢 仁王ケ作の一部 
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郡山市木村地区農業集落

排水施設 

西田町木村 池ノ上、深田入、南、平石、松ノ中、後田、坂ノ下、宮田、

ノト内、清水堂、松ケ作、ナカハサマ、古内、寺ノ前、行

部入、大畑越、川端、津久田、木ノ下、二池、古舘ノ下及

び仁田ノ沢の一部 

西田町根木屋 曲木沢、野中、立石、成宮、梶内、古内、北山、鬼久保、

新屋敷、根木屋、北向、明代、仁戸内及び竹之内の一部 

西田町芹沢 宮田、前田、大師田、後田、舘、日照田、下田、向山、池

ノ上、馬場、妻及び川前の一部 

郡山市高倉地区農業集落

排水施設 

中田町高倉 作田、福田、上沢又、沢又、小堤、宮ノ下、畑中、下羽廣、

羽廣、町、槻ノ口、三渡、竹ノ内、善明寺、上井戸神、栗、

板ノ作、下井戸神、古御舘、中舘、上舘、高太郎内、保戸

内、羽黒堂、宮ノ脇、下ノ沢、神ノ内及び松山の一部 

郡山市赤沼地区農業集落

排水施設 

中田町高倉 蟹沢、深作及び蔵屋敷の一部 

中田町赤沼 大島、中井田、永田、下永田、杉並、西平、赤沼、瀬戸及

び温石平の一部 

別表第 2(第 15 条、第 17 条関係) 

(平 6 条例 25・追加、平7 条例 17・平 11 条例 29・平 13 条例 21・平 16 条例

31・平 26 条例 16・令元条例 5・一部改正) 

基本使用料 超過使用料 

汚水量 1 立方メートルにつき 

10 立方メートルまで 

1,306 円 

11 立方メートルから 20 立方メートルま

で 

176 円 

21 立方メートルから 50 立方メートルま

で 

203 円 

51立方メートルから100立方メートルま

で 

230 円 

101 立方メートルから200 立方メートル

まで 

263 円 

201 立方メートルから500 立方メートル

まで 

291 円 

501 立方メートル以上 318 円 
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○郡山市農業集落排水施設条例施行規程 

平成29年４月１日 

郡山市上下水道局規程第18号 

改正 令和４年４月１日上下水規程第13号 

(趣旨) 

第 1 条 この規程は、郡山市農業集落排水施設条例(平成4年郡山市条例第23号。以下「条例」

という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 

(使用月の始期及び終期) 

第 2 条 条例第3条第8号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。 

(1) 水道水のみを使用する場合にあっては、水道の使用水量を計量した日から次の水道使

用水量を計量した日まで 

(2) 水道水以外の水を使用する場合にあっては、毎月 1 日から末日まで 

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法) 

第 3 条 条例第7条第2号に規定する排水設備を施設ます等に固着させる場合の固着箇所及び

工事の実施方法は、次に定めるところによる。 

(1) 一つの施設ます等に対する管きょの接続は、1 箇所とする。ただし、公道以外に設置

した施設ます等に管きょを接続する場合は、この限りでない。 

(2) 公道内の施設ます等に管きょを接続するときは、官民境界から 1 メートル以内の箇所

に最終ますを設け、施設ます等に接続すること。ただし、これにより難いときは、この限

りでない。 

(3) 管きょは、施設ます等のインバート上流端の接続孔と管低高に食違いの生じないよう

に、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外

面の上塗り仕上げをすること。 

(排水設備の構造の技術上の基準) 

第 4 条 排水設備の構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)の適用がある場合に

おいてはその規定によるほか、次に定めるところによる。ただし、土地の状況その他の理由

により上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がその必要がないと認めたときは、こ

の限りでない。 

(1) 管きょの構造は、暗きょ式とすること。 

(2) 排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。 

(3) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。 

(4) 排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水

を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。 

(5) 管きょの起点、屈曲点、合流点、内径、内のり又はこう配の変化する箇所及び直線部

においては、内径又は内のり幅の 120 倍以内の間隔にますを設置すること。ただし、簡

易な箇所には、枝付管又は曲管を用いることができる。 
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(6) 管きょの土かぶりは、公道内では75 センチメートル以上、私道内では 45 センチメー

トル以上、宅地内では 20 センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合

は、凍結、荷重等を考慮し、必要な防護を施したときは、この限りでない。 

(7) ますには、密閉ふたを設けること。 

(8) ますの内径又は内のり幅は、次のとおりとすること。ただし、小口径ます(150 ミリメ

ートル以上 300 ミリメートル未満)を使用する場合は、この限りでない。 

種別 内径又は内のり幅 

排水管の内径又は排水きょの内のり幅が200 ミリメー

トル以下で管底と地表面との差が70センチメートルま

でのとき 

1 号標準ます 300 ミリメートル以上 

排水管の内径若しくは排水きょの内のり幅が200 ミリ

メートルで管底と地表面との差が70センチメートル以

上のとき又は排水管の内径若しくは排水きょの内のり

幅が200ミリメートルを超え300ミリメートル以下の

とき 

2 号標準ます 400 ミリメートル以上 

排水管の内径又は排水きょの内のり幅が300 ミリメー

トルを超えるとき 

3 号標準ます 500 ミリメートル以上 

(9) ますの底には、その接続する排水管及び排水きょの内径又は内のり幅に応じ相当の幅

のインバートを設けること。 

(10) 枝管の内径は、次のとおりとすること。 

種別 内径 

小便器、手洗器及び洗面器接続管 50 ミリメートル以上 

浴場(家庭用)接続管及び炊事場接続管 75 ミリメートル以上 

大便器接続管 

2 排水設備を設置するときは、次に掲げる付帯設備を設けなければならない。 

(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。 

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められる

ときは、通気管を設けること。 

(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、ごみその他固形物の流下を止めるために

有効なストレーナー若しくは格子又は金網を設けること。 

(4) 油脂類を取り扱う食堂、料理店等で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設け

ること。 

(排水設備の計画の確認) 

第 5 条 条例第8条の規定により確認を受けようとする者は、排水設備確認申請書(第1号様式)

正副 2 通に次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添

えて管理者に提出しなければならない。 
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(1) 排水設備工事調書(第2号様式) 

(2) 見取図 施工場所を表示すること。 

(3) 平面図 縮尺は、300 分の 1 以上とし、次に掲げる事項を記載すること。 

ア 道路、境界及び排水施設の位置 

イ 建物及び水洗便所、台所、浴場等の位置 

ウ 管きょ及び付属施設の位置、大きさ及び区分 

エ ポンプ施設及び付帯設備の位置 

オ 申請地内に使用者を異にするものがあるときは、その相互の境界 

カ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項 

(4) 縦断面図 縮尺は、平面図に準じ、縦は横の10 倍以上とし、排水設備を接続する排

水施設の直上道路面の高さを基準として、地表高、管きょの大きさ、こう配及びますまで

の中心距離を記載すること。 

(5) 構造詳細図 縮尺は、20 分の 1 以上とし、管きょ及び附属装置の構造寸法を表示する

こと。 

2 管理者は、前項の申請書を受理した日から7 日以内にこれを審査し、関係法令並びに条例

及びこの規程の規定に適合することを確認したときは、排水設備確認申請書の副本に確認済

の印(第3号様式)を押して申請人に交付する。 

(軽微な工事) 

第 6 条 条例第8条ただし書に規定する軽微な工事とは、次に掲げるものとする。 

(1) 排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない位置の変更等の工事 

(2) 排水設備の延長工事及びこれに要するますの新設工事でこう配、管径等が条例第7条に

規定する基準に適合するものであり、水洗便所を含まないもの 

(3) ますのふた又はマンホールのふたの据付け又は取替え 

(4) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事 

(工事指定店の義務) 

第 7 条 工事指定店は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否しないこと。 

(2) あらかじめ、施工方法、費用等について申請人に十分な説明を行い、工事は、誠実か

つ迅速に施工すること。 

(3) 工事の設計及び監督は、郡山市下水道条例(昭和45年郡山市条例第34号)第21条の5第

1項第2号に規定する下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)により

行うこと。 

(4) 工事の検査には、工事を担当した責任技術者が立ち会うこと。 

(5) 工事の完成検査合格後 6 箇月以内に生じた故障については、無償で補修すること。た

だし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失と認められるものについては、この限りで

ない。 

(6) 名義を貸与し、又は下請人に工事を施工させないこと。 

(令 4 上下水規程 13・一部改正) 
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(排水設備の工事の完了届) 

第 8 条 条例第10条に規定する届出は、排水設備工事完了届(第4号様式)によるものとする。 

(排水設備の工事検査済証) 

第 9 条 管理者は、条例第10条に規定する検査に合格した者に対し、排水設備工事検査済証(第

5号様式)を交付する。 

(水道水以外の水の使用水量の認定) 

第 10 条 条例第16条第2号に規定する水道水以外の水の使用水量の認定は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 

(1) 揚水量測定装置(以下「測定装置」という。)を設置して水道水以外の水を使用した場合 

測定装置により測定した水量 

(2) 測定装置がなく、家事のみに水道水以外の水を使用し、水道水を使用していない場合 

1 世帯 2 人までは、1 使用月につき 10 立方メートルとし、2 人を超える場合は、1 人増

すごとに 4 立方メートルを加算した水量 

(3) 測定装置がなく、家事のみに水道水及び水道水以外の水を使用した場合 前号の規定

により算出した使用水量の 2 分の 1 の水量 

(4) 測定装置がなく、家事以外に水道水以外の水を使用した場合 使用者数、業態、水の

使用状況、揚水設備の性能その他の事項を考慮して決定した水量 

(製氷業等汚水排出量申告書) 

第 11 条 条例第16条第4号に規定する申告書は、製氷業等汚水排出量申告書(第6号様式)によ

るものとする。 

(使用開始等の届出) 

第 12 条 条例第13条に規定する排水施設の使用の開始、休止、廃止又は再開の届出は、排水

施設使用開始等届(第7号様式)によるものとする。ただし、工事しゅん工と同時に排除する

ときは、完了届をもって使用開始の届出があったものとみなす。 

(一時使用の申請) 

第 13 条 条例第17条の2の規定により排水施設を一時的に使用しようとする者は、排水施設

一時使用申請書(第8号様式)を提出しなければならない。 

2 管理者は、一時使用についてその可否を決定したときは、排水施設一時使用決定通知書(第

9号様式)を申請人に交付する。 

(使用料の納期) 

第 14 条 条例第14条に規定する使用料(以下「使用料」という。)の納期は、水道料金及び簡

易水道料金(以下「水道料金等」という。)の納期による。ただし、同条第2項ただし書の規

定により管理者が特に必要と認めたときの納期は、郡山市上下水道局会計規程(平成29年郡

山市上下水道局規程第5号)第18条第5項第4号の規定によるものとする。 

(令 4 上下水規程 13・一部改正) 

(使用料減免の申請) 

第 15 条 条例第18条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、排水施設使用料減免申

請書(第10号様式)を管理者に提出しなければならない。 
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2 郡山市水道事業給水条例(昭和41年郡山市条例第21号)第32条又は郡山市簡易水道事業給

水条例(昭和42年郡山市条例第76号)第30条の規定により水道料金等の軽減又は免除のた

めに提出された申請書は、前項の排水施設使用料減免申請書とみなす。 

3 管理者は、使用料の減免についてその可否を決定したときは、排水施設使用料減免決定通

知書(第11号様式)を申請人に交付する。 

4 前項の通知書は、水道料金等の減免に係る通知書に排水施設使用料の減免の可否を記載す

ることで、同項の排水施設使用料減免決定通知書とみなす。 

(令 4 上下水規程 13・一部改正) 

附 則 

(施行期日) 

1 この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行の際現に行政組織の改編に伴う関係規則の整備に関する規則(平成 29 年郡

山市規則第 33 号)附則第2 項第 3 号による廃止前の郡山市農業集落排水施設条例施行規則

(平成 4 年郡山市規則第 19 号)の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規程の様

式の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則(令和 2 年上下水規程第 1 号) 

この規程は、令和 2 年 3 月 16 日から施行する。 

附 則(令和 3 年上下水規程第 2 号) 

(施行期日) 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行の際、現に提出されている改正前の郡山市水道事業給水条例施行規程及び

郡山市農業集落排水施設条例施行規程の様式(次項において「旧様式」という。)により使用

されている書類は、この規程による改正後の郡山市水道事業給水条例施行規程及び郡山市農

業集落排水施設条例施行規程の様式によるものとみなす。 

3 この規程の施行の際、現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要

の調整をして使用することができる。 

附 則(令和 4 年上下水規程第 13 号) 

この規程は、公布の日から施行する。 
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○都市計画法（抜粋） 

（昭和四十三年六月十五日） 

（法律第百号） 

（受益者負担金） 

第七十五条 国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があると

きは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に

負担させることができる。 

２ 前項の場合において、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、国が負

担させるものにあつては政令で、都道府県又は市町村が負担させるものにあつては当該都道府

県又は市町村の条例で定める。 

３ 前二項の規定による受益者負担金（以下この条において「負担金」という。）を納付しない

者があるときは、国、都道府県又は市町村（以下この条において「国等」という。）は、督促

状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 

４ 前項の場合においては、国等は、政令（都道府県又は市町村にあつては、条例）で定めると

ころにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴

収することができる。 

５ 第三項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付

しない場合においては、国等は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞

金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及

び地方税に次ぐものとする。 

６ 延滞金は、負担金に先だつものとする。 

７ 負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しな

いときは、時効により消滅する。 

（昭四五法一三・平二九法四五・一部改正） 

第五章 都市施設等整備協定 

（平三〇法二二・追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 
 

 

 



250 
 

○県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例 

昭和46年３月25日 

郡山市条例第26号 

改正 令和３年３月12日郡山市条例第２号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、公共下水道に係る受益者負担金について必要な事項を定めるものとする。 

（徴収） 

第２条 上下水道事業管理者は、公共下水道に係る都市計画下水道事業（下水道管理センター等

に係る事業を除く。以下「事業」という。）に要する費用の一部に充てるため、都市計画法（昭

和43年法律第100号）第75条の規定に基づく受益者負担金（以下「負担金」という。）を徴

収するものとする。 

（平元条例40・平20条例５・平28条例70・一部改正） 

（受益者） 

第３条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域（以下

「排水区域」という。）内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借

若しくは賃貸借による権利（一時使用のために設置された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借

による権利を除く。以下「地上権等」という。）の目的となっている土地については、当該土

地の所有者又は当該土地の地上権者、質権者、使用借主若しくは賃借人をいう。 

２ 上下水道事業管理者は、排水区域内における土地区画整理法（昭和29年法律第119号）によ

る土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行なわれた場合において必要

があると認めるときは、換地処分が行なわれたものとみなして、前項の受益者を定めることが

できる。 

（平12条例31・平28条例70・一部改正） 

（受益者の負担金の額） 

第４条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第５条の公告の日現在において所有し、

又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に１平方メー

トル当り496円を乗じて得た額とする。 

（昭53条例22・旧第７条繰上・一部改正、昭63条例45・平３条例40・平６条例48・

一部改正） 

（賦課対象区域の決定等） 

第５条 上下水道事業管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、

かつ、負担金を賦課しようとする区域（以下「賦課対象区域」という。）を定め、これを公告

しなければならない。 

２ 前項の賦課対象区域は、同項の規定による公告の日から３年以内に事業を施行する土地の区

域でなければならない。 

（昭53条例22・旧第９条繰上、平12条例31・平28条例70・一部改正） 

（受益者の申告） 

第６条 受益者は、前条第１項の規定による公告のあった日後において、上下水道事業管理者の
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定める日までに規程で定める申告書を上下水道事業管理者に提出しなければならない。この場

合において、受益者が土地の所有者以外の受益者であるときは、当該申告書には土地の所有者

と連記しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、同一の土地につき同一世帯に属する２人以上の受益者があるとき

は、当該受益者のうちから代表者を定め、代表者が当該申告書を提出するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、同一の土地につき２人以上の受益者があるときは当該受益者の

うちから総代人を定め、総代人が当該申告書を提出することができる。 

（平12条例31・追加、平28条例70・令３条例２・一部改正） 

（不申告等に係る認定） 

第７条 上下水道事業管理者は、前条の規定による申告書が同条第１項の上下水道事業管理者の

定める日までに提出されなかった場合又は申告書に記載された事項が事実と異なると認めた

場合においては、申告によらないで受益者その他の申告すべき事項を認定することができる。 

（平12条例31・追加、平28条例70・一部改正） 

（負担金の賦課及び徴収） 

第８条 上下水道事業管理者は、第５条第１項の規定による公告の日現在における当該公告のあ

った賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第４条の規定による負担金の額を定め、これ

を賦課するものとする。 

２ 前項の負担金の賦課は、第５条第１項の公告の日の翌日から起算して３年を経過した日以後

においては、することができない。 

３ 上下水道事業管理者は、第１項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負

担金の額、納期限等を受益者に通知しなければならない。 

４ 負担金は、５年に分割して徴収するものとする。ただし、賦課対象区域内にある土地が、田、

畑、山林、原野であるときは、受益者の申出により10年に分割することができる。 

５ 前項の規定により負担金を分割して徴収することとして算定した場合の各納期の額が

1,000円未満になるときは、同項の規定にかかわらず、その分割はできないものとする。 

６ 第４項の規定にかかわらず、負担金は受益者の申出により一括納付することができる。 

（昭53条例22・旧第10条繰上・一部改正、平６条例48・一部改正、平12条例31・

旧第６条繰下・一部改正、平18条例22・平25条例36・平28条例70・一部改正） 

（負担金の徴収猶予） 

第９条 上下水道事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収

を猶予することができる。 

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等

を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。 

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付

することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、上下水道事業管理者が特に必要と認めるとき。 

２ 前項の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、上下水道事業管理者に申請して、

その決定を受けなければならない。 
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３ 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、その理由がなくなったときは、直

ちにその旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。 

４ 上下水道事業管理者は、前項の届出があったとき又はその届出をなすべき事実が客観的事由

により判明したときは、直ちに徴収猶予を取り消し、猶予した負担金を上下水道事業管理者が

適当と認める方法により徴収する。 

（昭53条例22・旧第11条繰上、昭63条例45・一部改正、平12条例31・旧第７条繰

下・一部改正、平28条例70・一部改正） 

（負担金の減免） 

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないもの

とする。 

２ 上下水道事業管理者は、受益者のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、その

負担金を減免することができる。 

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 

(4) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭（次項第３号において「土地等」という。）を提供

した受益者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められ

る土地に係る受益者 

３ 前項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による負担金の減免を受けようとす

る受益者は、納期限前７日までに、次に掲げる書類を添えて上下水道事業管理者に申請し、そ

の決定を受けなければならない。 

(1) 前項第１号から第３号までの規定の適用を受けようとする受益者にあっては、用途別明細

書 

(2) 前項第４号の規定の適用を受けようとする受益者にあっては、福祉事務所長又は民生委員

が証明する書類その他必要な書類 

(3) 前項第５号の規定の適用を受けようとする受益者にあっては、当該土地等を提供したこと

を明らかにする書類 

４ 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた受益者は、その理由がなくなったときは、直

ちにその旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。 

５ 上下水道事業管理者は、前項の届出があったとき又はその届出をなすべき事実が客観的事由

により判明したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る負担金の減免の決定を変更し、

又は取り消すことができる。 

（昭53条例22・旧第12条繰上、平12条例31・旧第８条繰下・一部改正、平25条例

36・平28条例70・一部改正） 

（受益者に変更があった場合の取扱い） 

第11条 第５条第１項の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更
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に係る当事者の一方又は双方がその旨を上下水道事業管理者に届け出たときは、新たに受益者

となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第８条第１項の規定によ

り定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者

が納付するものとする。 

（昭53条例22・旧第15条繰上・一部改正、平12条例31・旧第９条繰下・一部改正、

平28条例70・一部改正） 

（延滞金） 

第12条 上下水道事業管理者は、第８条第３項の納期限までに負担金を納付しない者に対して督

促した場合においては、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に

応じ、年14.5パーセント（当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、

年7.25パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するもの

とする。ただし、上下水道事業管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、延滞

金の全部又は一部を免除することができる。 

２ 前項本文の場合において、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が

1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

３ 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端

数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額

を切り捨てる。 

（昭53条例22・旧第16条繰上・一部改正、昭63条例45・一部改正、平12条例31・

旧第10条繰下・一部改正、平18条例22・平28条例70・一部改正） 

（委任） 

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。 

（昭53条例22・旧第17条繰上、平12条例31・旧第11条繰下、平28条例70・一部

改正） 

（過料） 

第14条 負担金の徴収を免れようとして、第６条に規定する申告書を同条第１項に規定する日ま

でに提出せず、若しくは虚偽の事項を記載した申告書を提出した者は、５万円以下の過料に処

する。 

（平12条例31・追加） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（平18条例22・一部改正） 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに施行された事業の部分については、この条例の相当規定に

より施行されたものとみなす。 

（平18条例22・一部改正） 

３ 当分の間、第12条第１項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセン
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トの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別

措置法（昭和32年法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パー

セントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年7.25パーセントの割

合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年に

おける延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセン

トの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加

算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合）とする。 

（平18条例22・追加、平25条例36・令２条例45・一部改正） 

附 則（昭和53年郡山市条例第22号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行前に改正前の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例の第９

条の規定により公告されている区域に係る負担金の賦課及び徴収については、なお従前の例に

よる。 

附 則（昭和63年郡山市条例第45号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に改正前の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例第５条

の規定により公告されている区域に係る負担金の賦課及び徴収については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成元年郡山市条例第40号） 

この条例は、平成元年10月１日から施行する。 

附 則（平成３年郡山市条例第40号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に改正前の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例第５条

の規定により公告されている区域に係る負担金の賦課及び徴収については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成６年郡山市条例第48号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に改正前の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例第５条

の規定により公告されている区域に係る負担金の賦課及び徴収については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成12年郡山市条例第31号） 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の県中都市計画郡山下水道事業

受益者負担に関する条例（以下「改正前の条例」という。）の規定によりなされた処分、手続

その他の行為は、改正後の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例の規定により

なされた処分、手続その他の行為とみなす。 

３ 施行日前に改正前の条例第５条の規定により公告された賦課対象区域に係る受益者負担金

の賦課及び徴収については、なお従前の例による。 

附 則（平成18年郡山市条例第22号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中県中都市計画郡山下水道事業受益者

負担に関する条例附則の改正規定及び第２条中郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益

者分担金に関する条例附則の改正規定は、平成18年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例附則第

３項の規定は、平成18年度以後の年度分の受益者負担金に係る延滞金について適用し、平成

17年度分までの受益者負担金に係る延滞金については、なお従前の例による。 

附 則（平成20年郡山市条例第５号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年郡山市条例第36号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中県中都市計画郡山下水道事業受益者

負担に関する条例附則第３項の改正規定、第２条中郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受

益者分担金に関する条例附則第２項の改正規定及び第３条中郡山市中山地区農業集落排水事

業受益者分担金に関する条例附則第２項の改正規定は、平成26年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例附則第

３項の規定、第２条の規定による改正後の郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担

金に関する条例附則第２項の規定及び第３条の規定による改正後の郡山市中山地区農業集落

排水事業受益者分担金に関する条例附則第２項の規定は、延滞金のうち平成26年１月１日以後

の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の

例による。 

附 則（平成28年郡山市条例第70号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例による改正前のそれぞれの条

例（以下「旧条例」という。）の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の
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行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請そ

の他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例（以下「新条例」という。）の規定に

より上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新

条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者

に対して行われた申請その他の行為とみなす。 

３ 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければなら

ない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、こ

れを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみ

なして、新条例の規定を適用する。 

附 則（令和２年郡山市条例第45号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

（県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例附則第

３項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期

間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年郡山市条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例施行規程 

平成29年４月１日 

郡山市上下水道局規程第16号 

改正 令和５年12月28日郡山市上下水道局規程第27号 

(趣旨) 

第 1 条 この規程は、県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年郡山市

条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 

(受益者の申告) 

第 2 条 条例第6条第1項の規程で定める申告書は、受益者申告書(第1号様式)とする。 

(負担金の算定基準となる地積) 

第 3 条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる地積は、不動産登記法(平成

16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿の地積による。ただし、上下水道事業管理

者(以下「管理者」という。)がこれにより難いと認めたときは、実測による地積又はその他

の方法により定めた地積によることができる。 

(負担金の徴収) 

第 4 条 条例第8条第3項の規定による負担金の額及びその納期限の通知は、受益者負担金決

定通知書(第2号様式)によるものとする。 

2 条例第8条第4項の規定により徴収する各年度分の負担金の納期は、次のとおりとする。た

だし、管理者が特に必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。 

第 1 期 6 月 5 日から 6 月 30 日まで 

第 2 期 11 月 5 日から11 月 30 日まで 

3 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、受益者負担金納入通知書(第3号様式)による。 

(端数計算等) 

第 5 条 条例第4条の規定による負担金の額は、条例第8条第4項の規定により 5 年又は 10 年

に分割して徴収する負担金の区分ごとに算定するものとし、それぞれの負担金の額に 10 円

未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

2 5 年又は 10 年に分割して徴収する負担金を各納期に分割する場合において、分割金額に

10 円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の最初の納期に係る分割金額に

合算するものとする。 

(受益者の変更) 

第 6 条 条例第11条の規定による受益者の変更に関する届出は、受益者変更届(第4号様式)に

よるものとする。この場合において、届出人が従前の受益者であるときは、新たな受益者と

連記しなければならない。 

2 条例第6条第1項後段、第2項及び第3項の規定は、前項前段の届出について準用する。 

3 管理者は、条例第11条の規定により受益者の地位の承継があった場合は、新たな受益者及

び従前の受益者に対し、それぞれその旨を受益者負担義務承継(消滅)通知書(第5号様式)によ

り通知する。 

(令 3 上下水規程 5・一部改正)  
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(負担金の徴収猶予) 

第 7 条 条例第9条第2項の規定による負担金の徴収猶予の申請は、受益者負担金徴収猶予申

請書(第6号様式)によるものとする。 

2 管理者は、負担金の徴収猶予についてその可否を決定したときは、受益者負担金徴収猶予

(却下)通知書(第7号様式)により申請人に通知する。 

(負担金の減免) 

第 8 条 条例第10条第3項の規定による負担金の減免の申請は、受益者負担金減免申請書(第8

号様式)によるものとする。 

2 管理者は、負担金の減免についてその可否を決定したときは、受益者負担金減免(却下)通知

書(第9号様式)により申請人に通知する。 

(納付管理人) 

第 9 条 受益者は、市内に住所、居所、事務所等を有しない場合は、負担金の納付に関する事

務を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定めることができる。この

場合において、受益者は、受益者負担金納付管理人届(第10号様式)を管理者に提出しなけれ

ばならない。 

2 受益者は、前項の規定による納付管理人を変更したときその他届け出た事項に変更を生じ

たときは、速やかに管理者に届け出なければならない。 

(延滞金の減免) 

第 10 条 条例第12条第1項ただし書の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞

金減免申請書を管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、必要に応

じ、その事由を証明する書類を添付させることができる。 

(賦課徴収等に関する事務の委任) 

第 11 条 管理者は、次に掲げる事務をその任命する職員(以下「徴収職員」という。)に委任

する。 

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問及び帳簿等の検査に関すること。 

(2) 負担金滞納者に係る滞納処分に関する調査のための質問、検査、提示又は提出の要求、

国税徴収法(昭和34年法律第147号)第146条の2の職務の執行及び提出物件の留置き並

びに財産の捜索及び差押えに関すること。 

(令 5 上下水規程 27・一部改正) 

(徴収職員証の交付等) 

第 12 条 管理者は、徴収職員に、その身分を証明する証票として、徴収職員証(第11号様式)

を交付する。 

2 徴収職員は、その事務を行う場合には、必ず徴収職員証を携帯し、必要があるときは、当

該徴収職員証を提示しなければならない。 

3 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

4 徴収職員は、徴収職員証を紛失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければなら

ない。 
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5 徴収職員証の交付を受けた者が徴収職員でなくなったときは、直ちに当該徴収職員証を管

理者に返還しなければならない。 

(様式の準用) 

第 13 条 負担金の滞納処分の実施に関する文書の様式は、別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行の際現に行政組織の改編に伴う関係規則の整備に関する規則(平成 29 年郡

山市規則第 33 号)附則第2 項第 2 号による廃止前の県中都市計画郡山下水道事業受益者負

担に関する条例施行規則(昭和 46 年郡山市規則第13 号)の様式に基づき作成されている用

紙は、この規程の様式の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することがで

きる。 

附 則(令和 2 年上下水規程第 21 号)抄 

(施行期日) 

1 この規程は、令和 3 年 1 月 1 日から施行する。ただし、「((印))」を削る改正規定は、公

布の日から施行する。 

(経過措置) 

3 この規程の施行の日前に送達された改正前の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関

する条例施行規程第2 号様式(その 1)及び第 3 号様式(その 2)による下水道事業受益者負担

金決定通知書及び下水道事業受益者負担金納入通知書は、第 2 条の規定による改正後の県中

都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定に基づき送付されたもの

とみなす。 

6 この規程の施行の際、現に改正前の様式に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要

の調整をして使用することができる。 

附 則(令和 3 年上下水規程第 5 号) 

(施行期日) 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行の際、現に提出されている改正前の郡山市下水道条例施行規程、県中都市

計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道

事業受益者分担金に関する条例施行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担

金に関する条例施行規程の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書

類は、この規程による改正後の郡山市下水道条例施行規程、県中都市計画郡山下水道事業受

益者負担に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関

する条例施行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規

程の様式によるものとみなす。 
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3 この規程の施行の際、現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要

の調整をして使用することができる。 

附 則(令和 3 年上下水規程第 13 号) 

(施行期日) 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行の際、現に提出されている改正前の郡山市下水道条例施行規程、県中都市

計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道

事業受益者分担金に関する条例施行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担

金に関する条例施行規程の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書

類は、この規程による改正後の郡山市下水道条例施行規程、県中都市計画郡山下水道事業受

益者負担に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関

する条例施行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規

程の様式によるものとみなす。 

3 この規程の施行の際、現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要

の調整をして使用することができる。 

附 則(令和 5 年上下水規程第 27 号) 

この規程は、令和 6 年 1 月 1 日から施行する。 
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○県中都市計画郡山下水道事業受益者負担金減免基準について 

平成29年４月１日 

郡山市上下水道局告示第103号 

県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例（昭和46年郡山市条例第26号。以下「条

例」という。）第10条第２項の規定に基づく負担金の減免基準を次のとおり定める。 

対象 減免できる率 

（パーセント） 

根拠条項 

１ 宗教法人法（昭和26年法律第126号）及び墓地、埋葬

等に関する法律（昭和23年法律第48号）による墓地等

に係る受益者 

 条例第10条第２項第６号 

(1) 墓地 100  

(2) 境内地（宗教法人として登録されたもので管理人等

が住居に使用する建物敷地を除く。） 

50  

２ 公道から公道に通ずるために設けられた私道で公衆の

用に供している通路 

100 条例第10条第２項第６号 

３ 国又は地方公共団体以外の者の所有に係る池、沼、遊

園地その他不特定多数人の自由使用に供されている土地 

100 条例第10条第２項第６号 

４ 東日本旅客鉄道株式会社鉄道用地  条例第10条第２項第６号 

(1) 線路用地 50  

(2) 構内地 30 

(3) 駅前広場 100 

５ 送電線鉄塔用地 100 条例第10条第２項第６号 

６ 崖状で使用不能と認めた土地 100 条例第10条第２項第６号 

７ 距離的減免 

布設する下水管きょからの距離 

 条例第10条第２項第６号 

50メートル以上100メートル未満 10  

100メートル以上150メートル未満 20 

150メートル以上200メートル未満 30 

200メートル以上250メートル未満 40 

250メートル以上 50 

８ 国が直接公用に供し、又は供することが予定されてい

る土地 

 条例第10条第２項第１号

又は第２号 

(1) 国立学校用地 75  

(2) 国立社会福祉施設用地 75 

(3) 警察法務収容施設用地 75 

(4) 一般庁舎用地 50 

(5) 国立病院用地 25 

(6) 有料の国家公務員宿舎用地  25 
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９ 地方公共団体の所有又は使用に係る土地  条例第10条第２項第１号

又は第２号 

(1) 公立学校及び幼稚園用地 75  

(2) 公立社会福祉施設用地 75 

(3) 一般庁舎用地 50 

(4) 地方公共団体が経営する企業用財産となっている

土地 

25 

(5) 公舎 25 

10 その他公共財産  条例第10条第２項第１号 

図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずる施設の

用地 

50  

11 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定す

る学校で私立学校法（昭和24年法律第270号）第３条に

規定する学校法人が設置するもの及び児童福祉法（昭和

22年法律第164号）第35条第３項に基づき設置された

保育所に係る土地（管理者、職員等が住居に使用する建

物敷地を除く。） 

50 条例第10条第２項第６号 

12 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条に規定す

る社会福祉事業で同法第22条に規定する社会福祉法人

が経営する施設に係る土地（管理者、職員等が住居に使

用する建物敷地を除く。） 

75 条例第10条第２項第６号 

13 道路、公園等の公共の用に供することが予定されてい

る土地に係る者 

100 条例第10条第２項第３号 

14 生活保護法（昭和25年法律第144号）により生活扶

助を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）により

支援給付を受けている者 

100 条例第10条第２項第４号 

15 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供し

た者 

上下水道事業管

理者が定める率 

条例第10条第２項第５号 

16 消防施設用地 

郡山市消防団設置条例（昭和40年郡山市条例第92号）

第２条に規定する消防団が消防用備品を格納する建物そ

の他の工作物の設置のため使用している土地 

100 条例第10条第２項第６号 

17 前各項に定めるもののほか、上下水道事業管理者が特

に負担金の減免をする必要があると認めたもの 

上下水道事業管

理者が定める率 

条例第10条第２項第６号 
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○郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例 

                                 平成 14 年 3 月 28 日 

                                  郡山市条例第 19 号 

 改正 令和 3 年 3 月 12 日郡山市上下水道局規程第 2 号 

 ( 趣 旨 )  

第 1 条 この条例は、湖南特定環境保全公共下水道事業 ( 浄化センター等に係る事業を除く。以

下「事業」という。 ) に要する費用の一部に充てるため、事業により利益を受ける者から徴

収する地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 224 条の規定に基づく分担金 ( 以下「分

担金」という。 ) について必要な事項を定めるものとする。 

( 受益者 )  

第 2 条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域内に存

する宅地 ( 住居、事務所、事業所、学校その他の下水を排除する建築物の敷地である土地を

いう。以下同じ。 ) の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借に

よる権利 ( 一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除

く。以下「地上権等」という。 ) の目的となっている宅地については、当該宅地の所有者又

は当該宅地の地上権者、質権者、使用借主若しくは賃借人をいう。 

( 受益者の分担金の額 )  

第 3 条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条第 1 項の規定による公告の日現在に

おいて所有し、又は地上権等を有する宅地で同項の規定により公告された区域内の 1 宅地

(1 の建築物に対応する宅地をいい、隣接する 2 以上の宅地で、受益者が同一のものにあっ

ては、その形状、利用状況等からみて、一体をなしていると認められるときは、これを 1 宅

地とする。 ) につき 173,000 円とする。 

( 賦課対象区域の決定等 )  

第 4 条 上下水道事業管理者は、毎年度の当初に、事業を施行することを予定し、かつ、分担金

を賦課しようとする区域 ( 以下「賦課対象区域」という。 ) を定め、これを公告しなければ

ならない。 

2  賦課対象区域は、前項の規定による公告の日から 3 年以内に事業を施行する土地の区域でな

ければならない。 

( 平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 受益者の申告 )  

第 5 条 受益者は、前条第 1 項の規定による公告のあった日後において、上下水道事業管理者の

定める日までに規程で定める申告書を上下水道事業管理者に提出しなければならない。この

場合において、受益者が宅地の所有者以外の受益者であるときは、当該申告書には宅地の所

有者と連記しなければならない。 

2  前項の規定にかかわらず、同一の宅地につき同一世帯に属する 2 人以上の受益者があるとき

は、当該受益者のうちから代表者を定め、代表者が当該申告書を提出するものとする。 

3  前 2 項の規定にかかわらず、同一の宅地につき 2 人以上の受益者があるときは、当該受益者

のうちから総代人を定め、総代人が当該申告書を提出することができる。 

( 平 28 条例 70 ・令 3 条例 2 ・一部改正 )  
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( 不申告等に係る認定 )  

第 6 条 上下水道事業管理者は、前条の規定による申告書が同条第 1 項の上下水道事業管理者の

定める日までに提出されなかった場合又は申告書に記載された事項が事実と異なると認めた

場合においては、申告によらないで受益者その他の申告すべき事項を認定することができ

る。 

( 平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 分担金の賦課及び徴収 )  

第 7 条 上下水道事業管理者は、第 4 条第 1 項の規定による公告の日現在における当該公告のあ

った賦課対象区域内の宅地に係る受益者ごとに第 3 条の分担金を賦課するものとする。 

2  前項の分担金の賦課は、第 4 条第 1 項の規定による公告の日の翌日から起算して 3 年を経過

した日以後においては、することができない。 

3  上下水道事業管理者は、遅滞なく、当該分担金の額、納期限等を受益者に通知しなければな

らない。 

4  分担金は、 5 年に分割して徴収するものとする。 

5  前項の規定にかかわらず、分担金は受益者の申出により一括納付することができる。 

( 平 18 条例 22 ・平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 分担金の徴収猶予 )  

第 8 条 上下水道事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収

を猶予することができる。 

(1)  受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上

権等を有する宅地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められる

とき。 

(2)  受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を

納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。 

(3)  前 2 号に掲げる場合のほか、上下水道事業管理者が特に必要と認めるとき。 

2  前項の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、当該徴収の猶予を必要とする

理由を証明する書類を添付して上下水道事業管理者に申請し、その決定を受けなければなら

ない。 

3  前項の規定により分担金の徴収の猶予の決定を受けた者は、その理由がなくなったときは、

直ちにその旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。 

4  上下水道事業管理者は、前項に規定する届出があったとき又はその届出をなすべき事実が客

観的事由により判明したときは、直ちに徴収の猶予を取り消し、猶予した分担金を上下水道

事業管理者が適当と認める方法により徴収する。 

( 平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 分担金の減免 )  

第 9 条 上下水道事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、その分担金

を減免することができる。 

(1)  国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している宅地に係る受益者 

(2)  地方公共団体がその企業の用に供している宅地に係る受益者 

(3)  国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している宅地に係る受益者 
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(4)  公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益

者 

(5)  事業のため土地、物件、労力又は金銭 ( 次項第 3 号において「土地等」という。 ) を

提供した受益者 

(6)  前各号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認め

られる宅地に係る受益者 

2  前項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による分担金の減免を受けようとする

受益者は、納期限前 7 日までに、次に掲げる書類を添えて上下水道事業管理者に申請し、そ

の決定を受けなければならない。 

(1)  前項第 1 号から第 3 号までの規定の適用を受けようとする受益者にあっては、用途別

明細書 

(2)  前項第 4 号の規定の適用を受けようとする受益者にあっては、福祉事務所長又は民生

委員が証明する書類その他必要な書類 

(3)  前項第 5 号の規定の適用を受けようとする受益者にあっては、当該土地等を提供した

ことを明らかにする書類 

(4)  前項第 6 号の規定の適用を受けようとする受益者にあっては、当該宅地が特に分担金

を減免する必要があると認められることを明らかにする書類 

3  前項の規定により分担金の減免の決定を受けた受益者は、その理由がなくなったときは、直

ちにその旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。 

4  上下水道事業管理者は、前項に規定する届出があったとき又はその届出をなすべき事実が客

観的事由により判明したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る分担金の減免の決

定を変更し、又は取り消すことができる。 

( 平 25 条例 36 ・平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 受益者に変更があった場合の取扱い )  

第 10 条 第 4 条第 1 項の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変

更に係る当事者の一方又は双方がその旨を上下水道事業管理者に届け出たときは、新たに受

益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第 7 条第 4 項の規

定により分割して徴収する分担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているも

のは、従前の受益者が納付するものとする。 

( 平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 延滞金 )  

第 11 条 上下水道事業管理者は、第 7 条第 3 項の納期限までに分担金を納付しない者に対して

督促した場合においては、当該分担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日

数に応じ、年 14.5 パーセント ( 当該納期限の翌日から 1 月を経過する日までの期間につい

ては、年 7.25 パーセント ) の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収

するものとする。ただし、上下水道事業管理者は、災害その他特別の事情があると認めると

きは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

2  前項本文の場合において、延滞金の確定金額に 100 円未満の端数があるとき又はその全額

が 1,000 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 
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3  延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に 1,000 円未満の

端数があるとき又はその分担金の全額が 2,000 円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額を切り捨てる。 

( 平 18 条例 22 ・平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 委任 )  

第 12 条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。 

( 平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 過料 )  

第 13 条 分担金の徴収を免れようとして、第 5 条に規定する申告書を同条第 1 項に規定する日

までに提出せず、又は虚偽の事項を記載した申告書を提出した者は、 5 万円以下の過料に処

する。 

附 則 

1  この条例は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

( 平 18 条例 22 ・旧附則・一部改正 )  

2  当分の間、第 11 条第 1 項に規定する延滞金の年 14.5 パーセントの割合及び年 7.25 パー

セントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合 ( 平均貸付割合 ( 租

税特別措置法 ( 昭和 32 年法律第 26 号 ) 第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をい

う。 ) に年 1 パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。 ) が年

7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年 14.5 パーセントの

割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した

割合とし、年 7.25 パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年 1 パーセント

の割合を加算した割合 ( 当該加算した割合が年 7.25 パーセントの割合を超える場合には、

年 7.25 パーセントの割合 ) とする。 

( 平 18 条例 22 ・追加、平 25 条例 36 ・令 2 条例 45 ・一部改正 )  

附 則 ( 平成 18 年郡山市条例第 22 号 ) 抄 

( 施行期日 )  

1  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 1 条中県中都市計画郡山下水道事業受益者

負担に関する条例附則の改正規定及び第 2 条中郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益

者分担金に関する条例附則の改正規定は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

( 経過措置 )  

3  第 2 条の規定による改正後の郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する

条例附則第 2 項の規定は、平成 18 年度以後の年度分の受益者分担金に係る延滞金について

適用し、平成 17 年度分までの受益者分担金に係る延滞金については、なお従前の例によ

る。 

附 則 ( 平成 25 年郡山市条例第 36 号 )  

( 施行期日 )  

1  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 1 条中県中都市計画郡山下水道事業受益者

負担に関する条例附則第 3 項の改正規定、第 2 条中郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業

受益者分担金に関する条例附則第 2 項の改正規定及び第 3 条中郡山市中山地区農業集落排水
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事業受益者分担金に関する条例附則第 2 項の改正規定は、平成 26 年 1 月 1 日から施行す

る。 

( 経過措置 )  

2  第 1 条の規定による改正後の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例附則第 3

項の規定、第 2 条の規定による改正後の郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担

金に関する条例附則第 2 項の規定及び第 3 条の規定による改正後の郡山市中山地区農業集落

排水事業受益者分担金に関する条例附則第 2 項の規定は、延滞金のうち平成 26 年 1 月 1 日

以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお

従前の例による。 

附 則 ( 平成 28 年郡山市条例第 70 号 )  

( 施行期日 )  

1  この条例は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

( 経過措置 )  

2  この条例の施行の日 ( 以下「施行日」という。 ) 前にこの条例による改正前のそれぞれの条

例 ( 以下「旧条例」という。 ) の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他

の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請

その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例 ( 以下「新条例」という。 ) の規

定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後において

は、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業

管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。 

3  旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならな

い事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、こ

れを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものと

みなして、新条例の規定を適用する。 

附 則 ( 令和 2 年郡山市条例第 45 号 ) 抄 

( 施行期日 )  

1  この条例は、令和 3 年 1 月 1 日から施行する。 

( 郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部改正に伴う経過

措置 )  

5  第 4 条の規定による改正後の郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する

条例附則第 2 項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用

し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 

附 則 ( 令和 3 年郡山市条例第 2 号 )  

この条例は、公布の日から施行する。 
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○郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程 

                                  平成 29 年 4 月 1 日 

                             郡山市上下水道局規程第 17 号 

                                 改正 令和 5 年 12 月 28 日郡山市上下水道局規程第 27 号 

( 趣旨 )  

第 1 条 この規程は、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例 ( 平成

14 年郡山市条例第 19 号。以下「条例」という。 ) の施行について必要な事項を定めるも

のとする。 

( 受益者の申告 )  

第 2 条 条例第 5 条第 1 項の規程で定める申告書は、受益者申告書 ( 第 1 号様式 ) によるものと

する。 

( 分担金の徴収 )  

第 3 条 条例第 7 条第 3 項の規定による納期限等の通知は、受益者分担金決定通知書 ( 第 2 号様

式 ) によるものとする。 

2  条例第 7 条第 4 項の規定により徴収する各年度分の分担金の納期は、次のとおりとする。た

だし、上下水道事業管理者 ( 以下「管理者」という。 ) が特に必要があると認めたときは、

別に納期を定めることができる。 

第 1 期 6 月 5 日から 6 月 30 日まで 

第 2 期 11 月 5 日から 11 月 30 日まで 

3  前項に規定する各納期に係る分担金の徴収は、受益者分担金納入通知書 ( 第 3 号様式 ) によ

るものとする。 

( 分担金の徴収猶予 )  

第 4 条 条例第 8 条第 2 項の規定による分担金の徴収猶予の申請は、受益者分担金徴収猶予申請

書 ( 第 4 号様式 ) によるものとする。 

2  管理者は、分担金の徴収猶予についてその可否を決定したときは、受益者分担金徴収猶予

( 却下 ) 通知書 ( 第 5 号様式 ) により申請人に通知する。 

( 分担金の減免 )  

第 5 条 条例第 9 条第 2 項の規定による分担金の減免の申請は、受益者分担金減免申請書 ( 第 6

号様式 ) によるものとする。 

2  管理者は、分担金の減免についてその可否を決定したときは、受益者分担金減免 ( 却下 ) 通

知書 ( 第 7 号様式 ) により申請人に通知する。 

( 受益者の変更 )  

第 6 条 条例第 10 条の規定による受益者の変更に関する届出は、受益者変更届 ( 第 8 号様式 )

によるものとする。この場合において、届出人が従前の受益者であるときは、新たな受益者

と連記しなければならない。 

2  条例第 5 条第 1 項後段、第 2 項及び第 3 項の規定は、前項前段の届出について準用する。 

3  管理者は、条例第 10 条の規定により受益者の地位の承継があった場合は、新たな受益者及

び従前の受益者に対し、それぞれその旨を受益者分担義務承継 ( 消滅 ) 通知書 ( 第 9 号様

式 ) により通知する。 

( 令 3 上下水規程 5 ・一部改正 )  



271 

 

( 納付管理人 )  

第 7 条 受益者は、市内に住所、居所、事務所等を有しない場合は、分担金の納付に関する事務

を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定めることができる。この場

合において、受益者は、受益者分担金納付管理人届 ( 第 10 号様式 ) を管理者に提出しなけ

ればならない。 

2  受益者は、前項の規定による納付管理人を変更したときその他届け出た事項に変更を生じた

ときは、速やかに管理者に届け出なければならない。 

( 延滞金の減免 )  

第 8 条 条例第 11 条第 1 項ただし書の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金

減免申請書を管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、必要に応

じ、その事由を証明する書類を添付させることができる。 

( 賦課徴収等に関する事務の委任 )  

第 9 条 管理者は、次に掲げる事務をその任命する職員 ( 以下「徴収職員」という。 ) に委任す

る。 

(1)  分担金の賦課徴収に関する調査のための質問及び帳簿等の検査に関すること。 

(2)  分担金滞納者に係る滞納処分に関する調査のための質問、検査、提示又は提出の要

求、国税徴収法 ( 昭和 34 年法律第 147 号 ) 第 146 条の 2 の職務の執行及び提出物件

の留置き並びに財産の捜索及び差押えに関すること。 

( 令 5 上下水規程 27 ・一部改正 )  

( 徴収職員証の交付等 )  

第 10 条 管理者は、徴収職員に、その身分を証明する証票として、徴収職員証 ( 第 11 号様

式 ) を交付する。 

2  徴収職員は、その事務を行う場合には、必ず徴収職員証を携帯し、必要があるときは、当該

徴収職員証を提示しなければならない。 

3  徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

4  徴収職員は、徴収職員証を紛失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならな

い。 

5  徴収職員証の交付を受けた者が徴収職員でなくなったときは、直ちに当該徴収職員証を管理

者に返還しなければならない。 

( 様式の準用 )  

第 11 条 分担金の滞納処分の実施に関する文書の様式は、別に定める。 

附 則 

( 施行期日 )  

1  この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

( 経過規程 )  

2  この規程の施行の際現に行政組織の改編に伴う関係規則の整備に関する規則 ( 平成 29 年郡

山市規則第 33 号 ) 附則第 2 項第 4 号による廃止前の郡山市湖南特定環境保全公共下水道事

業受益者分担金に関する条例施行規則 ( 平成 14 年郡山市規則第 28 号 ) の様式に基づき作

成されている用紙は、この規程の様式の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使

用することができる。 
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附 則 ( 令和 2 年上下水規程第 21 号 ) 抄 

( 施行期日 )  

1  この規程は、令和 3 年 1 月 1 日から施行する。ただし、「((印))」を削る改正規定は、公布

の日から施行する。 

( 経過措置 )  

4  この規程の施行の日前に送達された改正前の郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者

分担金に関する条例施行規程第 2 号様式 ( その 1) 及び第 3 号様式 ( その 1) による湖南特

定環境保全公共下水道事業受益者分担金決定通知書及び湖南特定環境保全公共下水道事業受

益者分担金納入通知書は、第 3 条の規定による改正後の郡山市湖南特定環境保全公共下水道

事業受益者分担金に関する条例施行規程の規定に基づき送付されたものとみなす。 

6  この規程の施行の際、現に改正前の様式に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則 ( 令和 3 年上下水規程第 5 号 )  

( 施行期日 )  

1  この規程は、公布の日から施行する。 

( 経過措置 )  

2  この規程の施行の際、現に提出されている改正前の郡山市下水道条例施行規程、県中都市計

画郡山下水道事業受益者負担に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事

業受益者分担金に関する条例施行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に

関する条例施行規程の様式 ( 次項において「旧様式」という。 ) により使用されている書類

は、この規程による改正後の郡山市下水道条例施行規程、県中都市計画郡山下水道事業受益

者負担に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関す

る条例施行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程の

様式によるものとみなす。 

3  この規程の施行の際、現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則 ( 令和 3 年上下水規程第 13 号 )  

( 施行期日 )  

1  この規程は、公布の日から施行する。 

( 経過措置 )  

2  この規程の施行の際、現に提出されている改正前の郡山市下水道条例施行規程、県中都市計

画郡山下水道事業受益者負担に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事

業受益者分担金に関する条例施行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に

関する条例施行規程の様式 ( 次項において「旧様式」という。 ) により使用されている書類

は、この規程による改正後の郡山市下水道条例施行規程、県中都市計画郡山下水道事業受益

者負担に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関す

る条例施行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程の

様式によるものとみなす。 

3  この規程の施行の際、現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 
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附 則 ( 令和 5 年上下水規程第 27 号 )  

この規程は、令和 6 年 1 月 1 日から施行する。 

第 1 号様式 ( 第 2 条関係 )  

( 令 3 上下水規程 5 ・令 3 上下水規程 13 ・一部改正 )  
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○郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金減免基準について 

                                  平成 29 年 4 月 1 日 

                            郡山市上下水道局告示第 104 号 

郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例 ( 平成 14 年郡山市条例

第 19 号。以下「条例」という。 ) 第 9 条第 1 項の規定に基づく分担金の減免基準を次のとおり

定める。 

対象 減 免 で き る 率  

( パ ー セ ン

ト )  

根拠条項 

1  国又は地方公共団体が直接公用に供し又は供

することを予定している宅地に係る受益者 

50  条例第 9 条第 1 項第 1 号  

2  地方公共団体がその企業の用に供している宅

地に係る受益者 

50  条例第 9 条第 1 項第 2 号  

3  生活保護法 ( 昭和 25 年法律第144号 ) によ

り生活扶助を受けている者及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律 ( 平成 6 年法律第 30 号 ) により

支援給付を受けている者 

100  条例第 9 条第 1 項第 4 号  

4  特に分担金を減免する必要があると認められ

る受益者 

  条例第 9 条第 1 項第 6 号  

(1)  郡山市消防団設置条例 ( 昭和 40 年郡山市

条例第 92 号 ) 第 2 条に規定する消防団が消防

用備品を格納する建物その他の工作物の設置の

ため使用している宅地に係る受益者 

100    

(2)  社会福祉法 ( 昭和 26 年法律第 45 号 ) 第

2 条に規定する社会福祉事業で同法第 22 条に

規定する社会福祉法人が経営する施設に使用す

る宅地 ( 管理者、職員等が住居に使用する宅地

又はその本来の目的に使用しない宅地を除

く。 ) に係る受益者 

50    

(3)  学校教育法 ( 昭和 22 年法律第 26 号 ) 第

1 条に規定する学校で私立学校法 ( 昭和 24 年

法律第270号 ) 第 3 条に規定する学校法人が教

育の目的に使用している宅地及び児童福祉法

( 昭和 22 年法律第164号 ) 第 35 条第 3 項に

基づき設置された保育所に係る宅地 ( 管理者、

職員等が住居に使用する宅地又はその本来の目

的に使用しない宅地を除く。 ) に係る受益者 

50    

(4)  宗教法人法 ( 昭和 26 年法律第126号 ) 第

2 条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体

が同条本文に規定する目的のために使用する宅

地及びこれに類する宅地に係る受益者 

50    
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(5) 町内会が使用する集会所等の宅地に係る受益

者 

50    

(6)  実情に応じ減免することが必要である

と上下水道事業管理者が認めた受益者 

上 下 水 道 事 業

管 理 者 が 定 め

る 率 
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○郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例 

                                平成 21 年 12 月 24 日 

                                  郡山市条例第 49 号 

                       改正 令和３年３月 12 日郡山市条例第２号 

( 趣旨 )  

第 1 条 この条例は、中山地区農業集落排水事業 ( 農業集落排水処理施設等に係る事業を除く。

以下「事業」という。 ) に要する費用の一部に充てるため、事業により利益を受ける者から

徴収する地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 224 条の規定に基づく分担金 ( 以下

「分担金」という。 ) について必要な事項を定めるものとする。 

( 受益者 )  

第 2 条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される農業集落排水施設の処理区域

内に存する宅地 ( 住居、事務所、事業所、学校その他の汚水を排除する建築物の敷地である

土地をいう。以下同じ。 ) の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃

貸借による権利 ( 一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権

利を除く。以下「地上権等」という。 ) の目的となっている宅地については、当該宅地の所

有者又は当該宅地の地上権者、質権者、使用借主若しくは賃借人をいう。 

( 受益者の分担金の額 )  

第 3 条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条の規定による公告の日現在において

所有し、又は地上権等を有する宅地で同条の規定により公告された区域内の 1 宅地 (1 の建

築物に対応する宅地をいい、隣接する 2 以上の宅地で、受益者が同一のものにあっては、そ

の形状、利用状況等からみて、一体をなしていると認められるときは、これを 1 宅地とす

る。 ) につき 173,000 円とする。 

( 賦課対象区域の決定等 )  

第 4 条 上下水道事業管理者は、分担金の賦課を開始する年度の当初に、分担金を賦課しようと

する区域 ( 以下「賦課対象区域」という。 ) を定め、これを公告しなければならない。 

( 平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 受益者の申告 )  

第 5 条 受益者は、前条の規定による公告のあった日後において、上下水道事業管理者の定める

日までに規程で定める申告書を上下水道事業管理者に提出しなければならない。この場合に

おいて、受益者が宅地の所有者以外の受益者であるときは、当該申告書には宅地の所有者と

連記しなければならない。 

2  前項の規定にかかわらず、同一の宅地につき同一世帯に属する 2 人以上の受益者があるとき

は、当該受益者のうちから代表者を定め、代表者が当該申告書を提出するものとする。 

3  前 2 項の規定にかかわらず、同一の宅地につき 2 人以上の受益者があるときは、当該受益者

のうちから総代人を定め、総代人が当該申告書を提出することができる。 

( 平 28 条例 70 ・令 3 条例 2 ・一部改正 )  

( 不申告等に係る認定 )  

第 6 条 上下水道事業管理者は、前条の規定による申告書が同条第 1 項の上下水道事業管理者の

定める日までに提出されなかった場合又は申告書に記載された事項が事実と異なると認めた
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場合においては、申告によらないで受益者その他の申告すべき事項を認定することができ

る。 

( 平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 分担金の賦課及び徴収 )  

第 7 条 上下水道事業管理者は、第 4 条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦

課対象区域内の宅地に係る受益者ごとに第 3 条の分担金を賦課するものとする。 

2  前項の分担金の賦課は、第 4 条の規定による公告の日の翌日から起算して 3 年を経過した日

以後においては、することができない。 

3  上下水道事業管理者は、遅滞なく、当該分担金の額、納期限等を受益者に通知しなければな

らない。 

4  分担金は、 5 年に分割して徴収するものとする。 

5  前項の規定にかかわらず、分担金は受益者の申出により一括納付することができる。 

( 平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 分担金の徴収猶予 )  

第 8 条 上下水道事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収

を猶予することができる。 

(1)  受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上

権等を有する宅地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められる

とき。 

(2)  受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を

納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。 

(3)  前 2 号に掲げる場合のほか、上下水道事業管理者が特に必要と認めるとき。 

2  前項の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、当該徴収の猶予を必要とする

理由を証明する書類を添付して上下水道事業管理者に申請し、その決定を受けなければなら

ない。 

3  前項の規定により分担金の徴収の猶予の決定を受けた者は、その理由がなくなったときは、

直ちにその旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。 

4  上下水道事業管理者は、前項に規定する届出があったとき又はその届出をなすべき事実が客

観的事由により判明したときは、直ちに徴収の猶予を取り消し、猶予した分担金を上下水道

事業管理者が適当と認める方法により徴収する。 

( 平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 分担金の減免 )  

第 9 条 上下水道事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、その分担金

を減免することができる。 

(1)  国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している宅地に係る受益者 

(2)  地方公共団体がその企業の用に供している宅地に係る受益者 

(3)  国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している宅地に係る受益者 

(4)  公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益

者 
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(5)  事業のため土地、物件、労力又は金銭 ( 次項第 3 号において「土地等」という。 ) を

提供した受益者 

(6)  前各号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認め

られる宅地に係る受益者 

2  前項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による分担金の減免を受けようとする

受益者は、納期限前 7 日までに、次に掲げる書類を添えて上下水道事業管理者に申請し、そ

の決定を受けなければならない。 

(1)  前項第 1 号から第 3 号までの規定の適用を受けようとする受益者にあっては、用途別

明細書 

(2)  前項第 4 号の規定の適用を受けようとする受益者にあっては、福祉事務所長又は民生

委員が証明する書類その他必要な書類 

(3)  前項第 5 号の規定の適用を受けようとする受益者にあっては、当該土地等を提供した

ことを明らかにする書類 

(4)  前項第 6 号の規定の適用を受けようとする受益者にあっては、当該宅地が特に分担金

を減免する必要があると認められることを明らかにする書類 

3  前項の規定により分担金の減免の決定を受けた受益者は、その理由がなくなったときは、直

ちにその旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。 

4  上下水道事業管理者は、前項に規定する届出があったとき又はその届出をなすべき事実が客

観的事由により判明したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る分担金の減免の決

定を変更し、又は取り消すことができる。 

( 平 25 条例 36 ・平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 受益者に変更があった場合の取扱い )  

第 10 条 第 4 条の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係

る当事者の一方又は双方がその旨を上下水道事業管理者に届け出たときは、新たに受益者と

なった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第 7 条第 4 項の規定によ

り分割して徴収する分担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、

従前の受益者が納付するものとする。 

( 平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 延滞金 )  

第 11 条 上下水道事業管理者は、第 7 条第 3 項の納期限までに分担金を納付しない者に対して

督促した場合においては、当該分担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日

数に応じ、年 14.5 パーセント ( 当該納期限の翌日から 1 月を経過する日までの期間につい

ては年 7.25 パーセント ) の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収す

るものとする。ただし、上下水道事業管理者は、災害その他特別の事情があると認めるとき

は、延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

2  前項本文の場合において、延滞金の確定金額に 100 円未満の端数があるとき又はその全額

が 1,000 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

3  延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に 1,000 円未満の

端数があるとき又はその分担金の全額が 2,000 円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額を切り捨てる。 
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( 平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 協力金 )  

第 12 条 郡山市農業集落排水施設条例 ( 平成 4 年郡山市条例第 23 号 ) 第 19 条の 2 の規定に

より郡山市中山地区農業集落排水施設に関して特別使用の許可を受けた者は、農業集落排水

事業協力金 ( 以下「協力金」という。 ) を納付しなければならない。 

2  協力金の額は、分担金の例により算出した額とする。 

3  協力金は、特別使用の許可に係る工事を行う前に一括して納付しなければならない。 

( 委任 )  

第 13 条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。 

( 平 28 条例 70 ・一部改正 )  

( 過料 )  

第 14 条 分担金の徴収を免れようとして、第 5 条に規定する申告書を同条第 1 項に規定する日

までに提出せず、又は虚偽の事項を記載した申告書を提出した者は、 5 万円以下の過料に処

する。 

附 則 

( 施行期日 )  

1  この条例は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

( 延滞金の割合の特例 )  

2  当分の間、第 11 条第 1 項に規定する延滞金の年 14.5 パーセントの割合及び年 7.25 パー

セントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合 ( 平均貸付割合 ( 租

税特別措置法 ( 昭和 32 年法律第 26 号 ) 第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をい

う。 ) に年 1 パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。 ) が年

7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年 14.5 パーセントの

割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した

割合とし、年 7.25 パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年 1 パーセント

の割合を加算した割合 ( 当該加算した割合が年 7.25 パーセントの割合を超える場合には、

年 7.25 パーセントの割合 ) とする。 

( 平 25 条例 36 ・令 2 条例 45 ・一部改正 )  

附 則 ( 平成 25 年郡山市条例第 36 号 )  

( 施行期日 )  

1  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 1 条中県中都市計画郡山下水道事業受益者

負担に関する条例附則第 3 項の改正規定、第 2 条中郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業

受益者分担金に関する条例附則第 2 項の改正規定及び第 3 条中郡山市中山地区農業集落排水

事業受益者分担金に関する条例附則第 2 項の改正規定は、平成 26 年 1 月 1 日から施行す

る。 

( 経過措置 )  

2  第 1 条の規定による改正後の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例附則第 3

項の規定、第 2 条の規定による改正後の郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担

金に関する条例附則第 2 項の規定及び第 3 条の規定による改正後の郡山市中山地区農業集落

排水事業受益者分担金に関する条例附則第 2 項の規定は、延滞金のうち平成 26 年 1 月 1 日
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以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお

従前の例による。 

附 則 ( 平成 28 年郡山市条例第 70 号 )  

( 施行期日 )  

1  この条例は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

( 経過措置 )  

2  この条例の施行の日 ( 以下「施行日」という。 ) 前にこの条例による改正前のそれぞれの条

例 ( 以下「旧条例」という。 ) の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他

の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請

その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例 ( 以下「新条例」という。 ) の規

定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後において

は、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業

管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。 

3  旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならな

い事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、こ

れを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものと

みなして、新条例の規定を適用する。 

附 則 ( 令和 2 年郡山市条例第 45 号 ) 抄 

( 施行期日 )  

1  この条例は、令和 3 年 1 月 1 日から施行する。 

( 郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例の一部改正に伴う経過措置 )  

7  第 6 条の規定による改正後の郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例附

則第 2 項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日

前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 

附 則 ( 令和 3 年郡山市条例第 2 号 )  

この条例は、公布の日から施行する。 
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○郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程 

                                  平成 29 年 4 月 1 日 

                             郡山市上下水道局規程第 19 号 

                改正 令和５年 12 月 28 日郡山市上下水道局規程第２ 7 号 

( 趣旨 )  

第 1 条 この規程は、郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例 ( 平成 21 年

郡山市条例第 49 号。以下「条例」という。 ) の施行について必要な事項を定めるものとす

る。 

( 受益者の申告 )  

第 2 条 条例第 5 条第 1 項の規程で定める申告書は、受益者申告書 ( 第 1 号様式 ) によるものと

する。 

( 分担金の徴収 )  

第 3 条 条例第 7 条第 3 項の規定による納期限等の通知は、受益者分担金決定通知書 ( 第 2 号様

式 ) によるものとする。 

2  条例第 7 条第 4 項の規定により徴収する各年度分の分担金の納期は、次のとおりとする。た

だし、上下水道事業管理者 ( 以下「管理者」という。 ) 特に必要があると認めたときは、別

に納期を定めることができる。 

第 1 期 6 月 5 日から 6 月 30 日まで 

第 2 期 11 月 5 日から 11 月 30 日まで 

3  前項に規定する各納期に係る分担金を徴収するときは、受益者分担金納入通知書 ( 第 3 号様

式 ) により納入の通知を行うものとする。 

( 分担金の徴収猶予 )  

第 4 条 条例第 8 条第 2 項の規定による分担金の徴収猶予の申請は、受益者分担金徴収猶予申請

書 ( 第 4 号様式 ) によるものとする。 

2  管理者は、分担金の徴収猶予についてその可否を決定したときは、受益者分担金徴収猶予

( 却下 ) 通知書 ( 第 5 号様式 ) により申請人に通知する。 

( 分担金の減免 )  

第 5 条 条例第 9 条第 2 項の規定による分担金の減免の申請は、受益者分担金減免申請書 ( 第 6

号様式 ) によるものとする。 

2  管理者は、分担金の減免についてその可否を決定したときは、受益者分担金減免 ( 却下 ) 通

知書 ( 第 7 号様式 ) により申請人に通知する。 

( 受益者の変更 )  

第 6 条 条例第 10 条の規定による受益者の変更に関する届出は、受益者変更届 ( 第 8 号様式 )

によるものとする。この場合において、届出人が従前の受益者であるときは、新たな受益者

と連記しなければならない。 

2  条例第 5 条第 1 項後段、第 2 項及び第 3 項の規定は、前項前段の届出について準用する。 

3  管理者は、条例第 10 条の規定により受益者の地位の承継があった場合は、新たな受益者及

び従前の受益者に対し、それぞれその旨を受益者分担義務承継 ( 消滅 ) 通知書 ( 第 9 号様

式 ) により通知する。 

( 令 3 上下水規程 5 ・一部改正 )  
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( 納付管理人 )  

第 7 条 受益者は、市内に住所、居所、事務所等を有しない場合は、分担金の納付に関する事務

を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定めることができる。この場

合において、受益者は、受益者分担金納付管理人届 ( 第 10 号様式 ) を管理者に提出しなけ

ればならない。 

2  受益者は、前項の規定による納付管理人を変更したときその他届け出た事項に変更を生じた

ときは、速やかに管理者に届け出なければならない。 

( 延滞金の減免 )  

第 8 条 条例第 11 条第 1 項ただし書の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金

減免申請書を管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、必要に応

じ、その事由を証明する書類を添付させることができる。 

( 賦課徴収等に関する事務の委任 )  

第 9 条 管理者は、次に掲げる事務をその任命する職員 ( 以下「徴収職員」という。 ) に委任す

る。 

(1)  分担金の賦課徴収に関する調査のための質問及び帳簿等の検査に関すること。 

(2)  分担金滞納者に係る滞納処分に関する調査のための質問、検査、提示又は提出の要

求、国税徴収法 ( 昭和 34 年法律第 147 号 ) 第 146 条の 2 の職務の執行及び提出物件

の留置き並びに財産の捜索及び差押えに関すること。 

( 令 5 上下水規程 27 ・一部改正 )  

( 徴収職員証の交付等 )  

第 10 条 管理者は、徴収職員に、その身分を証明する証票として、徴収職員証 ( 第 11 号様

式 ) を交付する。 

2  徴収職員は、その事務を行う場合には、必ず徴収職員証を携帯し、必要があるときは、当該

徴収職員証を提示しなければならない。 

3  徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

4  徴収職員は、徴収職員証を紛失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならな

い。 

5  徴収職員証の交付を受けた者が徴収職員でなくなったときは、直ちに当該徴収職員証を管理

者に返還しなければならない。 

( 様式の委任 )  

第 11 条 分担金の滞納処分の実施に関する文書の様式は、別に定める。 

附 則 

( 施行期日 )  

1  この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

( 経過措置 )  

2  この規程の施行の際現に行政組織の改編に伴う関係規則の整備に関する規則 ( 平成 29 年郡

山市規則第 33 号 ) 附則第 2 項第 6 号による廃止前の郡山市中山地区農業集落排水事業受益

者分担金に関する条例施行規則 ( 平成 22 年郡山市規則第 18 号 ) の様式に基づき作成され

ている用紙は、この規程の様式の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用する

ことができる。 
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附 則 ( 令和 2 年上下水規程第 21 号 ) 抄 

( 施行期日 )  

1  この規程は、令和 3 年 1 月 1 日から施行する。ただし、「((印))」を削る改正規定は、公布

の日から施行する。 

( 経過措置 )  

5  この規程の施行の日前に送達された改正前の郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金

に関する条例施行規程第 2 号様式及び第 3 号様式による中山地区農業集落排水事業受益者分

担金決定通知書及び中山地区農業集落排水事業受益者分担金納入通知書は、第 4 条の規定に

よる改正後の郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程の規定に

基づき送付されたものとみなす。 

6  この規程の施行の際、現に改正前の様式に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則 ( 令和 3 年上下水規程第 5 号 )  

( 施行期日 )  

1  この規程は、公布の日から施行する。 

( 経過措置 )  

2  この規程の施行の際、現に提出されている改正前の郡山市下水道条例施行規程、県中都市計

画郡山下水道事業受益者負担に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事

業受益者分担金に関する条例施行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に

関する条例施行規程の様式 ( 次項において「旧様式」という。 ) により使用されている書類

は、この規程による改正後の郡山市下水道条例施行規程、県中都市計画郡山下水道事業受益

者負担に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関す

る条例施行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程の

様式によるものとみなす。 

3  この規程の施行の際、現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則 ( 令和 3 年上下水規程第 13 号 )  

( 施行期日 )  

1  この規程は、公布の日から施行する。 

( 経過措置 )  

2  この規程の施行の際、現に提出されている改正前の郡山市下水道条例施行規程、県中都市計

画郡山下水道事業受益者負担に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事

業受益者分担金に関する条例施行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に

関する条例施行規程の様式 ( 次項において「旧様式」という。 ) により使用されている書類

は、この規程による改正後の郡山市下水道条例施行規程、県中都市計画郡山下水道事業受益

者負担に関する条例施行規程、郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関す

る条例施行規程及び郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程の

様式によるものとみなす。 

3  この規程の施行の際、現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 
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附 則 ( 令和 5 年上下水規程第 27 号 )  

この規程は、令和 6 年 1 月 1 日から施行する。 

 

第 1 号様式 ( 第 2 条関係 )  

( 令 3 上下水規程 5 ・令 3 上下水規程 13 ・一部改正 )  

第 2 号様式 ( 第 3 条関係 )  

第 3 号様式 ( 第 3 条関係 )  

第 4 号様式 ( 第 4 条関係 )  

( 令 2 上下水規程 21 ・令 3 上下水規程 5 ・令 3 上下水規程 13 ・一部改正 )  

第 5 号様式 ( 第 4 条関係 )  

第 6 号様式 ( 第 5 条関係 )  

( 令 2 上下水規程 21 ・令 3 上下水規程 5 ・令 3 上下水規程 13 ・一部改正 )  

第 7 号様式 ( 第 5 条関係 )  

第 8 号様式 ( 第 6 条関係 )  

( 令 3 上下水規程 5 ・令 3 上下水規程 13 ・一部改正 )  

第 9 号様式 ( 第 6 条関係 )  

第 10 号様式 ( 第 7 条関係 )  

( 令 2 上下水規程 21 ・令 3 上下水規程 13 ・一部改正 )  

第 11 号様式 ( 第 10 条関係 )  
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○郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金減免基準について 

                                 平成 22 年 3 月 31 日 

                                 郡山市告示第 456 号 

郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例 ( 平成 21 年郡山市条例第 49

号。以下「条例」という。 ) 第 9 条第 1 項の規定に基づく分担金の減免基準を次のとおり定め

る。 

対象 減 免 で き る 率 

( パ ー セ ン ト )  

根拠条項 

1  国又は地方公共団体が直接公用に供し又

は供することを予定している宅地に係る

受益者 

50  条例第 9 条第 1 項第 1 号  

2  地方公共団体がその企業の用に供してい

る宅地に係る受益者 

50  条例第 9 条第 1 項第 2 号  

3  国又は地方公共団体が公共の用に供する

ことを予定している宅地に係る受益者 

100  条例第 9 条第 1 項第 3 号  

4  生活保護法 ( 昭和 25 年法律第144号 )

により生活扶助を受けている者及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律 ( 平成 6 年

法律第 30 号 ) により支援給付を受けて

いる者 

100  条例第 9 条第 1 項第 4 号  

5  特に分担金を減免する必要があると認め

られる受益者 

  条例第 9 条第 1 項第 6 号  

(1)  郡山市消防団設置条例 ( 昭和 40 年郡

山市条例第 92 号 ) 第 2 条に規定する消防

団が消防用備品を格納する建物その他の工

作物の設置のため使用している宅地に係る

受益者 

100  

(2)  社会福祉法 ( 昭和 26 年法律第 45

号 ) 第 2 条に規定する社会福祉事業で同法

第 22 条に規定する社会福祉法人が経営す

る施設に使用する宅地 ( 管理者、職員等が

住居に使用する宅地又はその本来の目的に

使用しない宅地を除く。 ) に係る受益者 

50  

(3)  学校教育法 ( 昭和 22 年法律第 26

号 ) 第 1 条に規定する学校で私立学校法

( 昭和 24 年法律第270号 ) 第 3 条に規定

する学校法人が教育の目的に使用している

宅地及び児童福祉法 ( 昭和 22 年法律第1

64 号 ) 第 35 条第 3 項に基づき設置され

た保育所に係る宅地 ( 管理者、職員等が住

居に使用する宅地又はその本来の目的に使

50  
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用しない宅地を除く。 ) に係る受益者 

(4)  宗教法人法 ( 昭和 26 年法律第126

号 ) 第 2 条に規定する神社、寺院、教会等

の宗教団体が同条本文に規定する目的のた

めに使用する宅地及びこれに類する宅地に

係る受益者 

50  

(5)  町内会が使用する集会所等の宅地に係

る受益者 

50  

(6)  実情に応じ減免することが必要である

と市長が認めた受益者 

市 長 が 定 め る 率 
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〇郡山市水洗便所改造資金融資あっせん要綱 

                               平成 29 年４月１日制定 

                             平成 31 年４月 25 日一部改正 

令和３年３月 25 日一部改正 

                            [ 上下水道局お客様サービス課 ]  

（目的） 

第１条 この要綱は、既設の便所を水洗便所（汚水管が公共下水道又は農業集落排水施設に連結

されたものに限る。以下同じ。）に改造しようとする者に対し、その改造及びそれに伴う排

水設備等の工事（以下「改造工事」という。）に要する資金の融資のあっせん及び当該融資

に対する利子補給を行うことにより、水洗便所の普及促進及び公衆衛生の向上を図ることを

目的とする。 

（融資あっせんの方法） 

第２条 融資のあっせんは、郡山市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）の指定する

金融機関（以下「融資機関」という。）に行うものとする。 

（融資あっせんの対象） 

第３条 融資のあっせんの対象は、専ら居住を目的として使用する建築物に係る次の各号のいず

れかに該当する改造工事を行おうとする者（法人を除く。）とし、１の改造工事につき１件

とする。 

(1) くみ取り便所又は浄化槽を廃止して水洗便所にする改造工事 

(2) コミュニティプラント ( 管理者が寄附を受納するもので下水道受益者負担金の賦課を予定

しているものに限る。）の汚水処理施設廃止に伴い、管理者が別に定める基準に適合した

水洗便所 ( 改造工事の着工前から公共下水道等への接続替えまでの期間においては、第１

条に規定する既設の便所とみなす。）にする改造工事 

（融資あっせんの額） 

第４条 融資のあっせんの額は、改造工事に要した費用の範囲内において１件につき 80 万円以

内とし、当該金額に１万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

２ 集合住宅又は共同住宅の排水設備工事（戸別に行うものを除く。）に係る融資のあっせんの

額は、当該集合住宅又は共同住宅の構成単位となる戸数に 80 万円を乗じて得た額以内とす

る。ただし、１の改造工事につき  200 万円を限度とする。 

３ 改造工事により不用となった浄化槽を雨水貯留施設に転用し、郡山市雨水活用補助金交付要

綱（平成 29 年４月１日制定）及び郡山市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付要綱（平成 29

年４月１日制定）に基づき雨水貯留施設転用に係る補助の決定があった場合には、当該雨水貯

留施設転用に係る工事に要する費用から当該補助の交付決定額を差し引いて得た額を、第１項

又は前項の限度額に加算することができる。ただし、加算する額に１万円未満の端数があると

きは、これを切り捨てるものとし、第１項に該当する工事については１件につき 20 万円を、

前項に該当する工事については１件につき 50 万円を、それぞれ限度とする。 

（融資あっせんの申請） 

第５条 融資のあっせんを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、郡山市下水道条例

（昭和 45 年郡山市条例第 34 号）第６条又は郡山市農業集落排水施設条例（平成４年郡山

市条例第 23 号）第８条に規定する排水設備の計画の確認の際に、水洗便所改造資金融資あ
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っせん申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。 

 (1) 申請者及び連帯保証人となる予定の者 ( 郡山市に住民登録している者に限る。）の住民票

を閲覧すること並びに市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税及び軽自動車

税の納付状況を確認することについての同意書 ( 以下「同意書」という。)(第２号様式 )  

 (2) 連帯保証人となる予定の者 ( 前号に掲げる者を除く。）の住民票抄本並びに市町村民税及

び道府県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税並びに軽自動車税の納税証明書 

 (3) 排水設備工事調書 

 (4) その他管理者が必要と認めて指示する書類 

（融資あっせんの決定） 

第６条 管理者は、申請者が次の各号のいずれにも該当しているときは、融資のあっせんを決定

し、郡山市排水設備工事検査済確認書（第３号様式）を申請者に交付する。 

  (1) 申請を行った日現在において郡山市に住所を有していること。 

 (2) 処理区域内又はコミュニティプラント内の建築物の所有者又は占有者（改造工事について

建築物の所有者の同意を得た場合に限る。）であること。 

 (3) 市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税及び軽自動車税を滞納していないこ

と。 

 (4) 下水道受益者負担金及び下水道受益者分担金を滞納していないこと。 

 (5) 連帯保証人となる予定の者が１名いること。 

（連帯保証人の資格） 

第７条 前条第５号の連帯保証人となる予定の者は、次に掲げる要件を備えている者でなければ

ならない。 

(1) 市町村民税及び道府県民税が課税され、かつ、滞納していない者 

(2) 固定資産税、都市計画税、国民健康保険税及び軽自動車税を滞納していない者 

(3) 申請者と同一の会社等に勤務していない者 

（融資手続） 

第８条 融資あっせんの決定を受けた者は、速やかに第６条に規定する書類を融資機関に提出し

なければならない。 

２ 融資機関は、前項の規定により書類が提出されたときは、速やかに適正な審査を行い資金の

貸し付けを行うものとする。 

（利子補給） 

第９条 管理者は、融資機関が前条第２項の規定により資金の貸し付けを行ったときは、当該貸

付金（以下「貸付金」という。）の利子相当額を当該融資機関に補給する。 

（融資あっせん資金の使途） 

第 10 条 第８条第２項の規定により融資機関から貸し付けを受けた者（以下「借受人」とい

う。）は、貸付金を目的外に使用してはならない。 

２ 借受人が前項の規定に違反したときは、管理者は、直ちに利子の補給を停止することができ

る。 

（貸付金の償還等） 

第 11 条 貸付金の償還は、貸し付けを受けた日の属する月の翌月から 60 月以内において、毎

月 15 日（当該日が、融資機関の休業日である場合には、翌営業日とする ｡ ）に元金均等償
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還とする。ただし、借受人は、最終償還日前において、償還残金を一括して償還することが

できる。 

（融資あっせんの決定の取り消し） 

第 12 条 管理者は、第６条に規定する決定を受けた者が管理者が指定した日までに第８条に定

める手続きを完了しないときは、当該決定を取り消すものとする。 

（損失補償） 

第 13 条 管理者は、この要綱に基づき融資機関が行った当該融資により、融資機関に損失が生

じた場合は、その損失を補償するものとする。ただし、当該融資について融資機関に善良な

る管理者の注意義務違反がある場合を除く。 

２ 前項に規定する損失補償の限度額は、融資機関が行った貸付金から借受人が償還済みの額及

びその他の方法により充当された額を差し引いた残金に利子を加えた額とする。 

（委任） 

第 14 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

  この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成 31 年４月 25 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年３月 25 日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の 

調整をして使用することができる。 
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〇郡山市私道内公共下水道布設要綱   

 

（目的） 

第１条 この要綱は、下水道処理区域内において、公共下水道の布設されていない私道（個

人又は団体等が所有する建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）の規定において道路と

認められる道路をいう。）に公共下水道を布設し、もって私道に面した家屋の水洗化の

普及促進及び生活環境の改善を図ることを目的とする。 

（布設要件） 

第２条 私道内に公共下水道を布設するにあたっては、次の各号に掲げる要件を備えてい

なければならない。 

(1) 現に通行の用に供されていること。 

(2) 私道の一端が公道に接続し、現に布設されている公共下水道に接続が可能であるこ

と。ただし、公共下水道への接続については、申請時に公共下水道の整備が進められ

ている場合は、この限りでない。 

(3) 私道が宅地等と分泌されていること。 

(4) 私道の幅員が 1.5 メートル以上であること。 

(5) 私道に布設する下水道管を利用する家屋（個々に生計が独立し、かつ、水道メータ

ーが独立して設置してあること。）が申請の際現に２戸以上あり、かつ布設完了後そ

の家屋が遅滞なく公共下水道に接続すること。 

(6) 私道の所有権その他これに準ずる権利を有する者（以下「所有権者等」という。）

が公共下水道布設工事を承諾し、かつ、布設工事後においても、施設の維持管理上支

障となる制限を加えないこと。 

(7) 私道の所有権その他これに準ずる権利の譲渡に当たって、前号の要件を譲渡の条件

とすることを確約し、違反した場合には、その賠償責任を負うものであること。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項第３号及び第４号の規定並びに第６号の所有権者等の

承諾については、申請者より措置することが困難であり、要件を満たさないことについ

て、郡山市上下水道事業管理者（以下、管理者という。）が特別な理由があると認める

場合は、公共下水道を敷設することができる。 

（申請） 

第３条 布設を希望する者は、代表者を定め、私道内公共下水道布設申請書（第 1 号様式） 

 に、次に掲げる書類を添付して管理者に申請しなければならない。 

(1) 私有地使用承諾書及び誓約書（第２号様式） 

(2) 公共下水道接続予定者名簿（第３号様式） 

(3) 土地の公図の写し及び登記事項証明書（私道の地番の証明書） 

(4) 位置図 

２ 管理者は前項の申請があったときは必要な調査を行い、布設についての可否を決定し、

私道内公共下水道布設決定通知書（第４号様式）により申請者に通知する。 
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（工事） 

第４条 公共下水道の布設及び復旧工事の施工は、次に定めるところにより行う。 

(1) 公共下水道の構造は、関係法令に基づき、交通状況に応じたものとする。 

(2) 公共汚水桝は、１戸に対し１個とする。また、更地には設置しない。 

２ 公共下水道布設後の私道の路面復旧については、原則として原形復旧とする。 

３ 公共下水道の布設及び路面復旧は、予算の範囲内において管理者の負担により施工す

る。 

（維持管理） 

第５条 この要綱により布設された公共下水道の維持管理は、管理者が行う。 

２ 公共下水道布設後の私道の維持管理は、申請者及び第３条第１項第２号に規定する名

簿に記載された者等の負担により行う。 

（公共汚水桝の新設） 

第６条 私道内の公共下水道に公共汚水桝の新設を必要とする者は、当該土地所有者の土

地使用承諾書を添付し、公共汚水桝設置申込書を管理者に市長に提出しなければならな

い。 

附 則 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 
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〇郡山市雨水活用補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、雨水による浸水被害の軽減等を図るため、雨水活用施設を設置す

る者に対する補助金の交付に関して、郡山市上下水道局補助金等交付規程（平成 29

年郡山市上下水道局規程第 14 号）において例によることとする郡山市補助金等の交

付に関する規則（昭和 48 年郡山市規則第 18 号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定め

るところによる。 

(1) 浄化槽転用等雨水貯留施設 公共下水道への接続等により不用となる浄化槽を転

用又は地下に貯留槽を設置して、住宅等の敷地内に降った雨水を貯留することによ

り、流出を抑制するとともに、庭木への散水等の水として活用できる施設をいう。 

(2) 雨水浸透ます 住宅等の敷地内に降った雨水を地中に浸透させることにより流出

を抑制する施設をいう。 

(3) 地上設置型雨水貯留タンク 住宅等の敷地内に降った水を貯留することにより、

流出を抑制するとともに、庭木への散水等の水として活用できる地上に設置された

施設であり 100 リットル以上の雨水を貯留できるものをいう。 

(4) 雨水活用施設 浄化槽転用等雨水貯留施設、雨水浸透ます及び地上設置型雨水貯

留タンクをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象者は、公共下水道全体計画区域内において雨水活用施設を自らの負

担により設置する者とする。 

２ 郡山市上下水道事業管理者（以下「管理者」という 。） は、前項の規定にかかわら

ず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。 

(1) 次に掲げる税、使用料等（以下「郡山市税等」という 。） を滞納している者 

ア 市民税 

イ 固定資産税 

ウ 都市計画税 

エ 軽自動車税 

オ 事業所税 

カ 入湯税 

キ 国民健康保険税 

ク 水道料金 

ケ 下水道使用料 

コ 下水道受益者負担金 

 (2) 補助事業期間内に雨水活用施設の設置ができない者 

 (3) その他管理者が補助金を交付することが適当でないと認める者 
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（補助対象経費及び補助額） 

第４条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、補助の対象となる雨水活用施設

及び経費並びに補助額は、別表第１に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定により算出された額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てるものとする。 

（補助金交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という 。） は、次の各号に

定める雨水活用施設の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を管理者に提出しなければ

ならない。ただし、雨水活用補助金事業計画書は、その添付を省略することができる。 

(1) 浄化槽転用等雨水貯留施設及び雨水浸透ます 

  ア 雨水活用補助金交付申請書（第１号様式） 

  イ 雨水活用補助金事業計画書（第２号様式） 

  ウ 工事場所の案内図 

  エ 雨水活用補助金収支予算書（第３号様式） 

  オ 工事の図面 

  カ 雨水活用施設工事見積書（第４号様式） 

キ ポンプ設備の仕様内容を表す書類 

ク 郡山市税等の納付確認についての同意書（第５号様式） 

ケ その他管理者が必要と認めて指示する書類 

(2) 地上設置型雨水貯留タンク 

  ア 雨水活用（地上設置型雨水貯留タンク）補助金交付申請書（第６号様式） 

  イ 雨水活用補助金事業計画書 

  ウ 地上設置型雨水貯留タンク設置場所配置図（第７号様式） 

エ 雨水活用補助金収支予算書 

オ 購入に係る見積書 

  カ 購入する地上設置型雨水貯留タンクの仕様内容を表す書類 

キ 郡山市税等の納付確認についての同意書 

  ク その他管理者が必要と認めて指示する書類 

（交付の決定） 

第６条 管理者は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、これを審査

し、その適否を決定し、規則第７条に規定する通知書により申請者に通知する。 

（補助金交付の条件） 

第７条 規則第６条第１項第４号に規定するその他必要と認める条件は、次のとおりと     

する。 

 (1) 補助金を目的以外に使用してはならない。 

 (2) 施設の適正な維持管理を行わなければならない。 

 (3) 完成後の施設を変更しようとするときは、あらかじめ、管理者の承認を得なけれ

ばならない。 
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 (4) 管理者が必要に応じて行う現地調査に協力しなければならない。 

 (5) 補助金に係る帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業の完了した日の属する年度

の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 (6) 補助事業により取得した施設は、当該補助事業が完了した日の属する年度から起

算して７年間は存続させ、その保全に努めなければならない。 

（内容変更等の手続） 

第８条 規則第９条に規定する管理者が必要と認めて指示する書類は、次のとおりとす

る。 

 (1) 第５条の規定により提出した書類のうち変更があった書類 

 (2) その他管理者が必要と認める書類 

（設置完了届等） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助決定者」という 。） は、雨水活用

施設の設置が完了したときは、当該完了した日から５日以内に雨水活用施設設置完了

届（第８号様式）を管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに設置完了検査を行うも

のとする。 

（補助金の交付） 

第 10 条 管理者は、前条の規定による設置完了検査が終了し、補助金交付決定の内容

に適合すると認めるときは、補助金を交付するものとする。 

（実績報告） 

第 11 条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、次の各号に定める雨水活用施設

の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を速やかに管理者に提出しなければならない。 

 (1) 浄化槽転用等雨水貯留施設及び雨水浸透ます 

  ア 雨水活用補助金実績報告書（第９号様式） 

  イ 雨水活用補助金収支決算書（第 10 号様式） 

ウ 工事に係る領収書（写し） 

  エ その他管理者が必要と認めて指示する書類 

 (2) 地上設置型雨水貯留タンク 

  ア 雨水活用（地上設置型雨水貯留タンク）補助金実績報告書（第 11 号様式） 

  イ 雨水活用補助金収支決算書 

  ウ 購入に係る領収書（写し） 

  エ その他管理者が必要と認めて指示する書類 

（補助金の額の確定及び通知） 

第 12 条 管理者は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、これを審査し、事

業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、規則第 15 条第１項に規定する補助金等交付額

確定通知書により当該補助決定者に通知するものとする。ただし、確定額が交付決定

額と同額である場合は、当該通知を省略するものとする。 

（補助金交付の取消し） 



 

 

297 

 

第 13 条 管理者は、補助決定者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付決

定を取消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (3) その他規則又はこの要綱に違反したとき。 

（財産処分の制限） 

第 14 条 規則第 20 条ただし書に規定する管理者が定める期間は、当該補助事業が完

了した日の属する年度の翌年度から起算して７年間が経過した日までとする。 

（委任） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、管理者

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に郡山市雨水流出抑制施設補助金交付要綱（平成９年７月１

日制定）の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定

に基づいてなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

 

別表第１（第４条関係） 

補助対象施設 補助対象経費 補助額 

浄化槽転用等雨水

貯留施設 

一般住宅の用地において不用となった

浄化槽の改造（改造に伴う清掃も含

む 。） 又は貯留槽の設置に要する経費

並びに附帯する雨水の集排水のための

配管等に要する経費。ただし、建物１

棟につき１基を限度とする。 

補助対象経費の３分の

２以内の額。ただし、

１基当たり 250,000

円を限度とする。 

事業所等の用地において不用となった

浄化槽の改造（改造に伴う清掃も含

む 。） 又は貯留槽の設置に要する経費

並びに附帯する雨水の集排水のための

配管等に要する経費。ただし、建物１

棟につき１基を限度とする。 

補助対象経費の３分の

２以内の額。ただし、

１基当たり 400,000

円を限度とする。 

雨水浸透ます 雨水浸透ますの設置に要する経費及び

附帯する雨水の集排水のための配管等

に要する経費。ただし、建物１棟につ

き４基を限度とする。 

補助対象経費の３分の

２以内の額。ただし、

１基当たり25,000円

を限度とする。 
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地上設置型雨水貯

留タンク 

地上設置型雨水貯留タンク本体及び集

水継手、架台等地上設置型雨水貯留タ

ンクの設置に要する設備の購入に要す

る経費。ただし、建物１棟につき１基

を限度とする。 

補助対象経費の３分の

２以内の額。ただし、

1 基当たり40,000円

を限度とする。 
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〇郡山市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、水資源の有効利用を推進するため特定環境保全公共下水道が布設

されたことにより不用となった既設の浄化槽を雨水貯留施設に転用する者に対する補

助金の交付に関して、郡山市上下水道局補助金等交付規程（平成 29 年郡山市上下水

道局規程第 14 号）において例によることとする郡山市補助金等の交付に関する規則

（昭和 48 年郡山市規則第 18 号。以下「規則」という 。） に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 浄化槽 浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）第２条第１号に規定する浄化槽を

いう。 

(2) 排水設備 下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第 10 条第１項に規定する排水

設備をいう。 

(3) 雨水貯留施設 雨水を貯留して飲用以外の用途に利用するための施設であって、

雨水集水施設、雨水貯留槽及び排水施設で構成されるものをいう。 

（補助の対象者） 

第３条 補助の対象者は、特定環境保全公共下水道地区において公共下水道の排水設備

を設置することにより、不用となった浄化槽について雨水貯留施設に転用するための

改造工事（以下「改造工事」という 。） を自らの負担により行う者とする。 

２ 郡山市上下水道事業管理者（以下「管理者」という 。） は、前項の規定にかかわら

ず、次の各号の一に該当する者にたいしては、補助金を交付しない。 

(1) 次に掲げる税、使用料等（以下「郡山市税等」という 。） を滞納している者 

ア 市民税 

イ 固定資産税 

ウ 都市計画税 

エ 軽自動車税 

オ 事業所税 

カ 入湯税 

キ 国民健康保険税 

ク 水道料金 

ケ 下水道使用料 

コ 下水道受益者分担金 

 (2) 補助事業期間内に雨水貯留施設の設置ができない者 

 (3) その他管理者が補助金を交付することが適当でないと認める者 
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（補助対象経費及び補助額） 

第４条 補助の対象となる経費は、改造工事に要する経費とする。 

２ 補助金の額は、前項に規定する経費の３分の２とし、 200,000 円を限度とする。 

３ 前項の規定により算出された額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てるものとする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という 。） は、郡山市下水

道条例施行規程（平成 29 年郡山市上下水道局規程第 15 号）第５条第１項に規定す

る排水設備等確認申請書の提出の際に、規則第４条に規定する申請書に次に掲げる書

類（排水設備等確認申請書に添付されているものを除く 。） を添付して管理者に申請

しなければならない。ただし、浄化槽雨水貯留施設転用補助金事業計画書は、その添

付を省略することができる。 

 (1) 浄化槽雨水貯留施設転用補助金事業計画書（第１号様式） 

 (2) 浄化槽雨水貯留施設転用補助金収支予算書（第２号様式） 

 (3) 改造工事の図面（平面図） 

 (4) 浄化槽雨水貯留施設転用見積書（第３号様式） 

 (5) 改造工事場所の案内図 

 (6) 郡山市税等の納付確認についての同意書（第４号様式） 

 (7) その他管理者が必要と認めて指示する書類 

（交付の決定） 

第６条 管理者は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、これを審査

し、その適否を決定し、規則第７条に規定する通知書により申請者に通知する。 

（交付の条件） 

第７条 規則第６条第１項第４号に規定するその他必要と認める条件は、次のとおりと

する。 

(1) 補助金を目的以外に使用してはならない。 

(2) 施設の適正な維持管理を行わなければならない。 

(3) 完成後の施設を変更しようとするときは、あらかじめ、管理者の承認を得なけれ

ばならない。 

(4) 管理者が必要に応じて行う現地調査に協力しなければならない。 

(5) 補助金に係る帳簿及び関係書類を備え、当該補助事業の完了した日の属する年度

の翌年度 

から起算して５年間保存しなければならない。 

(6) 補助事業により取得した施設は、当該補助事業が完了した日の属する年度から起

算して７ 

年間は存続させ、その保全に努めなければならない。 

（内容変更等の手続） 

第８条 規則第９条に規定する管理者が必要と認めて指示する書類は、次のとおりとす
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る。 

 (1) 改造工事の変更図面（平面図） 

 (2) 浄化槽雨水貯留施設転用見積書 

 (3) その他管理者が必要と認める書類 

（改造工事完了届等） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者 ( 以下「補助決定者」 ) は、改造工事が完了し

たときは、 

その工事の完了した日から５日以内に浄化槽雨水貯留施設転用改造工事完了届（第５

号様式）を管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定による提出があったときは、速やかに改造工事完了検査を行

うものとする。 

（補助金の交付） 

第 10 条 管理者は、前条の規定による改造工事完了検査が終了し、改造工事が補助金

交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金を交付するものとする。 

（実績報告） 

第 11 条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第 14 条の規定す

る補助事業等実績報告書及び浄化槽雨水貯留施設転用補助金収支決算書（第６号様

式）に、次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。 

 (1) 改造工事に係る領収書（写し） 

 (2) その他管理者が必要と認める書類 

（補助金の額の確定及び通知） 

第 12 条 管理者は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、これを審査し、事

業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、規則第 15 条第１項に規定する補助金等交付額

確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、確定額が交付決定

額と同額である場合は、当該通知を省略するものとする。 

（補助金交付の取消し） 

第 13 条 管理者は、補助決定者が次の各号の一に該当する場合には、補助金の交付決

定を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) その他規則又はこの要綱に違反したとき。 

（財産処分の制限） 

第 14 条 規則第 20 条ただし書に規定する管理者が定める期間は、当該補助事業が完

了した日の属する年度の翌年度から起算して７年間が経過した日までとする。 

（委任） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、管理者

が別に定める。 



303 
 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に郡山市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付要綱（平成 15

年３月 11 日制定）の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱

の相当規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為とみなす。 
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〇郡山市特定環境保全公共下水道接続補助金交付要綱 

                               平成 29 年４月 1 日制定 

令和３年３月 25 日一部改正 

                            [ 上下水道局お客様サービス課 ]  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、湖南地区特定環境保全公共下水道事業で整備した区域において、高齢者世

帯の下水道接続の促進を図るとともに、公共用水域の水質保全と生活環境の改善に寄与するこ

とを目的として、住宅の排水設備の整備を行う高齢者世帯に対する補助金（以下「補助金」と

いう。）の交付に関して、郡山市上下水道局補助金等交付規程（平成 29 年郡山市上下水道局

規程第 14 号）において例によることとする郡山市補助金等の交付に関する規則（昭和 48 年

郡山市規則第 18 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 公共下水道 下水道法（昭和 33 年法律第 79 号。以下「法」という。）第２条第３号に

規定する公共下水道をいう。 

 (2) 特定環境保全公共下水道 公共下水道のうち市街化区域以外の区域において設置されるも

ののうち、計画排水人口がおおむね 1,000 人以上10,000人以下であるもの、自然公園

法（昭和 32 年法律第 161 号）第２条に規定する自然公園の区域内の水域の水質を保全

するために施行されるもの、公共下水道の整備により生活環境の改善を図る必要がある区

域において施行されるものにあっては、計画排水人口の密度が原則として１ヘクタール当

たり 40 人以上となるもの、水質保全上特に必要な地区においては、おおむね 1,000 人

未満でかつ原則として農業振興地域以外の地区において施行されるものをいう。 

 (3) 排水設備 法第 10 条第１項に規定する排水設備（屋内の配水管及びこれに固着する洗面

器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。）をいう。 

 (4) 住宅 補助金の交付を受けようとする者が公共下水道の供用開始区域内において、自ら現

に居住し、又は居住することとしている家屋（店舗等を併設した住宅にあっては、店舗等

の床面積が延べ床面積の２分の１未満のものに限る。）をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者は、本市に住所を有する 65 歳以上の者で構成されている世帯のう

ち、当該世帯全員の市県民税が非課税又は均等割のみとなる世帯の者で、かつ、湖南地区特定

環境保全公共下水道事業の整備区域内において、住宅のくみ取り便所又は浄化槽から公共下水

道への接続を自らの負担で工事する者とする。 

２ 郡山市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、前項の規定にかかわらず、次の

いずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。 

 (1) 郡山市税等の滞納者及び下水道受益者負担金又は分担金の滞納がある者 

 (2) 住宅又は住宅の有する土地を借りている者で、所有者の承諾を得ていない者 

 (3) その他管理者が補助金を交付することが適当でないと認める者 
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（補助の対象となる工事） 

第４条 補助金の交付の対象となる工事は、くみ取り便所又は浄化槽を廃止して公共下水道へ接

続するものであって、管理者が指定した郡山市下水道工事指定店が施工する工事とする。 

（補助対象経費及び補助額） 

第５条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、郡山市下水道条例施行規程（平成 29 年

郡山市上下水道局規程第 15 号。以下「施行規程」という。）第５条で規定する排水設備確認

申請書で確認された排水設備工事費のうち 10 分の２とし、 200,000 円を限度とする。 

２ 前項の規定により算出された額に、 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

るものとする。 

（補助金交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる書類を管

理者に提出しなければならない。 

 (1) 特定環境保全公共下水道接続補助金交付申請書（第１号様式） 

 (2) 特定環境保全公共下水道接続補助金収支予算書（第２号様式） 

 (3) 特定環境保全公共下水道接続工事見積書（第３号様式） 

 (4) 郡山市税等の納付確認に係る同意書（第４号様式） 

 (5) その他管理者が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 管理者は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、速やかに、これを審

査し、その適否を決定し、規則第７条に規定する通知書により申請者に通知するものとする。 

（補助金交付の条件） 

第８条 規則第６条第１項第４号に規定するその他必要と認める条件は、次に掲げるとおりとす

る。 

 (1) 補助金を目的以外に使用しないこと。 

 (2) 排水設備の適正な維持管理を行うこと。 

 (3) 管理者が必要に応じて行う現地調査に協力すること。 

 (4) 補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年

度から起算して５年間保存すること。 

（内容変更の手続きに必要な書類） 

第９条 規則第９条第１項の必要と認めて指示する書類は、次のとおりとする。 

 (1) 第６条の規定により提出した書類のうち変更があった書類 

 (2) その他管理者が必要と認める書類 

（工事完了届） 

第 10 条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）は、公共下水道への

接続工事が完了したときは、郡山市下水道条例（昭和 45 年郡山市条例第 34 号。以下「条

例」という。）第８条の完了検査で合格した日から５日以内に特定環境保全公共下水道接続工

事完了届（第５号様式）を管理者に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第 11 条 管理者は、前条の規定による完了検査が終了し、補助金交付決定の内容に適合すると

認めるときは、補助金を交付するものとする。 
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（実績報告） 

第 12 条 補助決定者は、事業が完了したときは、次の各号に定める書類を速やかに管理者に提

出しなければならない。 

 (1) 特定環境保全公共下水道接続補助金実績報告書（第６号様式） 

 (2) 特定環境保全公共下水道接続補助金収支決算書（第７号様式） 

 (3) 工事に係る領収書の写し 

 (4) その他管理者が必要と認めて指示する書類 

（補助金交付の額の確定及び通知） 

第 13 条 管理者は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、これを審査し、事業の成果

が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補

助金の額を確定し、規則第 15 条第１項に規定する補助金等交付額確定通知書により当該補助

決定者に通知するものとする。ただし、確定額が交付決定額と同額である場合は、当該通知を

省略するものとする。 

（補助金交付の取消し） 

第 14 条 管理者は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定

を取り消すものとする。 

 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 補助金を交付を受けた目的以外の他の目的に使用したとき。 

 (3) その他規則又はこの要綱に違反したとき。 

（その他） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、管理者が別に定

める。 

   附 則 

  この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年３月 25 日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の 

調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



307 

 

 

 



308 
 

〇郡山市排水設備設置義務免除取扱規程 

平成 29 年 4 月 1 日 

       郡山市上下水道局規程第 20 号 

改正 令和 4 年 2 月 14 日郡山市上下水道局規程第１号 

（趣旨) 

第 1 条 この規程は、下水道法(昭和 33 年法律第 79 号。以下「法」という。)第 10 条

第 1 項ただし書並びに郡山市下水道条例(昭和 45 年郡山市条例第 34 号)第 4 条第 1 号

ただし書及び同条第 2 号ただし書の規定による排水設備の設置義務の免除(以下「免除」

という。)及びこれに伴う許可に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 公共用水域 河川、湖沼、その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共

溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(法第 2 条第 3 号及び第 4 号に

規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第 6 号に規定する終末処理場を設置

しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。 

(2) 排水処理施設 公共下水道を使用するに当たって、特定事業場にあっては汚水の処

理施設、除害施設の設置を必要とする事業場にあっては除害施設、その他にあっては排

水設備の一部とみなすもので、汚染及び汚濁状態を許容限度内に処理する施設をいう。 

(3) 生活系排水 炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排除される排水(事業活動に伴って

生じる排水でこれに準ずるものを含む。)をいう。 

(4) 放流設備 公共下水道を使用するに当たって、排水設備の一部とみなすもので、公

共用水域に下水を放流するために設けられる排水処理施設及び排水管きょその他これ

に付随する設備をいう。 

2 前項に定めるもののほか、この規程で使用する用語は、法において使用する用語の例

による。 

（免除の対象となる下水） 

第 3 条 免除の対象となる下水は、し尿を含む排水及び生活系排水並びにこれらの処理水

以外の下水のうち次の各号に掲げるものとする。 

(1) 間接冷却の用に供した水等その水質が別表第 1 の基準に適合する下水 

(2) 工場又は事業場における生産等の作業工程からの排出水のうち、排水処理施設を経

由して排除される下水 

(3) 前 2 号の下水のほか公共用水域に直接放流しても、水質の汚濁に影響が出ないと認

められる下水 

（免除の要件） 

第 4 条 郡山市上下水道事業管理者（以下、「管理者」という。）は、次の各号に掲げる要

件を全て満たしていると認めるときは、免除の許可をすることができる。 
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(1) 下水の水質が水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)第 3 条、福島県生活環境の

保全等に関する条例(平成 8 年福島県条例第 32 号)第 29 条並びに福島県猪苗代湖及び

裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例(平成 14 年福島県条例第 23 号)第 8 条及び

第 9 条に規定する排水基準に適合し、かつ、その水質が将来にわたり維持されると認め

られるものであること。 

(2) 前条第 2 号に係る下水は、公共下水道を使用している場合において、1 年以上排水

処理施設の機能が前号の排水基準を満たしている実績があること。ただし、管理者がこ

れと同等の実績があると認める場合は、排水処理施設の機能が前号の基準を満たしてい

る期間が 1 年未満であっても免除の許可をすることができる。 

(3) 公共用水域に下水を放流することについて、放流設備から直接放流される公共用水

域の管理者と協議し同意を得ること。 

(4) 放流設備が次の構造を有していること。 

ア 公共用水域に下水を放流させるために設けられる放流設備と排水設備とが分離され

ていること。 

イ 排水系統が目視で容易に確認できること。 

ウ 放流設備の流末が公共用水域から公共下水道へ切り換えることができる構造である

こと。 

(5) 公共用水域へ放流される下水の量及び公共下水道への排水量が、正確に確認できる

装置(第 6 条第 4 号において「測定装置」という。)が設置されていること。 

(6) 公共用水域へ放流される下水に係る管理体制が整備されていること。 

(7) 法又は次に掲げる法令等の違反に対する行政処分を過去 5 年以内に受けていないこ

と。 

ア 水質汚濁防止法 

イ ダイオキシン類対策特別措置法(平成 11 年法律第 105 号) 

ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号) 

エ 郡山市下水道条例 

オ 郡山市公害防止条例(昭和 46 年郡山市条例第 39 号)(水質汚濁に関する事項に限る。) 

カ 福島県生活環境の保全等に関する条例(水質汚濁に関する事項に限る。) 

キ 福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例 

ク その他法令(排水又は水質に関する事項に限る。) 

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める事項 

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、前条第 1 号に係る下水においては、前項各号に

規定する要件を除外して免除の許可をすることができる。 

（免除の申請等） 

第 5 条 免除を受けようとする者は、許可を受けようとする日の 60 日前までに排水設備

設置義務免除許可申請書(第 1 号様式)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しな

ければならない。 
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(1) 排水計画書(第 2 号様式) 

(2) 免除を受けようとする下水に係る過去 1 年分の水質試験の結果が確認できる書類 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めて指示する書類 

2 前項の規定にかかわらず、公共下水道の処理区域内の土地から排除される下水が第 3

条第 1 号に該当する場合は、郡山市下水道条例施行規程(平成 29 年郡山市上下水道局規

程第15号)第5条の規定による排水設備確認申請書の提出を排水設備設置義務免除許可

申請書の提出とみなすことができる。この場合において、前項第 1 号及び第 2 号の書類

の添付は省略できるものとする。 

3 管理者は、前 2 項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、免

除の可否を決定し、その結果を排水設備設置義務免除決定通知書(第 3 号様式)により、

当該免除を受けようとする者に通知するものとする。 

（条件の付加） 

第 6 条 管理者は、免除を決定する場合には、次に掲げる条件を付することができる。 

(1) 別表第 2 に定める頻度で、免除を受けた下水(以下「免除下水」という。)の水質試

験及び排水量の測定を行い、その結果を管理者に報告すること。ただし、排水基準を遵

守できないと認められた場合には、管理者が必要と認めて指示する頻度で別途水質検査

を行い、その結果を管理者に報告すること。 

(2) 放流設備の流末を公共用水域から公共下水道へ切り換える場合又は公共下水道から

公共用水域へ切り換える場合は、管理者の指示のもと行うこと。 

(3) 放流設備及び測定装置の設置、維持管理等並びに公共下水道へ切り換える必要が生

じた場合の工事等に要する一切の費用を負担すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、免除下水の管理、水質維持その他公益上管理者が必要

と認める事項 

（免除の期間） 

第 7 条 免除の期間は、免除の許可を決定した日から 5 年以内で、管理者が認める期間と

する。 

2 前項の規定にかかわらず、第 5 条第 2 項の規定による下水は、期間を定めないものと

することができる。 

（免除期間の更新の申請） 

第 8 条 免除の決定を受けた者(以下「免除者」という。)は、免除期間の更新を受けよう

とするときは、当該免除期間の満了日の 30 日前までに排水設備設置義務免除更新許可

申請書(第 4 号様式)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。 

(1) 排水計画書 

(2) 排水設備設置義務免除決定通知書の写し 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めて指示する書類 

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、免除

期間の更新の可否を決定し、その結果を排水設備設置義務免除更新決定通知書(第 5 号
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様式)により、当該免除者に通知するものとする。 

（免除許可の変更の申請） 

第 9 条 免除者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、免除変更の許可を受け

ようとする日の 60 日前までに、排水設備設置義務免除変更許可申請書(第 6 号様式)に

次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。 

(1) 排水計画書 

(2) 変更前の排水設備設置義務免除決定通知書 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めて指示する書類 

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、免除

許可の変更の可否を決定し、その結果を排水設備設置義務免除変更許可決定通知書(第 7

号様式)により、当該免除者に通知するものとする。 

（氏名等の変更の届出） 

第 10 条 免除者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更のあった日から 30 日以内

に氏名変更等届出書(第 8 号様式)を管理者に提出しなければならない。 

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称、所在地又は代表者の氏名) 

(2) 工場又は事業場の名称 

（放流設備の廃止の届出） 

第 11 条 免除者は、放流設備の使用を廃止したときは、当該放流設備を廃止した日から

30 日以内に放流設備使用廃止届出書(第 9 号様式)を管理者に提出しなければならない。 

（地位の承継） 

第 12 条 免除者について死亡、合併又は分割(その免除に係る放流設備を承継させるもの

に限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された

法人又は分割により当該放流設備を承継した法人は、当該免除者の地位の承継について

管理者の承認を得なければならない。 

2 前項に掲げる場合のほか、免除者から当該免除に係る放流設備を譲り受け、又は借り

受けて引き続き使用しようとする者は、当該免除者の地位の承継について管理者の承認

を得なければならない。 

3 前 2 項の規定により、免除者の地位を承継しようとするものは、地位の承継承認申請

書(第 10 号様式)に管理者が必要と認めて指示する書類を添えて、管理者に提出しなけ

ればならない。 

4 管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その

結果を地位の承継承認(不承認)決定通知書(第 11 号様式)により、当該申請者に通知す

るものとする。 

（水質試験） 

第 13 条 第 5 条第 1 項第 2 号に規定する水質試験の実施方法は、次のとおりとする。 

(1) 試料は、免除を受けようとする下水の排出口から採取すること。この場合において、

排出口が 2 箇所以上ある場合は、それぞれの排出口から採取すること。 



312 
 

(2) 水質試験の方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基

準に係る検定方法(昭和 49 年環境庁告示第 64 号)に定める検定方法により行うこと。 

(3) 水質試験の結果は、水質測定記録表(第 12 号様式)により記録すること。 

(4) 計量法(平成 4 年法律第 51 号)第 107 条の規定による計量証明事業所又は公的機関

により分析を受けること。 

2 前項各号の規定は、第 6 条第 1 号に規定する水質試験について準用する。 

（調査及び報告） 

第 14 条 管理者は、必要に応じ、免除下水の管理状況について法第 32 条第 1 項の規定

に基づく立入調査を実施し、又は免除者に対し必要な報告を求めることができる。 

（処分） 

第 15 条 管理者は、免除者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第 38 条第 1 項

の規定に基づき、排水設備設置義務免除許可取消・停止通知書(第 13 号様式)により、

免除の許可を取り消し、又は期間を定めて免除の停止をすることができる。 

(1) 第 4 条に規定する免除の要件を満たせなくなったとき又はそのおそれがあるとき。 

(2) 第 6 条の規定により付した免除の条件に違反したとき。 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、この規程、法令等に違反し、又は法令等に基づく監督

処分に従わないとき。 

2 前項の取消し又は停止を受けた者は、免除を受けていた下水の排除先を、直ちに公共

用水域から公共下水道へ切り換えなければならない。 

（委任） 

第 16 条 この規程に定めるもののほか、免除に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規程の施行の際現に行政組織の改編に伴う関係規則の整備に関する規則(平成 29

年郡山市規則第 33 号)附則第 2 項第 7 号による廃止前の郡山市排水設備設置義務免除

取扱規則(平成 27 年郡山市規則第 78 号)の様式の規定に基づき作成されている用紙は、

この規程の様式の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができ

る。 

別表第 1(第 3 条関係) 

項 目  基 準  

水 素 イ オ ン 濃 度 (pH) 6.5 以 上 8.5 以 下  

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 (BOD) 1 リ ッ ト ル に つ き 2 ミ リ グ ラ ム 以 下  

浮 遊 物 質 量 (SS) 1 リ ッ ト ル に つ き 25 ミ リ グ ラ ム 以 下  
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大 腸 菌 群 数  100 ミ リ リ ッ ト ル に つ き 1,000MPN 以

下  

 

別 表 第 2(第 6 条 関 係 ) 

排 水 の 種 類  1 日 当 た り の 排 水 量  水 質 測 定 に つ い

て  

排 水 量 測 定 に つ い

て  

第 3 条 第 1

号 に 定 め る

も の  

  免 除 許 可 更 新 時

に 測 定 し 報 告  

免 除 許 可 更 新 時 に

測 定 し 報 告  

第 3 条 第 2

号 及 び 3 号

に 定 め る も

の  

500 立 方 メ ー ト ル 未 満  1 月 当 た り 1 回 測

定 し 報 告  

1 月 ご と の 排 水 量 を

報 告  

500 立 方 メ ー ト ル 以 上

1,000 立 方 メ ー ト ル 未

満  

連 続 測 定 に よ り 、日

間 排 水 量 を 月 ご と

に 報 告  

1,000 立 方 メ ー ト ル 以

上  

1 月 当 た り 2 回 測

定 し 報 告  

備 考  給 水 が 水 道 水 の み で あ る 場 合 は 、排 水 量 の 代 わ り に 水 道 使 用 量 で 代 替

す る こ と が で き る 。  
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〇郡山市下水道工事指定店等の違反行為に対する取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、郡山市下水道条例（昭和 45 年郡山市条例第 34 号。（以下「条

例」という。）第 21 条の９第２項の規定に基づき必要な事項を定めるとともに、適

正かつ公平に判断するために設置する郡山市下水道工事指定店違反行為審査会（以下

「審査会」という。）の組織等について、必要な事項を定めるものとする。 

（違反行為の報告） 

第２条 職員は、条例第 21 条の９第１項各号に該当するとき又はそのおそれがあると

きは、その事実を確認し、速やかにお客様サービス課長へ報告しなければならない。 

２ お客様サービス課長は、前項に規定する報告を受けたときは、速やかに違反行為報

告書（第１号様式）を作成し、上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）へ報告

しなければならない。 

（設置） 

第３条 指定店の違反行為を適正かつ公平に判断するため、郡山市下水道工事指定店違

反行為審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

（審査内容） 

第４条 審査会は、次の事項を審査する。 

(1)指定店の違反行為の内容 

(2)違反行為が発生した原因 

(3)責任技術者の関与その他必要な事項 

（組織） 

第５条 審査会は、会長、副会長その他の委員をもって組織する。 

２ 会長には上下水道局長、副会長には上下水道局次長をもって充てる。 

３ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

５ 委員は、上下水道局各課長及び管理者が指名する者をもって充てる。 

（会議） 

第６条 審査会の会議においては、会長が議長となる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（関係者の出席） 

第７条 会長は、必要があると認めたときは、当該指定店その他関係者の出席を求め、

その意見又は説明を聞くことができる。 
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（処分の基準） 

第８条 指定店が違反行為を行った場合は、過去の違反行為回数に基づいて、違反行為

毎に違反行為に関する種類と違反回数による違反点数（別表第１。以下「点数表」と

いう。）により排水設備確認申請 1 件毎に違反点数を算出し、過去の合計点数と合算

して、その点数を違反点数による指定取り消し等処分基準（別表第２。以下「処分基

準」という。）により行うものとする。ただし、指定店に対する措置として指定の停

止のみの定めがある場合であっても該当違反行為の程度が指定店としての信用を著

しく損ねた場合又は公共下水道を損壊し、若しくは汚水の流下を大きく妨げた場合は、

指定の取り消しを行うことができる。 

２ 複数の違反行為が同時に発覚し、それらの報告が一度にあった場合は、それぞれ同

一の違反回数とみなす。ただし、それぞれの違反行為の事実発生日を比較し３年以上

など著しく期間が離れている場合は、この限りでない。 

３ 過去の違反行為の起算期間は、指定停止の処分を受けその期間を満了した日か、そ

の他の処分を受けた最後の日から２年を満了した日とする。 

４ 上記の違反回数は、起算期間内において行った違反行為の回数を累積する。 

５ 責任技術者が違反行為に関する種類と違反回数による違反点数（別表第３）に掲げ

る違反行為をしたときは、同表に基づいて違反点数を算出し、過去の合計点数と合算

して、その点数を違反点数による技術者取消等処分基準（別表第４）により処分内容

を決定するものとする。ただし、責任技術者に対する措置として効力の停止のみの定

めがある場合であっても該当違反行為の程度が指定店及び責任技術者としての信用

を著しく損ねた場合又は公共下水道を損壊し又は汚水の流下を大きく妨げた場合は、

責任技術者の登録を取り消す内容とするものとする。 

６ 複数の違反行為が同時に発覚し、それらの報告が一度にあった場合は、それぞれ同

一の違反回数とみなす。ただし、それぞれの違反行為の事実発生日を比較し著しく期

間が離れている場合は、この限りでない。 

７ 過去の違反行為の起算期間は、指定停止の処分を受けその期間を満了した日か、そ

の他の処分を受けた最後の日から２年を満了した日とする。 

８ 上記の違反回数は、起算期間内において行った違反行為の回数を累積する。 

（会議の報告） 

第９条 審査会は、会議の結果を管理者に報告するものとする。 

（聴聞の実施） 

第 10 条 会長は、審査会の審査結果を管理者に報告しなければならない。 

２ 審査会に先立ち、行政手続法（平成５年法律第 88 号）及び郡山市行政手続条例（平

成８年郡山市条例第６号）に定める不利益処分についての聴聞の取扱いに準じ、当該

指定店に対して聴聞の手続きを行うこととする。 
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（処分の通知） 

第 11 条 管理者は、審査会による会議の結果を受け、処分の決定をしたときは、当該

指定店に対し、速やかに郡山市下水道工事指定店処分決定通知書（第２号様式）によ

り通知する。 

２ 管理者は、審査会による責任技術者の審査結果を受け、違反の内容を決定したとき

は、当該責任技術者に対し、速やかに責任技術者違反事項決定通知書（第３号様式）

により、通知する。 

３ 管理者は、責任技術者に対し、処分等の必要があると認めたときは、公益財団法人

福島県下水道公社に対し、処分等の必要な旨を速やかに通知するものとする。 

（処分の減免） 

第 12 条 管理者は、違反行為の内容がやむを得ない事情によるもの等と認められた場

合は、処分の内容又は、違反点数を減じ、又は免ずることができる。 

（処分の効力） 

第 13 条 指定の停止を受けた指定店（以下「被停止処分指定店」という。）は、その停

止期間中は下水道及び排水設備に係る一切の工事の施工をしてはならない。ただし、

第 11 条による通知日前に被停止処分指定店が着手している工事に関しては、管理者

が承認したものに限り、施工することができる。 

２ 指定の取り消しを受けた指定店（以下「被取消処分指定店」という。）は、第 11 条

による通知の日から下水道及び排水設備に係る一切の工事の施工をしてはならない。   

（被停止処分指定店及び被取消処分指定店の指定申請） 

第 14 条 被停止処分指定店は、条例第 21 条の７による継続指定の満了の日が、指定

停止期間の場合であっても継続指定の申請をすることができる。 

２ 被取消処分指定店が再び指定を受けようとするときは、新たに指定を受けようとす

る場合と同様とする。 

（庶務） 

第 15 条 庶務は、上下水道局お客様サービス課において処理する。 

（雑則） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

２ 郡山市下水道工事指定店の指定の停止及び取消しの基準を定める要綱(平成２９年

４月１日制定）及び郡山市下水道工事指定店違反行為審査会要綱(平成２９年４月１

日制定)は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行の際現に郡山市下水道工事指定店の指定の停止及び取消しの基準
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を定める要綱の規定に基づき決定された処分及び違反点数は、この要綱の相当規定に

基づき決定された処分及び違反点数とみなす。 

４ この要綱の施行の際現に郡山市下水道工事指定店違反行為審査会要綱の規定に基

づき審査された事案は、この要綱の規定に基づき審査された事案とみなす。 
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別表第１（第８条関係） 

違反行為に関する種類と違反回数による違反点数 

区 分        違反行為の内容 

違反点数 

１回目 ２回目 ３ 回 以 上 

 １ 
条例第４条並びに規程第３条及び第４条に規定

する排水設備の接続方法に違反した場合 
 ５  ７  10 

 ２ 
条例第６条に規定する排水設備等の計画の確認

を受けないで排水設備工事を施工した場合 
 ５  ７  10 

 ３ 
条例第８条に規定する届を提出せず、完了検査を

受けなかった場合 
 ２  ３  ５ 

 ４ 
条例第 11 条に規定する使用開始届の提出を怠っ

た場合 
 ３  ５  ８ 

 ５ 
条例第 17 条に規定する許可を受けないで施工し

た場合 
 ５  ７  10 

 ６ 
規程第 33 条に規定する工事指定店の義務を遵守

しなかった場合 
 ３  ５  ８ 

 ７ 規程第 34 条に規定する異動の届出を怠った場合  １  １  １ 

 ８ 工事完了検査に立ち会わなかった場合  １  １  ２ 

 ９ 
その他工事指定店としてふさわしくない行為が

あった場合 
 ３  ５  ８ 

備考 違反行為の態様が著しく悪質と判断された場合、違反点数を上位回に該当させるこ 

とができる。 
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別表第２(第８条関係) 

違反点数による指定取り消し等処分基準 

区 分            違反点数    処分内容 

 １ 違反点数が 10 点以下の場合 文書による注意 

 ２ 違反点数が 11 点以上 16 点未満の場合 指定停止 １月 

 ３ 違反点数が 16 点以上 21 点未満の場合 指定停止 ３月 

 ４ 違反点数が 21 点以上 26 点未満の場合 指定停止 ６月 

 ５ 違反点数が 26 点以上の場合 

指定の取消し 

 ６ 指定停止期間中に工事を施工した場合 

 ７ 
違反行為により著しく住民の生命、財産若しくは公共下

水道に損害を及ぼした場合 

 ８ 郡山市下水道工事指定店の要件を欠いた場合 

 ９ 違反行為に対する改善命令、指導に従わなかった場合 
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別表第３(第８条関係) 

違反行為に関する種類と違反回数による違反点数 

区 分 違反行為の内容 

違反点数 

１回目 ２回目 ３回以上 

 １ 
条例第４条並びに規程第３条及び第４条に規定

する排水設備の接続方法に違反した場合 
 ５  ７  10 

 ２ 
条例第６条に規定する排水設備等の計画の確認

を受けないで排水設備工事を施工した場合 
 ５  ７  10 

 ３ 
条例第 17 条に規定する許可を受けないで施工し

た場合 
 ５  ７  10 

 ４ 

条例第 21 条の 5 に規定する指定店に属さず、条

例第６条の確認を受けないで排水設備工事を施

工した場合 

 7  10  13 

 ９ 
その他責任技術者としてふさわしくない行為が

あった場合 
 ３  ５  ８ 

備考 違反行為の態様が著しく悪質と判断された場合、違反点数を上位回に該当させるこ 

とができる。 
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別表第４(第８条関係) 

違反点数による指定取り消し等処分基準 

区 分            違反点数    処分内容 

 １ 違反点数が 10 点以下の場合 文書による注意 

 ２ 違反点数が 11 点以上 16 点未満の場合 効力停止 １月 

 ３ 違反点数が 16 点以上 21 点未満の場合 効力停止 ３月 

 ４ 違反点数が 21 点以上 26 点未満の場合 効力停止 ６月 

 ５ 効力停止期間中に工事を施工した場合 
 

 

 

 

責任技術者の取消し 

 ６ 
違反行為により著しく住民の生命、財産若しくは公共下

水道に損害を及ぼした場合 

 ７ 責任技術者の要件を欠いた場合 

 ８ 違反行為に対する改善命令、指導に従わなかった場合 
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